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１.国立大学法人・大学共同利用機関法人の概況
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教育基本法（昭和二十二年法律第二十五号）（抄）
第二章 教育の実施に関する基本
（大学）

第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創
造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）（抄）
第九章 大学

第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳
的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

２ 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展
に寄与するものとする。

国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）（抄）
第一章 総則

第一節 通則
（目的）

第一条 この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の
水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに
大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めること
を目的とする。

国立大学等の法律上の目的・役割
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（令和7年4月1日）

5

国立大学法人等の構成
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障害

畜産

海洋
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芸術

外国語

社会

医学

工学

教員養成系

３学部

４学部

５学部

６学部

７学部以上

８１
法
人
・
８５
大
学

総
合
４８

そ
の
他
３７

北海道、東北、※筑波、千葉、東京、
※東京科学、新潟、富山、信州、
静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、
島根、岡山、広島、山口、愛媛、
九州、長崎、熊本、鹿児島、琉球

弘前、岩手、秋田、茨城、
埼玉、横国、岐阜、三重、
大分、宮崎

山形、宇都宮、徳島、香川、高知、佐賀

群馬、 ※金沢、福井、
山梨、和歌山、鳥取

北海道教育、宮城教育、東京学芸、上越教育、愛知教育、
京都教育、大阪教育、兵庫教育、奈良教育、鳴門教育、
福岡教育

東京外国語③

東京芸術②

鹿屋体育

東京海洋③

帯広畜産

筑波技術③

お茶の水④、奈良女子④

政策研究、総合研究、北陸先端科学技術、奈良先端科学技術

室蘭工業、北見工業、東京農工②、電気通信、長岡技術科学、
名古屋工業、豊橋技術科学、京都工芸繊維、九州工業②

旭川医科、浜松医科、
滋賀医科

小樽商科、一橋⑤

※福島、滋賀

・※は学群等制度を持つ大学
・○の中の数字は学部数
・赤字は医学部を持つ大学

専門
３１

女子大学

大学院大学

東海国立大学機構
名古屋
岐阜

北海道国立大学機構
小樽商科
帯広畜産
北見工業

奈良国立大学機構
奈良教育
奈良女子

大学共同利用機関法人（４法人）
人間文化研究機構（博物館等3、研究所等3）・自然科学研究機構（研究所等5）・高エネルギー加速器研究機構（研究所等2）・情報・システム研究機構（研究所等4）

国立大学等の種類・規模
令和7年4月
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国立
8,608 
38％

公立
797 
4％

私立
13,208 

58％

（出典）文部科学省「学校基本調査」（令和7年度：速報）より作成

国立
85

10％
公立
103
13％

私立
624
77％

学校数
●合計812校

国立
435,621 

16％
公立

149,758 
6％

私立
2,060,686 

78％

学生数

国立
96,959 

55％
公立

11,918 
7％

私立
67,095 

38％

学士課程
●合計264万6,065人

国立
54,075 

68％

公立
5,695 

7％

私立
19,793 

25％

修士課程
●合計17万4,972人

専門職学位課程
●合計2万2,613人

博士課程
●合計7万9,563人

我が国の学校数は813校（うち、私立624校（76.8％））であり、学部学生数は約265万人（うち、私立約206万人（78％））。
修士課程・博士課程の学生数は、国立が占める割合が高い。
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国公私立大学学生数（学部、修士、博士）



重要事項については
議を経て学長が決定（※）

教育研究に関する
重要事項を審議
【学内者で構成】

経営に関する
重要事項を審議

【学外者が過半数】

議長として主宰 議長として主宰

代
表
者
（
学
外
者
）

代
表
者
（
学
内
者
）

学外者と学内者同数で構成

学長選考・監察会議

基準に基づく選考・解任の申出
業務執行状況の確認

学
外
者
の
参
画

文部科学大臣 国立大学法人評価委員会

国立大学法人の
業務を監査

国立大学法人の
業務を総理

学長を補佐し、業務を掌理
（学外理事は原則二人以
上を設置義務とする）

国
立
大
学
法
人

・評価・中期目標提示、中期計画認可
・学長、監事の任命

・中期目標原案、中期計画作成
・学長候補者の申出

学長

理事理事
（学外）

理事

経営協議会 教育研究評議会

監事

役員会

監事
（学外）

（令和４年４月以降）

※運営方針会議を設置している法人にあっては、運営方針事項（中目・中計等）について、
学長も参画する運営方針会議において決定（令和６年１０月～）

国立大学法人のガバナンスの仕組み
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○我が国の学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に
供する法人とされている。（国立大学法人法第1条）

○大学共同利用機関法人４法人のもと、１７の大学共同利用機関が設置されている。

大学共同利用機関法人について
大学共同利用機関法人とは

○個々の大学に属さない大学の共同利用の研究所（国立大学法人法により設置された、大学と等質の学術研究機関）
○個々の大学では整備できない大規模な施設・設備や大量のデータ・貴重な資料等を全国の大学の研究者に提供する
   我が国独自のシステム
○各分野の研究者コミュニティの強い要望により、国立大学の研究所の改組等により設置された経緯
○平成16年の法人化で、異なる研究者コミュニティに支えられた複数の機関が機構を構成したことにより、新たな学問領域の創成を企図

大学共同利用機関の特徴

○外部研究者が約半数を占める運営会議が人事も含め運営全般に関与
○常に研究者コミュニティ全体にとって最適な研究所であることを求められる
（自発的改革がビルトインされた組織）

○共同研究を行うに相応しい流動的な教員組織
（例：大規模な客員教員・研究員枠、准教授までは任期制、内部昇格禁止等）

大学共同利用機関の組織的特性

○大規模な施設・設備や大量の学術データ等の貴重な研究資源を全国の大学の
研究者に無償で提供

○研究課題を公募し、全国の研究者の英知を結集した共同研究を実施
○全国の大学に対する技術移転（装置開発支援、実験技術研修の開催）
○狭い専門分野に陥りがちな研究者に交流の場を提供（シンポジウム、研究会等）
○当該分野のＣＯＥとして、国際学術協定等により世界への窓口として機能
○優れた研究環境を提供し、大学院教育に貢献（大学院生の研究指導を受託、総合研究大学院大学の専攻を設置）

大学共同利用機関の取組内容

【参考：国立大学法人法】
第１条 この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う

                      国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。
  第２条第３項 この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
第２条第４項 この法律において「大学共同利用機関」とは、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。

大学共同利用機関Ａ 大学共同利用機関Ｂ

設 置

※外部の関連研究者
の参画を法律に規定

参画 参画

研究者コミュニティ

※外部委員が
1／2程度参画

運営会議（※）運営会議

経営協議会教育研究評議会（※）役員会

大学共同利用機関法人（機構）

①研究課題の設定、②共同研究の実施方法、
③施設･設備や学術資料の整備･収集方針、
④研究者人事等について、コミュニティの意見を反映
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【主な共同利用の研究設備】
・低温実験施設 ・二次イオン質量分析計
・スーパーコンピュータシステム（統計科学、遺伝研）
・SINET６

【主な共同利用の研究資料・データ】
・極域関係資料（アイスコア、隕石等）
・日本人の国民性と国際比較調査データ
・モデル生物リソース（ﾏｳｽ、ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ、ﾋﾄﾞﾗ、ｲﾈ、大腸菌等）
・DDBJ（日本DNAデータバンク）

【主な共同利用の研究設備】
・Ｂファクトリー（スーパーKEKB＋BelleⅡ測定器）
・J-PARC （大強度陽子加速器施設）
・PF/PF-AR（放射光科学研究施設）

【主な共同利用の研究手段】
・放射光、中性子、ミュオン、低速陽電子の利用研究
・代行測定･解析（放射光）
・加速器関連技術の支援（超伝導、低温他）

【主な共同利用研究設備】
・すばる望遠鏡（ハワイ島 ） ・アルマ望遠鏡（チリ）
・大型ヘリカル装置LHD ・UVSOR（放射光施設）

【主な共同利用の研究資料・データ】
・災害に備えた生物遺伝資源の保存・管理(ﾊﾞｲｵﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
・天文観測アーカイブ
・LHD実験データベース
・ﾅｼｮﾅﾙﾊﾞｲｵﾘｿｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおけるメダカ、霊長類等

【主な共同利用の研究設備】
・高分解能マルチコレクタICP質量分析装置
・安定同位体比測定用質量分析装置等

【主な共同利用の研究資料・データ】
・統合検索システムnihuBridge（歴史学、国文学、民族学等の資料・研究成果）
・言語資源「コーパス」（大規模なテキスト・音声のサンプルデータベース）
・書籍（和漢書、古典籍、古文書等の原本・写本・マイクロフィルム等）
・標本資料（民族学、文化人類学、歴史学、考古学、民俗学等）
・映像音響資料 （日本映画、伝統芸能、民族文化等）

各大学共同利用機関法人（４法人）の構成

高エネルギー加速器研究機構

情報・システム研究機構

人間文化研究機構

自然科学研究機構

研究分野：人間の文化活動並びに人間と社会
               及び自然との関係に関する研究

設置する大学共同利用機関(６機関)：
●国立歴史民俗博物館（千葉）
●国文学研究資料館（東京）
●国立国語研究所（東京）
●国際日本文化研究センター（京都）
●総合地球環境学研究所（京都）
●国立民族学博物館（大阪）

研究分野：天文学、物質科学、エネルギー科学、
               生命科学その他の自然科学に関する研究

設置する大学共同利用機関(５機関)：
●国立天文台（東京ほか）
●核融合科学研究所（岐阜）
●基礎生物学研究所（愛知）
●生理学研究所（愛知）
●分子科学研究所（愛知）

研究分野：高エネルギー加速器による素粒子、原子核並びに
               物質の構造及び機能に関する研究並びに高エネ
               ルギー加速器の性能の向上を図るための研究

設置する大学共同利用機関(2機関)： 
●素粒子原子核研究所 (茨城)
●物質構造科学研究所 (茨城)

研究分野：情報に関する科学の総合研究並びに当該
研究を活用した自然科学及び社会における
研究諸現象等の体系的な解明に関する研究

南極観測【国立極地研究所】

設置する大学共同利用機関(４機関)：
●国立極地研究所（東京）
●国立情報学研究所（東京）
●統計数理研究所（東京）
●国立遺伝学研究所（静岡）

研究教育職員 263名
技術職員 26名
事務職員 245名

研究教育職員 485名
技術職員 244名
事務職員 231名

研究教育職員 410名
技術職員 173名
事務職員 206名

研究教育職員 358名
技術職員 104名
事務職員 232名

SuperKEKB / BelleⅡ実験

大強度陽子加速器（J-PARC）

すばる望遠鏡 【国立天文台】

SINET６
【国立情報学研究所】

大型ヘリカル装置【核融合科学研究所】

※職員数は令和6年5月1日現在
事業規模は令和5年度決算による

日本語の歴史的典籍事業規模：121.7億円（うち運営費交付金 114.0億円）

職員数： 534名

職員数： 960名

事業規模：312.5億円（うち運営費交付金 242.4億円）

職員数： 789名  

事業規模：298.8億円（うち運営費交付金 168.0億円）

職員数： 694名

事業規模：284.7億円（うち運営費交付金 214.7億円）
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国立大学法人化以後の流れ

第１期 第３期第２期 第４期
平成28年度～平成16年度～ 平成22年度～ 令和４年度～

新たな法人制度の
「始動期」

＜国立大学法人化の意義＞
自律的・自主的な環境の下
で国立大学をより活性化し、
優れた教育や特色ある研究
に積極的に取り組む、より個
性豊かな魅力ある国立大学
を実現

法人化の長所を生かした
改革を本格化

持続的な“競争力”を持ち、
高い付加価値を生み出す国立大学へ 機能拡張により公共を担う経営体への転換

大学改革実行プラン
（平成24年６月）
社会の変革のエンジンとなる
大学づくり
・大学の機能再構築
・大学ガバナンスの充実強化

国立大学改革強化推進事業（平成24年度～） 国立大学経営改革促進事業(平成30年度～)

機能強化の推進
・運営費交付金による重点支援

３つの重点支援の枠組みによる重点支援
学長裁量経費の導入
客観・共通指標による配分（令和元年度～）
※第3期期間中は同額程度を確保

• 指定国立大学法人制度の創設
• 経営と教学の分離、一法人複数大学制の導入

国立大学経営力戦略（平成27年6月）
「社会変革のエンジン」として知の創出機能
を最大化
• 大胆な発想で、学長がリーダーシップとマネジ
メント力を発揮し、組織全体をリードする将来
ビジョンに基づく自己改革・新陳代謝を実行

• 確かなコスト意識と戦略的な資源配分を前提
とした経営的視点で大学運営を行うことで経
営力を強化
３つの重点支援の枠組みを新設
機能強化のための組織再編
学長の裁量による経費（仮称）によるマネ

ジメント改革
「特定研究大学(仮称) 」「卓越大学院(仮

称) 」「卓越研究員(仮称)」

国立大学改革プラン
（平成25年11月）
• ミッションを踏まえ、改革を
改革加速期間中に実施す
る大学に対し、国立大学
法人運営費交付金等によ
り重点支援

• 大学発ベンチャー支援会社（VC）への
出資を可能に

ミッションの再定義
各国立大学と文部科学省の意見交
換により、各大学の強み・特色・社会
的役割を整理

国立大学改革方針（令和元年６月）
知識集約型社会において知をリードし、イノベーションを創出する
知と人材の集積拠点としての役割。「国立大学こそが社会変革
の原動力」
地域の教育研究拠点として、各地域のポテンシャルを引き出し、
地方創生に貢献する役割
1. 徹底的な教育改革
2. 世界の「知」をリードするイノベーションハブ
3. 世界・社会との高度で多様な頭脳循環
4. 地域の中核として高度な知を提供
5. 強靭なガバナンス
6. 多様で柔軟なネットワーク
7. 国立大学の適正な規模
⇒手厚い支援と厳格な評価の徹底、規制緩和と体制整備

自律的な経営環境の確保
• 学生への修学支援・ポスドク等への研究助成等に
対する個人寄附への税額控除導入

• 評価性資産の寄附に係る非課税要件緩和
• 土地等の第三者貸付対象の範囲拡大
• 余裕金の運用対象の拡大
• 大学債・長期借入の対象拡大

改革加速期間
(平成24～27年度)

国立大学法人と国の自律的契約関係
• 中期目標・中期計画の在り方の見直し
※国が示す大枠の方針（中期目標大綱）から法人が
自らのミッションとして位置づけるものを選択

• 評価全体の効率化、年度評価の廃止
• 学長選考・監察会議の権限追加、監事の体制強化
• ガバナンス・コードの適合状況の積極的な公表
社会のステークホルダーとのエンゲージメント
• 運営費交付金に「ミッション実現戦略分」を導入、社会
的インパクトの創出に向けた取組を後押し

• 大学の大きな運営方針の継続性・安定性を確保し、ス
テークホルダーと共に継続的な大学の成長を支えるための
運営方針会議の創設
経営裁量の拡大を可能とする規制緩和等
• 大学債・長期借入の対象拡大
• 土地等の第三者貸付につき計画の一括認可を可能に
• 個人寄附の税額控除対象を、障害学生支援や留学生
宿舎建設目的の寄附にも拡大

ガバナンス改革
• 教授会等の組織の規定の見直し
• 学長選考の透明化

• 大学ごとに法人化し、自律
的な運営を確保

• 民間的発想のマネジメント
手法を導入

• 学外者の参画による運営
システムを制度化

• 能力主義人事の徹底
• 第三者評価の導入による
事後チェック方式への移行
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２.国立大学法人等の財源の多様化
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・長期借入金の借入や債券発行経費の対象拡大
・不動産の第三者への貸付手続きの簡素化(複数計画の一括
  認可が可能に)
・障害者の修学支援や留学生受け入れ環境整備を目的とした
  寄附にも税額控除を拡大

2004 予算・人事等に関する大学の裁量拡大
学外者の経営参画が法定
TLOに対する出資の可能化・寄附やライセンス対価として株式を取得できることを明確化

・国立大学が法人化

・国立大学が実施できる「収益を伴う事業」を明確化
・修学支援を目的とした寄附に税額控除

・教育研究活動で生み出された成果物の一般販売収入
・教育研究活動の成果を活用して行った技術支援や法律相談
の対価

・施設・設備へのネーミングライツ収入
・大学の博物館の入館料、展覧会・発表会の入場料

⇒ 全て可能

・不動産の第三者への貸付け対象が拡大
・寄附金等を原資とする余裕金を、より収益性の高い金融商品
への運用を可能化

大学の業務に関係ない用途であっても、将来的に使用予定があ
るなど特定の要件を満たせば、文部科学大臣の認可を得て、貸
付けが可能に。 （これまでは×）

・評価性資産の寄附をした際のみなし譲渡所得税の非
課税要件を緩和

・指定国立大学法人制度創設：指定国についてはコンサル、
研修等を実施する研究成果活用事業者への出資が可能

国立大学に対して現物を寄附する際に、税務署で
受ける非課税承認を受ける期間を短縮。
また、寄附された資産を別の資産に組み替えられるようになり、
             寄附を受け入れる大学にとっても資産の管理が柔軟に。

・大学発ベンチャー支援会社への出資を可能化
※TLO：Technology Licensing Organization（技術移転機関）
大学の研究者の研究成果を特許化し、それを企業へ技術移転する法人

2005
2013

2016

2017

2018

2020
・学生やポスドクへの研究助成・能力向上を目的とした寄附に
税額控除の対象を拡大
・長期借入金の借入や債券発行の対象事業の拡大や償還期
間の延長

対象事業を附属病院や施設移転等に要する土地の取得等に
限定していたところ、先端的な教育研究の用に供するための土地
の取得等も対象に。これにより、国立大学における教育研究機
能の一層の向上を可能に。2022

・コンサル、研修等を実施する研究成果活用事業者への
出資を全ての国立大学法人等について可能化
・指定国立大学法人について、テック系の大学発ベンチャー
への出資を可能化
・教育研究に係る施設等の管理及び利用促進に係る事業
者への出資を可能化

2021
・共同研究や受託研究についての企画・あっせん及び実用
化を目指した民間事業者との共同研究や受託研究を行う
事業者に対する出資を可能化
・大学等との共同研究に要する費用等について法人税控除

2024

国立大学法人における自律的な経営環境の確保・財源の多様化①
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国立大学は、大学の活動から離れて、収益を上げることを目的とした事業はできないが、
大学の教育研究成果を活用することで収益を得ることは可能（平成２８年にその旨の解釈を通知）。

また、法人法を改正し、平成２９年４月以降それまで国立大学では規制されていた、

・大学に関係のない用途で利用するための不動産の第三者への貸付け
・一定の収益性の高い金融商品の運用 による自己収入の確保が可能。

教育研究成果を活用した
収益の獲得

▮ 企業の技術相談や法律相談

▮ 教育研究活動の成果物の販売

九州大学
バイオ有機肥料

宇都宮大学
牛乳

▮ 教員・学生の教育研究成果の
  展覧会・発表会

大学の資産を活用した
収益の獲得

▮ キャンパス・ツアーの実施

▮ 学内の施設(ジム、保育所等)
の一般利用者への供与

▮ ネーミングライツの施設等
への設定

山形大学
ニクニドーム
やまがた

神戸大学
NTTDATA
 IT Room

▮ 大学が保有する不動産を業務
に関係のない用途で第三者に貸し
付け ※文部科学大臣の認可が必要

不動産の貸付けによる
収益の獲得

▮ 2024年3月末時点で26法人
（40件）が認可

長崎大学

老朽化した
テニスコートを
第三者利用の

駐車場用に貸付け

金融商品の運用による
収益の獲得

▮ 無担保社債、投資信託、外貨
建債券などの収益性の高い金融
商品の運用

※運用の原資は寄附金等の自
己収入のみ

※運用体制を確認するため文
部科学大臣の認定が必要

▮ 2025年3月時点で41法人が認定

※大学の用途に関係のある貸付けは従前より可能 ※国債、地方債等の安全資産の運用は従前より可能

※指定国立大学法人9法人
は特例で認定免除

※国立大学法人は法人税法上の非課税法人であり、それとの関係からも収益を目的とすることは困難。

平成16年度の法人化以降可能 平成２９年度の改正法人法施行以降可能

平成２９年４月以降、認可・認定を受けた大学において、
具体的な貸付け契約の手続や運用等が進められている

取組・収益実績は各大学において様々であるが、
例）京都大学：２．７億円 (H16) ⇒ ２０．０億円 (R3) ※

※財務諸表上の「財産貸付料収入」「入場料収入」「講習料収入」「版権料・特許料収入」
「農畜産物収入」の合計

国立大学法人における自律的な経営環境の確保・財源の多様化②

１１ ２ ２
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Aグループ（大規模） Bグループ（理学生＞W文） Cグループ（文学生＞W理） Dグループ（医のみ）

Eグループ（教のみ） Fグループ（院のみ） Gグループ（病有複学） Hグループ（病無複学） Iグループ（共同利用機関）

1.7倍
1.0倍

3.8倍 1.4倍

1.4倍

1.7倍

1.4倍

1.3倍
1.4倍

 寄附については、大学全体で受入件数は約2.3倍、受入額は約1.6倍に増加。
 Cグループ（文学生＞W理）は寄附金額が大幅に増加、Cグループ（文学生＞W理）、Eグループ（教のみ）は寄附件数が大幅に増加。
 他の全ての類型で、寄附の受入件数が伸びている中、Fグループ（院のみ）の受入件数は減少。受入額は、Bグループのみ横ばい。一方、

Bグループは受託研究や共同研究契約が著しく伸びており、寄附から契約形態への移行も推測される。

全体

1.6倍

2.3倍
2.7倍 2.2倍 6.2倍

1.5倍

5.5倍

0.8倍

1.5倍 2.1倍

1.7倍

寄附の状況
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 土地の貸付については、令和6年度までに、46件（28法人）が認可されている。
 主な貸付用途としては、駐車場、共同住宅・マンション、社会福祉施設等。
 貸付期間は、用途により数年から75年まで様々であり、所有する土地の状況に応じた活用が行われている。貸付額も、

面積や所在地により様々であるが、年額で数十億の収入が生じる物件（東京都23区内）もある。
 グループ毎の認可件数は、Aグループ（大規模）が24件で全体の52%を占め最多。
 全国の貸付地のうち、東京都内に所在する土地の割合は34.6%を占める。東京都を除く3大都市圏（※）については

30.8％、その他の都道府県については34.6%。（※）埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県

 グループ毎の1法人当たりの平均認可件数は、Aグループ（大規模）が1.71件と最多で、次いでHグループ（病無複
学）が0.7件。

土地の貸付の認可状況

グループ毎の認可件数
（グループ、件数、割合）

グループ毎の１法人当たりの平均認可件数
（グループ毎の全認可件数/グループ毎の全法人数）

件数
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※上述の方法により資金運用が認められている業務上の余裕金は以下の通り：
①寄附金 ②動産・不動産収入 ③研究成果の普及展開業務の対価 ④出資の配当金 ⑤運用利子・配当

② ①のほか、文部科学大臣の認定を受けた場合には、以下の方法・金融商品による資金運用の
実施が可能（なお、指定国立大学法人については、当該認定を要せず運用の実施が可能）

【自家運用】

① 全ての国立大学法人において実施可能な資金運用の内容

【委託運用】

ー国立大学法人法第35条の2において独立行政法人通則法第47条を準用ー

金融商品全般の委託運用が可能

• 貯金、預金（外貨預金等）

• （外国）投資信託の受益証券
• 外貨建ての有価証券
• 投資証券／新投資口予約権証券／

投資法人債券／外国投資証券

• 国債
• 地方債
• 政府保証債

• 文部科学大臣の指定する有価証券（A以上の格付けを取得している担保付普通社債
等）

• 預金（銀行、信用金庫等）
• 金銭信託

ー国立大学法人法第33条の５に規定ー

• 有価証券
• 無担保社債券
• コマーシャルペーパー
• 資産流動化法に規定する特定社債券

（生命保険相互会社が発行する基金債等）

資金運用制度の概要
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1

3

10

A（大規模）

未取得 基準１ 基準２ 基準３ 基準４の１ 基準４の２ 全基準

（令和６年１月末現在）

 グループ別で見ると、Aグループ（大規模）は全法人がいずれかの基準の運用が可能となっている。
 B（理学生＞W文）、E（教のみ）、F（院のみ）、Iグループ（共同利用機関）では半数を超える法人が認定未取

得となっている。
 指定国立大学については、特例により認定を受けることなく全基準による運用が可能となっているため「全基準」に区分さ

れている。

62

1
1

B（理学生＞W文）

3

1

1

1

C（文学生＞W理）

1

1

1

D（医のみ）

8

2

E（教のみ）

4

F（院のみ）

5

12

4

2 1

G（病有復学）

5

2

2

1

H（病院無復学）

3

1

I（共同利用）

グループ毎の認定状況（認定を受けている法人数）

基準の数値が上がるほどリスクがある運用を行えることに加え、必要なガバナンスを求めている。

18（令和7年3月時点）

余裕金の運用に係る認定状況



 長期借入については、令和7年4月までに83件が文部科学大臣の認可を受けている。
 グループ毎の認可件数は、Aグループ（大規模）が30件で全体の36%を占め最多。
 グループ毎の1法人当たりの平均認可件数は、Aグループ（大規模）が2.1件と最多で、次いでHグループ（病無複学）

が1.2件。

グループ毎の認可件数
（グループ、件数、全体に占める割合）

グループ毎の１法人当たりの平均認可件数
（グループ毎の全認可件数/グループ毎の全法人数）

長期借入の認可状況①
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※ 附属病院の用に供するために行う土地の取得等・先端的な教育研究の要に供するために行う土地の取得等（令和2年に対象に追加）
については、認可実績なし。

長期借入の目的別の認可件数（件数、全体に占める割合）

長期借入の認可状況②

 主な用途としては、学生の寄宿舎、職員の宿舎等に要する土地の取得等が54件（65％）と最多。
 借入額（1件当たりの平均）については、施設の移転：約55憶円、寄宿舎等：約7.5億円、産学連携施設：約

6.9憶円、附属動物病院：約2.8憶円となっている。

20



 ７法人により総額1619億円の大学債が発行されている。うち、5法人が償還期間を最長の40年に設定。
 使途は、研究プロジェクトの実施、キャンパス整備、教育研究拠点の整備、産学連携施設の整備等。
 投資表明者は、保険会社、資産運用会社、自治体の共済組合、自治体、財団法人、一般企業、地元企業、学校法

人等が挙げられる（各法人HPより）。

債券発行の状況

21

認可日

発行日

年限

金額

格付け
（発行体）

発行利率

発行手数料

事業

使途
※事業の一部に調
達資金を充当予定

ハイパーカミオカンデ 200億円 ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞｷｬﾝﾊﾞｽ 50億円 イノベーションコモンズ 60億円 ITF. Forum 191億円
すずかけ台キャンパス
再開発事業

261億円
サイエンスパーク整備
関連事業

70億円
世界トップ研究者の集
う知の梁山泊

100億円
多様な"大志"が結集す
る共創拠点の整備

67億円
卓越した学知の構築
（ハイパーカミオカンデ計
画の推進）

776億円
卓越した学知の構築
（ハイパーカミオカンデ計
画の推進）

776億円
卓越した学知の構築
（ハイパーカミオカンデ計
画の推進）

776億円
卓越した学知の構築
（ハイパーカミオカンデ計
画の推進）

776億円

アタカマ天文台 50億円 ｸﾞﾘｰﾝﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ 150億円 Well-being拠点 120億円 未来社会ﾃﾞｻﾞｲﾝ棟 26億円
教育研究インフラの整
備

119億円
フラッグシップラボ拠点
整備関連事業

25億円
インクルーシブな人材
育成拠点整備

30億円
サステナビリティ／グ
リーン社会を目指す教
育・研究環境の整備

GX・DXの推進
（次世代型空間・情報イン
フラ構築）

95億円
GX・DXの推進
（次世代型空間・情報イ
ンフラ構築）

95億円
GX・DXの推進
（次世代型空間・情報イン
フラ構築）

95億円
GX・DXの推進
（次世代型空間・情報イン
フラ構築）

95億円

フィジカル工学インフラ 150億円
海洋生物研究教育拠
点整備　ほか

30億円 量子科学研究拠点 120億円 SPORT TOMORROW 34億円
最先端大型研究、産学
官連携関連の設備の
整備

45億円
川内コモンズ（仮称）の
新営

30億円
創薬シーズ開発・育成
拠点の整備

20億円
地域と世界の結節点と
なる拠点の整備

ダイバーシティ＆インク
ルージョンの推進
（D＆I棟の整備）

90億円
ダイバーシティ＆インク
ルージョンの推進
（D＆I棟の整備）

90億円
ダイバーシティ＆インク
ルージョンの推進
（D＆I棟の整備）

90億円
ダイバーシティ＆インク
ルージョンの推進
（D＆I棟の整備）

90億円

老朽施設整備　ほか 70億円 スポーツ施設　ほか 150億円
上記に係る設計費・什
器の調達費・専門職員
の人件費等

13億円
教育研究に専念できる環
境の整備
（教育研究基盤の強化）

69億円
教育研究に専念できる
環境の整備
（教育研究基盤の強化）

69億円
教育研究に専念できる環
境の整備
（教育研究基盤の強化）

69億円
教育研究に専念できる環
境の整備
（教育研究基盤の強化）

69億円

償還財源

全体188億円
・寄附金等運用益78億円
・財産貸付料36億円
・産学連携等収入40億円
・新設棟からの産学連携等収入15億
円
・法人債引当特定資産運用益
19億円

全体106.1億円
・寄附金等運用益14.6億円
・財産貸付料31.8億円
・産学連携等収入30.3億円
・共創拠点の新設による財産貸付料
収入15.3億円
・法人債引当特定資産運用益
14.3億円

全体3235億円
・寄附金運用益1571億円
・研究支援経費1270億
・財産貸付料342億
・土地活用53億

＊額は第1回から第3回債の償還財源を
合算したもの

全体3235億円
・寄附金運用益1571億円
・研究支援経費1270億
・財産貸付料342億
・土地活用53億

＊額は第1回から第６回債の償還財源
を合算したもの

全体3235億円
・寄附金運用益1571億円
・研究支援経費1270億
・財産貸付料342億
・土地活用53億

＊額は第1回から第６回債の償還財源を
合算したもの

全体3235億円
・寄附金運用益1571億円
・研究支援経費1270億
・財産貸付料342億
・土地活用53億

＊額は第1回から第６回債の償還財源を
合算したもの

全体603億円
・研究支援経費338億円
・寄附金運用益120億円
・財産貸付料77億円
・新たな土地活用68億円

全体932億円
・研究支援経費668億円
・寄附金運用益123億円
・財産貸付料81億円
・新たな土地活用60億円

＊償還財源は第1回と第2回債を合算
したもの

全体653億円
・産学連携392億円
・余裕金の運用益128億円
・寄附金運用益108億円

全体430億円
・産学連携305億円
・財産貸付料45億円
・余裕金の運用益37億円
・寄附金運用益28億円
・新たな土地活用16億円

全体1,280億円
・田町土地活用事業1,080億円
・宿舎跡地等土地活用事業69億円
・財産貸付料131億円

全体212億円
・寄附金等運用益41億円
・入構負担金収入64億円
・新たな土地建物活用73億円
・産学連携等に関する経費26億円
・法人債引当特定資産運用益8億円

知とイノベーションのコモ
ンズ創成事業

北海道大学Excellence
and Extension事業

UTokyo Compass
推進事業

UTokyo Compass
推進事業

UTokyo Compass
推進事業

UTokyo Compass
推進事業

東京大学FSI事業 東京大学FSI事業
大阪大学生きがいを育む
社会創造事業

筑波大学社会的価値創
造事業

キャンパス・イノベーショ
ンエコシステム構想2031
の実現

グリーン未来を創造する
イノベーション・プラット
フォーム整備事業

0.5億円（0.5％） 0.26億円（0.5％） 0.75億円（0.6％） 0.07億円（0.7％） 0.44億円（0.6％） 0.62億円（0.7％）1.4億円（0.7％） 0.7億円（0.7％） 2.0億円（0.7％） 1.4億円（0.7％） 2.0億円（0.7％） 0.7億円（0.7％）

1.187% 1.942% 2.877% 2.437% 3.128% 3.516%0.823% 0.853% 1.169% 1.619% 1.800% 1.879%

AA＋（R&I)
AAA（JCR)

AA＋（R&I)
AAA（JCR)

AA＋（R&I)
AAA（JCR)

AA＋（R&I)
AAA（JCR)

AA＋（R&I)
AAA（JCR)

AA＋（R&I)
AAA（JCR)

AA＋（R&I)
AAA（JCR)

AA＋（R&I)
AAA（JCR)

AA＋（R&I)
AAA（JCR)

AA＋（R&I)
AAA（JCR)

AA＋（R&I)
AA＋（R&I)
AAA（JCR)

100億円 33.7億円 110億円 10億円 75億円 90億円200億円 100億円 300億円 200億円 300億円 100億円

２０年 ３0年 40年40年 40年 40年 40年 40年 40年

令和2年10月16日 令和3年12月22日 令和4年4月28日 令和4年10月19日 令和4年12月16日 令和5年2月3日

20年 20年 40年

令和6年11月29日 令和7年6月3日 令和7年6月3日 令和7年6月3日

第3回
東京大学債

第４回
東京大学債

第５回
東京大学債

第６回
東京大学債

令和5年6月2日 令和6年11月29日 令和6年12月23日 令和7年6月20日 令和7年6月20日 令和7年6月20日

令和2年8月31日 令和3年12月2日 令和4年4月21日 令和4年6月30日 令和4年9月29日 令和4年12月26日

第1回
東京大学債

第2回
東京大学債

第1回
大阪大学債

第1回
筑波大学債

第1回
東京工業大学債

第1回
東北大学債

第1回
東海国立大学機構債

第1回
北海道大学債

令和5年5月19日 令和6年9月6日


資料 (7年度)





				第1回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウダイガク サイ				第2回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ				第1回
大阪大学債 ダイ カイ オオサカダイガク サイ				第1回
筑波大学債 ダイ カイ ツクバ ダイガク サイ				第1回
東京工業大学債 ダイ カイ トウキョウ コウギョウ ダイガク サイ				第1回
東北大学債 ダイ カイ トウホク ダイガク サイ				第1回
東海国立大学機構債 ダイ カイ トウカイ コクリツ ダイガク キコウ				第1回
北海道大学債 ダイ カイ ホッカイドウ ダイガク サイ				第3回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ				第４回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ				第５回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ				第６回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ

		認可日 ニンカ ヒ		44074				44532				44672				44742				44833				44921				45065				45541				45625				45811				45811				45811

		発行日 ハッコウビ		44120				44552				44679				44853				44911				44960				45079				45625				45649				45828				45828				45828

		償還日 ショウカン ビ		58519				58883				59247				59247				59247				59247				52384				52930				59981				53133				56783				60346

		年限 ネンゲン		40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				20年 ネン				20年 ネン				40年 ネン				２０年 ネン				３0年 ネン				40年 ネン

		金額 キンガク		200億円 オクエン				100億円 オクエン				300億円 オクエン				200億円 オクエン				300億円 オクエン				100億円 オクエン				100億円 オクエン				33.7億円（50億円の発行予定であったが、３３．７億円の発行となった） オクエン オクエン ハッコウ ヨテイ オクエン ハッコウ				110億円（300億円の発行予定であったが、１１０億円の発行となった) オクエン オクエン ハッコウ ヨテイ オク エン ハッコウ				10億円（第4回から第６回債あわせて１９０億円の発行予定であったが、１７５億円の発行となった） オクエン ダイ カイ ダイ カイ サイ オクエン ハッコウ ヨテイ オク エン ハッコウ				75億円（第4回から第６回債あわせて１９０億円の発行予定であったが、１７５億円の発行となった） オクエン				90億円（第4回から第６回債あわせて１９０億円の発行予定であったが、１７５億円の発行となった） オクエン

		格付け
（発行体） カクヅ ハッコウタイ		AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)

		予定利率 ヨテイ リリツ		0.767%				0.884%				1.037%				1.029%				1.119%				1.449%				1.211%				1.792%				2.549%				2.393%				2.957%				3.473%

		発行利率 ハッコウ リリツ		0.823%				0.853%				1.169%				1.619%				1.800%				1.879%				1.187%				1.942%				2.877%				2.437%				3.128%				3.516%

		発行手数料 ハッコウテスウリョウ		1.4億円（0.7％）				0.7億円（0.7％）				2.0億円（0.7％）				1.4億円（0.7％）				2.0億円（0.7％）				0.7億円（0.7％）				0.5億円（0.5％）				0.26億円（0.5％） オクエン				０．７５億円（0.6％） オクエン				０．０７億円（０．７％） オクエン				０．４４億円（０．６％） オクエン				０．６２億円（０．７％） オクエン

		事業 ジギョウ		東京大学FSI事業				東京大学FSI事業				大阪大学生きがいを育む社会創造事業				筑波大学社会的価値創造事業				キャンパス・イノベーションエコシステム構想2031の実現				グリーン未来を創造するイノベーション・プラットフォーム整備事業 ミライ ソウゾウ セイビジギョウ				知とイノベーションのコモンズ創成事業 チ ソウセイ ジギョウ				北海道大学Excellence and Extension事業 ホッカイドウ ダイガク ジギョウ				UTokyo Compass推進事業 スイシン ジギョウ				UTokyo Compass推進事業 スイシン ジギョウ				UTokyo Compass推進事業 スイシン ジギョウ				UTokyo Compass推進事業 スイシン ジギョウ

		使途
※事業の一部に調達資金を充当予定 シト ジギョウ イチブ チョウタツ シキン ジュウトウヨテイ		ハイパーカミオカンデ		200億円 オクエン		ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞｷｬﾝﾊﾞｽ 		50億円 オクエン		イノベーションコモンズ		60億円 オクエン		ITF. Forum		191億円 オクエン		すずかけ台キャンパス再開発事業		261億円 オクエン		サイエンスパーク整備関連事業 セイビカンレンジギョウ		70億円 オクエン		世界トップ研究者の集う知の梁山泊 セカイ ケンキュウシャ ツド チ		100億円 オクエン		多様な"大志"が結集する共創拠点の整備 タヨウ タイシ ケッシュウ キョウソウキョテン セイビ		６７億円 オクエン		卓越した学知の構築
（ハイパーカミオカンデ計画の推進） タクエツ ガクチ コウチク ケイカク スイシン		776億円 オクエン		卓越した学知の構築
（ハイパーカミオカンデ計画の推進） タクエツ ガクチ コウチク ケイカク スイシン		776億円 オクエン		卓越した学知の構築
（ハイパーカミオカンデ計画の推進） タクエツ ガクチ コウチク ケイカク スイシン		776億円 オクエン		卓越した学知の構築
（ハイパーカミオカンデ計画の推進） タクエツ ガクチ コウチク ケイカク スイシン		776億円 オクエン

				アタカマ天文台		50億円 オクエン		ｸﾞﾘｰﾝﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ		150億円 オクエン		Well-being拠点		120億円 オクエン		未来社会ﾃﾞｻﾞｲﾝ棟		26億円 オクエン		教育研究インフラの整備		119億円 オクエン		フラッグシップラボ拠点整備関連事業 キョテン セイビカンレンジギョウ		25億円 オクエン		インクルーシブな人材育成拠点整備 ジンザイ イクセイ キョテン セイビ		30億円 オクエン		サステナビリティ／グリーン社会を目指す教育・研究環境の整備 シャカイ メザ キョウイク ケンキュウカンキョウ セイビ				GX・DXの推進
（次世代型空間・情報インフラ構築） スイシン ジセダイ ガタ クウカン ジョウホウ コウチク		95億円 オクエン		GX・DXの推進
（次世代型空間・情報インフラ構築） スイシン ジセダイ ガタ クウカン ジョウホウ コウチク		95億円 オクエン		GX・DXの推進
（次世代型空間・情報インフラ構築） スイシン ジセダイ ガタ クウカン ジョウホウ コウチク		95億円 オクエン		GX・DXの推進
（次世代型空間・情報インフラ構築） スイシン ジセダイ ガタ クウカン ジョウホウ コウチク		95億円 オクエン

				フィジカル工学インフラ		150億円 オクエン		海洋生物研究教育拠点整備　ほか		30億円 オクエン		量子科学研究拠点		120億円 オクエン		SPORT TOMORROW		34億円		最先端大型研究、産学官連携関連の設備の整備		45億円 オクエン		川内コモンズ（仮称）の新営 カワウチ カショウ シンエイ		30億円 オクエン		創薬シーズ開発・育成拠点の整備 ソウヤク カイハツ イクセイ キョテン セイビ		20億円 オクエン		地域と世界の結節点となる拠点の整備 チイキ セカイ ケッセツテン キョテン セイビ				ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
（D＆I棟の整備） スイシン トウ セイビ		90億円 オクエン		ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
（D＆I棟の整備） スイシン トウ セイビ		90億円 オクエン		ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
（D＆I棟の整備） スイシン トウ セイビ		90億円 オクエン		ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
（D＆I棟の整備） スイシン トウ セイビ		90億円 オクエン

				老朽施設整備　ほか		70億円 オクエン						スポーツ施設　ほか		150億円 オクエン																		上記に係る設計費・什器の調達費・専門職員の人件費等 ジョウキ カカワ セッケイヒ ジュウキ チョウタツヒ センモン ショクイン ジンケンヒトウ		13億円 オクエン		教育研究に専念できる環境の整備
（教育研究基盤の強化） キョウイク ケンキュウ センネン カンキョウ セイビ キョウイク ケンキュウ キバン キョウカ		69億円 オクエン		教育研究に専念できる環境の整備
（教育研究基盤の強化） キョウイク ケンキュウ センネン カンキョウ セイビ キョウイク ケンキュウ キバン キョウカ		69億円 オクエン		教育研究に専念できる環境の整備
（教育研究基盤の強化） キョウイク ケンキュウ センネン カンキョウ セイビ キョウイク ケンキュウ キバン キョウカ		69億円 オクエン		教育研究に専念できる環境の整備
（教育研究基盤の強化） キョウイク ケンキュウ センネン カンキョウ セイビ キョウイク ケンキュウ キバン キョウカ		69億円 オクエン

		償還財源 ショウカンザイゲン		全体603億円
・研究支援経費338億円
・寄附金運用益120億円
・財産貸付料77億円
・新たな土地活用68億円				全体932億円
・研究支援経費668億円
・寄附金運用益123億円
・財産貸付料81億円
・新たな土地活用60億円

＊償還財源は第1回と第2回債を合算したもの				全体653億円
・産学連携392億円
・余裕金の運用益128億円
・寄附金運用益108億円				全体430億円
・産学連携305億円
・財産貸付料45億円
・余裕金の運用益37億円
・寄附金運用益28億円
・新たな土地活用16億円				全体1,280億円
・田町土地活用事業1,080億円
・宿舎跡地等土地活用事業69億円
・財産貸付料131億円				全体212億円
・寄附金等運用益41億円
・入構負担金収入64億円
・新たな土地建物活用73億円
・産学連携等に関する経費26億円
・法人債引当特定資産運用益8億円 オク オク カツヨウ オク オク オク				全体188億円
・寄附金等運用益78億円
・財産貸付料36億円
・産学連携等収入40億円
・新設棟からの産学連携等収入15億円
・法人債引当特定資産運用益
19億円 エン エン エン エン エン				全体106.1億円
・寄附金等運用益14.6億円
・財産貸付料31.8億円
・産学連携等収入30.3億円
・共創拠点の新設による財産貸付料収入15.3億円
・法人債引当特定資産運用益
14.3億円 エン エン エン キョウソウ キョテン シンセツ エン エン				全体3235億円
・寄附金運用益1571億円
・研究支援経費1270億
・財産貸付料342億
・土地活用53億

＊額は第1回から第3回債の償還財源を合算したもの エン ガク ダイ カイ ダイ カイサイ ガッサン				全体3235億円
・寄附金運用益1571億円
・研究支援経費1270億
・財産貸付料342億
・土地活用53億

＊額は第1回から第６回債の償還財源を合算したもの エン ガク ダイ カイ ダイ カイサイ ガッサン				全体3235億円
・寄附金運用益1571億円
・研究支援経費1270億
・財産貸付料342億
・土地活用53億

＊額は第1回から第６回債の償還財源を合算したもの エン ガク ダイ カイ ダイ カイサイ ガッサン				全体3235億円
・寄附金運用益1571億円
・研究支援経費1270億
・財産貸付料342億
・土地活用53億

＊額は第1回から第６回債の償還財源を合算したもの エン ガク ダイ カイ ダイ カイサイ ガッサン

		投資家
（銀行・保険・証券・資産運用会社） トウシカ ギンコウ ホケン ショウケン シサン ウンヨウ カイシャ		（第1回乃至第6回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
アフラック生命保険株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア セイメイ ホケン カブシキ カイシャ				（第1回乃至第6回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
アフラック生命保険株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア セイメイ ホケン カブシキ カイシャ				朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
住友生命保険相互会社
ソニー生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社				朝日生命保険相互会社
住友生命保険相互会社
ソニー生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社				株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
ソニー生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
メディケア生命保険株式会社				アセットマネジメント One株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社				株式会社あいちフィナンシャルグループ
アセットマネジメントOne株式会社
株式会社かんぽ生命保険
株式会社十六銀行
住友生命保険相互会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
中部日本放送株式会社
株式会社名古屋銀行
日本生命保険相互会社
株式会社山梨中央銀行				日本生命保険相互会社				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア				（第1回乃至第6回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
アフラック生命保険株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア セイメイ ホケン カブシキ カイシャ				（第1回乃至第6回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
アフラック生命保険株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア セイメイ ホケン カブシキ カイシャ				（第1回乃至第6回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
アフラック生命保険株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア セイメイ ホケン カブシキ カイシャ

		投資家
（その他事業会社） トウシカ タ ジギョウ カイシャ		（第1回乃至第６回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社				シップヘルスケアホールディングス株式会社
ダイキン工業株式会社
日本コルマー株式会社
ピアス株式会社												イシイ株式会社
カンタム情報システム株式会社
株式会社ケディカ
JX 金属株式会社
株式会社バイタルネット
陽光ビルサービス株式会社				アイカ工業株式会社
株式会社青山製作所
株式会社アタックス
尾畑長硝子株式会社
菊水化学工業株式会社
興和 株式会社
ＣＫＤ株式会社
中部日本放送株式会社
名古屋鉄道株式会社
株式会社日東
富士ホイスト工業株式会社
株式会社マキタ
株式会社美鈴工業
ラクオリア創薬株式会社				池下産業株式会社
曲〆髙橋水産株式会社
株式会社ムトウ				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社

		自治体 ジチタイ		（第1回乃至第６回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市				蒲郡市								蒲郡市								安城市
可児市
蒲郡市
北九州市
熊本県
関市
名古屋市
目黒区				熊本県
札幌市				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市

		その他
（上記以外） タ ジョウキ イガイ		（第1回乃至第６回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
公益財団法人岩手県林業労働対策基金
岐阜県農業共済組合
滋賀県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
たじま農業協同組合
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
長野県信用保証協会
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人犯罪被害救済基金
公益財団法人放送文化基金
防衛省共済組合
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団 コウエキ ザイダンホウジン イワテケン リンギョウ ロウドウ タイサク キキン シガケン ノウギョウ キョウサイ クミアイ ノウギョウ キョウドウ クミアイ ナガノ ケン シンヨウ ホショウ キョウカイ コウエキ ザイダンホウジン ハンザイ ヒガイ キュウサイ キキン ボウエイショウ キョウサイ クミアイ				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
公益財団法人岩手県林業労働対策基金
岐阜県農業共済組合
滋賀県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
たじま農業協同組合
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
長野県信用保証協会
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人犯罪被害救済基金
公益財団法人放送文化基金
防衛省共済組合
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団 コウエキ ザイダンホウジン イワテケン リンギョウ ロウドウ タイサク キキン シガケン ノウギョウ キョウサイ クミアイ ノウギョウ キョウドウ クミアイ ナガノ ケン シンヨウ ホショウ キョウカイ コウエキ ザイダンホウジン ハンザイ ヒガイ キュウサイ キキン ボウエイショウ キョウサイ クミアイ				一般財団法人恵済団
一般財団法人阪大微生物病研究会
公益財団法人山田科学振興財団
東京西南私鉄連合健康保険組合				今川医療福祉グループ				JA共済連（全国共済農業協同組合連合会）
滋賀県市町村職員共済組合				医療法人社団菊地胃腸科内科医院
滋賀県市町村職員共済組合
宗教法人瑞巌寺				愛知県市町村職員共済組合
愛知県信用保証協会
医療法人いさな会中京眼科
岡山県市町村職員共済組合
岐阜信用金庫
ぎふ農業協同組合
さいかつ農業協同組合
瀬戸信用金庫
たじま農業協同組合
東京信用保証協会
鳥取県信用保証協会
長野県信用保証協会
名古屋市信用保証協会
公益財団法人服部国際奨学財団
三重県市町村職員共済組合
公益財団法人矢橋謝恩会
山形県市町村職員共済組合				公益財団法人世界人権問題研究センター
たじま農業協同組合
長野県信用保証協会
一般社団法人北海道CGCみどりとこころの基金
公益財団法人北海道消防協会
北海道信用保証協会
北海道農業共済組合
医療法人社団室蘭なかじま皮膚科クリニック
林野庁共済組合				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
岐阜県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人放送文化基金
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
公益財団法人岩手県林業労働対策基金
岐阜県農業共済組合
滋賀県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
たじま農業協同組合
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
長野県信用保証協会
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人犯罪被害救済基金
公益財団法人放送文化基金
防衛省共済組合
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団 コウエキ ザイダンホウジン イワテケン リンギョウ ロウドウ タイサク キキン シガケン ノウギョウ キョウサイ クミアイ ノウギョウ キョウドウ クミアイ ナガノ ケン シンヨウ ホショウ キョウカイ コウエキ ザイダンホウジン ハンザイ ヒガイ キュウサイ キキン ボウエイショウ キョウサイ クミアイ				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
公益財団法人岩手県林業労働対策基金
岐阜県農業共済組合
滋賀県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
たじま農業協同組合
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
長野県信用保証協会
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人犯罪被害救済基金
公益財団法人放送文化基金
防衛省共済組合
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団 コウエキ ザイダンホウジン イワテケン リンギョウ ロウドウ タイサク キキン シガケン ノウギョウ キョウサイ クミアイ ノウギョウ キョウドウ クミアイ ナガノ ケン シンヨウ ホショウ キョウカイ コウエキ ザイダンホウジン ハンザイ ヒガイ キュウサイ キキン ボウエイショウ キョウサイ クミアイ				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
公益財団法人岩手県林業労働対策基金
岐阜県農業共済組合
滋賀県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
たじま農業協同組合
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
長野県信用保証協会
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人犯罪被害救済基金
公益財団法人放送文化基金
防衛省共済組合
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団 コウエキ ザイダンホウジン イワテケン リンギョウ ロウドウ タイサク キキン シガケン ノウギョウ キョウサイ クミアイ ノウギョウ キョウドウ クミアイ ナガノ ケン シンヨウ ホショウ キョウカイ コウエキ ザイダンホウジン ハンザイ ヒガイ キュウサイ キキン ボウエイショウ キョウサイ クミアイ
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資料 (R7機能強化検討会参考資料）





				第1回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウダイガク サイ				第2回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ				第1回
大阪大学債 ダイ カイ オオサカダイガク サイ				第1回
筑波大学債 ダイ カイ ツクバ ダイガク サイ				第1回
東京工業大学債 ダイ カイ トウキョウ コウギョウ ダイガク サイ				第1回
東北大学債 ダイ カイ トウホク ダイガク サイ				第1回
東海国立大学機構債 ダイ カイ トウカイ コクリツ ダイガク キコウ				第1回
北海道大学債 ダイ カイ ホッカイドウ ダイガク サイ				第3回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ				第４回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ				第５回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ				第６回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ

		認可日 ニンカ ヒ		44074				44532				44672				44742				44833				44921				45065				45541				45625				45811				45811				45811

		発行日 ハッコウビ		44120				44552				44679				44853				44911				44960				45079				45625				45649				45828				45828				45828

		年限 ネンゲン		40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				20年 ネン				20年 ネン				40年 ネン				２０年 ネン				３0年 ネン				40年 ネン

		金額 キンガク		200億円 オクエン				100億円 オクエン				300億円 オクエン				200億円 オクエン				300億円 オクエン				100億円 オクエン				100億円 オクエン				33.7億円 オクエン				110億円 オクエン				10億円 オクエン				75億円 オクエン				90億円 オクエン

		格付け
（発行体） カクヅ ハッコウタイ		AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)

		発行利率 ハッコウ リリツ		0.823%				0.853%				1.169%				1.619%				1.800%				1.879%				1.187%				1.942%				2.877%				2.437%				3.128%				3.516%

		発行手数料 ハッコウテスウリョウ		1.4億円（0.7％）				0.7億円（0.7％）				2.0億円（0.7％）				1.4億円（0.7％）				2.0億円（0.7％）				0.7億円（0.7％）				0.5億円（0.5％）				0.26億円（0.5％） オクエン				0.75億円（0.6％） オクエン				0.07億円（0.7％） オクエン				0.44億円（0.6％） オクエン				0.62億円（0.7％） オクエン

		事業 ジギョウ		東京大学FSI事業				東京大学FSI事業				大阪大学生きがいを育む社会創造事業				筑波大学社会的価値創造事業				キャンパス・イノベーションエコシステム構想2031の実現				グリーン未来を創造するイノベーション・プラットフォーム整備事業 ミライ ソウゾウ セイビジギョウ				知とイノベーションのコモンズ創成事業 チ ソウセイ ジギョウ				北海道大学Excellence and Extension事業 ホッカイドウ ダイガク ジギョウ				UTokyo Compass
推進事業 スイシン ジギョウ				UTokyo Compass
推進事業 スイシン ジギョウ				UTokyo Compass
推進事業 スイシン ジギョウ				UTokyo Compass
推進事業 スイシン ジギョウ

		使途
※事業の一部に調達資金を充当予定 シト ジギョウ イチブ チョウタツ シキン ジュウトウヨテイ		ハイパーカミオカンデ		200億円 オクエン		ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞｷｬﾝﾊﾞｽ 		50億円 オクエン		イノベーションコモンズ		60億円 オクエン		ITF. Forum		191億円 オクエン		すずかけ台キャンパス再開発事業		261億円 オクエン		サイエンスパーク整備関連事業 セイビカンレンジギョウ		70億円 オクエン		世界トップ研究者の集う知の梁山泊 セカイ ケンキュウシャ ツド チ		100億円 オクエン		多様な"大志"が結集する共創拠点の整備 タヨウ タイシ ケッシュウ キョウソウキョテン セイビ		67億円 オクエン		卓越した学知の構築
（ハイパーカミオカンデ計画の推進） タクエツ ガクチ コウチク ケイカク スイシン		776億円 オクエン		卓越した学知の構築
（ハイパーカミオカンデ計画の推進） タクエツ ガクチ コウチク ケイカク スイシン		776億円 オクエン		卓越した学知の構築
（ハイパーカミオカンデ計画の推進） タクエツ ガクチ コウチク ケイカク スイシン		776億円 オクエン		卓越した学知の構築
（ハイパーカミオカンデ計画の推進） タクエツ ガクチ コウチク ケイカク スイシン		776億円 オクエン

				アタカマ天文台		50億円 オクエン		ｸﾞﾘｰﾝﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ		150億円 オクエン		Well-being拠点		120億円 オクエン		未来社会ﾃﾞｻﾞｲﾝ棟		26億円 オクエン		教育研究インフラの整備		119億円 オクエン		フラッグシップラボ拠点整備関連事業 キョテン セイビカンレンジギョウ		25億円 オクエン		インクルーシブな人材育成拠点整備 ジンザイ イクセイ キョテン セイビ		30億円 オクエン		サステナビリティ／グリーン社会を目指す教育・研究環境の整備 シャカイ メザ キョウイク ケンキュウカンキョウ セイビ				GX・DXの推進
（次世代型空間・情報インフラ構築） スイシン ジセダイ ガタ クウカン ジョウホウ コウチク		95億円 オクエン		GX・DXの推進
（次世代型空間・情報インフラ構築） スイシン ジセダイ ガタ クウカン ジョウホウ コウチク		95億円 オクエン		GX・DXの推進
（次世代型空間・情報インフラ構築） スイシン ジセダイ ガタ クウカン ジョウホウ コウチク		95億円 オクエン		GX・DXの推進
（次世代型空間・情報インフラ構築） スイシン ジセダイ ガタ クウカン ジョウホウ コウチク		95億円 オクエン

				フィジカル工学インフラ		150億円 オクエン		海洋生物研究教育拠点整備　ほか		30億円 オクエン		量子科学研究拠点		120億円 オクエン		SPORT TOMORROW		34億円		最先端大型研究、産学官連携関連の設備の整備		45億円 オクエン		川内コモンズ（仮称）の新営 カワウチ カショウ シンエイ		30億円 オクエン		創薬シーズ開発・育成拠点の整備 ソウヤク カイハツ イクセイ キョテン セイビ		20億円 オクエン		地域と世界の結節点となる拠点の整備 チイキ セカイ ケッセツテン キョテン セイビ				ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
（D＆I棟の整備） スイシン トウ セイビ		90億円 オクエン		ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
（D＆I棟の整備） スイシン トウ セイビ		90億円 オクエン		ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
（D＆I棟の整備） スイシン トウ セイビ		90億円 オクエン		ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
（D＆I棟の整備） スイシン トウ セイビ		90億円 オクエン

				老朽施設整備　ほか		70億円 オクエン						スポーツ施設　ほか		150億円 オクエン																		上記に係る設計費・什器の調達費・専門職員の人件費等 ジョウキ カカワ セッケイヒ ジュウキ チョウタツヒ センモン ショクイン ジンケンヒトウ		13億円 オクエン		教育研究に専念できる環境の整備
（教育研究基盤の強化） キョウイク ケンキュウ センネン カンキョウ セイビ キョウイク ケンキュウ キバン キョウカ		69億円 オクエン		教育研究に専念できる環境の整備
（教育研究基盤の強化） キョウイク ケンキュウ センネン カンキョウ セイビ キョウイク ケンキュウ キバン キョウカ		69億円 オクエン		教育研究に専念できる環境の整備
（教育研究基盤の強化） キョウイク ケンキュウ センネン カンキョウ セイビ キョウイク ケンキュウ キバン キョウカ		69億円 オクエン		教育研究に専念できる環境の整備
（教育研究基盤の強化） キョウイク ケンキュウ センネン カンキョウ セイビ キョウイク ケンキュウ キバン キョウカ		69億円 オクエン

		償還財源 ショウカンザイゲン		全体603億円
・研究支援経費338億円
・寄附金運用益120億円
・財産貸付料77億円
・新たな土地活用68億円				全体932億円
・研究支援経費668億円
・寄附金運用益123億円
・財産貸付料81億円
・新たな土地活用60億円

＊償還財源は第1回と第2回債を合算したもの				全体653億円
・産学連携392億円
・余裕金の運用益128億円
・寄附金運用益108億円				全体430億円
・産学連携305億円
・財産貸付料45億円
・余裕金の運用益37億円
・寄附金運用益28億円
・新たな土地活用16億円				全体1,280億円
・田町土地活用事業1,080億円
・宿舎跡地等土地活用事業69億円
・財産貸付料131億円				全体212億円
・寄附金等運用益41億円
・入構負担金収入64億円
・新たな土地建物活用73億円
・産学連携等に関する経費26億円
・法人債引当特定資産運用益8億円 オク オク カツヨウ オク オク オク				全体188億円
・寄附金等運用益78億円
・財産貸付料36億円
・産学連携等収入40億円
・新設棟からの産学連携等収入15億円
・法人債引当特定資産運用益
19億円 エン エン エン エン エン				全体106.1億円
・寄附金等運用益14.6億円
・財産貸付料31.8億円
・産学連携等収入30.3億円
・共創拠点の新設による財産貸付料収入15.3億円
・法人債引当特定資産運用益
14.3億円 エン エン エン キョウソウ キョテン シンセツ エン エン				全体3235億円
・寄附金運用益1571億円
・研究支援経費1270億
・財産貸付料342億
・土地活用53億

＊額は第1回から第3回債の償還財源を合算したもの エン ガク ダイ カイ ダイ カイサイ ガッサン				全体3235億円
・寄附金運用益1571億円
・研究支援経費1270億
・財産貸付料342億
・土地活用53億

＊額は第1回から第６回債の償還財源を合算したもの エン ガク ダイ カイ ダイ カイサイ ガッサン				全体3235億円
・寄附金運用益1571億円
・研究支援経費1270億
・財産貸付料342億
・土地活用53億

＊額は第1回から第６回債の償還財源を合算したもの エン ガク ダイ カイ ダイ カイサイ ガッサン				全体3235億円
・寄附金運用益1571億円
・研究支援経費1270億
・財産貸付料342億
・土地活用53億

＊額は第1回から第６回債の償還財源を合算したもの エン ガク ダイ カイ ダイ カイサイ ガッサン

		投資家
（銀行・保険・証券・資産運用会社） トウシカ ギンコウ ホケン ショウケン シサン ウンヨウ カイシャ		（第1回乃至第6回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
アフラック生命保険株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア セイメイ ホケン カブシキ カイシャ				（第1回乃至第6回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
アフラック生命保険株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア セイメイ ホケン カブシキ カイシャ				朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
住友生命保険相互会社
ソニー生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社				朝日生命保険相互会社
住友生命保険相互会社
ソニー生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社				株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
ソニー生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
メディケア生命保険株式会社				アセットマネジメント One株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社				株式会社あいちフィナンシャルグループ
アセットマネジメントOne株式会社
株式会社かんぽ生命保険
株式会社十六銀行
住友生命保険相互会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
中部日本放送株式会社
株式会社名古屋銀行
日本生命保険相互会社
株式会社山梨中央銀行				日本生命保険相互会社				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア				（第1回乃至第6回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
アフラック生命保険株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア セイメイ ホケン カブシキ カイシャ				（第1回乃至第6回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
アフラック生命保険株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア セイメイ ホケン カブシキ カイシャ				（第1回乃至第6回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
アフラック生命保険株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア セイメイ ホケン カブシキ カイシャ

		投資家
（その他事業会社） トウシカ タ ジギョウ カイシャ		（第1回乃至第６回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社				シップヘルスケアホールディングス株式会社
ダイキン工業株式会社
日本コルマー株式会社
ピアス株式会社												イシイ株式会社
カンタム情報システム株式会社
株式会社ケディカ
JX 金属株式会社
株式会社バイタルネット
陽光ビルサービス株式会社				アイカ工業株式会社
株式会社青山製作所
株式会社アタックス
尾畑長硝子株式会社
菊水化学工業株式会社
興和 株式会社
ＣＫＤ株式会社
中部日本放送株式会社
名古屋鉄道株式会社
株式会社日東
富士ホイスト工業株式会社
株式会社マキタ
株式会社美鈴工業
ラクオリア創薬株式会社				池下産業株式会社
曲〆髙橋水産株式会社
株式会社ムトウ				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社

		自治体 ジチタイ		（第1回乃至第６回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市				蒲郡市								蒲郡市								安城市
可児市
蒲郡市
北九州市
熊本県
関市
名古屋市
目黒区				熊本県
札幌市				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市

		その他
（上記以外） タ ジョウキ イガイ		（第1回乃至第６回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
公益財団法人岩手県林業労働対策基金
岐阜県農業共済組合
滋賀県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
たじま農業協同組合
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
長野県信用保証協会
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人犯罪被害救済基金
公益財団法人放送文化基金
防衛省共済組合
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団 コウエキ ザイダンホウジン イワテケン リンギョウ ロウドウ タイサク キキン シガケン ノウギョウ キョウサイ クミアイ ノウギョウ キョウドウ クミアイ ナガノ ケン シンヨウ ホショウ キョウカイ コウエキ ザイダンホウジン ハンザイ ヒガイ キュウサイ キキン ボウエイショウ キョウサイ クミアイ				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
公益財団法人岩手県林業労働対策基金
岐阜県農業共済組合
滋賀県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
たじま農業協同組合
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
長野県信用保証協会
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人犯罪被害救済基金
公益財団法人放送文化基金
防衛省共済組合
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団 コウエキ ザイダンホウジン イワテケン リンギョウ ロウドウ タイサク キキン シガケン ノウギョウ キョウサイ クミアイ ノウギョウ キョウドウ クミアイ ナガノ ケン シンヨウ ホショウ キョウカイ コウエキ ザイダンホウジン ハンザイ ヒガイ キュウサイ キキン ボウエイショウ キョウサイ クミアイ				一般財団法人恵済団
一般財団法人阪大微生物病研究会
公益財団法人山田科学振興財団
東京西南私鉄連合健康保険組合				今川医療福祉グループ				JA共済連（全国共済農業協同組合連合会）
滋賀県市町村職員共済組合				医療法人社団菊地胃腸科内科医院
滋賀県市町村職員共済組合
宗教法人瑞巌寺				愛知県市町村職員共済組合
愛知県信用保証協会
医療法人いさな会中京眼科
岡山県市町村職員共済組合
岐阜信用金庫
ぎふ農業協同組合
さいかつ農業協同組合
瀬戸信用金庫
たじま農業協同組合
東京信用保証協会
鳥取県信用保証協会
長野県信用保証協会
名古屋市信用保証協会
公益財団法人服部国際奨学財団
三重県市町村職員共済組合
公益財団法人矢橋謝恩会
山形県市町村職員共済組合				公益財団法人世界人権問題研究センター
たじま農業協同組合
長野県信用保証協会
一般社団法人北海道CGCみどりとこころの基金
公益財団法人北海道消防協会
北海道信用保証協会
北海道農業共済組合
医療法人社団室蘭なかじま皮膚科クリニック
林野庁共済組合				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
岐阜県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人放送文化基金
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
公益財団法人岩手県林業労働対策基金
岐阜県農業共済組合
滋賀県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
たじま農業協同組合
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
長野県信用保証協会
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人犯罪被害救済基金
公益財団法人放送文化基金
防衛省共済組合
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団 コウエキ ザイダンホウジン イワテケン リンギョウ ロウドウ タイサク キキン シガケン ノウギョウ キョウサイ クミアイ ノウギョウ キョウドウ クミアイ ナガノ ケン シンヨウ ホショウ キョウカイ コウエキ ザイダンホウジン ハンザイ ヒガイ キュウサイ キキン ボウエイショウ キョウサイ クミアイ				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
公益財団法人岩手県林業労働対策基金
岐阜県農業共済組合
滋賀県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
たじま農業協同組合
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
長野県信用保証協会
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人犯罪被害救済基金
公益財団法人放送文化基金
防衛省共済組合
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団 コウエキ ザイダンホウジン イワテケン リンギョウ ロウドウ タイサク キキン シガケン ノウギョウ キョウサイ クミアイ ノウギョウ キョウドウ クミアイ ナガノ ケン シンヨウ ホショウ キョウカイ コウエキ ザイダンホウジン ハンザイ ヒガイ キュウサイ キキン ボウエイショウ キョウサイ クミアイ				（第1回乃至第６回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
公益財団法人岩手県林業労働対策基金
岐阜県農業共済組合
滋賀県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
たじま農業協同組合
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
長野県信用保証協会
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人犯罪被害救済基金
公益財団法人放送文化基金
防衛省共済組合
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団 コウエキ ザイダンホウジン イワテケン リンギョウ ロウドウ タイサク キキン シガケン ノウギョウ キョウサイ クミアイ ノウギョウ キョウドウ クミアイ ナガノ ケン シンヨウ ホショウ キョウカイ コウエキ ザイダンホウジン ハンザイ ヒガイ キュウサイ キキン ボウエイショウ キョウサイ クミアイ



&"BIZ UDゴシック,標準"&20大学債の発行一覧（令和7年3月時点）		




r資料 (R7機能強化検討会参考資料）





				第1回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウダイガク サイ				第2回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ				第1回
大阪大学債 ダイ カイ オオサカダイガク サイ				第1回
筑波大学債 ダイ カイ ツクバ ダイガク サイ				第1回
東京工業大学債 ダイ カイ トウキョウ コウギョウ ダイガク サイ				第1回
東北大学債 ダイ カイ トウホク ダイガク サイ				第1回
東海国立大学機構債 ダイ カイ トウカイ コクリツ ダイガク キコウ				第1回
北海道大学債 ダイ カイ ホッカイドウ ダイガク サイ				第3回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ				第４回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ				第５回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ				第６回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ

		認可日 ニンカ ヒ		44074				44532				44672				44742				44833				44921				45065				45541				45625				45811				45811				45811

		発行日 ハッコウビ		44120				44552				44679				44853				44911				44960				45079				45625				45649				45828				45828				45828

		年限 ネンゲン		40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				20年 ネン				20年 ネン				40年 ネン				２０年 ネン				３0年 ネン				40年 ネン

		金額 キンガク		200億円 オクエン				100億円 オクエン				300億円 オクエン				200億円 オクエン				300億円 オクエン				100億円 オクエン				100億円 オクエン				33.7億円 オクエン				110億円 オクエン				10億円 オクエン				75億円 オクエン				90億円 オクエン

		格付け
（発行体） カクヅ ハッコウタイ		AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)

		発行利率 ハッコウ リリツ		0.823%				0.853%				1.169%				1.619%				1.800%				1.879%				1.187%				1.942%				2.877%				2.437%				3.128%				3.516%

		発行手数料 ハッコウテスウリョウ		1.4億円（0.7％）				0.7億円（0.7％）				2.0億円（0.7％）				1.4億円（0.7％）				2.0億円（0.7％）				0.7億円（0.7％）				0.5億円（0.5％）				0.26億円（0.5％） オクエン				０．７５億円（0.6％） オクエン				０．０７億円（０．７％） オクエン				０．４４億円（０．６％） オクエン				０．６２億円（０．７％） オクエン

		事業 ジギョウ		東京大学FSI事業				東京大学FSI事業				大阪大学生きがいを育む社会創造事業				筑波大学社会的価値創造事業				キャンパス・イノベーションエコシステム構想2031の実現				グリーン未来を創造するイノベーション・プラットフォーム整備事業 ミライ ソウゾウ セイビジギョウ				知とイノベーションのコモンズ創成事業 チ ソウセイ ジギョウ				北海道大学Excellence and Extension事業 ホッカイドウ ダイガク ジギョウ				UTokyo Compass
推進事業 スイシン ジギョウ				UTokyo Compass
推進事業 スイシン ジギョウ				UTokyo Compass
推進事業 スイシン ジギョウ				UTokyo Compass
推進事業 スイシン ジギョウ



&"BIZ UDゴシック,標準"&20大学債の発行一覧（令和7年3月時点）		




資料





				第1回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウダイガク サイ				第2回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ				第1回
大阪大学債 ダイ カイ オオサカダイガク サイ				第1回
筑波大学債 ダイ カイ ツクバ ダイガク サイ				第1回
東京工業大学債 ダイ カイ トウキョウ コウギョウ ダイガク サイ				第1回
東北大学債 ダイ カイ トウホク ダイガク サイ				第1回
東海国立大学機構債 ダイ カイ トウカイ コクリツ ダイガク キコウ				第1回
北海道大学債 ダイ カイ ホッカイドウ ダイガク サイ				第3回
東京大学債 ダイ カイ トウキョウ ダイガク サイ

		認可日 ニンカ ヒ		44074				44532				44672				44742				44833				44921				45065				45541				45625

		発行日 ハッコウビ		44120				44552				44679				44853				44911				44960				45079				45625				45649

		償還日 ショウカン ビ		58519				58883				59247				59247				59247				59247				52384				52930				59981

		年限 ネンゲン		40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				40年 ネン				20年 ネン				20年 ネン				40年 ネン

		金額 キンガク		200億円 オクエン				100億円 オクエン				300億円 オクエン				200億円 オクエン				300億円 オクエン				100億円 オクエン				100億円 オクエン				33.7億円（50億円の発行予定であったが、需要不足により当該額での発行となった） オクエン オクエン ハッコウ ヨテイ ジュヨウ フソク トウガイガク ハッコウ				110億円（300億円の発行予定であったが、需要不足により当該額での発行となった) オクエン オクエン ハッコウ ヨテイ ジュヨウ フソク トウガイ ガク ハッコウ

		格付け
（発行体） カクヅ ハッコウタイ		AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)				AA＋（R&I)
AAA（JCR)

		予定利率 ヨテイ リリツ		0.767%				0.884%				1.037%				1.029%				1.119%				1.449%				1.211%				1.792%				2.549%

		発行利率 ハッコウ リリツ		0.823%				0.853%				1.169%				1.619%				1.800%				1.879%				1.187%				1.942%				2.877%

		発行手数料 ハッコウテスウリョウ		1.4億円（0.7％）				0.7億円（0.7％）				2.0億円（0.7％）				1.4億円（0.7％）				2.0億円（0.7％）				0.7億円（0.7％）				0.5億円（0.5％）				0.26億円（0.52％） オクエン				1.8億円（0.6％） オクエン

		事業 ジギョウ		東京大学FSI事業				東京大学FSI事業				大阪大学生きがいを育む社会創造事業				筑波大学社会的価値創造事業				キャンパス・イノベーションエコシステム構想2031の実現				グリーン未来を創造するイノベーション・プラットフォーム整備事業 ミライ ソウゾウ セイビジギョウ				知とイノベーションのコモンズ創成事業 チ ソウセイ ジギョウ				北海道大学Excellence and Extension事業 ホッカイドウ ダイガク ジギョウ				UTokyo Kompass推進事業 スイシン ジギョウ

		使途
※事業の一部に調達資金を充当予定 シト ジギョウ イチブ チョウタツ シキン ジュウトウヨテイ		ハイパーカミオカンデ		200億円 オクエン		ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞｷｬﾝﾊﾞｽ 		50億円 オクエン		イノベーションコモンズ		60億円 オクエン		ITF. Forum		191億円 オクエン		すずかけ台キャンパス再開発事業		261億円 オクエン		サイエンスパーク整備関連事業 セイビカンレンジギョウ		70億円 オクエン		世界トップ研究者の集う知の梁山泊 セカイ ケンキュウシャ ツド チ		100億円 オクエン		多様な"大志"が結集する共創拠点の整備 タヨウ タイシ ケッシュウ キョウソウキョテン セイビ		６７億円 オクエン		卓越した学知の構築
（ハイパーカミオカンデ計画の推進） タクエツ ガクチ コウチク ケイカク スイシン		776億円 オクエン

				アタカマ天文台		50億円 オクエン		ｸﾞﾘｰﾝﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ		150億円 オクエン		Well-being拠点		120億円 オクエン		未来社会ﾃﾞｻﾞｲﾝ棟		26億円 オクエン		教育研究インフラの整備		119億円 オクエン		フラッグシップラボ拠点整備関連事業 キョテン セイビカンレンジギョウ		25億円 オクエン		インクルーシブな人材育成拠点整備 ジンザイ イクセイ キョテン セイビ		30億円 オクエン		サステナビリティ／グリーン社会を目指す教育・研究環境の整備 シャカイ メザ キョウイク ケンキュウカンキョウ セイビ				GX・DXの推進
（次世代型空間・情報インフラ構築） スイシン ジセダイ ガタ クウカン ジョウホウ コウチク		95億円 オクエン

				フィジカル工学インフラ		150億円 オクエン		海洋生物研究教育拠点整備　ほか		30億円 オクエン		量子科学研究拠点		120億円 オクエン		SPORT TOMORROW		34億円		最先端大型研究、産学官連携関連の設備の整備		45億円 オクエン		川内コモンズ（仮称）の新営 カワウチ カショウ シンエイ		30億円 オクエン		創薬シーズ開発・育成拠点の整備 ソウヤク カイハツ イクセイ キョテン セイビ		20億円 オクエン		地域と世界の結節点となる拠点の整備 チイキ セカイ ケッセツテン キョテン セイビ				ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
（D＆I棟の整備） スイシン トウ セイビ		90億円 オクエン

				老朽施設整備　ほか		70億円 オクエン						スポーツ施設　ほか		150億円 オクエン																		上記に係る設計費・什器の調達費・専門職員の人件費等 ジョウキ カカワ セッケイヒ ジュウキ チョウタツヒ センモン ショクイン ジンケンヒトウ		13億円 オクエン		教育研究に専念できる環境の整備
（教育研究基盤の強化） キョウイク ケンキュウ センネン カンキョウ セイビ キョウイク ケンキュウ キバン キョウカ		69億円 オクエン

		償還財源 ショウカンザイゲン		全体603億円
・研究支援経費338億円
・寄附金運用益120億円
・財産貸付料77億円
・新たな土地活用68億円				全体932億円
・研究支援経費668億円
・寄附金運用益123億円
・財産貸付料81億円
・新たな土地活用60億円

＊償還財源は第1回と第2回債を合算したもの				全体653億円
・産学連携392億円
・余裕金の運用益128億円
・寄附金運用益108億円				全体430億円
・産学連携305億円
・財産貸付料45億円
・余裕金の運用益37億円
・寄附金運用益28億円
・新たな土地活用16億円				全体1,280億円
・田町土地活用事業1,080億円
・宿舎跡地等土地活用事業69億円
・財産貸付料131億円				全体212億円
・寄附金等運用益41億円
・入構負担金収入64億円
・新たな土地建物活用73億円
・産学連携等に関する経費26億円
・法人債引当特定資産運用益8億円 オク オク カツヨウ オク オク オク				全体188億円
・寄附金等運用益78億円
・財産貸付料36億円
・産学連携等収入40億円
・新設棟からの産学連携等収入15億円
・法人債引当特定資産運用益
19億円 エン エン エン エン エン				全体106.1億円
・寄附金等運用益14.6億円
・財産貸付料31.8億円
・産学連携等収入30.3億円
・共創拠点の新設による財産貸付料収入15.3億円
・法人債引当特定資産運用益
14.3億円 エン エン エン キョウソウ キョテン シンセツ エン エン				全体3235億円
・寄附金運用益1571億円
・研究支援経費1270億
・財産貸付料342億
・土地活用53億

＊額は第1回から第3回債の償還財源を合算したもの エン ガク ダイ カイ ダイ カイサイ ガッサン

		投資家
（銀行・保険・証券・資産運用会社） トウシカ ギンコウ ホケン ショウケン シサン ウンヨウ カイシャ		（第1回乃至第3回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
住友林業株式会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
住友林業株式会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア				朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
住友生命保険相互会社
ソニー生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社				朝日生命保険相互会社
住友生命保険相互会社
ソニー生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社				株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
ソニー生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
メディケア生命保険株式会社				アセットマネジメント One株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社				株式会社あいちフィナンシャルグループ
アセットマネジメントOne株式会社
株式会社かんぽ生命保険
株式会社十六銀行
住友生命保険相互会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
中部日本放送株式会社
株式会社名古屋銀行
日本生命保険相互会社
株式会社山梨中央銀行				日本生命保険相互会社				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
SBI生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
住友林業株式会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
株式会社大和証券グループ本社
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
日本生命保険相互会社
プルデンシャル生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
メディケア生命保険株式会社 ダイ カイ ナイシ ダイ カイ ア

		投資家
（その他事業会社） トウシカ タ ジギョウ カイシャ		（第1回乃至第3回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社				シップヘルスケアホールディングス株式会社
ダイキン工業株式会社
日本コルマー株式会社
ピアス株式会社												イシイ株式会社
カンタム情報システム株式会社
株式会社ケディカ
JX 金属株式会社
株式会社バイタルネット
陽光ビルサービス株式会社				アイカ工業株式会社
株式会社青山製作所
株式会社アタックス
尾畑長硝子株式会社
菊水化学工業株式会社
興和 株式会社
ＣＫＤ株式会社
中部日本放送株式会社
名古屋鉄道株式会社
株式会社日東
富士ホイスト工業株式会社
株式会社マキタ
株式会社美鈴工業
ラクオリア創薬株式会社				池下産業株式会社
曲〆髙橋水産株式会社
株式会社ムトウ				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
朝日紙業株式会社
JSR株式会社
JX金属株式会社
株式会社シノテスト
住友林業株式会社
大栄鋼業株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹内調剤薬局
東洋アルミニウム株式会社
日本電気株式会社
日本ペイントホールディングス株式会社
山口重工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式会社

		自治体 ジチタイ		（第1回乃至第3回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市				蒲郡市								蒲郡市								安城市
可児市
蒲郡市
北九州市
熊本県
関市
名古屋市
目黒区				熊本県
札幌市				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
蒲郡市
新富町
飛騨市

		その他
（上記以外） タ ジョウキ イガイ		（第1回乃至第3回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
岐阜県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人放送文化基金
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
岐阜県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人放送文化基金
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団				一般財団法人恵済団
一般財団法人阪大微生物病研究会
公益財団法人山田科学振興財団
東京西南私鉄連合健康保険組合				今川医療福祉グループ				JA共済連（全国共済農業協同組合連合会）
滋賀県市町村職員共済組合				医療法人社団菊地胃腸科内科医院
滋賀県市町村職員共済組合
宗教法人瑞巌寺				愛知県市町村職員共済組合
愛知県信用保証協会
医療法人いさな会中京眼科
岡山県市町村職員共済組合
岐阜信用金庫
ぎふ農業協同組合
さいかつ農業協同組合
瀬戸信用金庫
たじま農業協同組合
東京信用保証協会
鳥取県信用保証協会
長野県信用保証協会
名古屋市信用保証協会
公益財団法人服部国際奨学財団
三重県市町村職員共済組合
公益財団法人矢橋謝恩会
山形県市町村職員共済組合				公益財団法人世界人権問題研究センター
たじま農業協同組合
長野県信用保証協会
一般社団法人北海道CGCみどりとこころの基金
公益財団法人北海道消防協会
北海道信用保証協会
北海道農業共済組合
医療法人社団室蘭なかじま皮膚科クリニック
林野庁共済組合				（第1回乃至第3回を合わせたもの）
医療法人蒼会
学校法人市川学園
公益財団法人井上科学振興財団
岐阜県農業共済組合
静岡県市町村職員共済組合
島根県市町村職員共済組合
一般財団法人住宅改良開発公社
学校法人上智学院
生活協同組合全国都市職員災害共済会
全国漁業信用基金協会
学校法人田中千代学園
東京西南私鉄連合健康保険組合
宗教法人徳雲院
新潟大栄信用組合
西美濃農業協同組合
公益社団法人日本食肉協議会
学校法人日本女子大学
公益財団法人放送文化基金
公益財団法人北海道在京学生後援会
北海道市町村職員退職手当組合
学校法人明治学院
公益財団法人山田科学振興財団



&"BIZ UDゴシック,標準"&20大学債の発行一覧（令和7年3月時点）		






近年、国立大学法人等が、保有する研究成果や教育研究施設等の資源を社会に還元するとともに、自ら投資を呼び込み、成長し続け
る経営モデルを実現するための規制緩和として、出資の範囲を拡大している。（< >囲いは対象事業者への出資が可能となった年）

22＜平成16年・国立大学法人発足時＞(TLO法の公布は平成10年)

＜令和４年・法律改正により新設
＞

指定国立大学法人

 大学の技術に関する研究成果の提供を受けて、商品やサービスを開発・提供する
大学発ベンチャー

５. 指定国立大学研究成果活用事業者

○○大学株式会社
研究の成果

提供

出資

災害時に作業する移動ロボットの販売

その他事業者等

移動ロボット
の開発

【対象：全ての国立大学法人等】

２. 特定大学技術移転事業者（承認ＴＬＯ）

国立大学法人等
（産連本部・知財本部）

民間事業者等

大学・研究者
等による出資に

基づき設立
研究成果の提供

技術移転先の探索
特許権等の実施許諾実施料収

入

承認ＴＬＯ
（特定大学技術移転事業者）

収入の
還元

＜令和４年・法律改正により拡大＞４. 研究成果活用事業者
 大学の研究成果を活用したコンサルティング、研修・講習等を実施する事業者
国立大学法人等 ○○大学株式会社

研究の成果
出資

提供
データサイエンススクール（研修・講習）

社会人

【対象：全ての国立大学法人等】

【対象：指定国立大学法人】
＜令和４年・法律改正により新設
＞

 大学が保有する教育研究施設等の資源を社会に還元するため、教育研究施設
等の管理と他の研究機関等による利用を促進する事業を行う事業者

【対象：全ての国立大学法人等】６. 教育研究施設管理等事業者

 大学における技術に関する研究成果を特許権の実施許諾等により民間事業者
に移転する事業者

国立大学法人等
利用 大学

研究機関
研究者等

研究設備のメンテナンス、技術補佐員による利用サポート

○○大学株式会社
委託

出資

保有
共同利用

設備

＜令和４年・VC等認定指針・出資認可基準改正＞ (産業競争力強化法の公布は平成25年)
３. 特定研究成果活用支援事業者 【対象：全ての国立大学法人等】

 大学発ベンチャーに投資・支援等を行う認定ＶＣ・ファンド

出資

投資・支援等

誘発された民間投融資（呼び水）

認定大学ＶＣ
（特定研究成果活用支援事業を実施する法人）

出資

国立大学法人等
発ベンチャー

国立大学法人等

民間企業（金融機関・ＶＣ等）

ＧＰ出資・運営
認定ファンド

（投資事業有限責任組合）

【対象：全ての国立大学法人等】

 大学が民間事業者との共同・委託研究の形で行う、大学の技術に関する研究
の成果を実用化するために必要な研究等を企画・あっせんする事業者

１. 成果活用促進事業者 ＜令和３年・政令改正＞

 民間事業者との共同・委託研究の形で、大学の技術に関する研究の成果を
実用化するために必要な研究を行う事業者

（例：大学が創出したシーズを元に企業等と共同研究を行う研究所）

国立大学法人等
出資対象法人

成果実用化事業者
（民間事業者等）

研究の成果 共同研究

出資

提供

提供

実施 実施

委託受託研究
研究の成果

（例：大学の有するシーズと企業のニーズをマッチングするＯＩ機構）

国立大学法人等

研究の成果

受託研究
研究の成果

共同研究

出資
出資対象法人

成果実用化事業者
（民間事業者等）実施実施

企画・あっせん

企画・あっせん

委託

提供

国立大学法人等による出資の範囲
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 様々な事業者への出資が可能となった結果、出資先件数は累計51件。
 特定研究成果活用支援事業者（VC・ファンド）への出資認可が18件と最多。
 全体のうち約7割（38件）をAグループ（大規模）が占めている。

国立大学の出資先件数（内訳）
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教育研究施設管理等事業者

指定国立大学研究成果活用事業者

研究成果活用事業者

（コンサル ・研修）

特定研究成果活用支援事業者

（VC・ファンド）

TLO

成果活用促進事業者

Aグループ（大規模） Bグループ（理学生＞W文） Cグループ（文学生＞W理）
Dグループ（医のみ） Eグループ（教のみ） Fグループ（院のみ）
Gグループ（病有複学） Hグループ（病無複学） Iグループ（共同利用機関）

（2025年6月時点）



○ 国立大学法人等については、資力は弱いが有望な大学発ベンチャーに対する育成支援を行うことが
できるよう、科学技術・イノベーションの活性化に関する法律に基づき、特に必要と認める場合には当該
支援を無償等とし得ること、また、その際において株式や新株予約権を取得・保有することができる。こ
れにより、大学発ベンチャーは、当面の事業活動に必要な現金を確保しつつ、大学からの必要なサービ
スを受けることで事業の発展に取り組みやすくなり、研究成果の社会実装の進展が期待されている。

○ 国立大学法人における新株予約権の取得・保有状況については、取得・保有している法人数が増
加傾向にあるとともに、各法人における保有件数も増加傾向にある。

R元 R2 R3 R4 R5
東京大学 18 29 37 44 48
大阪大学 6 7 11 12 17
東海国立大学機構 10 11 13 12 15
京都大学 3 3 5 5 5
九州大学 3 7 7 4 5
筑波大学 2 2 2 3 3
東北大学 1 1 1 2 2
東京医科歯科大学 0 0 1 2 2
東京工業大学 1 1 1 2 1

出典：各年度の財務諸表の有価証券の明細より文部科学省が作成。

（参考）新株予約権の保有件数

国立大学法人等における新株予約権の取得・保有の現状
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３. 授業料等
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文部科学省令（国立大学等の授業料その他の費用に関する省令（平成16年３月31日文部科学省令第16号）において
「標準額」を規定（省令第２条）。留学生及び海外分校における授業料等については、標準額に関わらず、外国人留学
生の受入環境の整備や現地の他の大学の授業料などの事情を考慮して設定可能（R６年度から）。

国立大学の授業料等「標準額」

「標準額」から上回る授業料等を設定している大学
省令第10条に基づき、各大学は「標準額」の120％を上限に、その範囲内で学則等においてそれぞれ授業料を設定。

なお、下限は設定していない。

【令和７年度標準額】
・授業料： 学部・大学院 年額 535,800 円

：法科大学院 年額 804,000 円

【令和７年度以降の各大学の授業料等の設定状況】
（１）授業料：
・特定の研究科等において標準額を上回る額を設定する大学 ２大学

○東北大学 大学院経済学研究科 会計専門職専攻（専門職学位課程） 589,300 円
○一橋大学 大学院経営管理研究科 642,960 円

・標準額を上回る額を設定する大学 ７大学 ※対象の入学者は学士課程（政策研究大学院大学を除く）
○東京科学大学 ◆理工学系((旧)東京工業大学)（令和元年4 月以降入学者～） 635,400 円（平成30 年9 月公表）

◆医歯学系((旧)東京医科歯科大学)（令和2 年4 月以降入学者～） 642,960 円（令和元年11 月公表）
○東京芸術大学（令和元年4 月以降入学者～） 642,960 円（平成30 年10 月公表）
○千葉大学（令和2 年4 月以降入学者～） 642,960 円（令和元年6 月公表）
○一橋大学（令和2 年4 月以降入学者～） 642,960 円（令和元年9 月公表）
○政策研究大学院大学（令和4 年4 月以降入学者（大学院の過程）～） 642,960 円（令和3 年6 月公表）
○東京農工大学（令和6 年4 月以降入学者～） 642,960 円（令和5 年10 月公表）
○東京大学（令和7 年4 月以降入学者～） 642,960 円（令和6 年9 月公表）

（２）入学料：標準額を上回る額を設定する大学 １大学
○東京芸術大学 学士課程・大学院の課程 338,400 円

・入学料： 学部・大学院 282,000 円
・検定料： 学部 17,000 円

：大学院 30,000 円

運営費交付金と「標準額」の関係
国立大学法人運営費交付金の算定には「標準額」を使用することとし、授業料等の改定（値上げ）は運営費交付金に

影響しない仕組み。

 学生の経済状況に左右されない進学機会を提供しつつ、各大学が独自の工夫により学生の教育の充実を図ることができるようにする
観点から、法人化時、授業料の標準額を定めた上で、その110％（※）を上限に各大学が授業料を定めることを可能とした。

 令和7年6月現在、「標準額」を上回る授業料を設定している大学は7大学。 ※H19年度に上限を120%に引上げ

国立大学の授業料の仕組み
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国私立大学の授業料等の推移

年度 国立大学 私立大学
授業料 入学料 授業料 入学料

円 円 円 円
昭和 50 36,000 50,000 182,677 95,584 

51 96,000 ↓ 221,844 121,888 
52 ↓ 60,000 248,066 135,205 
53 144,000 ↓ 286,568 157,019 
54 ↓ 80,000 325,198 175,999 
55 180,000 ↓ 355,156 190,113 
56 ↓ 100,000 380,253 201,611 
57 216,000 ↓ 406,261 212,650 
58 ↓ 120,000 433,200 219,428 
59 252,000 ↓ 451,722 225,820 
60 ↓ ↓ 475,325 235,769 
61 ↓ 150,000 497,826 241,275 
62 300,000 ↓ 517,395 245,263 
63 ↓ 180,000 539,591 251,124 

平成 元 339,600 185,400 570,584 256,600 
2 ↓ 206,000 615,486 266,603 
3 375,600 ↓ 641,608 271,151 
4 ↓ 230,000 668,460 271,948 
5 411,600 ↓ 688,046 275,824 
6 ↓ 260,000 708,847 280,892 
7 447,600 ↓ 728,365 282,574 
8 ↓ 270,000 744,733 287,581 
9 469,200 ↓ 757,158 288,471 

10 ↓ 275,000 770,024 290,799 
11 478,800 ↓ 783,298 290,815 
12 ↓ 277,000 789,659 290,691 
13 496,800 ↓ 799,973 286,528 
14 ↓ 282,000 804,367 284,828 
15 520,800 ↓ 807,413 283,306 

 国立大学の授業料標準額の改訂は平成17年度が直近。

16 520,800 282,000 817,952 279,794 
17 535,800 ↓ 830,583 280,033 
18 ↓ ↓ 836,297 277,262 
19 ↓ ↓ 834,751 273,564 
20 ↓ ↓ 848,178 273,602 
21 ↓ ↓ 851,621 272,169 
22 ↓ ↓ 858,265 268,924 
23 ↓ ↓ 857,763 269,481 
24 ↓ ↓ 859,367 267,608 
25 ↓ ↓ 860,266 264,417 
26 ↓ ↓ 864,384 261,089 
27 ↓ ↓ 868,447 256,069 
28 ↓ ↓ 877,735 253,461 
29 ↓ ↓ 900,093 252,030 
30 ↓ ↓ 904,146 249,985 

令和 元 ↓ ↓ 911,716 248,813 
2 ↓ ↓ 927,705 247,052 
3 ↓ ↓ 930,943 245,951 
4 ↓ ↓ – –
5 ↓ ↓ 959,205 240,806 

年度 国立大学 私立大学
授業料 入学料 授業料 入学料

円 円 円 円

（注）①年度は入学年度である。
②国立大学の平成16年度以降の額は国が示す標準額である。
③私立大学の額は平均である。
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4. 附属施設等
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中期目標

別表1（学部、研究科等）

学
部

法学部

医学部

工学部

研
究
科

法学研究科

医学研究科

工学研究科

別表2（共同利用・共同研究
拠点、国際共同利
用・共同研究拠点）

○○研究所

○○研究センター

○国立学校設置法の規定に基づき、附置研究所（施行令）、附属研究施設・センター（施行規則）を法令で位置付け。
○附置研・センター等の設置改廃は、国の予算編成を通じて決定。

○ 国立大学には、特定分野の研究を継続性をもって長期的に進める附置研究所や、これに準ずる研究センター等が設置されており、学問の動
向や社会の要請等に対応しつつ、高い研究水準を維持するとともに、若手研究者の育成等に貢献することが期待される。
法人化前

第１期（H16～21年度）：
○附置研究所及び全国共同利用の研究センターについては、教育研究

上の基本組織として､文部科学大臣が定める各法人の中期目標（別
表）に位置付け。

※附置研究所の新設等については、科学技術・学術審議会において妥当性を審議。
○他の研究センター等については、各大学の判断で、自由に設置改廃が
   可能。

第２～第３期（H22～R3年度）
○共同利用・共同研究拠点等＊の認定を受けた附置研・センター等を、

文部科学大臣が定める各法人の中期目標（別表）に位置付け。
＊共同利用・共同研究拠点、国際共同利用・共同研究拠点(H30～)

○他の附置研･センター等については、各大学の判断で、自由に設置改 
   廃が可能。

第４期～（R４年度～）
○共同利用・共同研究拠点等の認定を受けた附置研・センター等を、
   文部科学大臣が認可する各法人の中期計画（別表）に位置付け。

法人化後

第1期 第2～3期

国立大学の附置研究所・研究センター等の位置付けの変遷

＜平成20年7月＞
附置研・センター等を「共同利用・共同研究拠点」に認定する制度を創設

中期目標

別表（学部、研究科等）

学
部

法学部

医学部

工学部

研
究
科

法学研究科

医学研究科

工学研究科

附
置
研
究
所

○○研究所

○○研究所※

※は全国共同利用の機能

を有する附置研究所

中期計画

別表1（学部、研究科等

収容定員）

学
部

法学部

医学部

工学部

研
究
科

法学研究科

医学研究科

工学研究科

別表2（共同利用・共同研究

拠点、国際共同利
  用・共同研究拠点等）

○○研究所

○○研究センター

第4期~
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国公私立大学を通じた「共同利用・共同研究拠点」制度について

共同利用・共同研究拠点として
3つの類型の拠点を認定
① 単独型拠点
② 拠点ネットワーク

複数拠点の研究ネットワークにより構成
③ 連携型拠点

大学以外の研究施設(大学共同利用機関
や国立研究開発法人の研究施設等)が「連
携施設」として参画

国際共同利用・共同研究拠点
国際的にも有用かつ質の高い研究資源等を最
大限活用し、国際的な共同利用・共同研究を
行う拠点を別途「国際共同利用・共同研究拠
点」として認定（平成30年度～）

〇 個々の大学の枠を越えた共同利用・共同研究は、従来、国立大学の全国共同利用型の附置研究所や研究セ
ンター、大学共同利用機関を中心に推進

〇 我が国全体の学術研究の更なる発展のためには、個々の大学の研究推進とともに、国公私立を問わず大学の研
究ポテンシャルを活用して研究者が共同で研究を行う体制を整備することが重要

〇 このため、国公私立大学を通じたシステムとして、文部科学大臣による共同利用・共同研究拠点の認定制度を
創設（平成20年7月）

我が国の学術研究の基盤強化と新たな学術研究の展開

制度の趣旨等

制度の特徴

研究者コミュニティから
拠点化の要望

国公私立大学
〇〇研究所

学長が
申請

拠点として
認定

科学技術・学術審議会

文部科学大臣

専門的意見を
聴取

研究者
コミュニティ

制度の仕組み

〇 認定期間は原則6年間
    〇 認定後、科学技術・学術審議会において中間

評価、期末評価を実施
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〇東北大学
金属材料研究所

〇東京大学
医科学研究所
宇宙線研究所

〇北海道大学
遺伝子病制御研究所
人獣共通感染症国際共同研究所
ｽﾗﾌﾞ・ﾕｰﾗｼｱ研究ｾﾝﾀｰ
低温科学研究所

〇帯広畜産大学
原虫病研究ｾﾝﾀｰ

〇東北大学
加齢医学研究所
電気通信研究所
先端量子ビーム科学研究ｾﾝﾀｰ
電子光理学研究部門

流体科学研究所
〇筑波大学

計算科学研究ｾﾝﾀｰ
つくば機能植物ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ
ﾋｭｰﾏﾝ・ﾊｲ・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ先端研究ｾﾝﾀｰ

〇群馬大学
生体調節研究所

〇千葉大学
環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ
真菌医学研究ｾﾝﾀｰ

〇東京大学
空間情報科学研究ｾﾝﾀｰ
地震研究所
史料編纂所
素粒子物理国際研究ｾﾝﾀｰ
大気海洋研究所
物性研究所

〇東京外国語大学
ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所

〇東京科学大学
総合研究院・難治疾患研究所
総合研究院・ﾌﾛﾝﾃｨｱ材料研究所

単独型(国立大学):27大学63拠点

単独型(公立大学):7大学11拠点
〇札幌医科大学

附属研究所
〇会津大学

宇宙情報科学研究ｾﾝﾀｰ
〇横浜市立大学

先端医科学研究ｾﾝﾀｰ
〇名古屋市立大学

創薬基盤科学研究所
不育症研究ｾﾝﾀｰ

〇大阪公立大学
数学研究所
都市科学・防災研究ｾﾝﾀｰ
附属植物園
全固体電池研究所

〇一橋大学
経済研究所

〇新潟大学
脳研究所

〇金沢大学
がん進展制御研究所
環日本海域環境研究ｾﾝﾀｰ

〇名古屋大学
低温ﾌﾟﾗｽﾞﾏ科学研究ｾﾝﾀｰ
未来材料・ｼｽﾃﾑ研究所

〇京都大学
医生物学研究所
ｴﾈﾙｷﾞｰ理工学研究所
経済研究所
人文科学研究所
生存圏研究所
生態学研究ｾﾝﾀｰ
東南ｱｼﾞｱ地域研究研究所
複合原子力科学研究所
防災研究所
野生動物研究ｾﾝﾀｰ

〇大阪大学
社会経済研究所
接合科学研究所
蛋白質研究所
微生物病研究所
ﾚｰｻﾞｰ科学研究所

〇鳥取大学
国際乾燥地研究教育機構
乾燥地研究ｾﾝﾀｰ

7拠点ネットワーク
:18大学27拠点、4連携施設

共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点一覧（令和7年4月現在）
国際共同利用・共同研究拠点

(国立大学):5大学8拠点

単独型(私立大学):14大学15拠点
〇自治医科大学

先端医療技術開発ｾﾝﾀｰ
〇慶應義塾大学

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｰﾀ設計・解析ｾﾝﾀｰ
〇昭和医科大学

発達障害医療研究所
〇玉川大学

脳科学研究所
〇東京農業大学

生物資源ｹﾞﾉﾑ解析ｾﾝﾀｰ
〇東京理科大学

総合研究院火災科学研究所
〇法政大学

野上記念法政大学能楽研究所
〇明治大学

先端数理科学ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ

〇立命館大学
ｱｰﾄ・ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ

国際共同利用・共同研究拠点
(私立大学):1大学1拠点〇早稲田大学

各務記念材料技術研究所
坪内博士記念演劇博物館

〇東京工芸大学
風工学研究ｾﾝﾀｰ

〇中部大学
中部高等学術研究所国際GISｾﾝﾀｰ

〇藤田医科大学
医科学研究ｾﾝﾀｰ

〇大阪商業大学
JGSS研究ｾﾝﾀｰ

〇関西大学
ｿｼｵﾈｯﾄﾜｰｸ戦略研究機構

国立大学が
中核の拠点

拠点数
計 単独型 拠点

ﾈｯﾄﾜｰｸ
国際
拠点

78 63 7 8

※★印は中核施設
【学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点】
〇北海道大学 情報基盤ｾﾝﾀｰ
〇東北大学 ｻｲﾊﾞｰｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ
★東京大学 情報基盤ｾﾝﾀｰ
〇東京科学大学 情報基盤ｾﾝﾀｰ
〇名古屋大学 情報基盤ｾﾝﾀｰ
〇京都大学 学術情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ
〇大阪大学 D3ｾﾝﾀｰ
〇九州大学 情報基盤研究開発ｾﾝﾀｰ

【物質・デバイス領域共同研究拠点】
〇北海道大学 電子科学研究所
〇東北大学 多元物質科学研究所
〇東京科学大学 総合研究院・化学生命科学研究所
★大阪大学 産業科学研究所
〇九州大学 先導物質化学研究所

【生体医歯工学共同研究拠点】
★東京科学大学 総合研究院・生体材料工学研究所
〇東京科学大学 総合研究院・未来産業技術研究所
〇静岡大学 電子工学研究所
〇広島大学 半導体産業技術研究所

【放射線災害・医科学研究拠点】
★広島大学 原爆放射線医科学研究所
〇長崎大学 原爆後障害医療研究所
〇福島県立医科大学 ふくしま国際医療科学ｾﾝﾀｰ

【放射能環境動態・影響評価ネットワーク共同研究拠点】
〇弘前大学 被ばく医療総合研究所
〇福島大学 環境放射能研究所
★筑波大学 放射線・ｱｲｿﾄｰﾌﾟ地球システム研究ｾﾝﾀｰ
＜連携施設＞
〇福島国際研究教育機構第5分野地域環境共創ユニット
〇環境科学技術研究所

【触媒科学計測共同研究拠点】
★北海道大学 触媒科学研究所
〇大阪公立大学 人工光合成研究ｾﾝﾀｰ
＜連携施設＞
〇産業技術総合研究所触媒化学研究部門

【糖鎖生命科学連携ネットワーク型拠点】
★名古屋大学・岐阜大学(共同設置)

糖鎖生命コア研究所
〇創価大学 糖鎖生命ｼｽﾃﾑ融合研究所
＜連携施設＞
〇自然科学研究機構生命創成探究ｾﾝﾀｰ

〇岡山大学
資源植物科学研究所
惑星物質研究所

〇広島大学
放射光科学研究所

〇徳島大学
先端酵素学研究所

〇愛媛大学
沿岸環境科学研究ｾﾝﾀｰ
地球深部ﾀﾞｲﾅﾐｸｽ研究ｾﾝﾀｰ
ﾌﾟﾛﾃｵｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ

〇高知大学
海洋ｺｱ国際研究所

〇九州大学
応用力学研究所
生体防御医学研究所
ﾏｽ・ﾌｫｱ・ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ研究所

公私立大学が
中核の拠点

拠点数
計 単独型 拠点

ﾈｯﾄﾜｰｸ
国際
拠点

27 26 0 1

〇名古屋大学
宇宙地球環境研究所

〇京都大学
化学研究所
数理解析研究所
基礎物理学研究所

〇大阪大学
核物理研究ｾﾝﾀｰ

〇兵庫県立大学
自然・環境科学研究所天文科学ｾﾝﾀｰ

〇北九州市立大学
環境技術研究所先制医療工学

研究ｾﾝﾀｰ／計測・分析ｾﾝﾀｰ

〇佐賀大学
海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所

〇長崎大学
高度感染症研究ｾﾝﾀｰ
熱帯医学研究所

〇熊本大学
発生医学研究所

〇熊本大学・富山大学(共同設置)
先進軽金属材料国際研究機構

〇琉球大学
熱帯生物圏研究ｾﾝﾀｰ
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公私立別

		共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点一覧 キョテンオヨコクサイキョウドウリヨウキョウドウケンキュウキョテンイチラン

								2019年4月1日現在 ネンヘイネンガツニチゲンザイ

		【共同利用・共同研究拠点数】 キョウドウリヨウキョウドウケンキュウキョテンスウ

				分野 ブンヤ		合計 ゴウケイ		備考 ビコウ

		国立大学 コクリツダイガク		理学・工学系 リガクコウガクケイ		30

				医学・生物学系 イガクセイブツガクケイ		27

				人文・社会学系 ジンブンシャカイガクケイ		10

				小　計 ショウケイ		67		・27大学67拠点（部分拠点1含む） ダイガクキョテンブブンキョテンフク

		公立大学 コウリツダイガク		理学・工学系 リガクコウガクケイ		4

				医学・生物学系 イガクセイブツガクケイ		4

				人文・社会学系 ジンブンシャカイガクケイ		1

				小計 ショウケイ		9		・6大学9拠点 ダイガクキョテン

		私立大学 シリツダイガク		理学・工学系 リガクコウガクケイ		6

				医学・生物学系 イガクセイブツガクケイ		6

				人文・社会学系 ジンブンシャカイガクケイ		8

				小　計 ショウケイ		20		・18大学20拠点 ダイガク

		ネットワーク		理学・工学系 リガクコウガクケイ		4

				医学・生物学系 イガクセイブツガクケイ		2

				人文・社会学系 ジンブンシャカイガクケイ		0

				小計 ショウケイ		6		・16大学6ネットワーク型拠点24研究機関 ダイガクガタキョテンキカン

		合　計 アケイ				102		･55大学102拠点 ダイガクキョテン

		【国際共同利用・共同研究拠点数】 コクサイキョウドウリヨウキョウドウケンキュウキョテンスウ

				分野 ブンヤ		合計 ゴウケイ		備考 ビコウ

		国立大学 コクリツダイガク		理学・工学系 リガクコウガクケイ		5

				医学・生物学系 イガクセイブツガクケイ		1

		合　計 アケイ				6		・4大学6拠点 ダイガクキョテン





拠点一覧の表

		

				分類 ブンルイ		分野 ブンヤ		拠点数 キョテンスウ						分類 ブンルイ		分野 ブンヤ		拠点数 キョテンスウ				計 ケイ

										国際 コクサイ		ネットワーク								国際 コクサイ

				国立 コクリツ		理・工 リコウ		37		(5)		(3)		公私立 コウシリツ		理・工 リコウ		10		(0)		47

						医・生 イセイ		29		(1)		(2)				医・生 イセイ		10		(0)		39

						人・社 ヒトシャ		7		(0)		(0)				人・社 ヒトシャ		8		(1)		15

						異分野 イブンヤ		5		(0)		(2)										5

						計 ケイ		78		(6)		(7)				計 ケイ		28		(1)		106





Sheet1

		

				国立大学が
中核の拠点 コクリツダイガクチュウカクキョテン		拠点数 計 キョテンスウケイ										公私立大学が
中核の拠点 コウシリツダイガクチュウカクキョテン		拠点数 計 キョテンスウケイ

								単独型 タンドクガタ		拠点ﾈｯﾄﾜｰｸ キョテン		国際拠点 コクサイキョテン								単独型 タンドクガタ		拠点ﾈｯﾄﾜｰｸ キョテン		国際拠点 コクサイキョテン

						78		65		7		6						27		26		0		1





分類 分野 拠点数 分類 分野 拠点数 分類 分野 拠点数 計


理・工 35(1) 理・工 10 理・工 4 49


医・生 28(1) 医・生 10 医・生 2 40


人・社 10 人・社 8(1) 人・社 0 18


73 28 6 107 計 計 計


国立 公私立


ネット


ワーク






大学病院の位置付け・役割

教 育 医学部生の臨床教育、卒後の初期・専門研修等を行う医師をはじめとするその他の医療従事者
の養成機関。
→ 採算に関係なく、幅広い診療科・部門が必要。

新しい診断・治療法の開発、難治性疾患の研究等を行う高度な研究機関。
→ 様々な疾病治療のための研究に多くの投資が必要。

○ 医師及び歯科医師の養成を行う大学医学部及び歯学部の教育研究に必要な施設として設置されている病院
（大学設置基準第３９条）。

○ 高度な医療の提供、高度な医療技術の開発・ 評価、研修の実践にあたる「特定機能病院」に承認されている
病院（医療法第４条の２）。令和６年１０月１日現在【７９病院】

■大学病院の法令上の位置付け

研 究

■大学病院の使命・役割

診 療 臓器移植や高額薬剤の投与など高度な診療を行う高度医療機関。
→ 採算性の低い分野（小児・産科・精神・重症治療等）への支援や高度医療に対応する

ための高度な機器や人材の体制整備が必要。

地 域
貢 献

地域の医療機関への医師の輩出等を行う地域の中核的な医療機関。
→ 様々な診療科を具備し、地域の幅広い医療ニーズに応えるための人的リソースの確保が必要。
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4.6%
1.3%

7.1%

87.0%
（720,972）

（58,970）

（10,612）
（37,926）

13.0％
（107,508/828,480）

大学病院の現状

0.6%
0.2%

1.4%

97.8%
（7,845）

（111）

（19）

（47）

2.2％
（177/8,022）

◆ 病院数（8,022病院）
【大学病院：2.2％（177病院）】

出典：国立大学病院・・・・・国立大学病院長会議「国立大学病院資料」（令和７年６月１日現在）、
公私立大学病院・・・文部科学省医学教育課調べ（令和７年６月１日現在）
大学病院以外・・・・・厚生労働省「医療施設調査」（令和７年５月末時点）

※「常勤医師数」「常勤看護師数」は令和５年10月1日現在

◆ 常勤換算看護師数（828,480名）
【大学病院：13.0％（107,508名）】

国立大学病院 公立大学病院 私立大学病院 その他

8.8%
2.0％
10.3%

78.9%
（205,496）

（26,716）

（5,229）
（22,909）

21.1％
（54,854/260,350）

2.2%
0.7%

3.8%

93.3%
（1,362,253）

（55,337）

（9,771）

（32,345）

6.7％
（97,453/1,459,706）

■全病院における大学病院の占める割合

（）：床

（）：名（）：名

（）：病院

◆ 病床数（1,459,706床）

【大学病院：6.7％（97,453床）】

◆ 常勤換算医師数（260,350名）
【大学病院：21.1％（54,854名）】

■全国大学病院数一覧
（令和7年４月１日現在）

区 分 国立 公立 私立 合計

医系大学病院 42 17 89 148 

本 院 42 8 31 81 

分 院 0 9 58 67 

歯系大学病院 1 1 17 19 

その他大学病院
（附置研究所、保健医療系

等）

4 1 5 10 

合 計 47 19 111 177 

■大学病院を持つ大学の割合
（令和７年５月１日現在）

出典：文部科学省令和５年度学校基本調査報告書

区 分 大学数 うち医系病院を置く
大学数

国立大学 85 42（49.4％）

公立大学 103 8（ 7.8％）

私立大学 624 31（ 5.0％）

計 813 81（10.0％）
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47%

8%
2%

43%
(24)

(4)
(1)

(22) 57%
(29/5160%

2%

18%

20%

(3,418)

(132

(1,036

(1,118

80%
(4,586/5,704

31%

6%

20%

43% (39)

(7)

(26)

(57) 57%
(72/127)

22%

3%

16%
59%

(39)
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○ 大学病院は、7９病院が特定機能病院に指定されているほかにも、臓器移植登録施設やがん診療連携拠点病
 院、高度救命救急センター、総合周産期母子医療センター、難病医療拠点病院等の医療施設としても承認されて
 おり、我が国の医療に大きく貢献している。また、救急医療体制においては、各地域の実情に応じて救急患者のうち、
特に重症な救急患者の受入れを行っている。

出典：厚生労働省調べ
(令和７年11月１日現在)

出典：（社）日本臓器移植ネットワーク調べ
 (令和８年２月１日現在)

出典：難病情報センターウェブサイト
(令和８年２月1日現在)

◆ 臓器移植登録施設（127施設）
（うち大学病院 72施設（57％））

出典：厚生労働省調べ
(令和７年４月1日現在)

出典：厚生労働省調べ
(令和７年４月１日現在)

国立大学病院 公立大学病院 私立大学病院 その他

*難病医療拠点病院、難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院の合計

◆ 都道府県がん診療連携拠点病院（51施設）
（うち大学病院 29施設（57％））

◆ 高度救命救急センター（50施設）
（うち大学病院 33施設（68％））

◆ 総合周産期母子医療センター（112施設）
（うち大学病院 48施設（42％））

◆ 難病医療拠点病院等*（180施設）
（うち大学病院 73施設（41％））

◆ 脳死臓器移植件数（5,704件）
（うち大学病院 4,586件（80％））

出典：（社）日本臓器移植ネットワーク調べ
(平成11年2月28日から令和8年2月2日現在までの脳死移植累計)

【臓器移植の内訳】 角膜、心臓、肺、肝臓、膵臓、腎臓、小腸
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国立大学病院における臓器移植件数（生体・脳死）

出典：国立大学病院長会議「病院機能指標」
※ R06年度のデータは速報値

国立大学病院における救命救急患者数
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出典： 国立大学病院長会議「国立大学病院資料」

100,117

大学病院の診療機能
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※1：文部科学省『国立大学法人等の決算について』別紙資料集「附属病院セグメント情報」及び「附属病院セグメントにおける収支の状況（キャッシュ・フロー計算書の形式を使った病院収支の状況表）」を元に医学教
育課において作成

※2：令和6年度の金額については、国立大学病院長会議調べ
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15,257 15,473 15,657 

16,204 
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H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
経常収益 経常費用 経常損益 （単位：億円）

【経常損益】（単位：億円）【経常収益・費用】（単位：億円）

事項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
経常収益 10,370 10,753 11,117 11,520 11,938 12,418 12,584 13,006 13,375 13,866 14,275 15,257 15,473 15,657 16,204
経常費用 9,813 10,307 10,710 11,224 11,745 12,151 12,270 12,710 13,134 13,651 13,816 14,535 15,087 15,716 16,490
経常損益 556 445 407 296 193 266 313 296 241 214 459 722 386 ▲60 ▲286

診療規模の拡大と経常利益率の低減
◯ 国立大学法人化以後、自己収入の獲得、経費の節減努力が求められ、増収と経営効率を追求した運営を実施するものの収入が増えた分、支
出も増加し、増収減益の傾向。R5年度は経常損益が初めてマイナスとなった。

◯ コロナ前は、損益ベースで年平均約320億円程度の利益が生まれており、得られた利益を老朽化した施設・設備の更新や借入金の返済に充て
るなどして、大学病院として求められる教育・研究・診療活動を維持してきた（ただし、その投資額は十分ではなく施設・整備の更新が滞る傾向に
あった）。R6年度は経常損益がコロナ前の平均と比較して、約606億円減少した。

コロナ禍前の経常損益
平均約320億

▲606
億

各大学病院の経営状況（国立大学病院の経常損益の推移）
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平成24年度と比較し
建物価値残存率は20.2％低下
医療機器等価値残存率は10.5%低下

令和6年度末の建物は1兆5,332億円（取得価格ベース）

令和6年度末の医療機器等は9,698億円（取得価格ベース）

平成24年度と同じ価値残存率を維持するためには、
建物取得価格で3,097億円不足
医療機器等取得価格で1,018億円不足
合計4,115億円不足

建物・医療機器等の更新を抑制し借入金を返済した
ことにより、借入金の残額は平成24年度と比較し
1,200億円減額となっているが、その結果、建物・
医療機器等の老朽化は急激に進んでいる

10.5%
低下

20.2%
低下

※令和6年度中の2大学再開発により、建物の価値残存率は上昇
※令和6年度途中に統合を行った大学は算出方法の変更により除外 【参考】平成16年度と比較し借入金の残額は2,915億円減額

66.4 
64.5 

62.4 
60.5 

57.3 56.6 
54.1 

51.3 50.2 
48.1 

46.1 
43.8 
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32.0 

29.8 
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H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

価値残存率

建物 医療機器等

価値残存率は病院長会議事務局の保有データで最古の平成24年度から記載

※

出典：（一社）国立大学病院長会議 令和７年７月９日 記者会見資料

医療機器等の老朽化（国立大学病院）
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（１）運営改革
【検討項目】
 自院の役割・機能の再確認※

・医学部の教育研究に必要な附属施設と
しての役割・機能

・専門性の高い高度な医療人を養成する
研修機関としての役割・機能

・医学研究の中核としての役割・機能
・地域医療構想等と整合した医療機関と
しての役割・機能

等
※改革の基本方針として記載が必須

 病院長のマネジメント機能の強化

 大学等本部、医学部等関係部署との
連携体制の強化

 人材の確保と処遇改善

 その他運営改革に資する取組等

大学病院改革プランの策定（大学本部と一体となった改革の推進）

（２）教育・研究改革
【検討項目】
 臨床実習に係る臨床実習協力機関との

役割分担と連携の強化

 臨床研修や専門研修等に係るプログラム
の充実

 企業等や他分野との共同研究等の推進

 教育・研究を支援するための体制整備
・人的・物的支援

等

 その他教育・研究環境の充実に資する
支援策

【検討項目】
 都道府県等との連携の強化

 地域医療機関等との連携の強化

 自院における医師の労働時間短縮の
推進

・
 医師少数地域を含む地域医療機関に

対する医師の輩出（常勤医師、副
業・兼業）

 その他診療改革に資する取組等

（３）診療改革 （４）財務・経営改革
【検討項目】
 収入増に係る取組の推進

 施設・設備及び機器等の整備計画の
適正化と費用の抑制
・自院の役割・機能等に応じた施設・設備・機器等
の整備計画の適正化

等

 医薬品費、診療材料費等に係る
支出の削減

 その他財務・経営改革に資する
取組等

 改革プランの対象期間中の各年度の
収支計画

大学病院改革プランの概要

※下線部は、文部科学省及び厚生労働省において財政支援等するもの。

持続可能な大学病院経営の実現

我が国の医学教育・研究の維持発展 地域ニーズに応じた診療の確保

 大学病院を取り巻く現状と課題等（医師の長時間労働、教育・研究時間の減少、大学病院の機能低下、増収減益の財務状況、医療提供体制の確保等）がある
中、2024（令和６)年度から医師の時間外・休日労働の上限規制が施行された。

 このような現状と課題等を鑑み、各大学病院は、地域医療確保暫定特例水準（B水準、連携B水準）の解消が見込まれる2035（令和17）年度末に向けて、
2029（令和11）年度までの期間（６年間）に取り組む内容を、 「大学病院改革ガイドライン」を参考に４つの視点（運営改革、教育・研究改革、診療改革、財
務・経営改革）に整理して自院の実情に応じた大学病院改革プラン（以下、 「改革プラン」という。）を策定し、当該プランに基づき改革を推進して、持続可能な経営
基盤の確立を図る。

 各大学病院は、策定した改革プランを自院のウェブサイトにて公表。また、社会情勢の変化等に応じて改革プランを適宜改定するとともに、年１回程度自己点検を行って
改革プランを推進する。なお、改革プランの推進にあたっては、大学等本部等と連携するとともに、自治体、医療機関、医師会等の関係者等とも意見交換を行う。

※文部科学省は、各大学病院が改革プラン策定時の参考となるように「大学病院改革ガイドライン」を策定するとともに、改革プランの取組に応じた継続的な財政支援（令和５年度補正予算（最先端医療
設備の整備）、令和６年度当初予算（高度な臨床・研究能力を有する医師養成促進支援））等を行っている。
また、改革プランの進捗状況について、４年目の2027（令和９）年度及び2030（令和12）年度に確認予定。

※自院の実情に応じた大学病院改革プランを策定
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２．教員養成系の大学院（修士課程・博士課程）

１．教員養成大学・学部

教員に求められる高い資質の育成等を行っており、現在４５大学４５学部（うち単科大学１１）が設置されている。

大学数
入学定員

教員養成課程 新課程 合計
４５大学 １０，９２１ 人 １，５１８ 人 １２，４３９人

出典：文部科学省高等教育局専門教育課調べ

 課程・入学定員（令和７年度）

※教員養成課程：教員養成を目的とし、教員免許状の取得に必要な単位の修得が卒業要件となっている課程。平成１７年度までは定員抑制の対象であった。

※新課程：都道府県教育委員会の教員採用数の減少などによる教員就職率の低下に伴い、昭和６２年度から教員養成課程の一部を教員以外の職業分野の人材や高い教
養と柔軟な思考力を身につけた人材を養成することを目的とした課程として改組したもの。新課程の定員は平成１２年度をピークに拡大し一定規模を保ってきたが、
教員の大量退職の増加による教員採用数の拡大にあわせて、平成１７年３月に教育分野に係る大学等の設置又は収容定員増に関する抑制方針を撤廃したこと
により、教員養成課程への定員の振り替え等が進み、国立の教員養成大学・学部においては、初等中等教育を担う教員の質の向上に目的を特化させるため、原
則、新課程の廃止を進めている。

【修士課程】
国立の教員養成系修士課程における高度専門職業人としての教員養成機能は原則として、教職大学院へ段階的に移行することとしている。

大学数 研究科数 専攻数 入学定員
１６ 大学 １６ １８ ８０５人

 設置状況（令和７年度）

【博士課程】
教員養成学部自ら各教科の専門や教科教育学の分野における実践的かつ高度の研究能力を有し、将来教員養成学部の教員となる人材を養
成することなどを目的として設置。

 設置状況（令和７年度）
 連合大学院 東京学芸大学（入学定員：30名）、兵庫教育大学（入学定員：36名）
 共同教育課程 静岡大学・愛知教育大学（入学定員：4＋4名）

北海道教育大学・大阪教育大学・福岡教育大学（入学定員：4＋4＋4名）
 単独設置 広島大学（入学定員：50名） ※広島大学では教育学、心理学、教科教育学等が統合された教育学習科学を構築するとともに、

その理論的・学際的・開発的・先端的な研究・教育を推進し実践する人材を育成。

 設置状況
山形大学において令和８年４月に教育学部（入学定員145名）を設置予定のほか、福島大学において令和９年度に教育学部（入学定員235名）を設置する構想あり。
佐賀大学と熊本大学において、令和８年４月より共同教員養成課程を設置予定。

国立の教員養成大学・学部及び大学院の現状
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２．教職大学院の特性（既存の修士課程との違い）

３．現状

① 設置大学数【令和７年度】 ： ５４大学（国立大学４７校、私立大学７校）
② 教員就職率（※）【令和６年３月修了者】： ８７．８％

（参考）国立教員養成大学・学部の学部新卒者の教員就職率：６９．０％（令和６年３月卒業者）
（※）現職教員学生を除く教職大学院修了者のうち教員に就職した者（臨時的任用を含む）の割合を指す。

③ 入学定員充足率【令和７年度】 ： ８５．３％ （前年度より０．３％減）
④ 志願者数【令和７年度】 ： ２，６７０人 （前年度より２２人増）
⑤ 入学者数【令和７年度】 ： ２，１６９人 （前年度より９人減）

（現職教員：８４４人（３９％）学部新卒学生等：１，３２５人（６１％））

１．教職大学院の目的及び機能

平成１９年度に、高度専門職業人養成としての教員養成に特化した専門職大学院として制度化。（平成２０年度から開設）
① 学部段階での資質能力を修得した者の中から、さらにより実践的な指導力・展開力を備え、新しい学校づくりの有力な
一員となり得る新人教員の養成。

② 現職教員を対象に、地域や学校における指導的役割を果たし得る教員等として不可欠な確かな指導倫理と優れた実践
力・応用力を備えたスクールリーダーの養成。

教職大学院 教員養成系修士課程
修了要件 ４５単位以上 （うち１０単位以上は学校等での実習） ３０単位以上

修士論文の作成（研究指導）
教員 ４割以上は教職経験者等の実務家教員 大半が研究者

授業方法 ①事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答
②学校実習及び共通科目を必修とした体系的な教育課程

研究指導が中心

学位 教職修士（専門職） 修士（教育学）

出典：文部科学省高等教育局専門教育課調べ４．最近の振興策

①令和５年６月に、専門職大学院設置基準を改正し、学部と連携した５年一貫コース等の設置を可能にするとともに、②
令和６年５月に、教職大学院を修了し教師となった者を中心に大学院在籍時に貸与を受けた奨学金の返還を免除する制度
を創設。これらにより、①時間的制約の緩和の支援、②経済的な支援、を可能とし、「教職の高度化」（質の向上）と「教師志
願者の拡大」（質的確保）を実現。

教職大学院（専門職学位課程）制度の概要
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３．使命・役割
〇実験的・先導的な学校教育 〇教育実習の実施

実験的・先導的な教育課題への取組 大学・学部の教育実習計画に基づく教育実習の実施
地域における指導的・モデル的な学校としての取組 教員を目指す学生に対し、体験的な実習を実施

〇大学・学部における教育に関する研究への協力
現代的教育課題（特別支援、いじめ、不登校など）に対応 した教員養成の在り方に関する研究への協力

２．法律上の位置付け
〇国立大学法人法第２３条（平成１６年４月１日施行）

国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援
学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。

〇大学設置基準第３９条（昭和３１年１０月２２日文部省令第２８号）
次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ

下欄に掲げる附属施設を置くものとする。

学部又は学科（上欄） 附属施設（下欄）

教員養成に関する学部又は学科 附属学校又は附属幼保連携型認定こども園

１．設置目的
附属する国立大学、学部における児童、生徒、幼児の教育又は保育に関する研究に協力し、当該国立大学、学部の計画に従い、学生の

教育実習の実施に当たる。

【参考】

●旧国立学校設置法施行規則第２７条（昭和３９年（1964年）改正、平成１６年（2004年）廃止）

附属学校は、その附属学校が附属する国立大学又は学部における児童、生徒又は幼児の教育又は保育に関する研究に協力し、
及び当該国立大学又は学部の計画に従い学生の教育実習の実施に当たるものとする。

上述の廃止された施行規則、「国立大学附属学校の新たな活用方策等に関する検討とりまとめ（平成２１年）」、「国立教員
養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書（平成２９年）」等を踏まえ、現在、使命・役割を以下の
とおり整理。

国立大学附属学校について①（使命・役割）
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区 分

令和７年度（速報値）

学校数
(校)

学級数 
(学級)

児童生徒数（人）
(R7.5.1現在)

教員数（人）
(R7.5.1現在)

幼 稚 園 47 210 3,916 343

認 定 こ ど も
園

1 5 92 10

小 学 校 66 1,110 34,612 1,523

中 学 校 67 750 26,353 1,539

義務教育学校 6 149 4,311 264

高 等 学 校 15 204※ 8,018 557

中等教育学校 4 39 2,855 196

特別支援学校 45 486 2,789 1,495

計       251 2,953 82,946 5,927
出典：令和7年度学校基本調査（速報値）

（※）学校基本調査では集計していないため、専門教育課調べ

国立大学附属学校について②（学校数等の現状）
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出典：学校基本調査
文部科学省高等教育局専門教育課調べ

国立大学附属学校について③（規模の推移）

参考：直近１０年間（H26→R６）における幼児児童生徒数の変化

国公私立学校：15,162,936人 → 13,875,469人 （-8.5%）
国立附属学校： 92,707人 → 83,876人 （-9.5%）
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５. 再編統合・連携等
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平成14年10月に統合した大学 （2組4大学）
◆ 平成15年4月学生受入

○山梨大学と山梨医科大学（→山梨大学）
・医学・工学を中心とする学際領域への対応
・地域貢献（共同研究等に関する窓口の一本化）

○筑波大学と図書館情報大学（→筑波大学）
・情報系をはじめとする諸分野との融合による図書館情報学の更なる発展

平成15年10月に統合した大学 （10組20大学）
◆ 平成16年4月学生受入

○九州大学と九州芸術工科大学（→九州大学）
・工学系をはじめとする諸分野との融合による芸術工学の更なる発展

○神戸大学と神戸商船大学（→神戸大学）
・海事・海洋に関する学際領域への対応

○東京商船大学と東京水産大学（→東京海洋大学）
・「海」を基盤とする教育研究の発展

○香川大学と香川医科大学（→香川大学）
・医学・農学・工学等に関する学際領域への対応
・地域貢献（複合的な教育研究拠点として地域社会へ貢献）

○宮崎大学と宮崎医科大学（→宮崎大学）
・学際領域に属する生命科学分野に特色を持つ大学の創造
・地域貢献（地域の発展に寄与する教育研究活動を展開）

○大分大学と大分医科大学（→大分大学）
・医療・福祉等に関する学際領域への対応
・地域社会への貢献を積極的に推進

○佐賀大学と佐賀医科大学（→佐賀大学）
・医学・工学等に関する学際領域への対応
・地域密着型大学（共同研究等の推進、地域医療の充実）

○高知大学と高知医科大学（→高知大学）
・医学・理学・農学等に関する学際領域への対応
・地域社会との連携の強化

○福井大学と福井医科大学（→福井大学）
・医学・工学等に関する学際領域への対応
・地域社会への一層の貢献（教育、学術、医療の中核的拠点）

○島根大学と島根医科大学（→島根大学）
・医学、工学、生物科学等に関する学際領域への対応
・地域社会の発展に貢献（教育・研究・文化の知的拠点）

国立大学の再編・統合について
（令和７年４月）

平成17年10月に統合した大学 （1組3大学）
◆ 平成18年4月学生受入

○富山大学、富山医科薬科大学及び高岡短期大学（→富山大学）
・生命科学を中心に関連分野（医学・薬学・理工学）を融合
・科学、芸術文化と人間社会の調和的発展

平成19年10月に統合した大学 （1組2大学）
◆ 平成20年4月学生受入

○大阪大学と大阪外国語大学（→大阪大学）
・国際社会の中で日本の果たすべき役割を担い得る有用な人材を養成

●一法人複数大学制度を導入（令和2年4月学校教育法改正）

令和2年4月に統合した法人 （1組2大学）
◆ 令和2年4月学生受入

○岐阜大学と名古屋大学（→東海国立大学機構）

令和４年４月に統合した法人（2組5大学）
◆ 令和4年4月学生受入

○小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学（→北海道国立大学機構）
○奈良教育大学と奈良女子大学（→奈良国立大学機構）

令和6年10月に統合した法人・大学（1組2大学）
◆ 令和7年4月学生受入

○東京医科歯科大学と東京工業大学（→東京科学大学）

平成14年10月に4大学（2組）、H15年10月に20大学（10組）、H17年10月に3大学（1組）、H19年10月に2大学（1組）が統合。
（H14年4月：101大学→ H15年10月：89大学→ H17年10月：87大学→ H19年10月：86大学→R6年10月：85大学）

H14年4月 101大学

H14年10月 99大学

H15年10月 89大学

H17年10月 87法人・87大学

H19年10月 86法人・86大学

R6年10月 81法人・85大学

R2年4月 85法人・86大学

R4年4月 82法人・86大学
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 経営基盤の強化と効率的な経営の推進等のため、「国立大学の一法人複数大学制度等」の導入が閣議決定文書
や中央教育審議会における議論の中で提言。
 「大学の組織再編等を促進するため、国立大学においては、国立大学法人法を改正し、一法人の下で複数の大学を運営できる制度を導入する。」 （経済財政運営と改革の基本方

針2018）
 「経営基盤の強化と効率的な経営の推進のため、国立大学の一法人複数大学制の導入、経営と教学の機能分担等にかかる国立大学法人法等の改正について次期通常国会への

提出を念頭に作業を行う。」 （未来投資戦略2018）
 「文部科学省は２０１９年度中に国立大学法人法を改正し国立大学の一法人複数国立大学経営を可能化する」 （統合イノベーション戦略）
 「複数の大学等の人的・物的リソースを効果的に共有できるよう、一法人一大学となっている国立大学の見直し･･･など･･･大学等の連携・統合を円滑に進めることができる仕組みや、これ

らの取組を推進するための支援体制の構築など実効性を高める方策について検討することが必要である」（今後の高等教育の将来像の提示に向けた中間まとめ（平成３０年６月
中央教育審議会大学分科会将来構想分科会）

 制度の設計等について必要な検討を行うため、「国立大学の一法人複数大学制度等に関する調査検討会議」を設
置。同会議の検討の結果を踏まえ、一つの国立大学法人が複数の大学を設置できるよう、令和２年４月に「学校
教育法等の一部を改正する法律」により国立大学法人法の一部を改正。

統合前の法人名 統合後の法人名 統合時期

1 国立大学法人岐阜大学、国立大学法人名古屋大学 国立大学法人東海国立大学機構 令和２年４月１日

2 国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学
国立大学法人北見工業大学 国立大学法人北海道国立大学機構 令和４年４月１日

3 国立大学法人奈良教育大学、国立大学法人奈良女子大学 国立大学法人奈良国立大学機構 令和４年４月１日

国立大学の一法人複数大学制度について

経 緯

これまでの制度の活用状況
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▮ 法人の判断により、教学と経営の長を分担し、新たに理事長職を置けることとする（同時に一法人複数大学制度も導入）
▮ 学外理事について、原則二人以上を設置義務とする

一法人複数大学制度の導入に伴うガバナンスの見直し
（学校教育法等の一部改正：2020年4月1日施行）

法人の長

大学の長

国
立
大
学

国
立
大
学
法
人

「学長」

改正前 改正法施行日（2020年4月1日）以降

一法人二大学の場合（例） 一法人一大学の場合

法人の長

大学の長

「学長」

法人の長

大学の長
「大学総括理事」

「理事長」

国立大学法人の判断で、以下の体制を選択できるような仕組みを設ける
一つの国立大学法人が複数の大学を設置することができる
大学の長を分担して置くことができる

現行は、国立大学法人法上
法人の長と大学の長を兼ねる
「学長」を置く体制のみ

※改正前

「大学総括理事」

「理事長」
法人の長

大学の長 大学の長
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大学等連携推進法人について

（一般社団法人）○○地域大学ネットワーク機構 文
部
科
学
大
臣

②認定

・ 意見具申
・ 業務の実施状況
の評価

連携推進法人に関する
重要事項の決議

社員総会 大学等連携推進
評議会

理事会
（理事３人以上、監事１人以

上、
代表理事１人）

法人に関する重要事項
の決議 ※学識経験者、産業界等で構成

法人の業務を執行

①申請

（例）国立大学法人 （例）公立大学法人

国立大学

（例）学校法人

公立大学 私立大学

・ 研究開発法人
・ 高等専門学校
・ 関係自治体

等

「社員」として参画 「社員」として参画 「社員」として参画

参加法人（大学を設置する者）

「社員」として参画

大臣による認定基準（例）
 大学等連携推進業務を
主たる目的とすること

 大学等連携推進業務に
必要な経理的基礎及び
技術的能力を有するこ
と

 大学等連携推進方針を
策定し、インターネッ
トの利用などの適切な
方法により、公表して
いること

 参加法人の有する議決
権の合計が総社員の議
決権の過半を占めてい
ること

※ 法人には、毎事業年度終了後に事業報
告書や計算書類等の提出・公表を求める

大学等連携推進方針
 連携の推進を図る意義、大学等連携推進業務に関する事項
 連携開設科目の開設・共同教育課程の編成（大学間の役割分担含む）などの連携内容とその目標 等
大学等連携推進業務（例）
 教育機能の強化：大学間における教学上の連携に係る管理（協議の場の運営等）
 研究機能強化：産学連携・地域との協働に関する事業の共同実施、研究施設の共同管理、知的財産の共同管理
 運営効率化：FD・SDの共同実施、事務の共同実施、物品・ソフトウェアの共同調達
大学等連携推進法人における教学上の大学間連携
 連携開設科目の開設、連携開設科目を活用した教職課程の共同設置、共同教育課程（共同学位）での各大学修
得単位数の引下げ 等

法人の業務執行の決定

※評議会の設置は任意

※全学的な参画に限らず学部単位、学位プログラム単位での参画も可能

 18歳人口の減少やグローバル化の進展など高等教育を取り巻く環境が大きく変化する中、大学は、他の大学や地方公共団体、産業界などと
幅広く連携協力し、強みを持ち寄り、人的・物的リソースを効果的に活用しつつ、教育研究の充実に取り組んでいくことが求められる。

 そこで、大学等の緊密な連携を効果的に推進するために、大学の設置者等を社員とし、連携に係る協議調整や連携事業を一元的に実施す
るなどの業務を行う一般社団法人に対し、文部科学大臣が大学等連携推進法人として認定する制度を設ける。

 併せて、大学等連携推進法人の社員が設置する大学間において、大学が自ら開設することとされる授業科目について、他の大学が当該大学
と緊密に連携して開設した連携開設科目を当該大学が自ら開設するものとみなすことができる等の特例措置を設ける。

制度趣旨

（令和3年2月26日公布・施行）
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大学等連携推進法人・複数大学設置法人の下で
新たに可能となる授業科目の連携開設について

 各大学で開設される授業科目について、
大学設置基準第19条において、「大学は、・・・・教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教
育課程を編成するものとする。」とされている（自ら開設の原則）。

 質の保証にも留意しつつ、継続的に緊密な連携が期待される大学等連携推進法人及び要件を満した複数大学設置法人の
下で、他の大学が当該大学と連携して開設した授業科目（連携開設科目）を当該大学においても自ら開設したものとみなす
特例措置を設ける。

概要

大学等連携推進法人

社会ニーズ等に機動的に対応していくためには、各大学が強みを持ち寄り、
資源を有効活用しつつ、教育研究を行う在り方へ変化することが必要

＜連携開設科目のイメージ※学士課程の場合＞

自ら開設する科目 自ら開設する科目

A大学 B大学

124単位 124単位

＜得られる成果＞
①各大学の強みや特色を生かして、
・充実した教育プログラムの提供
・弱点分野の相互補完
・地域が求める人材等を連携して
育成

②各大学の教育研究資源を有効
活用することで、

・きめ細かな指導や少人数教育の
実施

質保証の要件
 大学等連携推進法人が教学上の連携を図る意義・目標、実施計画等を共有、明確化するための「大学等連携推進方針」を策定し、文部科学大

臣へ届出
 参加大学間で連携開設科目を適切に運営するための教学管理体制を構築（授業内容や授業計画、成績評価の基準等を協議、調整する場）
 連携開設科目で修得できる単位数の上限を設定（学士課程：30単位を上限）
 連携開設科目の科目名、授業計画、成績評価の基準等の情報公表を義務付け 等

A大学に通う学生が卒業に
必要な科目はA大学が自ら

開設するのが原則

Ａ大学に通う学生が卒業に必要な科目のうち、30単
位を上限にＢ大学で開設された科目をA大学において

も開設されたものとみなす（連携開設科目）

自ら開設する科目

124単位 124単位

A大学

自ら開設する科目

B大学

30単位

理事会

30単位 ⇒例えば、地域の大学が連携し
て数理・データサイエンス・AI教育
を実施することや、教養教育を充
実させることが可能に。
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令和２年10月30日公表

※地理的観点からのアクセス確保の観点からは、都市から地方への動きの促進等を通じた地方創生の推進も重要。

B大学

【大学間連携推進パターン】
地域アクセス確保に資する
共同での教育研究・組織運営
例：多様な学生の受入れ支援、

共同調達等

地方公共団体 産業界・
金融機関等

【産官学連携推進パターン】
左記に加え、地方創生に資する

産官学連携の取組実施

 連携開設科目の開設に加え、地域構想推進プラットフォーム（仮称）等
での議論を踏まえ、地域のアクセス確保・人材育成のための研究・教育の
連携（※）に取り組むことを推奨

地域における大学等間の連携枠組みの強化

地域研究教育連携推進機構（仮称）

 地域の将来ビジョンや大学等の研究・教育の構想・
推進策を地域全体で情報共有・共通認識

 大学等、地方公共団体、産業界等の地域関係者
が一体となって、国と連携しながら地域のアクセス確
保等の取組を支援

地域における協議体の実質化

・地域ごとの高等教育へのアクセス確保を図るための司令塔機能の強化（「地域大学振興室」の新設）
・関係省庁や地域の産官学金等関係者と連携した、地域の高等教育へのアクセス確保・人材育成や地方創生の取組の推進文部科学省

※地域により、地域の範囲の設定や、協議体の構築方法、協議体と大学等連携推進法人との関係・取組の進め方は多様であることに留意。

大学
短大
高専等

労・言等
地域関係者

地域のアクセス確保・
人材育成等の

在り方・取組を議論

県
市町村
担当部署

産業界
金融機関

コーディネーター配置

従来

今後

従来

今後発展

連携開設科目を中心とした大学等連携推進法人(※)の取組

発展

地域構想推進プラットフォーム（仮称）

※地域連携プラットフォームの発展による構築等既存組織の活用も推奨

連携
強化

複数の大学等が地域関係者と恒常的に対話し、
連携を行うための地域連携プラットフォームの取組
※国による「ガイドライン」策定

国
支
援

※入試、多様な学生受入れ支援、キャリア支援等の業務、大学関係施設の共同管理・運営、
事務システムの共同化、共同調達などが想定。また、そのために必要な支援策についても検討。

※文部科学大臣が認定

※支援対象となる地域研究教育連携推進機構（仮称）の位置付けを検討

コーディネーター
配置

コーディネーター
配置 国

支
援

A大学 A大学 B大学

C短大

地域の高等教育へのアクセス確保を図るための仕組み（イメージ）
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６. 学内組織の見直し等
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学内組織の見直し①
 法人化後、社会情勢を踏まえた教育研究の活性化を図るため、運営費交付金による組織整備のための支援や、「大学・

高専機能強化支援事業」による高度情報専門人材の確保に向けた体制強化への支援等を通じて、学内の教育研究組
織の見直しを促進。

 平成16～令和7年度に廃止・転換された学科数は1,028件であり、平成16年度時点からその大半が見直されている。
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改廃された学科数 見直しのシェア

平成16年度における国立大学の全学科数：1,159
平成17～令和7年度に改廃された学科数計（延べ）：1,028

※同じ学科が複数回改組された場
合、改組毎に1件とカウント
※学部の改廃については、当該学
部を構成する学科数をカウント

（平成17～令和7年度に改廃された学科数/
平成16年度における全学科数）

見直し率

①学部・学科の見直しの状況
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改廃された学科数 見直しのシェア
※同じ専攻が複数回改組された場合、
改組毎に1件とカウント
※研究科の改廃については、当該研
究科を構成する専攻数をカウント

改廃された専攻数

平成16年度における国立大学の全専攻数（修士）：1,415
平成17～令和7年度に改廃された専攻数（修士）計（延べ）：1,596

 研究科については、修士、専門職、博士の全てにおいて、平成16年度時点からその大半が見直されている。

②研究科・専攻の見直しの状況（修士）

見直し率
（平成17～令和7年度に改廃された専攻数/
平成16年度における全専攻数）
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改廃された学科数 見直しのシェア改廃された専攻数

平成16年度における国立大学の全専攻数（専門職）：30
平成17～令和7年度に改廃された専攻数（専門職）計（延べ）：54

見直し率

②研究科・専攻の見直しの状況（専門職）

※同じ専攻が複数回改組された場合、
改組毎に1件とカウント
※研究科の改廃については、当該研
究科を構成する専攻数をカウント

（平成17～令和7年度に改廃された専攻数/
平成16年度における全専攻数）
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改廃された学科数 見直しのシェア

平成16年度における国立大学の全専攻数（博士）：992
平成17～令和7年度に改廃された専攻数（博士）計（延べ）：1,027

見直し率

②研究科・専攻の見直しの状況（博士）

改廃された専攻数
※同じ専攻が複数回改組された場合、
改組毎に1件とカウント
※研究科の改廃については、当該研
究科を構成する専攻数をカウント

（平成17～令和7年度に改廃された専攻数/
平成16年度における全専攻数）

学内組織の見直し④
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＜近年の主な学部・研究科等の改組の傾向＞
 分野横断型学部等の設置

【例】九州大学 共創学部(H30)、金沢大学 融合学域（R3）

 データサイエンスに係る人材養成
【例】滋賀大学 データサイエンス学部(H29) 、一橋大学 ソーシャル・データサイエンス学部（R5）

 地域の課題解決や産業の活性化を支える学部等の設置
【例】 高知大学 地域協働学部(H27)、大分大学 福祉健康科学部（H28）、富山大学 都市デザイン学部（H30)、島根大学 材料エネルギー学部（R5）

 国際連携専攻（JD）の設置
【例】名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻（H27）、東京医科歯科大学・チュラロンコーン大学国際連携歯学系専攻（H28）、

              広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻(R2)

 複数大学による共同課程の設置
【例】岩手大学・東京農工大学 共同獣医学科(H24)、宇都宮大学・群馬大学 共同教育学部（R2）

 学部・研究科等連携課程の設置
【例】長崎大学 プラネタリーヘルス学環（R4）、静岡大学 山岳流域研究院（R5）、茨城大学 地域未来共創学環（R6）

 複数学科・研究科（専攻）の大くくり化
【例】岡山大学 環境生命自然科学研究科（２研究科→１研究科）（R5）、鹿児島大学 農学部(3学科→1学科）(R6)

 その他
【大学間で人材養成について役割分担した例】島根大学、鳥取大学（両大学間の協定に基づき、島根大学が教育学部を強化し島根・鳥取両県の教員

養成を担うとともに、鳥取大学が教員養成学部を一般学部（地域学部）に転換）（H16）

(参考）大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）の活用による定員増
【R6年度】学部：365人、修士課程：418人、博士課程：26人
【R7年度】学部：入学定員340人・編入学定員28人、修士課程：458人、博士課程26人

 近年の主な学部・研究科等の改組の傾向として、①分野横断型、理工系の人材養成や地域の課題解決など、
社会ニーズを踏まえた学部等の設置や、②JD、共同教育課程、学部・研究科等連携課程など、組織間連携
による学部等の設置、③複数学科・研究科の大くくり化等が挙げられる。

 また、令和６年度から、「大学・高専機能強化支援事業」の支援を通じて、高度情報専門人材の養成のた
めの定員増や改組が行われている。

学内組織の見直し⑤
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７. 人事給与マネジメント改革
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二
〇
〇
一
年

二
〇
〇
四
年

二
〇
一
四
年

第1期 2004~ 第2期 2010~

活力に富み国際競争力のある
国公私立大学づくりの一環として

２．国立大学に民間的発想の経営手法を
導入する。
○ 大学役員や経営組織に外部の専門

家を登用
○ 経営責任の明確化により機動的・戦

略的に大学を運営
○ 能力主義・業績主義に立った新しい
人事システムを導入

○ 国立大学の機能の一部を分離・独立
（独立採算性）を導入

第3期 2016~

自主的・自律的な改善・発展を促す仕組みの構築
１．社会の変化に対応できる教育研究組織づくり
２．国際水準の教育研究の展開、積極的な留学生支援
３．大学発ベンチャー支援、理工系人材の戦略的育成
４．人事・給与システムの弾力化
５．ガバナンス機能の強化

二
○
一
三
年

二
〇
一
五
年

達成2015年度末までに年俸制
適用者 １万人目標

国立大学法人等人事給与マネジメント改革の流れ
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追
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２．自己変革・新陳代謝の推進
（１）機能強化のための組織再編、大学間・

専門分野間での連携・連合等の促進
（２）学長裁量経費によるマネジメント改革
（３）意欲と能力のある教員がより高いパ

フォーマンスを発揮する環境の整備
（４）経営を担う人材、経営を支える人材の

育成確保

第4期 2022~

更なる
改革の
促進
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業績評価、処遇への反映 年俸制の見直し クロスアポイントメント制度の活用

人事給与マネジメント改革ガイドライン

 中長期的に目指すべき理想の
年代構成や職位構成に関する
目標の設定

 持続可能な「中長期的な人事
計画」の策定及び運用

 教員の意欲や能力を引き出すこと
を目的とした業績評価と、その評価
結果を適切に処遇へ反映した制
度設計

 硬直的な給与制度からの抜本的
転換を図り、厳格な業績評価に基
づく柔軟な給与制度の実現

 優秀な人材が組織の壁を越えて活躍することが可能
となり、技術の橋渡し機能が強化

国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン（概要）

 組織全体で若手研究者のポス
トの確保と、若手の育成・活躍
促進を後押しし、持続可能な研
究体制を構築

 人材の多様性の確保

全学的な人事マネジメントシステムの構築 雇用財源に外部資金を活用

 競争的研究費、共同研究費、寄附金といった多様な外部資金を人件費に
充当し、捻出された学内財源を若手ポスト増設や研究支援体制の整備など
に充てる取組

テニュアトラック制
の活用

 将来への安定的なキャリアパ
スの可能性を明示することで
高い研究成果を期待

教育研究力の向上に資する魅力ある人事給与マネジメントの構築へ
若手教員が安定的に研究に専念できる雇用と教育研究環境の確保 年齢・職位のバランスを考慮した雇用計画とキャリアパスの構築等

外国人の雇用促進と国際化の推進 優秀な外国人人材の獲得、海外で学位を取得した日本人の雇用、サバティカルの制度化等

女性教員の雇用促進 女性教員数の目標設定、ライフイベントに応じた制度設計や学内託児所等の支援体制の充実等

流動性の向上 優秀で多様かつ最適な人材の育成・確保につながる頭脳の好循環を実現する流動性の在り方の検証等

教員のインセンティブの向上 外部資金の獲得を処遇に反映するとともに若手ポスト確保や全学の研究支援体制強化

○各国立大学が取り組む人事給与マネジメント改革をさらに進める上での基本的な考え方や検討すべきポイント、参考事例を
掲載したガイドラインを平成31年2月25日にガイドラインを策定した。

○さらに、令和3年12月21日には、教員の意欲を向上させるとともに多様で優秀な人材を確保することにもつながる様々な取組
の具体的な取組事例を掲載したガイドライン（追補版）を策定した。
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テニュアトラック制の活用

導入状況

テニュアトラック制とは、優秀な教員・研究者が、一定の期間任期付きという競争的環境を経て、公正で透明性の高い審査を合格することで、任期のない安定的な職（テ
ニュア）を得ることができるようにする制度である。特に若手の教員や研究者にとっては、任期付きの雇用形態でありつつ将来への安定的なキャリアパスが可能性として明示され
るほか、あわせて多くの場合に充実した研究環境が提供されることで、意欲をもって経験を積み研究に集中することができ、結果として高い研究成果が期待できるものである。
（国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン（平成31年２月25日）より）

テ
ニ
ュ
ア
ト
ラ
ッ
ク
制
と
は

テニュアトラック教員 テニュア教員博士課程修了後の研究者

国際公募 テニュア審査
テニュアトラック
教員への応募・
選考

テニュアトラック
教員として採用

テニュア教員
として採用

《
活
用
イ
メ
ー
ジ
》

テ
ニ
ュ
ア
ト
ラ
ッ
ク
制
実
施
状
況
調
査

教授 准教授 講師 助教 合計

3 115 110 316 544

教授 准教授 講師 助教 合計

6 127 35 181 349

2

57

17

原則5年

原則4年

その他

テニュアトラック期間

令和5年度 新規採用テニュアトラック教員数

令和5年度 テニュア付与教員数

テニュアトラック教員数とテニュアポスト数の関係

導入率は84％（75/89）
期間は原則5年が多い（57/75）

助教への活用が多い（採用 316/544、付与 181/349）
テニュアトラック教員数とテニュアポスト数は
同数が多い（69/75）

機関数

人数

人数

テニュアトラック教員への研究活動支援策

研究活動支援策の実施、導入効果の発現

研究支援経費の措置
メンター教員や研究支援員の配置
研究スペースの確保
実験設備等の優先使用
教育・管理運営業務の負担軽減
その他
共同研究実施支援、事務代行事務職員の配置、
研究環境充実支度金の支給、教育能力開発プロ
グラムの受講義務化、科研費の申請前査読など

65
60
58
13
30
23

テニュアトラック制の導入効果
研究の活性化
大学組織の強化
優秀な人材の確保
教員の流動性の向上
教員の競争性の確保
教員のモチベーションの向上
その他

52
30
63
12
15
28
10

公正で透明な評価に基づくキャリアパス整備、テニュ
ア審査による将来性に期待した挑戦的な人事など

出典：文部科学省国立大学法人支援課調べ（86国立大学・4大学共同利用機関法人を対象、令和6年4月1日現在）

機関数

機関数
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2 12

導入済み

導入予定
導入検討中

現時点では
導入未検討

機関数

69

6

同数

異なる場合がある

機関数



「国立大学改革プラン（平成
25年11月 文部科学省）」に
おいて、人事・給与システム
の弾力化を目指し「１万人規模
で年俸制・混合給与を導入」
を提言

平成26年度予算から、適切
な業績評価に基づいた給与体
系の構築を目指すとともに、
退職手当の配分方法を見直し、
運営費交付金において「年俸
制導入促進費」を措置。退職
手当の分割・前倒しを実現

「統合 イノ ベー ション 戦略
（平成30年6月18日 閣議決
定）」において、「厳格な業績
評価に基づく給与水準の決定の
仕組みによる年俸制の（段階
的）完全導入」を明記

現行の年俸制の仕組み（年俸
制導入促進費の措置を含む）
を見直すことで、業績評価と
その処遇への適正な反映を徹
底

人事給与マネジメント改革の
推進（ガイドラインの作成、
運営費交付金への反映等）

年俸制適用者数が
約6.7万人中

目標の1万人を達成
より実効性ある制度を目指して
年俸制を見直し・完全導入

従前の月給制に加え
「年俸制」を推進

（国立大学改革プラン）

※外部資金等で雇用された教員、外国人教員を含む
（文部科学省調べ）

年俸制適用者は平成30年5月1日
現在で16,270人

目標を達成し一定の役割を果た
した一方、分割・前払いにより
全教員を年俸制に移行するため
には、追加的財政支出が発生

教員ポストの高齢化、若手教員の減少
→ 総じて若手教員のキャリアパスにつながる流動性の向上が課題

一律な給与体系のため、業績の反映度が低い
背景

＜年俸制適用教員数（90法人）＞
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年俸制の見直し ～年俸制の導入について～
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月給制(従来型)

複数年ごとに実施する業績
評価の結果を基本給に反映

基本給

諸手当

業績給

基本給
（俸給月額×12か月）

諸手当

賞与
（期末・勤勉手当）

• 基本給の昇給は年功序列型
• 評価結果による賞与の変動は限定的
• 若手教員比率の低下が課題

毎年度実施する業績評価の
結果を業績給に反映

基本給

諸手当

業績給

年俸制モデル(例)

• 複数年の評価に基づき基本給も変動
• 厳格な評価を業績給にメリハリを付けて反映
• 若手教員の雇用確保・比率の向上に寄与

1000万円
800万円

1200万円
円

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

7,000,000

35 40 45 50 55 60 65
年齢月給制（従来型）における俸給月額×12ヶ…

＜教授職 基本給モデル＞

※昇給抑制を想定

（例）基本給は５年ごとに、その間
の業績評価に基づき、昇給を判断

①年額の給与（年俸）が設定された上で、それが一年の中で分割されて支払われていること
②基本給や職務給に加え、「＋」「－」の成績率のある業績給が設定されていること
③退職手当を伴うものであっても、在職期間の長期化により必ずしも処遇が有利になることとはならないもの（退職手当の分割・前払いを伴わ
ないものも含む）

新年俸制の定義

① 合理的かつ安定的な運用のため、退職手当額を分割・前払いはせず、退職時支払い。
② 業績評価の結果が、給与等に反映される合理的かつ実効性ある給与体系を構築。
③ 新規採用教員は原則導入、シニア教員についても導入を促進し、段階的にすべての承継教員への適用を目指す。（既存の教員について

は、同意を得ることを前提）
④ 月給制から年俸制への入れ替わりには、一定期間かかることを想定。
⑤ 厳格な業績評価や多様な任期制などとの併用により効果的な運用を実現。

運用のイメージ

※国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン（平成31年2月25日）

年俸制の見直し ～新たな年俸制の仕組み～
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導入済み
未導入

（令和２年度以前）
対象職位：教授、准教授、講師、助教

（令和３年度以降）
対象職位：学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手
クロスアポイントメント制度適用教員の扱い：

派遣型は人数計上、受入型は人数不計上

従来の年俸制に加え、令和元年度以降は、新年俸制の導入が順次拡大している。
（参考）国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン（平成31年２月25日）（抄）

今般の年俸制の見直しに当たり、「年俸制」とは下記３要件を満たす給与制度と定義している。
① 年額の給与（年俸）が設定された上で、それが１年の中で分割されて支払われていること
② 基本給や職務給に加え、「＋」「－」の成績率のある業績給が設定されていること
③ 退職手当を伴うものであっても、在職期間の長期化により必ずしも処遇が有利になることとはならないもの（退職手当の分割・前払いを伴わないものも含む）

年俸制の見直し ～国立大学法人等における年俸制の導入状況～

◆年俸制適用教員の割合 ◆新年俸制の導入状況

出典：文部科学省国立大学法人支援課調べ（対象：86国立大学、4大学共同利用機関法人）

◆令和６年度本務教員数内訳 年俸制/月給制別 ◆令和６年度年俸制適用教員数内訳 新年俸制/その他別

82機関
7機関

＜未導入7機関の内訳＞
令和6年度に導入予定
未定

1機関
6機関

62

6,979 10,731 
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15,047 
16,270 16,276 
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クロスアポイントメント制度とは、機関間の協定により、大学教員等がそれぞれの機関で「常勤職員」としての身分を有し、それぞれの機関の責任の下、必要な従事
比率（エフォート）で業務を行うもの。給与、社会保険料等については、両機関のいずれかが一括して研究者に支払う等、基本的な枠組みを整備することにより、研
究者本人も不利益を受けることなく、それぞれの機関で業務に従事することが可能となる。

期待される効果
◇大学、公的研究機関、企業等の組織の壁を超えた人材・技術力の流動性の向上
◇相手機関から優秀な人材を受け入れることにより、大学の教育研究活動のアクティビティーを高め、教育研究基盤の強化・発展に寄与
◇対象教員にとっては、現職を離れることなく、双方の身分を持ちつつ柔軟に教育研究活動に従事することが可能

導入イメージ

クロスアポイントメント制度適用教員数等の推移 H27～R6

国立大学法人等

クロスアポイントメント制度の活用

クロスアポイントメント制度適用教員数（相手機関別） R6.10

クロスアポイントメント制度適用教員数（専門分野別） R6.10

出典：文部科学省国立大学法人支援課調べ（対象：86国立大学、4大学共同利用機関法人）

相手機関
協定

給与はいずれか一機関より一括支給

教員（研究者）

雇用契約 雇用契約
従事比率50％ 従事比率50％

※ 従事比率は一例

「在籍型出向」の形態により一機関から一括で給与を支給することにより、
教員（研究者）が医療保険や年金で不利益を被らないよう対応可能

派遣型 受入型

派遣型 受入型

国立大学法人等
営利法人
外国の大学・研究機関等
国立研究開発法人等
公・私立大学、国立高専
その他
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その他
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教育
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任期の有無別、年齢層別の教員数の推移（全体の傾向① ）

【任期の有無別】
○本務教員数は平成19年度と比較して令和5年度は微増。
○任期付き職員の比率は平成24年以降は35％~38％で安定。

【年齢層別】
○若手（40歳未満）教員数とその割合が減少傾向。
一方で、シニア（40歳以上）教員数とその割合は増加傾向。
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職位別の教員数の推移（全体の傾向②）

【本務教員数の推移（職位別） 】
○法人化前は教授・准教授の職が増加傾向であったが、法人化以降はほぼ横ばい。
○助教・助手は法人化以降は増加傾向。

本務教員数の推移（職位別）
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８.高等教育政策の方向性に関する論点
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現在も子供・若者のデマンドに対応できていない高校・大学の教育システム

理系学部定員の少なさとジェンダーギャップ
○義務教育終了段階では、比較的高い理数リテラシーを持つ子供は約４割いるにもかかわらず、
高校段階では普通科理系が２割、大学入学時には理工農系学部の学生は約１割に半減し、修士・博士と先細っている状
況。

○特に女子の理系離れは深刻であり、学士の理工農系進学は女子全体のうち5％にすぎず、大きなアンバランスが生じている。

※ 出典：総合科学技術・イノベーション会議「Society5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」
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将来の産業構造は、①製造業X（エックス）、②情報通信業・専門サービス業、
③アドバンスト・エッセンシャルサービス業がカギ （経済産業省2025/5）
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①製造業X（エックス）：GX、フロンティア技術で差別化、DXによるサー
ビス化等で新需要創出による高付加価値化により雇用拡大・賃上げ
②情報通信業・専門サービス業：新需要開拓で新たな付加価値を創出
他産業を上回る賃上げ
③アドバンスト・エッセンシャルサービス業：省力化設備・サービスを使いこ
なし、賃上げ

（総労働時間）
868億時間

2021

時間当たり賃金
＜円/時間＞

（総労働時間）
967億時間

※名目賃金=雇用者報酬(個人事業主・家族従業者を含まない)

2040新機軸ケース

③アドバンスト・
エッセンシャルサービス業

①製造業X（エックス）

②情報通信業・
専門サービス業

（注）産業別の数値は民間の動向を政策的示唆に活用するため、市場経済を念頭におき公務を除く
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2040年問題ー職業間・学歴間のミスマッチ

団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年には、
①少子高齢化、②地方の過疎化が一層深刻化、③生産年齢人口の減少による働き手不足（特にAI/ロボット等の理系人

材の不足）により、我が国の社会経済構造は新たな局面に。こうした局面を打破するため、人材育成の強化により、社会・経済の
持続的な成長を実現する必要。

※ 「2040年の産業構造・就業構造推計について」（2025年5月 経済財政諮問会議武藤経済産業大臣提出資料）より引用
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地域別就業構造推計（地域別ミスマッチ × 職種内訳）

（万人）

余剰

不足

（注）職種分類について、「専門職」は、日本標準職業分類上の専門的・技術的職業従事者を指す。また、そのうち「AI・ロボット等利活用人材」は、日本標準職業分類上の機械技術者やその他の情報処理通信技術者等の職種を集計。また、「現場人材」は、
日本職業分類上の生産工程従事者、建設・採掘従事者、サービス職業従事者等の職種を集計。地域ブロックは、経済産業局所管区域に沿って設定。なお、関東は一都三県/一都三県以外で二分し、沖縄県は九州に統合して集計。

地域ブロック 関東
(一都三県) 近畿 中部 中国 四国 北海道 東北 九州 関東

(一都三県以外)
ミスマッチ数 193万人 7万人 16万人 3万人 -6万人 -41万人 -53万人 -31万人 -89万人

• 東京圏では全体が余剰となり、その多くを事務職が占めている。一方、AI・ロボット等利活
用人材を含む専門職はほとんどの地域で不足。また、地方では現場人材も大きく不足。

その他

事務職

専門職 現場人材

暫定版（数値精査
中）

日本成長戦略会議人材育成分科
会

（第１回）（令和８年１月26日）
資料２ 抜粋
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関東
(一都三県)

近畿 中部 中国 四国 九州 東北 北海道 関東
(一都三県以外)

ミス
マッチ
数

-24万人 -39万人 -24万人 -12万人 -7万人 -31万人 -27万人 -15万人 -49万人
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100

150

地域別就業構造推計（地域別ミスマッチ × 学歴内訳）

（注）学歴分類は、学校基本調査上の学部学科コードを元に分類。また、学歴分類は主要な項目のみ掲載しているため、上表のミスマッチ数の合計はゼロにならない。地域ブロックは、経済産業局所管区域に沿って設定。なお、関東は一都三県/一都三
県以外で二分し、沖縄県は九州に統合して集計。

地域別ミスマッチの学歴内訳（大卒・院卒理系等）地域別ミスマッチの学歴内訳（大卒・院卒文系等）

（万人）

余剰

不足

（万人）

余剰

不足関東
(一都三県)

近畿 中部 中国 四国 九州 東北 北海道 関東
(一都三県以外)

ミス
マッチ
数

110万人 22万人 17万人 6万人 1万人 -3万人 -11万人 -13万人 -21万人

• 特に東京圏に大卒・院卒文系等の余剰が集中する一方、一部地域では不足に。

• 大卒・院卒理系は東京圏も含めて、全ての地域で大幅な不足。工業高校、高専の不足も顕
著。

大卒・院卒文系

高卒(普通
科)

大卒・院卒理系

高卒(工業科)

高専卒

暫定版（数値精査
中）

日本成長戦略会議人材育成分科
会

（第１回）（令和８年１月26日）
資料２ 抜粋
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保健
８万人
（１

７％）

理工農系
１４万人

（２２％）

保健
８万人

（１３％）

人社系
２９万人（４６％）

その他
１２万人
（１９％）

学士

高校

2024年

2040年

（※）高校の文理の内訳については、公益財団法人日本理科教育振興協会
「令和６年度 高等学校 理系文系進路選択に関する調査結果」を使用

約63万人

約46万人

約65万人

2024年

2040年

理系
２６万人（３９％）

文系
２０万人（３１％）

専門
１７万人
（２６％）

総合学科
３万人
（５％）

理系
２６万人（２７％）

文系
４５万人（４７％）

専門
１９万人（２０％）

総合学科
５万人

（５％）

設置者別の分野別大学入学者実数

国立 約10万人

約3.6万人

約49
万人

保健
（１２％）

人社系
（２０％）

その他
（２２％）

公立

私立

理工農系
（４６％）

理工農系 保健 人社系 その他

国立 ４．５万人 １．２万人 ２．０万人 ２．２万人

公立 ０．９万人 ０．８万人 １．４万人 ０．５万人

私立 ８．８万人 ６．１万人 ２５．３万人 ９．１万人
理工農系
（２４％）

保健
（２２％）

人社系
（４０％）

その他
（１４％）

理工農系
（１８％）

保健
（１２％）

人社系
（５１％）

その他
（１８％）

約95万人
（※）

理工農系
１６万人

（３５％）

人社系
１６万人（３４％）

その他
６万人

（１４％）
（※）大学における理工農系、保健の数には、その他区分のうち理工農系・

保健に関連する者の推計を含む。

少子化に対応するための高校・大学における文理分断の改善イメージ
（仮に、現在の高校普通科理系・専門高校、学士理工農系＋保健のシェアを増大するとした場合）
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日本の高等教育の構造

教 育 研 究

1-100

101-200

201-250

251-300

301-350

351-400

401-500

501-600

601-800

801-1000

1001-
1200

1201-
1500

1501+

東京大（26）
京都大（61）

東北大(103)、大阪大(151)、
東京科学大(166)

名古屋大

九州大

北海道大、筑波大

広島大、
神戸大

慶應義塾
大

会津大

早稲田大

和歌山県立医科大

千葉大、浜松医科大、
金沢大、熊本大、

岡山大

藤田医科大、日本医科大、
東京医科大

京都府立医科大、横浜市立大

岐阜大、一橋大、
九州工業大、長崎大、
新潟大、滋賀医科大、
信州大、電気通信大、
徳島大、東京農工大
豊橋技科大、横浜国立大

愛知医科大、法政大、
兵庫医科大、関西医科大、
近畿大、久留米大、
東京慈恵会医科大、東海大、
東京理科大、産業医科大

名古屋市立大、大阪公立大、
札幌医科大

秋田大、愛媛大、群馬大、弘前大
茨城大、香川大、鹿児島大、高知大、
京都工芸繊維大、三重大、室蘭工業大、
長岡技科大、名古屋工業大、
お茶の水女子大、大分大、佐賀大、
埼玉大、島根大、静岡大、東京海洋大、
鳥取大、福井大、宮崎大、琉球大、
富山大、山梨大、宇都宮大、山形大、
山口大

青山学院大、千葉工業大、中部大、
中央大、獨協医科大、同志社大、
神奈川大、関西大、北里大、工学院大、
関西学院大、明治大、名城大、日本大、
岡山理科大、大阪工業大、
大阪医科薬科大、立教大、立命館大、
龍谷大、埼玉医科大、芝浦工業大、
上智大、帝京大、東邦大、東京都市大、
東京電機大、東京農業大、東京工科大、
東洋大高知工科大、東京都立大、富山県立大、

兵庫県立大、静岡県立大

THE World University Rankings 2026

世界大学ランキング（Times Higher Education）
における日本の大学

順天堂大

明治期から１９５９年までに創設された
「第１世代大学」

私学平均 29.9％ 26.2％
国立平均 59.5％ 96.9％
国公私平均 37.7％ 49.7％

入学定員：
約３６.７万人（５８％）
（国9.0万:公1.2万:私26.5万)

約１３.０万人（２１％）

約７.３万人（１
２％）

約６.２万人（１
０％）

１９６０年から１９７４年までに創設された
「第２世代大学」

１９７５年から１９９７年までに創設された
「第３世代大学」

１９９８年以降に創設された「第４世代大
学」

理系比率※ 数学必須
           比率※

学生の家計年収
・450万円未満：29.8%
・850万円以上：29.6%
大都市圏の大学の学生

：58.1%
女子学生の割合.54.7%

（※）

学生の家計年収
・450万円未満：32.3%
・850万円以上：28.7%
大都市圏の大学の学生

：53.4%
女子学生の割合.56.0%

（※）

学生の家計年収
・450万円未満：26.3%
・850万円以上：40.1%
大都市圏※の大学の学
生

：92.6%
※ 大都市圏は、東京・神奈川・
埼玉・千葉・京都・大阪・兵庫・
愛知

女子学生の割合：46.0%
（※）

学生の家計年収
・450万円未満：32.4%
・850万円以上：33.1%
大都市圏の大学の学生

：63.9%
女子学生の割合：49.1%

（※）

私学平均 34.2％
国公私平均 34.7％

私学平均 36.7％
国公私平均 37.7％

私学平均 49.8％
国公私平均 50.3％

理系比率

理系比率

理系比率

※数学必須比率は、一般選抜
の募集人員に対する個別テス
ト又は共通テストにおける数
学を必須とする募集人員の比
率

※理系比率は、入学定員に
占める理、工、農、保健系
学部の募集人員の比率

※大学の分類は濱中義隆（国立教育政策研究所 高等教育研究部）「学生調査から見た私立大学の学生・教育」（私
立大学等の振興に関する検討会議（２０１６年４月１３日））（以下「濱中資料」）による。

※学生の家計年収の割合のデータは、（独）日本学生支援機構「令和4年度学生生活調査」のデータ（私立大学
対象）を使用して算出。
※女子学生の割合のデータは、濱中資料における２０１４年のデータ（私立大学対象）を使用（第１世代大学に
ついては、１０校のデータ）。
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１. 現状は

 デジタル化、生成AIの飛躍的進化のなかで、文理分断型の教育を受けたホワイトカラーは２０４０年に３２０万人余剰となる一方で、数理・デジタル分野の専門
人材（同３３０万人不足）、地域の社会や経済を支えるエッセンシャルワーカー等（同４５０万人不足）は圧倒的に不足すると指摘されている（※）。

２. 今後の社会は

３. 大学教育の構造は

４. ２０４０年の教育は

①徹底した高校教育改革
（ⅰ）デジタル化による理数の学びへの潜在的な関心を活かし、理数を中心に学ぶ生徒を確保。

（例：コンピュータグラフィクスには行列やベクトルの理解が不可欠で生徒の潜在的関心は高い）

（ⅱ）地域の社会や経済を担うアドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成のため、工業、農業等

の専門高校の機能強化を支援。

②大学教育の構造改革
（ⅰ）大都市の私立大学の理工農・デジタル分野の重視、人文・社会科学系学部の入学定員の

ダウンサイジングによるST比（※学生教員数比率）の改善や理数分野併修を通じた教育の質の向上

（ⅱ）知事と学長が人材需要を共有し、地域企業の支援や大都市大学との連携などにより

地域に不可欠な医療や福祉分野等の人材を育成し、地域の高等教育へのアクセスの確保

方策を協議・実行

（ⅲ）公立の高専（※高等専門学校）の設置を促進し、地域のインフラを支える人材を育成

    ※これらの取組において、ポスドク・助教等の活用、リスキリング、博士課程の充実など国立大学が全面的に支援

５. 高校・大学を通じて大転換するには

背景には、保護者や社会の間に「高校はとにかく普通科」「女子だから文系」「理数科目は早めに捨てて偏差値を上げて大都市の有名大学に行けば
生涯安泰」といった意識が横溢。

（※）経済産業省「2040年の産業構造・就業構造推計」、冨山和彦「ホワイトカラー消滅」（NHK出版新書、2024）

 設立時期による分類（第１世代（明治期～１９５９年）・第２世代（１９６０年～１９７４年）・第３世代（１９７５年～１９９７年）・第４世代（１９９８年以降））

・第１世代大学（学生の５８％が所属）の特徴：大都市に位置し、理工農・保健系や女性の比率が比較的低く、高所得世帯の学生が比較的多い。

・第３世代、第４世代大学の特徴：地方の立地も多く、小規模。理工農・保健系や女性の比率が比較的高い。

 高校３年生は６５万人（２０２４年：９５万人）、大学入学者は４６万人（２０２４年：６３万人）
 ３で示す構造が変わらない限り、大学入学者数の減少は、理工農・保健系や女性の比率が比較的低い都市部の第１世代大学に比べて、地方の立地も多く、

理工農・保健系や女性の比率が比較的高い第３・第４世代大学への影響が大きく、２で示したギャップがますます拡大。

 高校生の7割が普通科でその7割が文系（全高校生の半数が普通科文系）。工業、農業等の専門学科はわずか２割。

 大学生は半分が人文・社会科学系。

 このため、①現状でも普通科理系の高校生数に比べ理工農・保健系の入学定員が不足、②高校文系生徒の多くが早々に理数科目から離れてしまう文理分断、
③ホワイトカラーの余剰と理工農・デジタル分野の人材やエッセンシャルワーカーの不足という人材需給のミスマッチという課題。

高校教育改革基金
を都道府県に造成（※）

２,９５０億円
※将来的には新たな交付金を創設

成長分野転換基金に
２００億円追加
既存分と合わせて

約１,０００億円で推進
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９.国立大学法人等改革基本方針
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1 

令和７年 11 月４日 

国立大学法人等改革基本方針 

文部科学省 

国立大学及び大学共同利用機関の法人化から 20 年が経過したことを契機として、文部科学

省が設置した「国立大学法人等の機能強化に向けた検討会」においては、今後の国立大学法人

及び大学共同利用機関法人（以下「国立大学法人等」という。）の機能強化の方向性について、

令和７年８月に「改革の方針」（別添参照）がとりまとめられた。 

また、本 「改革の方針」に先立ち、中央教育審議会においては、同年２月に「我が国の「知

の総和」向上の未来像～高等教育システムの再構築～ （答申）」がとりまとめられた。 「知の総

和」向上に向けては、長期的な視野に立って価値の軸の変化を予測・先導したりする観点と、

真理の発見や原理の解明など新たな知識の獲得や実用化に向けた応用・利用を行ったりする観

点を踏まえ、大学が人類や地球社会の普遍的な価値を探求する役割を果たしていくことが重要

であり、ディシプリンに基づく大学の独立性や自由を確保しつつ、新しい状況に適応する戦略

性や効率性を備えた組織的な取組についてバランスをとりながら進めていくことが求められ

る。 

文部科学省においては、こうした点に留意しつつ、 「改革の方針」を踏まえ、以下のとおり、

「国立大学法人等改革基本方針」を策定し、第５期中期目標期間（令和 10～15 年度）に向けた

組織業務や運営費交付金等の見直しの具体化をはじめとして、国立大学法人等の改革を進めて

いくこととする。 

１．国立大学法人等の機能強化の視点の明確化 

 我が国がコストカット型経済から脱却し、「知・人への投資」の好循環を生み出し、STEAM

に代表されるサイエンスやアートといった知的資産への投資とそこからのイノベーション

による新たな価値の創出、現在の産業構造を前提とした人材育成からの転換による人材のミ

スマッチの解消を図っていくに当たり、大学等は重要な役割を果たしていくことが期待され

る。また、AI、IoT 等により人々の生活様式が飛躍的に便利で豊かなものに変わるデジタル

社会の到来、グローバル化を経た複雑な国際環境、脱炭素といった地球規模課題の顕在化、

我が国における少子高齢化の想定以上の急速な進展といった、激変とも言える事象が国内外

で発生しており、今後もこのような社会の大きな変化は加速していくことが想定される。こ

のような外的環境の変化を踏まえ、国立大学法人等がこれまでに果たしてきた役割も考慮し

た上で、改めて、国立大学法人等の全体のミッションとして、以下の３点を示す。

①不確実な社会を切り開く世界最高水準の研究の展開とイノベーションの牽引

②変化する社会ニーズに応じた高度専門人材の育成

③地域社会を先導する人材の育成と地域産業の振興

第５期中期目標・中期計画の策定に当たり、各国立大学法人等に対し、このような全体の

ミッションと自らを取り巻く環境を踏まえつつ、自らがどのようなミッションに重きを置く

のか、また、そのミッションに基づき、何をすべきかという点まで掘り下げ、ミッションの

実現に向けて取るべきアクションを具体化していくことを求めることとする。

その際、各国立大学法人等においては、 

・各法人を取り巻く様々なステークホルダーとの対話等を通じた自らの役割やミッショ

ンの客観的な検証

・ミッションや機能強化の方向性に沿った取組の検証が可能な適切な指標（KPI）の設定

・自らのリソースだけに頼らず、他の国公私立大学や国立研究開発法人等との連携等を
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通じてミッションの実現を目指すといった視点からの検討 

を行うことを求める。 

２．機能強化の方向性に沿った財務戦略、人事戦略、マネジメント体制の抜本的強化 

 各国立大学法人等が設定するミッションや機能強化の方向性に沿って、各法人は自らの

教育・研究及び社会貢献のパフォーマンスを最大化していくことが必要であり、そのため

には、自らが有する経営資源の棚卸しを行った上で、どのように機能強化の方向性に沿っ

て資源を活用していくか、また、どのような経営資源を充実させていくかといった経営戦

略を構築していくことが必要となる。この経営戦略は、（１）財務戦略、（２）人事戦略に

区分され、それを支える（３）マネジメント体制の構築が必要である。このため、各国立

大学法人等に対し、具体的には以下のような内容に留意し、構築することを求めていくこ

ととする。 

（１）財務戦略

〇法人内の資金の流れを一元的に把握する体制の構築等、管理会計的視点により現状の

財務状況を詳らかに把握する仕組みの導入 

〇資金に加え、自らが保有する土地や建物等の現物資産、知の資産の棚卸し 

〇ミッション・機能強化の方向性に応じた法人内での資産の活用や学内配分の最適化 

〇自らの教育・研究や社会貢献といった活動の高度化に向けた知の資産の価値化 

〇ミッション・機能強化の方向性に応じた共創拠点化の推進、現有施設の機能や使い方

の見直し 

〇自法人の財政状況についての構成員への適切な情報共有の仕組みの構築 

〇法人化以降に規制緩和された制度等を活用した共同研究や社会実装等の推進による、法人

活動を継続的に維持・発展させていくための新たな財源の確保 

（２）人事戦略

〇ミッション・機能強化の方向性に応じた、強化すべき機能の特定とそれに必要な知

識、経験、スキル、人数などの人員と組織の体制の具体化 

〇教員のみならず、事務職員や研究開発マネジメント人材、技術職員等の専門人材を含

めた人事計画（法人内における人員配置の仕方や人数のバランスの見直し等）の策定 

〇教育や研究への専念等、業務分担の見直しやエフォートの重み付け等、教育・研究及

び社会貢献などのパフォーマンスを最大化する環境の構築 

〇他法人との連携によるリソースの共有化や一部機能の統合の検討 

〇専門人材の採用、育成、キャリアパスの構築 

〇人事評価について、アカデミックな業績のみならず、法人のミッションに応じた教

育、産学連携、社会貢献、地域振興など必要な観点を入れた評価の仕組みの構築と処

遇への反映等、教職員に期待される役割や意欲、能力を高める仕組みの導入 

〇その他、「国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン」（※令和

８年度前半を目途に見直し予定）を踏まえた人事給与制度の見直しなど人事給与マネ

ジメントの高度化 

（３）マネジメント体制

〇理事長や学長がリーダーシップを発揮し、各役員等が経営戦略に基づき経営全体を俯

瞰しつつ、明確な役割分担と有機的な連携が図られる役員体制の構築 

〇理事長や学長、役員の担務に応じた必要な知識や経験、資質の明確化 

〇機能強化に向けた経営戦略の内容や法人の規模に応じた経営と教学の分離、CFOやプロ
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ボストといった経営と教学それぞれに責任と権限を付与したポストの設定、運営方針

会議の活用の検討 

〇法人の社会的信用を失墜する事案を含む経営のモニタリングの実施、モニタリングに

おける学長選考・監察会議や監事の活用、モニタリングの結果に応じた理事長や学長

をはじめとする役員の責任の明確化など、マネジメント体制の強化・改善 

３．機能強化の方向性に沿った組織の見直し 

我が国の少子化は避けることができないものとなっており、国立大学についても、18 歳

人口が減少する中において、日本人学部学生の規模の縮小は避けられず、現在の学部の規

模や組織の在り方についても１．で示した「知・人への投資」の好循環を生み出すに当た

っての大学等への期待や社会の大きな変化、及び自らのミッションや機能強化の方向性に

沿って見直しを図っていくことが不可欠である。一方、国立大学法人等には、総体とし

て、地域社会を先導する人材の育成と地域産業の振興というミッションを果たすことが期

待されており、特に高等教育機関が不足する地域に立地する国立大学については、他の高

等教育機関の状況等を考慮して学部の規模や組織の在り方について検討を行うことが必要

である。第５期中期目標期間に向けて、各国立大学法人等に対し、以下のような観点に沿

って、組織の見直しを求めていくこととする。 

（１）教育・研究組織等

〇１．で示した「知・人への投資」の好循環を生み出すに当たっての大学等への期待や

社会の大きな変化、自らのミッション・機能強化の方向性に沿った、現在の学部の規模

や組織の在り方の見直し 

〇ミッション・機能強化の方向性に基づく、学部から大学院への収容定員・資源のシフ

ト、大学院修了の標準化を視野に入れた観点からの検討

〇多様な留学生の受入れに伴う環境構築に係るコスト負担の観点も踏まえた、学内の国

際化の検討 

〇附置研究所等について、既存の附置研究所等の新陳代謝や再編など、研究力の強化に

向けて必要な見直しを図る仕組みの導入 

〇一定の規模を確保する観点からの教育・研究組織の大括り化や統廃合、他法人との連

携等の検討  

〇事務組織や研究開発マネジメント人材等の属する組織について、教育・研究及び社会

貢献の活動を効果的かつ効率的に実施する体制実現に向けた見直し 

〇事務組織について、法人内の複数部局や他法人との連携によるリソースの共有化、デ

ジタル・AI 等を活用した効率化など、既存の法人内のルールに縛られない効率的な仕

組みの構築 

（２）附属施設

〇附属施設（附属学校、附属病院、農場、演習林、家畜病院、飼育場又は牧場、練習

船、養殖施設、薬用植物園等）の規模等について、機能強化の方向性に沿った見直し 

 〇附属病院について、 

・附属病院の診療科別の収支分析のさらなる推進、大学病院の貸借対照表の作成など

資産状況の把握の在り方の検討、将来の地域での医療需要を見据えた診療規模の適

正化など、経営基盤強化の推進

・地域の医療提供体制について自治体を含めたステークホルダーとの対話とコスト負

担を含めた必要なリソース分担の積極的推進

等を通じた持続的な病院経営の実現に向けた方策の推進 
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〇附属学校について、各法人のミッション・機能強化の方向性、社会からの期待を踏まえ

た在り方の検証や、設置される附属学校の数、種類、規模等についての整理と必要な見

直し及びそれに併せた教員養成大学・学部の在り方の見直し 

（３）再編統合・連携等

〇自らのミッションの達成、法人や大学等としての一定の規模の確保、教育・研究の質

や機能の強化、効率的な法人・大学等運営といった観点からの法人統合や大学等統

合、大学等連携の検討 

〇一定の規模が機能強化に有効と考えられる産学連携・スタートアップ創出・成長支援

機能、汎用性の高い研究基盤設備、共通事務や各種システムの共用化の実施、地域の

様々なステークホルダーとの連携や戦略的な施設の共有による共創拠点化など、機能

面に応じた連携の検討 

４．教育の質の向上 

 国立大学法人等はこれまでも我が国の知の基盤として、地域における高等教育の機会均

等、博士をはじめとする研究人材の養成等に大きな貢献を果たしてきた。今後ともこのよ

うな役割を果たし、変化する社会ニーズに応じた高度専門人材の育成や地域社会を先導す

る人材の育成等のミッションを総体として果たしていくに当たり、各国立大学法人等に対

し、自らのミッションや機能強化の方向性に応じて、教育の質の向上に向け、以下のよう

な取組を進めることを求めていくこととする。 

（１）教育のグローバル化

〇ミッション・機能強化の方向性に沿った、国内外からの多様な教職員の採用や事務組

織等を含めた学内システム見直しなど大学等の国際化の推進 

〇世界最高水準の研究の展開とイノベーションの牽引をミッションとする法人における、

研究者の処遇改善、言語の壁の撤廃など、多様なバックグラウンドを持つ者が快適に教

育・研究を継続できる環境の構築など一層の国際化の推進 

〇多様性・流動性を確保する観点から、性別や年齢、特定の国・地域に偏らず幅広い学

生・教職員等が集まる多様な場の実現 

（２）博士等の高度人材の育成

〇ミッション・機能強化の方向性に沿った、大学院修了の標準化を視野に入れた検討

や、博士後期課程への進学による経済的不安を取除く取組の充実・強化 

〇博士課程における教育内容について、企業との共同課題に取り組む PBL（Project Based 

Learning）の実施や産学が連携したプログラムの展開、外国の大学等環境が異なる場へ

の学生派遣などの取組の実施 

〇キャリア支援のための組織的な支援体制の整備、インターンシップ等の機会の創出、修

了後の進路やロールモデルの把握・公表等の取組を通じた博士課程修了者が社会におい

て広く活躍できる環境の整備 

（３）社会に開かれたリカレント教育の実施

〇法人のミッションや強み・特色に応じて、社会が抱える人材ニーズ等の調査と分析を

踏まえた、社会人教育を行う体制の整備 

〇リカレント教育に必要なリソースや魅力的な環境を確保・構築しつつ、受益者への適

切なコスト負担による持続的な体制の形成・発展に向けた取組の実施 
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（４）教育の質向上に向けた大学等間の連携

〇公私立の大学・高等専門学校の数や種類が限られた地方に所在する国立大学において、

地域産業等の中核となる高度専門人材、地域活性化の担い手となる地域中核人材の育成

など、地域の人材育成インフラのハブとしての機能の発揮 

〇公私立大学をはじめとした地域の高等教育機関とともに、オンラインも活用しつつ、

地域の大学に所属する学生への、より多様な教育プログラムを提供できる仕組みの整

備 

〇地域における知の拠点として、大都市に所在する大学等との連携強化に向けたネット

ワーク形成・強化等の取組を推進し、より多くの教育コースを提供できる体制の構築

（５）教育の価値付けとコスト負担

〇教育コストの可視化とともに、卒業後の学生の便益の可視化と学内外への積極的な発

信 

５．研究力の強化 

 国立大学法人等はこれまでも我が国の多様な研究の基盤を支えてきた。今後ともそのよ

うな役割を果たし、不確実な社会を切り開く世界最高水準の研究の展開とイノベーション

の牽引を総体として果たしていくに当たり、各国立大学法人等に対し、自らのミッション

や機能強化の方向性に応じて、研究力の強化に向け、以下のような取組を進めることを求

めていくこととする。 

（１）研究の幅の確保

〇世界トップレベルの研究拠点としてのミッションが期待される法人において、いわゆ

るスモールアイランド型の研究領域への積極的な投資など研究の多様性の確保 

〇学問の進展や新たな学問分野・融合領域に迅速に対応する研究体制を構築するためのシ

ステム改革や、高度な研究マネジメント（研究開発マネジメント人材・技術職員等の専

門人材、施設・設備・機器の共用等）の体制構築

〇大学や大学共同利用機関同士、他機関との連携による研究の多様性の確保や、確実か

つ継続的・安定的な研究推進体制の構築 

（２）若手研究者・研究開発マネジメント人材等の育成・確保と国際的流動性の確保

〇若手研究者の構成割合向上に向けた、年齢構成のバランス見直しや研究パフォーマンス

の向上の観点からの業務分担の適正化、優秀な若手研究者の PI（Principal 

Investigator）としての登用など、慣習に縛られない、能力による適切な評価・処遇と

ポストの配分 

〇若手研究者への支援強化・処遇改善に加え、若手からトップ研究者に至るまで意欲あ

る研究者への魅力ある研究環境の提供や安定した環境で挑戦的な研究に打ち込める環

境の整備 

〇若手研究者等の活躍の機会の拡大や流動性確保に向けた、外国の大学等への挑戦機会の

提供、企業等との組織的な連携・協力や共同研究等の推進、クロスアポイントメント制

度等を活用した人材交流等の取組の推進 

〇医学の分野における、地域の中核的な病院等で臨床を主たる業務とする若手医師が継続

して研究に携わることができる環境の醸成等、若手医師に関する人事の仕組みの工夫 

〇研究開発マネジメント人材や技術職員等の活躍を促進するための処遇改善、職階制度や

人事評価等のキャリアパス構築、研修プログラムの実施などによる計画的な育成と確保 

〇世界最高水準の研究の展開とイノベーションの牽引をミッションとする法人における、
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諸外国からの優秀な人材招へいのための国際研究ネットワークの強化に向けた、機関の

枠を超えた国際頭脳循環や国際共同研究の推進、企業研究者や若手研究者、女性研究

者、外国人研究者など多様性に富んだ研究環境の構築 

（３）研究ネットワークの強化

〇世界最高水準の研究の展開とイノベーションの牽引をミッションとする法人におい

て、多様な研究大学等との連携強化と、研究のハブとしての機能の発揮 

〇大学共同利用機関や共同利用・共同研究拠点において、それぞれが目指す機能強化の方

向性に基づく組織間ネットワークの強化や、組織・分野を超えた連携・人材流動のハブ

機関としての機能強化による研究の幅や裾野の拡大 

〇各大学共同利用機関の意義や成果、課題の整理・検証を通じた、組織改革も含めた在

り方等の見直しと具体的な検討 

〇大規模集積研究基盤の整備・運用、集積される設備等の自動化・自律化・遠隔化等、

情報基盤の強化や AI for Science に向けた機能を有する大学共同利用機関における、

共同利用・共同研究拠点や研究開発法人等との連携を含め、既存の枠組みを超えた機

能強化 

〇世界最高水準の研究の展開とイノベーションの牽引をミッションとする国立大学法人

等において、先端的な共用研究設備等と技術専門人材による共用拠点の形成、共用の

場を活かした研究の進展を牽引する先端計測・分析機器等の開発推進 

（４）研究インテグリティ・研究セキュリティの確保

〇コンプライアンスの徹底及び危機管理体制の機能の充実・強化、研究開発環境がグロ

ーバルに変化する中における経済安全保障とオープンイノベーションの両立 

〇安全保障貿易管理や研究インテグリティの取組の徹底による経済安全保障上の重要技

術の流出防止、研究セキュリティの確保に係る取組の高度化推進 

（５）研究の価値付けとコスト負担

〇研究コストの可視化とともに、共同研究等の便益の可視化と社会や直接のステークホ

ルダーへの積極的な発信

６．１．～５．を踏まえた文部科学省における取組 

各国立大学法人等が前述の１．～５．の改革の推進を支えるため、文部科学省においては、

以下の取組を進めることとする。 

（１）各国立大学法人等の機能強化の促進に向けた取組等

〇第５期中期目標期間に向けた組織業務の見直しの議論のスキームにおける法人と文部

科学省との対話を通じた、１．で示した「知・人への投資」の好循環を生み出すに当た

っての大学等への期待や社会の大きな変化を踏まえた各法人のミッションや機能強化

の方向性の明確化 

〇第５期中期目標期間に向けた組織業務の見直しの議論のスキームにおける各法人が再

編統合・連携を行うに当たってのコーディネートの実施 

〇事務職員や研究開発マネジメント人材、技術職員等も含めた人事給与体系や評価の仕組

みの構築に向けた「国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン」

の見直し 
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〇各法人が 「知」の高付加価値化を進めるに当たっての制度的あい路の点検と規制緩和も

含む適切な見直し 

〇各府省の政策課題に国立大学、大学共同利用機関の力を活かしていくため、関係府省と

の対話を含む有用な情報の共有の在り方の検討 

（２）各国立大学法人等の機能強化の促進に向けた財政的支援方策等の検討

〇各法人における教育コストと便益の可視化を踏まえた、公財政支援の在り方の検討と、

現在実施している高等教育の修学支援新制度による効果なども考慮した個人・保護者負

担の軽減 

〇産業界や個人からの投資を促進するため、現在の研究開発税制や寄附税制の優遇等の措

置の効果検証とともに、様々なステークホルダーから投資を得るための促進策の検討 

〇機関等向けの競争的資金について、教育・研究を支援することだけに留まらず、採択の

条件や配分の仕組みなどにおいて、１．～５．で記載したような各法人の改革が進むよ

うな仕組みの導入の検討 

〇基盤的経費と競争的資金の役割を踏まえたファンディングの在り方の見直し 

〇近年の物価・人件費の上昇等も踏まえつつ、国立大学法人運営費交付金や施設整備費補

助金等の基盤的経費の着実な確保の推進 

〇附属病院について、現下の深刻な状況や地域医療の最後の砦としての役割を踏まえ、大

学病院が担う教育・研究等の強化といった観点からの支援の推進 

〇地域における様々な機関における人材の供給拠点としての役割を引き続き果たしてい

くに当たり、地域構想推進プラットフォームにおいて中心的な役割を果たすために必要

な支援の推進 

〇基盤的経費について、適切なインセンティブ設計の下、各法人の改革を促進しつつ、ミ

ッションや機能強化の方向性に沿った活動を安定的に支援していくことができるよう、

第５期中期目標期間に向けて運営費交付金の在り方に関する会議体を設置し、「改革の

方針」において例示された基本的な視点※も踏まえ検討。 

※ 「国立大学法人等の機能強化に向けた検討会」でとりまとめられた 「改革の方針」では、基盤的経

費の在り方の見直しの際の基本的な視点として以下が例示されている。

・各法人が掲げるミッションや機能強化の方向性に沿った活動に安定的に取り組むことできるよ

う、基盤的経費の配分額について中期目標期間中の見通しを立てやすい明快な配分ルールを構

築すること

・上記の考え方をベースとしつつ、各法人が掲げるミッションや機能強化の方向性に応じた取組の

成果について、指標等を基に何らかのインセンティブを持たせる仕組みを入れるとともに、その

成果を測るに当たっては、大きな改革を進める観点と、シンプルな評価の仕組みとする観点を持

つこと 

・最低限必要と考えられる教育研究をベースとした経費については、社会経済状況の変化に左右さ

れず活動ができるよう、物価等の変動に対応させる観点も含め、安定性をより向上させた仕組み

とすること 
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令和７年８月２９日 

国立大学法人等の機能強化に向けた検討会 
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１．趣旨

 平成 16年４月、全ての国立大学・大学共同利用機関（以下「国立大学等」という。）

は、国立大学法人・大学共同利用機関法人（以下「国立大学法人等」という。）として、

国の一機関から国の一定の関与を残しながらも、独立した経営体である国立大学法人

等へとその存立基盤を大きく変え、新たなスタートを切った。これは、明治期の大学

の創設、昭和期の学制改革に次ぐ第三の改革とも言えるべき大きな改革であったが、

それから 20 年が経過し、本検討会においては、国立大学法人等は当初目指した目的が

達成できているのか、また、達成できていないとすれば真の経営体となるためにどの

ような課題があるのかという観点から、国立大学法人等の現状の分析を行い、これを

踏まえた課題を整理するとともに、機能強化に向けた対応策の方向性について本年１

月に論点整理 1を行い、議論を続けてきた。 

法人化後の 20年間は「失われた 30年」ともいわれる我が国の低成長下の期間とも

重なり、我が国全体がリスクを避けたコストカット型の経済に陥る中、国立大学法人

等においても同様にコストカット型の経営にならざるを得ず、結果として諸外国との

研究力の格差や財政基盤の格差の拡大を招くこととなった。我が国の潜在力を活かし、

新たな世界秩序の中でオール・インクルーシブな社会を実現していく 2ためには、コ

ストカット型の経済から脱却し、 「知・人への投資」の好循環を生み出していくことが

必要であり、大学等については、STEAM に代表されるサイエンスやアートといった知

的資産への投資とそこからのイノベーションによる新たな価値の創出、現在の産業を

前提とした人材育成からの転換による人材のミスマッチの解消を図っていくことが期

待される。また、我が国の潜在力を活かし、我が国への投資を呼び戻していくことも

必要であり、大学等が中心となり、地域活性化に必要な人材の育成や、地域の新たな

産業の育成を進めていくことが期待され、これらに向けた社会からの投資を高めてい

くことが必要となる。 

国立大学法人等は、我が国の高等教育、学術及び科学技術・イノベーションを牽引

するとともに、世界の知に貢献してきた機関であり、国と国立大学法人等は、これら

の機関が我が国の未来に大きな責任を有していることを改めて認識するとともに、現

在、国内外の社会が大きな転換期にあることを踏まえ、将来的な社会の変化を見据え

て、法人化という第三の改革に続く、第四の改革を今まさに、未来に責任を持って、

ステークホルダーからの信頼を得つつ、共同で行っていくとの断固たる意志を持ち、

1 「国立大学法人等の機能強化に向けての論点整理」（令和７年１月 15日 国立大学法人等の機能強化

に向けた検討会） 
2 第６期「科学技術・イノベーション基本計画」（令和３年３月 26日 閣議決定）の P５「はじめに」

において、「科学技術とイノベーションの力によって、地域、ジェンダー、言語、文化の多様性を尊

重し、互いの自由と信頼という原則を共有できる国々とともに、新たな世界秩序の中でオール・イン

クルーシブな社会を実現していかねばならない。」との記述がある。
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実行することが求められる。 

国においては、今後の国立大学法人等の機能強化に向けて、このような認識の下、

国立大学法人等の改革を進めるとともに、特に、第５期中期目標期間 （令和 10～15 年

度）に向けた組織 ・業務や運営費交付金等の見直しを具体化するに当たっては、本 「改

革の方針」の方向性に沿って進めることを要請する。 
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２．今後の国立大学法人等の機能強化に向けた改革の方向性

（１）2040 年を見据えた機能強化の視点の明確化

①社会の大きな転換点における大学

国立大学法人等の機能強化に向けた改革の方向性を示す前提として、まず、今大

学を取り巻く社会そのものが大きな転換点を迎えていることに常に意識を持つこ

とが不可欠である。平成 16 年の法人化以降、20 年の間に大学を取り巻く環境は絶

えず変化してきたが、今日、AI、IoT 等により人々の生活様式が飛躍的に便利で豊

かなものに変わるデジタル社会の到来、グローバル化を経た複雑な国際環境、脱炭

素といった地球規模の課題の顕在化、また、我が国における少子高齢化の想定以上

の急速な進展といった、激変とも言える事象が国内外で発生している。このような

社会の大きな変化は今後も加速度的に進むことこそあれ、大きく後戻りすることは

考えにくい。 

デジタル社会の到来は、大学の存在そのものにも大きな変化をもたらしており、

今後とも、大学の在り方に大きなうねりをもたらすことになると予想される。大学

が知の拠点としての役割を果たしてきた背景には、大学に知が集積され、そこに集

まる教員と学生との相互作用によって新たな知を生み出す「場」として機能してき

たことが挙げられるが、デジタル社会の到来により、人々は、莫大な量の国内外の

情報を容易かつ瞬時に入手、共有、また活用することが可能となり、新たな知や価

値も、物理的な「場」を持たずして創られ得る状況へと変化してきている。大学の

中にも、こういった社会的な変化の上に成り立ち、キャンパスという物理的空間を

持たず、教職員と学生等がオンライン上においてのみ交流を行うことを基本とする

形態や、時間と空間を共有しないオンデマンド型の授業の提供も進んできている。

このような新たな授業形態を全面的に取り入れる大学の登場に伴い、全都道府県に

立地する国立大学は、キャンパスや建物など、リアルに人が集まることができる環

境そのものの価値や強みを改めて認識し、学生や研究者の視点で、そこで行う教育

研究の価値をどう高めていくかを考え、実行することが求められる。 

また、デジタル化社会の到来に伴い、知の修得という観点からは、国境のボーダ

ーレス化も加速度的に進展している。学生は様々な情報に触れ、知的好奇心を大い

に満たすリアルな経験を求め、自国以外での学びの経験を得る者が増えている。世

界における留学生の数は、平成 12 年当時には 160 万人であったが、令和５年には

640万人にまで増加しており、また、留学生の受入れ国も多様化してきている 3。こ

のような変化は、もはや大学が自国の人材の育成を自国の人材のみの環境で行うの

3 平成 12年当時では上位７か国で 75％を超えていたが、令和５年には 13か国で 75％程度となってい

る。 
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ではなく、如何に海外から優秀な人材を惹きつけ、DEI4が確保された環境において、

国内外の個々の学生にとって価値のある教育や経験を提供していくかという、グロ

ーバルな視点を持つことを求めてきたと言える。 

例えば、脱炭素といった地球規模の課題は、新たな知、技術、また、これらが社

会で実装される上で必要となる新たなルールやファイナンスの形成等がお互いに

影響し合い、社会が受容できる形で進化しなければ乗り越えられないものである。

そのため、多様な知と、知を生み出す人がリアルに集結する公共的な場である大学

には、DEI を体現し、知をベースとした社会システムの変革のエンジンとなること

が期待されるのである。こういった期待に応える役割を積極的に果たしていくこと

を志向し、行動する大学は、その営みをエンカレッジする文化、ガバナンス、ファ

イナンスの仕組みなどをつくり、学内外の人々と知を共創し、ダイナミックに活動

を展開している。 

また、近時においては、国内外の社会状況の変動を背景に、学生や研究者の日常

的な学びと研究の環境が急変させられるという、未だかつてない事象も顕在化して

きている。大学はその活動の持続的な発展に向けて、改めて、社会に対して謙虚な

姿勢を持ちつつ、その活動を広く社会に発信するとともに対話を重ね、その活動の

基盤をゆるぎないものにしていく努力を続けるとともに、高いレジリエンスを備え

ていくことも求められる。 

各国立大学法人等も文部科学省をはじめとする関係機関も、これからの 20 年が

これまでの 20年と同じような環境には全くないということを念頭に、今、大きな時

代の転換点にあるとの認識を強く持つとともに、現状維持ありきという意識を捨て

去り、現状を直視するとともに、未来に向かって、変革の歩みを進めるときである。 

こういった環境において、改めて、国立大学法人等の全体としてのミッションを

整理すると、大きく以下の三点となる。 

①不確実な社会を切り開く世界最高水準の研究の展開とイノベーションの牽引

②変化する社会ニーズに応じた高度専門人材の育成

③地域社会を先導する人材の育成と地域産業の振興

世界最高水準の研究の展開とイノベーションの牽引に当たっては、それらから生

じる知をベースとした新たな価値や市場の創出、そしてそれに伴う新たな資金の流

れの創出までを国立大学法人等が担うこととなる。また、変化する社会ニーズに応

じた高度専門人材の育成や、地域社会を先導する人材の育成と地域産業の振興に当

たっては、我が国の産業や地域の多様な基盤を支える人材の育成に向けて、域内の

行政機関や高等教育機関との連携を通じ、未来を見据えて取り組むことが国立大学

4 DEI（ダイバーシティ：多様性、エクイティ：公平性、インクルージョン：受容性） 
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法人等には求められる。そして、国においても、国立大学法人等がそのような役割

を果たすことができるよう、支援の在り方を抜本的に見直していくことが求められ

る。 

その上で、各法人においては、上記の国立大学法人等の全体のミッションと自ら

を取り巻く環境を踏まえつつ、重きを置くミッションの特定とともに、何をすべき

かが見える形までミッションを掘り下げて言語化し、ミッションの実現に向けて取

るべきアクションを具体化することとなる。その具体化にあたっては、従来型の教

育や研究のアプローチや考え方からの脱却、また、イノベーションを含め、大学の

活動を支える強固なガバナンスの構築など、これまでにないリソースや考え方を貪

欲に取り入れて、大学のパフォーマンスの最大化に向けた変革を断行していくこと

が求められる。 

 そして、文部科学省は、各法人と丁寧に対話を重ねながら、関係府省や産業界等

のステークホルダーとも連携して、法人の取組を後押しする有効な施策を講じてい

くことが不可欠である。 

②機能強化を進めるに当たっての留意点

 各法人において、ミッションの明確化及びミッションを果たすために必要な強化

すべき機能の具体化、そして、アクションへの落とし込みを行うに当たっては、法

人を取り巻く様々なステークホルダーとの対話をしていくことが求められる。法人

を取り巻くステークホルダーとしては、教職員や学生といった内部の構成員だけに

留まらず、立地する自治体、卒業生、共同研究先の企業や団体、国内外の研究コミ

ュニティなど多岐にわたる関係者が想定され、自らがどのような役割やミッション

を果たしていくことが期待されているかを客観的に検証していくことが必要であ

る。 

また、ミッションや機能強化の方向性に沿って各法人が適切に取組を進めている

かを検証できるよう、適切な指標 （KPI）の設定もこのプロセスに組み込むことが求

められる。このような指標の設定については、国立大学法人評価委員会による中期

目標・中期計画の達成状況の評価 5を行うに当たっても有効であり、大きな改革を

進める観点とシンプルな評価を可能とする観点を踏まえて設定することが期待さ

れる。 

さらに、こういったプロセスにおいて、期待される役割やミッションを今の法人

だけでは果たしていくことが困難、又は効果が限定的である場合も想定される。ま

5 国立大学法人法に基づき、各国立大学法人等は国立大学法人評価委員会による中期目標・中期計画

の達成状況の評価を中期目標期間４年目終了時、中期目標期間終了時に受けることが義務付けられて

いる。 
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た、各法人が現在の組織形態で期待される役割を果たしていこうとした結果、どの

役割も中途半端なことになってしまう可能性もある。こういったことを踏まえれば、

現状維持ありきとの意識を捨て去り、各法人における特色や強みを明確にした上で、

後述するような再編統合や連携等も視野に入れ、他の国立大学や公私立大学、国立

研究開発法人をはじめとした研究機関等との対話を行い、その役割やミッションを

果たしていく視点を持つことが必要である。 

（２）ガバナンスの抜本的強化

①基本的な考え方

国立大学等の法人化は、自律的な環境の下で国立大学等を一層活性化し、優れた

教育や特色ある研究に向けてより積極的な取組を促し、より個性豊かな魅力ある国

立大学等を実現することを目的として行われた。この趣旨を踏まえ、国立大学法人

等が真に自律した経営体となる上では、経営力の強化に向けた法令や税制といった

制度の改正に留まらず、制度の趣旨を踏まえてその仕組みが存分に活用されること

が不可欠であり、そのためには、国立大学法人等に関わる全ての関係者の意識改革

を進め、国立大学法人等が経営体となることの認識が共有されていることが必要で

ある。 

その上で、各国立大学法人等のミッションや機能強化の方向性に沿って、各法人

が行う教育・研究及び社会貢献のパフォーマンスを最大化していくためには、自ら

が有する経営資源の棚卸しを行った上で、どのように機能強化の方向性に沿って資

源を活用していくか、また、どのような経営資源を充実させていくかといった経営

戦略を構築していくことが求められる。この経営戦略は、大きく、教育・研究や社

会貢献に必要となる資金をどう確保し学内に配分していくかといった財務戦略、教

育・研究及び社会貢献を行う上で必要となる人材を如何に確保、育成し、配置して

いくか、また、その評価や処遇に係る制度を体系的に整備し、実行するかといった

人事戦略とに区分することができるが、国立大学法人等においては、自らの知恵を

総動員し、多様なネットワークからの新たな知も得て、これらの戦略を適切に構築

した上で、一体的かつ効果的に実行していくマネジメント体制を構築していくこと

が求められる。 

マネジメント体制の構築に当たっては、各法人の戦略に基づいて、各法人が実質

的に動きやすい形となっていることが重要である。その素地として、法人の長はリ

ーダーシップを十分に発揮するとともに、法人の長を支える役員等は、自身の担務

に閉じた視点ではなく、経営戦略に基づき経営全体を俯瞰しつつ担務の責任を果た

す意識を持ち、実行することが求められる。 
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②機能強化に向けた経営戦略の構築

（財務戦略の構築） 

法人化後の運営費交付金の減少等に伴い、各法人の財務状況の窮状が指摘される

が、運営費交付金や外部資金を含む法人内の全資金が法人本部及び各部局でどのよ

うに確保されているか、また各部局等にどのような考え方で配分され、法人全体で

どのような財務状況になっているのか、といった管理会計的視点が未だに不十分な

点が見られることから、財務戦略を構築するに当たっては、まず、法人内の資金の

流れを一元的に把握する体制を構築し、現状の財務状況を詳らかに把握することが

必要である。 

特に附属病院については、事業規模に占める割合が高いことから、法人の財務へ

の影響度も高くなっていることを意識しつつ、後述するとおり、どのような要因が

病院経営を圧迫しているのか等についての分析を進め、分析に基づく適切な対応方

策について検討を進めるとともに、その役割と位置づけの明確化及び組織の在り方

を検討することが必要である。 

併せて、資金に加え、自らが保有する土地や建物等の現物資産、また、知の資産

の棚卸しも行うことが必要であり、これらの資源を機能強化の方向性に沿って、如

何に法人内で活用、強化、また配分し、強みや特色を伸ばしていくか、また、それ

らを如何に価値化し、自らの教育・研究や社会貢献といった活動の高度化を図って

いくかといった点を財務戦略で明らかにしていくことが必要となる。そして、棚卸

しの結果を踏まえて構築した財務戦略に基づき、ミッションや機能強化の方向性に

応じて、保有する資産や資産のアロケーションの最適化を図ることが求められる。

また、施設については、維持管理や小規模修繕等も含め、全学的な体制の下で戦略

的なマネジメント体制を整備することが求められる。さらに、現有施設の機能や使

い方を前提とするのではなく、自らのミッションや機能強化の方向性に応じて、ス

テークホルダーと共に活動する場となる共創拠点化を進める視点も重要である。

これら財務状況の分析と財務戦略の構築については、法人の長と担当役員などに

とどまらず、法人の構成員が、それぞれの役職や担務に応じた必要な認識を共有し

つつ、法人全体で必要な取組を進めることが必要である。この観点から、構成員の

認識共有が不十分である場合には、これらの情報について、構成員への適切な情報

共有の仕組みを改めて構築することも必要である。また、国立大学法人等は営利を

追求する法人ではないことから、例えば、財務状況の芳しくないことのみをもって、

当該部局のパフォーマンスに問題があると評されるような情報の共有であっては

ならず、この情報共有は、法人の構成員が自法人の財務状況を正しく認識し、機能

強化の方向性やその課題、また解決策等を導き出すに当たって必要な情報として共

有するために行うことを明確にした上で取り組むことが必要である。 
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また、財務戦略を各法人の機能強化の方向性や人事戦略に沿ったものとすること

は当然のことながら、明らかになった財務状況などに基づき、後述するような機能

強化の方向性に沿った教育・研究組織や事務組織の見直しを検討していくことが求

められる。 

（人事戦略の構築） 

国立大学法人等が行う教育・研究及び社会貢献を担うのは人であり、人事戦略を

如何に構築するかは、国立大学法人等の経営戦略として、財務戦略と並んで極めて

重要である。ついては、各法人のミッションや機能強化の方向性に応じて、強化す

べき機能とそれに必要な知識、経験、スキル、人数などの人員と組織の体制を具体

化するとともに、人事給与制度の見直しなど人事給与マネジメントの高度化を図っ

ていくことが必要である。 

 人事給与マネジメントの改革については、各国立大学法人等が取り組む上での基

本的な考え方や検討すべきポイント及び参考事例を掲載したガイドライン 6を文部

科学省において策定しているが、現状は、研究者に関する内容が中心となっている。

人事戦略の構築に当たっては、教員のみならず、事務職員や URA7をはじめとする研

究開発マネジメント人材 8、技術職員等の専門人材も含め、全体で構築することが

必要であることを踏まえ、各法人がミッションや機能強化の方向性に沿って人事給

与体系や評価の仕組みを構築しやすいよう、文部科学省においては、ガイドライン

に加えるべき事柄について整理の上、ガイドラインの見直しを行うことが求められ

る。 

また、教職員の人事評価については、例えば教員は、論文創出数などアカデミッ

クな業績だけによるのではなく、ミッションに応じた教育、産学連携、社会貢献、

地域振興など必要な観点を入れた評価の仕組みを構築するとともに処遇に反映す

るなど、教職員に期待される役割や意欲、能力を高める仕組みを導入していくこと

が求められる。さらに、個々の教員の勤務態様について、例えば、教育や研究への

専念等の分担の見直しやエフォートの重み付け等も教員のキャリアの時間軸にも

留意しつつ検討し、教育、研究及び社会貢献など、それぞれのパフォーマンスを最

大化する環境の構築に取り組むことも必要である。 

また、教員と事務職員や研究開発マネジメント人材、技術職員等の専門人材の法

人内における配置の仕方や人数のバランスについて、ミッションや機能強化の方向

性に沿って、成果を上げる観点はもとより、効率性の観点から見直すことも必要で

6 「国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン」（平成 31年２月 25日）、「国立

大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン（追補版）」（令和３年 12月 21日） 
7 University Research Administrator 
8 URA に加え、幅広くマネジメント業務に携わる教員・研究者、事務職員、様々な専門職を指す。
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ある。見直しに当たっては、機能強化の方向性に沿った将来の理想的な教員、事務

職員、研究開発マネジメント人材、技術職員等の専門人材のバランスを予め人事戦

略において明確にし、それに向けた適切な人事管理を計画的に行っていくことが求

められる。 

特に専門人材については、法人化以降の業務の複雑化等に伴い、財務、経営企画、

法務等の分野における人材や、組織運営に必要なテクノロジー、IR（インスティチ

ューショナルリサーチ）に係る人材、研究開発マネジメント人材や技術系職員等の

専門知識や経営マインドを有する人材の必要性が高まってきている。このような人

材を如何に採用、育成し、学内に適切に配置していくのか、また、キャリアパスを

どのように構築していくかといったことを検討の上、具体の仕組みを構築・運用し

ていくことも求められる。また、専門の分野によっては、法人内で人材を十分に確

保、育成、配置していくことが難しいことも想定される。そして、専門人材のスキ

ルアップや人脈の幅を広げる観点からは、一定程度広がりやボリュームをもった現

場が必要と考えられることから、現在の学内組織の役割分担や機能を見直しつつ必

要な組織の再編にとどまらず、各法人のミッションや機能強化の方向性を踏まえ、

他法人との連携によるリソースの共有化や一部機能の統合を検討していくことも

必要である。このような「知」の資産等の活用に当たっては研究開発マネジメント

人材が重要な役割を果たすことになるが、自大学のみでは十分な確保が困難である

ことも想定される。 

こういった人事戦略について、各国立大学法人等において学内の構成員で認識の

共有を図った上で、丁寧に取組を進めていくことが必要となる。 

③規制緩和された制度の活用と更なる規制緩和の推進

各国立大学法人等においては、前述のとおり、財務戦略を立案するに当たり、自

らが有する「知」の資産等として何を有しているかの棚卸しを行うことが必要であ

り、これらの資産をどのように活用していくかを検討することが求められる。その

際、法人化以降進められてきた規制緩和された制度を活用し、共同研究や社会実装

等を通じて、法人の活動を継続的に維持・発展させていくための新たな財源を確保

する視点を持つことが必要である。 

 法人化以降、国立大学法人等においては、土地の貸付対象、余裕金の運用範囲、

長期借入や債権の発行対象、また出資対象の拡大等の規制緩和が行われ、自らが有

する資産や知を価値化する仕組みが充実してきているとともに、国立大学法人の業

務運営に関する FAQ等を通して、緩和された制度の活用が適切に進むよう、実務上

のあい路を解消する上で必要な制度を運用するにあたっての考え方の明確化など

が図られてきているが、これらの制度の活用状況は法人間において差異がある状況

となっている。一方、世界最高水準の教育研究活動の展開を目的に指定国立大学法
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人制度 9が設けられ、他の法人に先行して規制緩和を行い、様々な改革が進んでい

る。 

「知」の高付加価値化に取り組み、その「知」の資産等を活用して産学連携や社

会実装の活動を持続的に強化していくに当たっては、「産学官連携による共同研究

強化のためのガイドライン」等に基づき、戦略的産学連携経費 10など質の高い産学

連携活動を持続的に行うために必要な経費や、目標を超えた成果が上がった場合の

成功報酬の設定が有効である。また、共同研究等の価値に応じた共同研究費の設定

等について、共同研究のパートナーである企業等と目標設定及び知の価値の共通認

識を図りながら、適切な価値付けを行っていくことや、大学知財ガバナンスリーダ

ーの活用による戦略的な知財の獲得が必要となるほか、国立研究開発法人の橋渡し

機能等も活用することも有効と考えられる。さらに、スタートアップの創出・成長

に向けては、学内の取組とともに、拠点都市などのネットワークに参画して、学内

にはないリソースの活用を図りながら取組を進めることが重要である。 

国においては、後述するとおり、各国立大学法人等において「知」の高付加価値

化を進めるに当たっての制度的あい路について、引き続き、さらなる規制緩和も含

め、適切な見直しを行っていくことが求められ、その際には、指定国立大学法人制

度を活用することも考えられる。 

④マネジメント体制の見直し

経営戦略の立案、実行に当たっては、理事長や学長がリーダーシップを発揮し、

明確な役割分担と有機的な連携が図られる役員体制を基に、マネジメント体制を構

築することが必要である。その際、法人の機能強化に向けた経営戦略の内容や規模

に応じて、例えば、国立大学法人法において可能とされている経営と教学の分離を

行うこと、又は CFOやプロボストといった経営と教学それぞれに責任と権限を付与

したポストを設定するなど、各国立大学法人等のミッションや機能強化の方向性や

規模等に応じた適切なマネジメント体制を構築することが必要となる。また、新た

な課題に的確に対応していくため、法人内のマネジメント体制について柔軟に見直

しを行う必要も生じ得るものと考える。 

特に、各国立大学法人等の運営がミッションや機能強化の方向性やそれに基づく

経営戦略に沿って適切に行われているかを常に検証する観点からは、まずは、学長

9 国立大学法人法第 34条に基づき、文部科学大臣は、国立大学法人のうち、当該国立大学法人に係る

教育研究上の実績、管理運営体制及び財政基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の

展開が相当程度見込まれるものを、その申請により、指定国立大学法人として指定することができ

る。現在、９法人が指定されている。 
10 今後の産学官連携活動の発展に向けた将来への投資や、そうした活動に伴うリスクの補完のための

経費（「産学官連携による共同 研究強化のためのガイドライン」（平成 28年 11月 30日 イノベーシ

ョン促進産学官対話会議）） 
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選考・監察会議や監事の活用、既存の自己点検等において、効果的な経営のモニタ

リングが図られているかを振り返り、モニタリングの結果に応じて学長・理事長を

はじめ役員の責任を明確にする方策の構築や、学長・理事長や役員の担務に応じて

必要な知識や経験、また、資質を明確化し、経営の高度化を図ることも重要となる。

また、法人として一定の規模を確保して、多様な財源で活動の拡張を図る経営を支

える観点などから、運営方針会議を設置した法人の経営力強化に向けた取組の効果

や課題について、他の法人の参考となるよう、可能な範囲で共有されることを期待

する。 

（３）機能強化の方向性に沿った組織の見直し

①教育・研究組織や事務組織の見直し

 令和４年の出生数は 70 万人を下回るなど、我が国の少子化は避けることができ

ないものとなっている。国立大学についても、18歳人口が減少する中において、日

本人学部学生の規模の縮小は避けられず、教育の質を持続的に確保していくために

は、学部定員を含め、現在の学部の規模や組織の在り方についても自らのミッショ

ンや機能強化の方向性に沿って見直しを図っていくことが不可欠である。一方、前

述のとおり、国立大学法人等には、総体として、地域社会を先導する人材の育成と

地域産業の振興というミッションを果たすことが期待されており、特に高等教育機

関が不足する地域に立地する国立大学については、他の高等教育機関の状況等を考

慮して学部の規模や組織の在り方について検討を行うことが必要である。 

また、中央教育審議会の答申 11においても、少子化が進展する中で、我が国の「知

の総和」の向上の観点から、修士・博士課程への収容定員・資源の重点化の必要性

が言及されている。国立大学についても各法人のミッションや機能強化の方向性に

基づきながら、学生が国内外における国際的な競争環境下で活躍できるよう、従来

の高等教育の概念を変え、分野の特性等に応じて、学部から大学院への収容定員・

資源のシフトを図るとともに、大学院修了の標準化を視野に入れた検討を行うこと

も期待される。 

さらに、前述のようなグローバル化が進展する社会においては、自国の人材の育

成を自国の人材のみの環境で行うのではなく、如何に海外から優秀な人材を惹きつ

けるかという視点を持つことが必要であり、多様な価値観や異文化を背景とする学

生が相互に刺激を与えながら切磋琢磨し視野を広げるとともに、日本人学生と外国

人留学生とが一体感を持ってともに学ぶことができるよう、多様な留学生の受入れ

11 「我が国の「知の総和」向上の未来像～高等教育システムの再構築～（答申）」（令和７年２月 21日 

中央教育審議会） 
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を増加させていく視点を持つことも考えられる。その際には、留学生の受入れに伴

う環境構築にかかるコストの負担の観点も踏まえ、大学の国際化に向けた仕組みを

整えるべきことに留意が必要である。 

  また、各国立大学等には研究の実施を主な役割とする附置研究所や研究センター

等の各種組織（以下「附置研究所等」という。）が設置されており、これらの附置研

究所等についても、各国立大学法人等のミッションや機能強化の方向性に沿って、

その成果や課題、在り方を今一度検討するとともに、新たに生じる研究分野や一定

の規模を持つ研究組織について、より研究を活性化させる観点から、それらの組織

の成果に応じて、既存の附置研究所等との入替えや再編等を図るなど、研究力の強

化に向けて必要な見直しを図る仕組みを導入し、機能させることが求められる。 

このような教育・研究組織の見直しによって、各教育・研究組織の規模が極端に

小さくなる場合には、多様な教育の提供が困難となることや学生一人当たりの教育

コストがよりかかること、また、研究活動の幅が限定されること等も想定され、一

定の規模を確保しつつ、教育・研究の質の確保や向上、また、これらの機能の強化

を図ることも重要な視点と考えられることから、教育・研究組織の大括り化や統廃

合、他の大学との連携による規模の確保などを検討していくことが必要となる。 

なお、教育組織の見直しについては、進学を検討する高校生をはじめ社会への影

響を踏まえ、長期的な見通しを早い段階で示して社会からの理解を得ていくことが

必要であり、次期以降の国立大学法人等の中期計画等において、2040年を見据えた

見直しの方向性や内容を明確にし、社会やステークホルダーの理解を深めていくこ

とが必要である。 

これら教育・研究組織の見直しと併せ、事務や研究開発マネジメント人材等の属

する組織についても、教育・研究及びこれらの成果を活かした社会貢献の活動を効

果的かつ効率的に実施する体制となるよう、人事戦略の構築と合わせて、見直しを

図っていくことが不可欠である。特に事務組織については、本検討会の論点整理に

おいても指摘したとおり、学内の複数部局や他の法人との連携によるリソースの共

有化、デジタル・AI等を活用した効率化など、既存の法人内のルールに縛られない

効率的な仕組みを構築することが求められ、文部科学省においても、こういった取

り組みを後押しする必要がある。 

②附属施設の見直し

国立大学等に附属する施設として法令において設置することが求められるもの

として、附属学校、附属病院、農場、演習林、家畜病院、飼育場又は牧場、練習船、

養殖施設、薬用植物園等の施設があり、これらの附属施設についても前述の教育・

研究組織と併せて、その規模等を見直すことが必要である。特に、附属病院と附属
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学校については、国立大学法人全体の財務への影響度も大きいことから、それぞれ

の役割を踏まえ、組織や運営の在り方等について、重点的に見直しを進めていくこ

とが必要である。 

附属病院は、教育・研究及びその成果を活かした社会実装により、医療人材の養

成等を通じて持続的な地域医療の提供を支えるとともに、実際に高度な医療の提供

を行っている点で、特に全国的かつ社会的な影響が大きい組織である。現在、物価

の高騰等により、このままでは経営が破綻しかねない危機的な状況にあり、まずは、

各法人において詳細な経営状況を把握した上で、大学本部を含む幹部職員が主体的

に経営改善やガバナンス向上に向けた取組を進め、各大学病院で定めている大学病

院改革プランに基づく大学病院の魅力向上と人材確保、研究力向上を含めた持続的

な病院経営を実現することが求められる。特に、財務・経営改革においては、診療

科別の収支分析をさらに推進することで経営の効率化を図るとともに、大学病院の

貸借対照表の作成など資産状況の把握の在り方を検討し、将来の地域での医療需要

を見据えた設備・施設投資計画を策定するなど、各法人は、附属病院の経営改善に

向けた改革を促す様々な方策を検討していくことが必要である。また、教育・研究

エフォートを確保し効率的な診療を実施するためにも、社会から期待される役割も

踏まえつつ、地域の医療提供体制について自治体を含めたステークホルダーとの対

話とコスト負担を含めた必要なリソースの分担を積極的に進めていくことが求め

られる。また、国においても多くの国立大学病院等が地域医療の根幹を支えている

現状に鑑み、その役割・ミッション・組織の在り方を今一度整理することが必要で

ある。 

附属学校については、国立の教員養成大学・学部が地域における教員養成機能の

維持に加え、多様化する教育課題に対応する拠点としての役割を果たすに当たり、

そのための実験校としての役割が期待されている。引き続き、このような役割の重

要性は変わらないものの、変化する社会の中において、各附属学校が各国立大学等

のミッションや機能強化の方向性に照らして、どのような目的で設置され、今日、

立地地域を含め社会からどのような役割が期待されており、それらに照らして運営

の実態はどのようになっているのかについて、改めて法人内及び関係者で検証を行

うことが必要である。また、附属学校本来の役割に立ち返った見直しに併せ、教員

養成大学・学部の在り方についても後述する教育の質向上のため、リソースの共有

化をはじめミッションを持続的に果たす上で効果的な運営体制の構築に向けた大

学間の連携などの見直しを行うことが求められる。その上で、ステークホルダーと

の対話も通じて、設置される附属学校の数、種類、規模等についての整理を行い、

それを踏まえて必要な見直しを実行することが求められる。 

③再編統合・連携等

国立大学等の法人化以降、複数の法人が大学統合、一法人複数大学などの統合を
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行っているが、それぞれのミッションを果たしていく上で、中長期的な視野も持ち

つつ、如何に機能強化を図るかという検討の結果として、様々な連携方策が講じら

れていると言え、今後とも各法人においては、ミッション実現の一方策として統合・

連携は有効な選択肢になると考えられる。 

特に、前述の教育・研究組織の見直しなどに伴い、法人や大学としての規模が極

端に小さくなる場合には、一定の規模を確保することで教育・研究の質や機能の強

化を図るという観点に加え、効率的な法人・大学運営という観点から、法人統合や

大学統合、大学連携を選択肢としていくことが考えられる。また、自らが有する強

みや特色をさらに強化し、例えば、研究面でのクリティカル・マスを形成するとい

った観点からの検討も、機能強化を図る上で有用と考えられる。一方、法人統合や

大学統合、大学連携を検討するに当たっては、統合や連携の効果で見込む内容を具

体に示しながら議論を進めることが求められ、国においては、統合や連携を検討す

る国立大学法人等に対して、過去の統合の先行事例について丁寧に情報共有を行う

ことが求められる。 

統合・連携方策の中でも一法人複数大学や大学等連携推進法人 12については、教

育の多様性や規模の確保、都道府県等の行政間の越境を通じて、各国立大学法人等

が果たすべきミッションを実現していくという観点から有効な方策であると考え

られ、効果的な活用が期待される。 

また、法人や大学全体の統合・連携までは至らずとも、一部の機能についての実

質的統合や連携を進めていくことも一案である。例えば、一定の規模が機能強化に

有効と考えられる産学連携・スタートアップ創出・成長支援機能、汎用性の高い研

究基盤設備、共通事務や各種システムの共用化の実施、地域の様々なステークホル

ダーとの連携や戦略的な施設の共有による共創拠点化など、機能面に応じた連携に

ついて、コストも踏まえつつ、機能強化に有効な取組を進めていくことも必要であ

るが、いずれの場合においても、連携により見込まれる効果を具体的に見込んだ上

で、検討を進めていくことが求められる。 

こういった再編統合・連携については、各法人の自主的な協議が基本となること

は当然であるが、全国で急速に進む少子化の状況や、研究力強化が国の喫緊の課題

であること、また、国立大学等の設置が法令に定められる事項であることを踏まえ

れば、法人と国が、その目的を共有しつつ、ステークホルダーの状況も踏まえ、よ

く対話しながら建設的に議論を進めることが必要と考えられる。その際、人口減少

等を踏まえれば、広域的な視点が重要になることを踏まえ、文部科学省には、適切

に議論と取組をコーディネートしていくことが期待される。具体的な取組としては、

12 大学の設置者等を社員とし、連携に係る協議調整や連携事業を一元的に実施するなどの業務を行う

一般社団法人で、文部科学大臣が認定するもの。 
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第５期中期目標期間に向けた組織業務の見直しの議論のスキームにおいて法人と

文部科学省で対話を開始すべきであり、適切な時間軸を持ちつつ、建設的な対話を

経て、具体的な結論を導き出すことが、未来に責任を持つ改革となるものと確信す

る。 

（４）教育の質の向上に向けた取組

①教育のグローバル化

社会が大きな転換点を迎える中、国立大学法人等についても、如何に海外から優

秀な人材を惹きつけるかという視点を持つことが必要であり、２． （３）でも述べた

とおり、各国立大学法人等のミッションや機能強化の方向性に沿って大学の国際化

を進めていくことが必要となる。これまでも各国立大学法人等においては、「スーパ

ーグローバル大学創成支援事業（SGU）」採択校などを中心として、留学モビリティ
13の拡大が見られるが、一層の国際化に向けて、国内外からの多様な教職員の採用や

事務組織等を含めた学内システムの見直しを進めていくことが必要である。 

特に昨今、国際卓越研究大学を中心として海外からの優秀な研究者の獲得を進め

る動きが見られるが、優秀な研究者を惹きつけていくためには、研究者の処遇のみ

ならず、可能な限り言語の壁を低くするなど、多様なバックグラウンドを持つ者が

できるだけ快適に教育・研究を継続できる環境を構築することが不可欠であり、国

際卓越研究大学のように世界最高水準の研究の展開とイノベーションの牽引をミ

ッションとする国立大学法人等においては、法人内の高度な国際化を進めることが

求められる。 

また、国立大学は、自律的・持続的に国際競争力・通用性やイニシアティブを維

持・向上できるよう、外国人留学生受入れに伴う体制整備に係るコスト増について

適切な負担を外国人留学生に求めていくことも必要となる。なお、多様性・流動性

を確保する観点からは、性別や年齢、特定の国・地域に偏らず幅広い学生・教職員

等が集まる多様な場を実現することが必要であり、学生や教職員のリクルートに当

たっては留意することが必要である。 

②博士等の高度人材の育成

国立大学法人等においては、これまで、我が国の知を支える博士をはじめとする

研究人材の養成に大きな貢献を果たしてきており、18 歳人口が減少する中、我が国

の知の総和を向上させていくためにも、引き続き、この役割が期待される。一方で、

13 学生の「派遣や受入れ」「往来」を意味する。「student mobility」という形で OECD 等でも一般的

に使用されている。 
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近年、我が国の博士号取得者数は微増傾向にあるが、依然として諸外国と比して低

い状況に留まっており、2040 年における人口 100 万人当たりの博士号取得者を世界

トップレベルに引き上げる国の目標も踏まえ、各国立大学法人等のミッションや機

能強化の方向性に沿って、従来の高等教育の概念を変え、大学院修了の標準化を視

野に入れた検討や、博士後期課程への進学による経済的不安を支援する取組の充

実・強化を行うことが期待される。また、博士課程修了者が社会において広く活躍

できるよう、その環境の整備に努めることも期待される。 

特に世界最高水準の研究の展開とイノベーションの牽引をミッションとするよ

うな国立大学法人等については、学部から大学院へと学生定員や教員をシフトさせ、

他大学の学生を大学院で受入れ、育成していく形へと教育の仕組みを変革していく

ことが求められる。 

また、博士人材が多様なフィールドで活躍できるよう、博士人材の社会的評価の

向上と認知の拡大を進めるとともに、博士課程における教育内容について、社会の

ニーズの変化も踏まえて戦略的に変革していくことが求められ、企業との共同課題

に取り組む PBL14の実施等、産学が連携したプログラムの展開、外国の大学等、環境

の異なる挑戦の場に学生を派遣し、指導教員を超えていくような挑戦の機会の付与

などの工夫を行うことに加えて、キャリア支援のための組織的な支援体制の整備や

インターンシップ等の機会の創出、修了後の進路、ロールモデルの把握・公表等の

取組を充実することも求められる。 

③社会に開かれたリカレント教育の実施

我が国の産業等の持続的な発展や社会において新たな価値を生み出していくた

めには、リスキリングに留まらず、リカレント教育 15を行っていくことが求められ

るが、我が国においては、例えば社会人学生の数は諸外国に比べて低水準に留まる

など、必要性が十分に認識されているとは言えない状況にある。 

この背景には、我が国の企業においては、長年、企業内教育・終身雇用といった

雇用労働慣行が続いてきたことにより、社会人が社外で学ぶ機会を求める必要がな

かったことにも起因すると考えられるが、国立大学法人等においても、法人のミッ

ションや強み・特色に応じて、自大学が貢献できると考えられる事柄について、社

会が抱える人材ニーズ等の調査と分析を行った上で、その規模や内容に応じた社会

人教育を行う体制を整備する視点を持つことが今後重要になってくる。 

14 Project Based Learning（課題解決型学習） 
15 時代のニーズに即して職業上新たに求められる能力・スキルを身に付けること（リスキリング）

や、現在の職務を遂行する上で求められる能力・スキルを追加的に身に付けること（アップスキリン

グ）の双方を含むとともに、職業とは直接的には結びつかない技術や教養等に関する学び直しも含む

もの。 

100



17 

このため、リカレント教育に力を入れる分野等を有する法人においては、産業界

や地域のニーズ等を踏まえた上で、関連する機関とともに、リカレント教育に必要

なリソースや魅力的な環境を確保・構築しつつ、受益者への適切なコスト負担を求

めることで、持続的な体制の形成・発展に取り組むことが求められる。 

④教育の質向上に向けた大学間の連携

地域における高等教育機会を確保していく観点から、特に、公私立大学の数や種

類が限られた地方に所在する国立大学においては、地域産業等の中核となる高度専

門人材、さらには地域経済を支え、地域活性化の担い手となる地域中核人材等の育

成など、地域の人材育成インフラのハブとしての役割を果たすことが求められる。

このことを踏まえ、自らが率先して公私立大学をはじめとした地域の高等教育機関

とともに、オンラインも活用しつつ、地域の大学に所属する学生に、より多様な教

育プログラムを提供できる仕組みを整備することが期待される。 

また、各国立大学自らも、教育・研究組織の見直しに伴い、十分な教育課程が自

大学のみでは提供できなくなる恐れもあることから、地域における知の拠点として、

地域の他大学や、大都市に所在する大学との連携強化に向けたネットワーク形成・

強化等の取組を進め、より多くの教育コースを提供していくことができる体制を構

築していことが求められる。 

⑤教育の適切な価値付けと便益を受ける主体間での負担・投資の考え方・留意点

教育の質の向上に向けた取組等に伴い、学生の教育コストも上昇していくことが

想定されるが、学生にとっては、これまでにない経験や、将来の職業につながる基

盤を得る上での投資の側面がある。また、社会にとっては、将来的な学生の活躍に

より、社会経済が活性化するという投資の側面がある。

この観点も踏まえつつ、教育コストをどういった主体がどういう考え方で負担し

ていくかについては、教育コストがどの程度のものとなっているかを可視化すると

ともに、卒業後の学生の便益がどの程度であるかということを可視化し、具体的に

わかりやすく学内外に積極的に発信していくことなども通じて、個人・保護者負担

と社会による負担の在り方について社会全体での理解を深めていくことが必要であ

る。 

  なお、国においては、それらを踏まえた公財政支援の在り方を検討するとともに、

現在実施している高等教育の修学支援新制度による効果などを見定めつつ、必要な

個人・保護者負担の軽減に取り組んでいくことが求められる。 
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（５）研究力の強化に向けた取組

①研究の幅の確保

国立大学法人等は我が国の多様な研究の基盤を支えてきており、今後ともそのよ

うな役割が期待されるが、近年、我が国の研究領域においては、いわゆるスモール

アイランド型 16と言われる新たな芽となる挑戦的な研究領域への参画が活発ではな

いとの指摘もあり、世界トップレベルの研究拠点としてのミッションが期待される

国立大学法人等においては、研究の多様性確保の観点から、これらの分野への積極

的な投資を行っていくことが期待される。

また、我が国の大学等の研究力を総体として向上させるため、このような国立大

学法人等においては、大学等の強みや特色を伸ばし、学問の進展、社会の変化に応

じて次々に生じる新たな学問分野や融合領域に迅速に対応する研究体制を構築す

るためのシステム改革や、高度な研究マネジメント（研究開発マネジメント人材・

技術職員等の専門人材、施設・設備・機器の共用等）の体制構築を行うことも求め

られる。 

その際、自法人だけで体制を構築するのではなく、組織ごとの取組に加え、大学

や大学共同利用機関同士、他機関との連携を図り、取組の多様性を確保しつつ、確

実かつ継続的・安定的に推進するという視点も持つことが必要となる。 

②若手研究者・研究開発マネジメント人材等の育成・確保と国際的流動性の確保

各国立大学法人等においては、前述の機能強化に応じた「人事戦略の構築」でも

言及したとおり、各法人のミッションや機能強化の方向性に沿って、教育・研究組

織や教職員配置の見直しを進めることが求められるが、現在、国立大学法人等にお

いては、若手研究者の構成割合が低い状況が指摘されており、積極的に、年齢構成

のバランスや研究パフォーマンスの向上の観点からの業務分担を適正化していく

ことが求められる。 

若手研究者等の育成・確保に向けては若手からトップ研究者に至るまで意欲ある

研究者に魅力ある研究環境を提供するとともに、安定した環境の下、挑戦的な研究

に打ち込める環境を整備していくことが必要であり、若手研究者への支援強化・処

遇改善を進めていくことが求められる。特に、優秀な若手研究者については PI17と

16 研究領域を他の研究領域との関与の強さ、継続性とでマッピングした場合に他の研究領域との関与

が弱く、継続性がない研究領域を指す。小規模な研究が多く、最も研究数が多いため、入れ替わりが

活発な領域であり、新たな研究の芽となる可能性のある研究領域と言われる。 
17 Principal Investigator。研究代表者 
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して登用を行うなど、慣習に縛られずに、能力による適切な評価とポストの配分を

行っていくことが求められる。 

若手研究者等の活躍の場・機会の拡大、また、流動性確保を進めるにあたっては、

外国の大学等、それまでとは異なる挑戦の場に身を置き、指導教員を超えていくよ

うな挑戦を後押しする環境を提供していくことや、自ら強みを有する分野等におい

て企業等との組織的な連携・協力や共同研究等に取り組むとともに、クロスアポイ

ントメント制度等を活用した人材交流等の取組を積極的に推進することも必要で

ある。医学の分野においては、地域の中核的な病院等で臨床を主たる業務とする若

手医師が継続して研究に携わる環境を醸成することも、若手研究者の育成に重要な

視点と考えられることから、若手医師に関する人事の仕組みの工夫が図られること

も期待される。 

また、研究開発マネジメント人材や技術職員等を含めた研究推進体制の構築も重

要である。その際、こうした人材の活躍を促進するための処遇改善、職階制度や人

事評価等のキャリアパス構築、研修プログラムの実施などによる計画的な育成と確

保を行っていくことが求められる。 

さらに、昨今の情勢変化も踏まえれば、世界最高水準の研究の展開とイノベーシ

ョンの牽引をミッションとする国立大学法人等については、諸外国からの優秀な人

材の招へいに、より積極的に対応していくことが求められる。そのためには、国際

研究ネットワークを一層強化していくことも必要であり、政府関連在外拠点も活用

しつつ、機関の枠を超えた国際頭脳循環や国際共同研究を推進するとともに、組織

的な研究力の向上に向けて、企業研究者や若手研究者、女性研究者、外国人研究者

など多様性に富んだ研究環境を構築していくことが求められる。 

③研究ネットワークの強化

国際卓越研究大学制度や地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）に

選定された大学をはじめ世界最高水準の研究の展開とイノベーションの牽引をミ

ッションとする大学には、多様な研究大学等との連携を強化し、我が国の研究力向

上を牽引していくことが求められるとともに、研究のハブとしての役割を果たして

いくことが期待される。 

大学共同利用機関や共同利用・共同研究拠点については、各大学における研究者

の高度な研究基盤へのアクセスが必ずしも十分ではないことから、それぞれが目指

す機能強化の方向性に基づき、組織間ネットワークの強化や、組織・分野を超えた

連携・人材流動のハブ機関としての機能強化により、研究の幅や裾野の拡大を図っ

ていくことが求められる。 

その際、大学共同利用機関については、我が国の学術研究の発展を牽引し、研究
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力強化を支える機関として、その意義、成果や課題を整理しつつ、検証を行い、そ

の結果等を踏まえ、組織改革も含めたこれからの在り方等について、より我が国全

体の研究活動が活性化し、発展するために必要な見直しを実施し、具体的な検討を

行うことが求められる。また、我が国の研究力強化に向け、研究基盤の抜本的な強

化による研究の創造性・効率性の最大化を図るべく、AI時代にふさわしい科学研究

の在り方への変革が求められており、大規模集積研究基盤の整備・運用、集積され

る設備等の自動化・自律化・遠隔化等、情報基盤の強化や AI for Science に向けて

取り組むことが重要なものとなっている中、こうした機能を有する大学共同利用機

関においては、変革の原動力となれるよう共同利用・共同研究拠点や研究開発法人

等との連携を含め、既存の枠組みを超えて機能強化を図っていくことが求められる。 

さらに、世界最高水準の研究の展開とイノベーションの牽引をミッションとする

国立大学法人等においては、先端的な共用研究設備等と技術専門人材による共用拠

点を形成し、全国ネットワークを構築するとともに、共用の場を活かして、研究の

進展を牽引する先端計測・分析機器等の開発を推進することが期待される。 

④研究インテグリティ・研究セキュリティの確保

国立大学法人等がその活動を適正かつ持続的に行っていくため、引き続き、コン

プライアンスの徹底及び危機管理体制の機能の充実・強化に努めるとともに、複雑

な国際情勢の下で研究開発環境がグローバル化の進展に合わせて変化する中で、経

済安全保障とオープンイノベーションを両立していくことが求められる。 

科学技術・イノベーションの振興のためには、オープンで自由な研究環境を確保

しつつ、多様なパートナーとの国際共同研究を強力に推進する必要がある一方で、

研究の不正流用や技術流出のリスクも指摘されている。諸外国の研究機関等と対等

な立場で国際共同研究を推進するためには、安全保障貿易管理や研究インテグリテ

ィ 18の取組の徹底による経済安全保障上の重要技術の流出防止を図ることに加え、

研究セキュリティの確保に係る取組の高度化を推進することが求められる。 

⑤研究の適切な価値付けと便益を受ける主体間での負担・投資の考え方・留意点

物価上昇に伴い、研究コストも上昇していくことが想定されるが、社会にとって

は、深い基礎研究に支えられた研究成果が、人類や社会経済の課題解決につながる

イノベーションを生むことや、個々の企業との共同研究では当該企業だけでは生み

出せなかった新たなサービスや製品等に結実するといった投資の側面がある。この

観点も踏まえつつ、研究コストをどういった主体がどういう考え方で負担していく

18 研究インテグリティは、研究の国際化やオープン化に伴う新たなリスクに対して新たに確保が求め

られる、研究の健 全性・公正性を意味する。（統合イノベーション戦略推進会議「研究活動の国際

化、オープン化に伴う新たなリスクに 対する研究インテグリティの確保に係る対応方針について」

（令和３（2021）年４月）） 
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かについては、研究コストがどの程度のものとなっているかを可視化するとともに、

その便益について、社会や直接のステークホルダーに積極的に発信し、特に個々の

共同研究等については、その負担と投資の考え方を、共同研究先の企業等と認識の

共有を図ることが必須である。 
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３．国立大学法人等への支援の考え方

（１）社会情勢の変化を踏まえた運営費交付金等による支援

国立大学法人運営費交付金及び施設整備費補助金は、法人化以降、各法人のミッ

ションを安定的・継続的に支える基盤的な資金として機能してきた。しかしながら、

国立大学法人運営費交付金については近年、同程度の予算額で推移するとともに、

施設整備費補助金については補正予算と併せて 1,000億円程度で推移しており、足

元の物価上昇によって実質的な目減りが生じている。 

冒頭でも示した通り、国立大学法人等のミッションは、世界最高水準の研究の展

開とイノベーションの牽引、高度専門人材の育成、地域産業の振興という、成長戦

略に不可欠なものである。これらのミッション実現を担う、意欲と能力を備えた人

材が集まり、その力を十分に発揮できる環境の構築に向けて、安定的・継続的な活

動を支える運営費交付金等の基盤的経費は、極めて重要な役割を果たしている。 

このような重要性に加え、物価や賃金が上昇していく我が国の経済環境の変化や、

我が国よりもはるかに速いスピードで同様の動きがある国際社会の中での国際頭

脳循環に我が国もより深く参画していくことが不可欠であることを踏まえ、社会の

イノベーションを牽引する視点から、直近では、各国立大学法人等が中期目標や中

期計画に掲げるミッションや機能強化を十分に果たすことができるよう、運営費交

付金等の充実の必要性が大学や経済団体からの提言 19において言及されている。 

国立大学法人等が掲げるミッションや機能強化の方向性は２．で記載したとおり、

社会の大きな転換点を迎えるに当たり、改めて見直しを行い、それに沿った思い切

った改革を実行していくことが必要であるとともに、基盤的経費についても、適切

なインセンティブ設計の下、そのような各法人の改革を促進しつつ、ミッションや

機能強化の方向性に沿った活動を安定的に支援していくことができるよう、その在

り方を見直していくことが求められる。その際の基本的な視点としては、例えば、 

・各法人が掲げるミッションや機能強化の方向性に沿った活動に安定的に取り組

むことできるよう、基盤的経費の配分額について中期目標期間中の見通しを立

てやすい明快な配分ルールを構築すること

・上記の考え方をベースとしつつ、各法人が掲げるミッションや機能強化の方向

性に応じた取組の成果について、指標等を基に何らかのインセンティブを持た

19 「国立大学協会声明 －我が国の輝ける未来のために－」（令和６年６月７日 （一社）国立大学協

会）、「わが国の将来を担う国立大学の新たな将来像」（令和７年３月 31日 （一社）国立大学協会）、

「FUTURE DESIGN 2040「成長と分配の好循環」 ～公正・公平で持続可能な社会を目指して～」（令和

６年 12 月９日 （一社）日本経済団体連合会）、「スタートアップエコシステムの更なる拡大に向け

て」（令和６年７月 24日 （公社）経済同友会） 
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せる仕組みを入れるとともに、その成果を測るに当たっては、大きな改革を進

める観点と、シンプルな評価の仕組みとする観点を持つこと 

・最低限必要と考えられる教育研究をベースとした経費については、社会経済状

況の変化に左右されず活動ができるよう、物価等の変動に対応させる観点も含

め、安定性をより向上させた仕組みとすること

が考えられ、具体的な制度設計は、新たに文部科学省に設置する、第５期中期目標

期間（令和 10～15 年度）における運営費交付金の在り方に関する会議体において

議論を深めることを期待する。 

また、足元の物価や賃金の上昇により、研究者や職員の採用で競合する民間企業

や公務員の賃上げに準じた対応をとることが経営上困難と判断せざるを得ない状

況や、教育・研究の現場における施設や設備の更新の停滞等が生じており、このよ

うな状況を放置すれば、我が国の知の拠点たる国立大学法人等の役割を果たせなく

なるとの危機感がある。このことを踏まえれば、近年の物価・人件費の上昇等も踏

まえつつ、科学のフロンティア開拓及び我が国の研究力強化のため、第４期中期目

標期間 （令和４～９年度）においても、国立大学法人運営費交付金や施設整備費補

助金等の基盤的経費を着実に確保していくことが強く求められる。 

 特に附属病院については、令和６年度の決算において全体として 285億円の赤字

が生じる見込みであり、現在の状況を放置すると、附属病院の経営が成り立たず、

地域医療に深刻な影響を及ぼすことが想定される。附属病院に関しては、２．（３）

②で言及した見直しを進め、経営改善に取り組んでいくことが求められるが、現下

の深刻な状況を踏まえると、診療に係る経費について、診療報酬等で対応すること

を基本としつつも、附属病院が行う高度先進医療等は特にコストの増加が指摘され

ていることから、大学病院が担う教育・研究やその前提となる経営基盤の強化とい

った観点も含めて、緊急的に附属病院への支援を検討することが求められる。 

（２）地域社会を先導する人材の育成と地域産業の振興を行う国立大学への支援

  今後、２．で記載した内容に基づき各国立大学法人等が第５期中期目標期間に向

けた見直しを進めることが期待されるが、その際、国においては、ミッションや機

能強化の方向性に応じて一律の見直しを求めるのではなく、我が国の高等教育の均

衡ある発展の観点から、国立大学による地域社会を先導する人材の育成と地域産業

の振興のミッションを踏まえた見直しを求めることが必要である。特に、学部学生

定員について、教育の質を持続的に確保しつつ、単純に 18 歳人口の減少に併せて規

模を縮小するということではなく、都市から地方へと人の流れを変えていくという

視点を持ち、学部定員の設定等を行うことが求められる。 
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地方国立大学において、教育面においては、地域における様々な機関における人

材の供給拠点としての役割も果たしており、今後ともその役割を域内の他の高等教

育機関との連携も行いながら果たしていくことが期待される。立地自治体や産業界

等も巻き込んだ上で、地域構想推進プラットフォーム 20において中心的な役割を果

たすとともに、それに対する支援を充実していくことが望まれる。 

また、研究面においては、地域の産業を支える特色ある研究の進展が見られると

ともに、今後、地域における新しい産業を育成していく核としての役割も期待され

る。国において、そのような地方国立大学の役割に配慮した支援を検討するととも

に、立地自治体と連携して地方国立大学としての役割を積極的に果たす法人への支

援も充実していくことが望まれる。 

なお、地方国立大学の附属病院は、地域への医師の輩出・交流等による地域医療

人材の再教育の機能等を含め、地域医療における最後の砦とも言え、この機能不全

は地域医療の崩壊を意味する。このことからも、特に地方国立大学への附属病院の

支援に当たっては、地域医療提供体制における役割等も考慮することが必要である。 

（３）大学の機能強化を促進するための施策

国立大学法人等の教育・研究を支えていくためには、基盤的経費である運営費交

付金以外にも、各法人の教育・研究の質を高めていく観点から、様々な競争的研究

費の確保に努めていくことが期待されるが、機関等向けの競争的研究費については、

教育・研究を支援することだけに留まらず、採択の条件や配分の仕組みなどにおい

て、２．で記載したような大学の改革が進むような仕組みとしていくことが求めら

れる。 

一方、法人化以降、国立大学法人等の収益に占める競争的研究費等外部資金の割

合は増加しているが、研究費獲得の申請書類の作成等にかかる負担感の増加や萌芽

的研究の伸び悩みなども指摘されており、国においては、基盤的経費と競争的研究

費の役割を踏まえたファンディングの在り方の見直しを通じ、各国立大学法人等の

教育・研究のパフォーマンスの最大化に向けた環境構築を図っていくことが必要で

ある。その際、競争的研究費で整備した教育の質の向上や研究力強化に向けた取組

が競争的研究費による支援の終了後も各国立大学法人等において継続されるよう、

国際卓越研究大学制度や地域中核・特色ある研究大学強化促進事業といった新しい

支援枠組みの成果等も踏まえつつ、その内容に応じて、大学の財務基盤を支える仕

組みについて、法人や国において、それぞれの視点で検討、工夫するとともに実践

20 地域の高等教育機関や地方公共団体、産業界等の各地域の関係者が議論し、各地域で実効性のある

取組を推進するための協議体 
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することが求められる。 

また、２．（２）③で記載したとおり、今後各国立大学法人等においては、自らが

有する知の高付加価値化に努めていくことが期待されるが、それに当たり、様々な

現行の規制を見直していくことが必要になると考えられる。 

（４）政府を挙げた大学支援策の検討

国立大学法人等は我が国の高等教育、学術及び科学技術・イノベーションを牽引

するとともに、世界の知に貢献する機関であり、国立大学法人等の浮沈は我が国の

未来を大きく左右する。また、１．趣旨で述べたように、我が国の潜在力を活かし、

「知・人への投資」の好循環を生み出していくためには、国立大学等をはじめとす

る高等教育への投資 21や大学における研究力の強化に向けた投資を高めていくこと

が求められる。そのような視点に立った場合、国立大学法人等を支えるのは国にお

いても文部科学省だけではなく、多くの府省庁がそれぞれの政策の目的に照らし、

政府全体で国立大学法人等を支えていくという視点を持つことが必要である。 

近年も、我が国の研究力向上の観点から、国際卓越研究大学制度や、地域中核・

特色ある研究大学総合振興パッケージの策定等により、関連施策が推進されている

が、多くの府省の観点から国立大学法人等を見たときに、その役割は研究だけでは

なく、様々な分野の高度人材育成や社会貢献と多岐にわたることから、国において

は、国立大学法人等の知を最大限に政策に活かしていくとのスタンスに立つべきで

あり、各府省の政策課題に国立大学法人等の力を活かしていく体制を、文部科学省

が中心となって関係府省と連携しつつ、構築していくことが期待される。 

その際、各国立大学法人等のミッションや機能強化の方向性、また課題等につい

て、各府省にはなかなか見えづらいという課題もあることから、そういったものへ

の理解が深まるよう、文部科学省においては、有用な情報の共有などを積極的に行

っていくことが求められる。 

また、多様な政策課題の解決等に向けて国立大学法人等の知が適切に活用される

ということは、国立大学法人等において、そのベースとなる教育・研究の活動が持

続的かつ発展的に行われていることが大前提となる。この点を踏まえれば、各府省

においても、国立大学法人等のステークホルダーという範囲において、国立大学法

人等への投資をしていくという観点が重要であり、適切なファンディングがなされ

21 我が国の経済規模（GDP）に対して、高等教育への公財政支出は 0.7％と、OECD 諸国平均の 1.2％

を下回り、OECD 諸国の中で極めて低い水準にある（令和３（2021）年度）（OECD「Education at a 

Glance 2024」（令和６年９月））。 109
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ることを求める。 

このような考え方や取組は、政府内のみに留まらず、地方自治体や産業界から国

立大学法人等への投資を促進する際にも共通する。併せて、産業界や個人からの投

資を促進する政策として、現在、研究開発税制や寄附税制の優遇等の措置が活用さ

れているが、その効果を検証するとともに、今後、国立大学法人等が様々なステー

クホルダーから投資を得つつ、必要な人材育成を展開するに当たっても、取組を促

進する税制等の検討が行われることも期待する。 

以上、国立大学法人等が、真の経営体として、社会の大きな転換点を迎えて不可欠な

改革に取り組むとともに、各法人のミッションを踏まえた機能強化の方向性に沿って、

文部科学省がその基盤をしっかりと支えつつ、国立大学法人等による社会経済の維持・

発展に向けた活動が、各府省や自治体、産業界といった多様なステークホルダーがそれ

ぞれの目的に応じて適切に投資がなされ、大学の活動と経営のダイナミクスを生むこと

を期待する。 
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参考１ 

国立大学法人等の機能強化に向けた検討会設置要綱 

令和６年７月１０日 

文部科学事務次官決定 

１．趣旨 

平成１６年度に実施された国立大学の法人化は、明治以来１３０年間、国の機関とし

て位置づけられていた国立大学を独立した法人とすることにより、自律的な環境の下で

国立大学を一層活性化し、優れた教育や特色ある研究に向けてより積極的な取組を促し、

より個性豊かな魅力ある国立大学を実現することを目的として行われた。 

この目的を踏まえ、法人化以降、規制緩和等を通じた大学の裁量拡大や、学外者の参

画をはじめとした多様な視点を取り込むことによる経営機能の強化等を図ってきてお

り、教育・研究活動の活性化や経常収益の拡大等の成果が見られるところである。 

一方、大学関係者からは、教育、研究、及びこれらの成果を活かした社会貢献の機能

を維持・強化する上で必要な資金の確保等に関して、大学を取り巻く財務環境の悪化へ

の懸念等が示されている。また、近年、相対的に低下している我が国の研究力について

は、その主要な担い手である大学等の研究力の強化に向けた取組も進めているが課題も

存在している。 

我が国の経済がデフレから完全に脱却し、成長型の経済の実現に向けて政策が進めら

れていること、また、為替が円安基調で推移していることや急速な少子化の進行等、国

立大学法人及び大学共同利用機関法人を取り巻く国内外の環境に大きな変化が生じて

きている今、法人化の成果や課題の現状について分析を行うとともに、国立大学法人等

が全体としてその機能を強化し、その役割をしっかり果たしていくことができるよう、

具体的な対応策を検討するため、本検討会を設置する。 

２．検討事項 

（１）法人化から２０年を経た、以下の現状分析について

① 財務の状況

② 規制緩和された制度の活用状況

③ 人事給与マネジメント改革の状況

④ その他教育研究等の活性化に関する取組状況

（２）現状及びその分析を踏まえた今後の対応策について

３．構成員等 

（１）本検討会の委員は、国立大学法人等に関する学識経験者や法人運営に関する実践的

知識を有する者として、別紙に掲げる者とする。 

（２）本検討会には、必要に応じて、別紙以外の有識者を参画させることができる。
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４．実施期間 

  令和６年７月１０日から令和８年３月３１日まで 

５．その他 

  この検討会に関する庶務は、関係局課の協力を得つつ、高等教育局国立大学法人支援

課及び研究振興局大学研究基盤整備課において処理する。 

112



29 

参考２ 

国立大学法人等の機能強化に向けた検討会 委員名簿 

（敬称略・五十音順） 

（◎：座長、〇：座長代理）

◎ 相澤 益男 公益社団法人科学技術国際交流センター会長 

上山 隆大 内閣府本府参与 

樫谷 隆夫 公認会計士・税理士 

川合 眞紀 大学共同利用機関法人自然科学研究機構長 

永井 良三 自治医科大学学長 

服部 泰直 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構長 

平子 裕志 ANAホールディングス株式会社特別顧問 

福原 紀彦 日本私立学校振興・共済事業団理事長 

〇 森田 朗 一般社団法人次世代基盤政策研究所代表理事 

柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授 
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参考３ 

国立大学法人等の機能強化に向けた検討会 開催経緯 

【第１回】令和６年７月 30日（火）10:00～12:00 

〇本検討会の運営について（座長選任等） 

〇国立大学法人等の現状について 

【第２回】令和６年９月２日（月）14:00～16:00 

〇国立大学法人等の現状について 

【第３回】令和６年９月 30日（月）10:00～12:00 

〇国立大学法人等の現状について（研究力関係） 

【第４回】令和６年 11月１日（金）13:00～15:00 

〇国立大学法人等の現状について（教育関係） 

【第５回】令和６年 11月 26 日（火）14:00～16:00 

〇国立大学法人等の現状について（論点整理等） 

【第６回】令和６年 12月 24 日（火）16:00～18:00 

〇国立大学法人等の機能強化に向けての論点整理（案） 

～「国立大学法人等の機能強化に向けての論点整理」（令和７年１月 15日）～ 

【第７回】令和７年３月６日（木）13:30～15:30 

〇今後の検討スケジュールについて 

〇国立大学法人からのヒアリング（東京科学大学、東海国立大学機構） 

【第８回】令和７年４月７日（月）15:00～17:00 

〇国立大学法人からのヒアリング（東北大学、島根大学） 

【第９回】令和７年５月 12日（月）16:00～18:00 

〇国立大学法人等からのヒアリング（東京学芸大学、一般社団法人国立大学協会） 

【第 10 回】令和７年６月 17 日（火）16:00～18:00 

〇これまでの議論の整理 

【第 11 回】令和７年７月１日（火）15:00～17:00 

〇国立大学法人等に係る他の有識者会議の検討状況（今後の医学教育の在り方に関する

検討会、今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議） 

〇改革の方針（素案）について 

【第 12 回】令和７年８月 26 日（火）14:30～16:30 

〇改革の方針（案）について 
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１０.我が国の「知の総和」向上の未来像
～高等教育システムの再構築～（答申）について



高等教育全体の「規模」の適正化
①高等教育機関の機能強化
 意欲的な改革への支援（規模縮小しつつ、質向上、大学院
へのシフトに取り組む大学等への支援）

 連携推進（大学間連携をより緊密に行うための仕組み導入）

②高等教育機関全体の規模の適正化の推進
 厳格な設置認可審査（要件厳格化、履行が不十分な場合の私
学助成減額・不交付）

 再編・統合の推進（定員未充足や財務状況が厳しい大学等を
統合した場合のペナルティ措置緩和、再編・統合等を行う大
学等への支援）

 縮小への支援（一時的な減定員を容易にする仕組み創設）
 撤退への支援（卒業生の学籍情報の管理方策構築）

我が国の「知の総和」向上の未来像 ～高等教育システムの再構築～ （答申）概要
中央教育審議会（令和７年２月21日）

１．今後の高等教育の目指すべき姿

２．今後の高等教育政策の方向性と具体的方策

３．機関別・設置者別の役割や連携の在り方 ４．高等教育改革を支える支援方策の在り方

①高等教育の価値を問い直し、②教育研究の高度化や情報公表により社会の信頼を
高め、③高等教育機関の必要コストを算出し、④公財政支援、社会からの投資等、
個人・保護者負担について持続可能な発展に資するような規模・仕組みを確保する。

我が国の「知の総和」の向上
目指す未来像の実現のためには、
「知の総和」（数×能力）を向上することが必須

 社会の変化 …世界：環境問題やAI進展等、国内：急速な少子化
 高等教育を取り巻く変化 …学修者本位の教育への転換等

 目指す未来像

 育成する人材像62.7万人 59.0万人 46.0万人（約27％減）
（2021） （2035） （2040）

大学進学者数推計
（出生低位・死亡低位）

質の向上 規模の適正化 アクセスの確保

①教育研究の観点（文理横断・融合教育等） ②学生への支援の観点
③機関の運営の観点 ④社会の中における機関の観点（地方創生）

高等教育への「アクセス」確保

機関ごとの違
い・

特色を生かし
つつ、自らの
役割を再定義
して改善

設置者別の役割・機能を踏まえ刷新
国立：学部定員規模の適正化（修士・博士への資源の重

点化等）、連携、再編・統合検討、地域のけん引役
公立：定員規模の適正化（見直しも含めた地域との継続

的対話、安易な公立化の回避）
私立：教育・経営改革や連携を通じた機能強化

規模適正化の推進
（設置認可厳格化、再編・統合、縮小、撤退）

公財政支援の充実
社会からの支援強化
個人・保護者負担の見直し

短期的
取組

教育コストの明確化・負担の仕組みの見直
し
高等教育への大胆な投資を進めるための新たな
財源の確保

中長期
的取組

…一人一人の多様な幸せと社会全体の豊かさ(well-being)の
実現を核とした、持続可能な活力ある社会

…持続可能な活力ある社会の担い手や創り手として、真に
人が果たすべきことを果たせる力を備え、人々と協働し
ながら、課題を発見し解決に導く、学び続ける人材

上記１～４までを踏まえた、制度改革や財政支援の取組や今後10年程度の工程を示した政策パッケージを策定し、具体的方策の実行に速やかに着手

①地理的観点からのアクセス確保
 地域構想推進プラットフォーム（仮称）(アクセ
ス確保策・地域の人材育成について議論を行
う協議体)の構築

 地域にとって真に必要な一定の質が担保された
高等教育機関への支援

 地域研究教育連携推進機構（仮称）(大学等
連携をより緊密に行うための仕組み)の導入

 地方創生の推進（国内留学、サテライト
キャンパス等）

②社会経済的観点からのアクセス確保
 経済的支援の充実（高等教育の修学支援新制
度等の着実な実施、企業等の代理返還の推進）

 高等教育機関入学前からの取組促進

教育研究の「質」の更なる高度化
①学修者本位の教育の更なる推進
 出口における質保証（厳格な成績評価・卒業認定）
 教育の質を評価する新たな評価制度へ移行 等

②多様な学生の受入れ促進
 留学生の定員管理見直し、技術流出防止対策の徹底
 通信教育の制度改善等

③大学院教育の改革
 学士・修士５年一貫教育の大幅拡充等

④研究力の強化
 業務負担軽減 等

⑤情報公表の推進
 大学間比較できる新たなデータプラットフォーム
（Univ-map(ユニマップ)（仮称））を新構築

高等教育
が

目指す姿

高等教育政策
の目的

重視すべき観
点
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我が国の「知の総和」向上の未来像 ～高等教育システムの再構築～ （答申）要旨①
中央教育審議会（令和７年２月21日）

１．今後の高等教育の目指すべき姿

 目指す未来像の実現のためには、「知の総和」（数×能力）を向上することが必須
 「知の総和」の向上のためには、教育研究の質を上げ、意欲ある全ての人が高等教育を享受できるよう社会的に適切な規模の高等教育機会
を供給し、地理的・社会経済的な観点からのアクセス確保によって高等教育の機会均等の実現を図ることが必要

急速な少子化等を踏まえた高等教育
全体の「規模」の適正化を図りつつ、
それによって失われるおそれのある
「アクセス」確保策を講じるとともに、
「規模」の縮小をカバーし、知の総和
を向上するために教育研究の「質」を
高める

ア．未来社会を担う人材に必要な
資質・能力の育成（文理横断・
融合教育等）

イ．成長分野を創出・けん引する
人材等の育成

ウ．デジタル化の推進（AI活用等）
エ．国際競争の中での研究力強化

重
視
す
べ
き
観
点

高
等
教
育
政
策
の
目
的

「質」の向上

「規模」の適正化

「アクセス」確保

：教育研究の質の向上を図ることであり、
学生一人一人の能力を最大限高めること

：社会的に適切かつ必要な高等教育機会の
量的な確保

：地理的・社会経済的な観点からの高等教
育の機会均等の実現

３つの目的（価値）は、常
に調和するわけではなく、
トレードオフの関係になる
こともあり得るため、価値
の選択と調整が必要

高
等
教
育
が

目
指
す
姿

我が国の「知の総和」の向上

直
面
す
る
課
題

未
来
像
・
人
材
像

目指す未来像

育成する人材像

一人一人の多様な幸せと社会全体の豊かさ(well-being)
の実現を核とした、持続可能な活力ある社会

持続可能な活力ある社会の担い手や創り手として、真に
人が果たすべきことを果たせる力を備え、人々と協働し
ながら、課題を発見し解決に導く、学び続ける人材

62.7万人 59.0万人 46.0万人（約27％減）
（2021） （2035） （2040）

大学進学者数推計
（出生低位・死亡低位）

社会の変化

高等教育を取り巻く変化 学修者本位の教育への転換等

世界：環境問題、国際情勢の緊張化、AI進展 等
国内：急速な少子化、労働供給不足

①教育研究の観点 ②学生への支援の観
点

③機関の運営の観点 ④社会の中における機関の観点

ア．学生の多様性・流動性の
向上（留学生、社会人、障
害のある学生等）

イ．学生への経済的支援充実
（社会全体で支える学生の
学び）

ア．高等教育機関の多様性確
保

イ．高等教育機関の運営基盤
の確立（ガバナンス改革等)

ウ．国際化の推進
（留学モビリティ拡大等）

ア．社会との接続・連携強化
イ．人材育成等を核とした地方創
生の推進

ウ．初等中等教育との接続の強化
エ．情報公表による信頼獲得
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我が国の「知の総和」向上の未来像 ～高等教育システムの再構築～ （答申）要旨②
中央教育審議会（令和７年２月21日）

２．今後の高等教育政策の方向性と具体的方策
①

（１）教育研究の「質」の更なる高度化

多様な学生の受入れ促進（外国人留学生や社会人等）
ア．多様な学生の受入れ推進
○多面的・総合的な入学者選抜の推進
○転編入学等の柔軟化
➣転編入学の増加を図るための定員管理の見直し 等

○障害のある学生への支援等

イ．留学モビリティ拡大
○外国人留学生等の受入れや日本人学生の派遣の推進、国際化のための体制整備
➣経済的支援の充実 ➣多文化共修環境整備 ➣留学生の定員管理方策の制度改善等

○適切な在籍管理、技術流出防止対策の徹底・強化 等

ウ．社会人の学びの場の拡大
○教育環境の整備
➣産業界と連携した教育プログラム開発

○産業界・地方公共団体等との組織レベルでの連携推進

エ．通信教育課程の質の向上
○時代の変化を踏まえた通信教育課程の在り方の見直し
➣通信教育課程の更なる質の向上のための制度改善や学生支援に向けた検討 等

研究力の強化
○研究の質向上に向けた研究環境の構築
➣研究開発マネジメント人材等の量的不足解消
・質向上

➣大学共同利用機関等の機能強化 等
○研究環境の低下要因を取り除くための業務
負担軽減の推進
➣研究と教育それぞれに重点を置く教員の活用
促進

➣形式的な会議の見直し 等

情報公表の推進
○情報公表の内容・方法の改善

➣高等教育機関の情報を横断的に比較
できる新たなデータプラットフォーム
（Univ-map(ユニマップ)（仮称））
の構築

○全国学生調査の活用

大学院教育の改革

ア．質の高い大学院教育の推進
○体系的な大学院教育課程の編成の推進
➣修士・博士５年一貫プログラムの構築(特に自然科学系)等

○学士課程から博士課程までの連続性向上・流動性促進
➣学士・修士５年一貫教育の大幅拡充（特に人文・社会科
学系）等

イ．幅広いキャリアパスの開拓推進
○多様なフィールドで一層活躍するための環境構築、
多様な進学者の受入れ促進
➣学位の質保証を前提とした社会人の修士・博士の１年
での学位取得推進 等

学修者本位の教育の更なる推進
ア．学びの質を高めるための教育内容・方法の改善
○学生が主体的・自律的に学修するための環境構築
➣教学マネジメント指針の見直し ➣同時履修科目の絞り込み促進
➣レイトスペシャライゼーションを促進するための定員管理制度の弾力化等

○「出口における質保証」の促進
➣厳格な成績評価や卒業認定の実施 ➣成績優秀者への称号授与 等

○高大接続を踏まえた大学入学者選抜等の改善
○遠隔・オンライン教育の推進

イ．新たな質保証・向上システムの構築
○大学設置基準及び設置認可審査の見直し
➣基幹教員の配置に係る基準や指導補助者の基準等について制度改善

○認証評価制度の見直し
➣在学中にどれくらい力を伸ばすことができたのか等を含む教育の質を数段階
で評価する新たな評価制度への移行
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我が国の「知の総和」向上の未来像 ～高等教育システムの再構築～ （答申）要旨③
中央教育審議会（令和７年２月21日）

２．今後の高等教育政策の方向性と具体的方策②

（２）高等教育全体の「規模」の適正化

高等教育機関の機能強化

○意欲的な教育・経営改革を行うための支援
➣一定の規模縮小しつつ、質向上、大学院へ
のシフトを行う大学等への支援

➣デジタル、グリーン等の成長分野への学部
転換支援等の強化

➣職員の高度化の促進 等

○高等教育機関間の連携の推進
➣大学等連携をより緊密に行うための仕組み
の
導入や支援策の検討 等

高等教育全体の規模の適正化の推進

（３）高等教育への「アクセス」確保

地理的観点からのアクセス確保 社会経済的観点からのアクセス確保

○個人への経済的支援の充実
➣高等教育の修学支援新制度等の着実な実施
➣企業等による代理返還の普及促進 等

○高等教育機関入学前における取組促進
➣プッシュ型情報発信
➣アンコンシャス・バイアス（無意識の
思い込み）解消促進

➣キャリア教育促進 等

○厳格な設置認可審査への転換
➣審査時の財産保有要件や経営状況に関する要件厳格
化

➣設置計画の履行が不十分な場合の私学助成減額・
不交付 等

○再編・統合の推進
➣定員未充足や財務状況が厳しい大学等を統合した
場合のペナルティ措置緩和

➣再編・統合を行う大学等への支援 等

イ．都市から地方への動きの促進等
を通じた地方創生の推進

○地方創生を進めるための高等教育
機関への支援
➣国内留学 ➣学生寮整備
➣サテライトキャンパス
➣キャンパス移転

等の取組推進等

○遠隔・オンライン教育の推進
➣大学間連携による授業の共有化 等

○縮小への支援
➣一時的な減定員を戻すことを容易にする仕組み
の創設

➣早期の経営判断を促す指導の強化 等

○撤退への支援
➣在学生の卒業までの学修環境確保
➣卒業生の学籍情報の管理方策の構築
➣残余財産帰属の要件緩和 等

ア．地域ごとのアクセス確保を図るための仕組みの構築
○地域のアクセス確保・人材育成のための協議体構
築
➣地域構想推進プラットフォーム（仮称）（地域の高等教育
機関、地方公共団体、産業界など関係者が議論する協議
体）の構築

➣地方公共団体における高等教育振興担当部署の整備
（連携窓口の明確化等）促進

➣国における司令塔機能の強化 等

○協議体での検討を促す仕組みの整備
➣国による地域ごとの人口予測や分野ごとの産業・雇用
環境の変化等の量的・質的な情報提供

➣コーディネーターの育成・配置 等

○地域にとって真に必要な一定の質が担保された高
等教育機関への支援
➣協議体での議論を踏まえ、国が支援する仕組みの構築
➣地域研究教育連携推進機構（仮称）（大学等連携をよ
り緊密に行うための仕組み）の導入

等
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我が国の「知の総和」向上の未来像 ～高等教育システムの再構築～ （答申）要旨④
中央教育審議会（令和７年２月21日）

３．機関別・設置者別の役割や連携の在り方

○公財政支援の充実
➣基盤的経費助成の十分な確保 ➣競争的資源配分の不断の見直しと充実

○社会からの支援強化
➣代理返還制度の活用推進 ➣寄附獲得の促進

○個人・保護者負担の見直し
➣個人・保護者負担の在り方について個人支援や機関補助とのバランスも勘案
し検討

短期的取組
(２～３年
以内まで)

○教育コストの明確化と負担の仕組みの見直し
➣授業料等の最低ライン設定や公的支援の仕組みの見直しに向けた検討

○高等教育への大胆な投資を進めるための新たな財源の確保
➣税制の在り方や寄附の充実等の検討

中長期的
取組

(５～10年
程度)

①高等教育の
価値
②高等教育へ
の信頼

③必要コストの
算出
④高等教育
投資の在り方

：高等教育は国力の源泉であり、高等教育
への投資は未来への先行投資

：学生の満足度を高め、成長が得られるよう
教育研究活動を高度化し、教育研究の成果
や効果を社会に対して情報公表

：教育コストを明確にした上で、社会に広く
その必要性を訴えかけていくことが必要

：公財政支援、社会からの投資・支援、個人・保
護者負担のどれか一つだけに依存するので
はなく、それぞれについて、高等教育の持
続可能な発展に資するような規模・仕組みを構
築

（１）機関別の役
割
①大学
（学士課程）

※「２．今後の高等教育政策の方向
性と具体的方策」を参照

②専門職大学・
専門職短期大学

実践力・創造力を備えた専門職業人
の育成促進

③大学院・
専門職大学院

※２（１）「③大学院教育の改革」
を参照

④短期大学
時代の変化に応じた役割を踏まえた
短大自身の変革、専攻科修了者の進
学ニーズを踏まえた制度改善

⑤高等専門学校 高専教育の高度化・国際化の推進

⑥専門学校 実践的な職業教育の推進、社会人・
留学生の受入れ拡大

①国立大学

社会を先導する人材を、地方をはじめ全国で育成するための教育機会の確保、
国として継続的に実施すべき多様な研究の実施

国立大学の学部定員規模の適正化（修士・博士への資源の重点化を図りつつ、国
際化や地域のアクセス確保にも配慮）や連携、再編・統合の推進に向けた検討
地域の高等教育機関のけん引役としての機能強化

②公立大学
地方公共団体の規模や実態、設置目的に応じた教育研究の実施

地域の実態を踏まえた教育研究の実施や定員規模の適正化（見直しも含め
た地域との継続的な対話、私立大学の安易な公立化の回避）

③私立大学
建学の精神に基づく多様性に富んだ教育研究の実施

意欲的な教育・経営改革や連携を通じた機能強化
規模適正化の推進（設置認可厳格化、再編・統合、縮小、撤退の支援）

（２）設置者別の役割

（３）機能や特性等に着目した政策の重視：それぞれの機能に即した高等教育機関の連携も含め、機能別分化の中で、教育研究の質向上につながる取組を
設置者の枠を超えて支援

上記１～４までを踏まえた、制度改革や財政支援の取組や今後10年程度の工程を示した政策パッケージを策定し、具体的方策の実行に速やかに着手

４．高等教育改革を支える支援方策の在り方

：機関ごとの違い・特色を生かしつつ、
自らの役割を再定義して改善

：役割や機能を踏まえつつ、自らのミッションを改めて見つめ直し、
時代の変化に応じて刷新し、自らの将来を定めていく必要
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令和２年10月30日公表＜参考１＞新たな評価制度への移行・データベース構築（イメージ）

自己改善

自己点検・評価

教育研究活動

大学

各大学の学内での取組
（内部質保証）

第三者評価

大学の教育研究等の総合
的 な 状 況 （ 機 関 別 評
価）

大学評価基準への適合状
況を評価(適合・不適合)

対象：

結果：

対象：

結果：

社会へのアカウンタビリティ

・大学自らの情報公表

・大学ポートレート（※）による各
大学ごとの教育情報の公表
※各大学間の比較不可

・認証評価機関における認証評
価結果の公表

・国民が分かりやすい評価結果の
公表

・新たな評価におけるデータベースと
連携した新たなデータプラットフォー
ム（※）の構築
※各大学間の比較可能

・全国学生調査の結果のフィー
ドバック

現
行
の
仕
組
み

制
度
見
直
し
の
イ
メ
ー
ジ

・大学自らの情報公表の充実

質の改善に向けた組織的な活動
の実施

⇒学修者や進学希望者が各大学
の教育力を把握できるような情報
を公表

学部・研究科等

教育の質を数段階で示す
・定性的評価
・教育情報データベースを活
用した定量的評価

新たな評価制度への移行を通じて、事務手続等の負担軽減を実施

現在の認証評価

新たな評価制度
現在の内部質保証システムの充実
を図りつつ、新たな第三者評価への
連動・活用を通じて内部質保証制
度の更なる実質化を図る
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１．厳格な設置認可審査への転換

設置認可

○ 教員の配置基準等の改善
○ 財産保有や経営状況等の要件の厳格化
○ リスクシナリオ等に関する審査の在り方、審査プロ

セス等の抜本的見直し 等

２．設置計画不履行に対する措置
○ 設置計画の不履行（設置後、一度も定

員
充足率が一定の割合に満たない場合な
ど）に対する私学助成の減額・不交付措
置 等

３．意欲的な教育・経営改革への支援

○ 大学院シフト、留学生、社会人増加大学等への支援
○ 改革やチャレンジに取り組む大学への支援強化
○ 複数大学等の連携による経営改革の支援強化 等

設置計画
履行期間

４．縮小支援、撤退支援

○ 一時的な定員減の仕組みの構築
○ 経営指導の基準となる指標の見直し
○ 規模縮小や撤退に係る指導の強化、経営改善計画

の策定義務付け 等

＜参考２＞高等教育機関全体の規模の適正化（イメージ）

撤
退 縮小

完成年度後

新たな評価制度における教育の質の評価と情報公表
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令和２年10月30日公表

※地理的観点からのアクセス確保の観点からは、都市から地方への動きの促進等を通じた地方創生の推進も重要。

B大学

【大学間連携推進パターン】
地域アクセス確保に資する
共同での教育研究・組織運営
例：多様な学生の受入れ支援、

共同調達等

地方公共団体 産業界・
金融機関等

【産官学連携推進パターン】
左記に加え、地方創生に資する

産官学連携の取組実施

 連携開設科目の開設に加え、地域構想推進プラットフォーム（仮称）等
での議論を踏まえ、地域のアクセス確保・人材育成のための研究・教育の
連携（※）に取り組むことを推奨

地域における大学等間の連携枠組みの強化

地域研究教育連携推進機構（仮称）

 地域の将来ビジョンや大学等の研究・教育の構想・
推進策を地域全体で情報共有・共通認識

 大学等、地方公共団体、産業界等の地域関係者
が一体となって、国と連携しながら地域のアクセス確
保等の取組を支援

地域における協議体の実質化

・地域ごとの高等教育へのアクセス確保を図るための司令塔機能の強化（「地域大学振興室」の新設）
・関係省庁や地域の産官学金等関係者と連携した、地域の高等教育へのアクセス確保・人材育成や地方創生の取組の推進文部科学省

※地域により、地域の範囲の設定や、協議体の構築方法、協議体と大学等連携推進法人との関係・取組の進め方は多様であることに留意。

大学
短大
高専等

労・言等
地域関係者

地域のアクセス確保・
人材育成等の

在り方・取組を議論

県
市町村
担当部署

産業界
金融機関

コーディネーター配置

＜参考３＞地域の高等教育へのアクセス確保を図るための仕組み（イメージ）

従来

今後

従来

今後発展

連携開設科目を中心とした大学等連携推進法人(※)の取組

発展

地域構想推進プラットフォーム（仮称）

※地域連携プラットフォームの発展による構築等既存組織の活用も推奨

連携
強化

複数の大学等が地域関係者と恒常的に対話し、
連携を行うための地域連携プラットフォームの取組
※国による「ガイドライン」策定

国
支
援

※入試、多様な学生受入れ支援、キャリア支援等の業務、大学関係施設の共同管理・運営、
事務システムの共同化、共同調達などが想定。また、そのために必要な支援策についても検討。

※文部科学大臣が認定

※支援対象となる地域研究教育連携推進機構（仮称）の位置付けを検討

コーディネーター
配置

コーディネーター
配置 国

支
援

A大学 A大学 B大学

C短大
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我が国の「知の総和」向上の未来像 

～高等教育システムの再構築～ 

（答申） 

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ １ 日 

中 央 教 育 審 議 会 

124



目次

はじめに ...................................................................... 1 

１．今後の高等教育の目指すべき姿 .............................................. 3

（１）直面する課題とこれまでの高等教育政策 .................................. 3

（２）目指す未来像 .......................................................... 4

（３）育成する人材像 ........................................................ 4

（４）高等教育が目指す姿 .................................................... 5

（５）高等教育政策の目的 .................................................... 6

①「質」について .......................................................... 6

②「規模」について ........................................................ 6

③「アクセス」について .................................................... 6

④３つの目的の関係 ........................................................ 7

（６）重視すべき観点 ........................................................ 8

①教育研究の観点 .......................................................... 8

②学生への支援の観点 ..................................................... 11

③高等教育機関の運営の観点 ............................................... 12

④社会の中における高等教育機関の観点 ..................................... 14 

２．今後の高等教育政策の方向性と具体的方策 ................................... 17

（１）教育研究の「質」の更なる高度化 ....................................... 17

①学修者本位の教育の更なる推進 ........................................... 17

②外国人留学生や社会人をはじめとした多様な学生の受入れ促進 ............... 22

③大学院教育の改革 ....................................................... 27

④研究力の強化............................................................ 32

⑤情報公表の推進 ......................................................... 34

（２）高等教育全体の「規模」の適正化 ....................................... 36

①高等教育機関の機能強化 ................................................. 36

②高等教育機関全体の規模の適正化の推進 ................................... 38

（３）高等教育への「アクセス」確保 ......................................... 42

①地理的観点からのアクセス確保 ........................................... 42

②社会経済的観点からのアクセス確保 ....................................... 47 

３．機関別・設置者別の役割や連携の在り方 ..................................... 49

（１）機関別の役割 ......................................................... 49

①大学（学士課程） ....................................................... 49

②専門職大学・専門職短期大学 ............................................. 50

125



③大学院・専門職大学院 ................................................... 50

④短期大学 ................................................................ 51

⑤高等専門学校............................................................ 51

⑥専門学校 ................................................................ 52

（２）設置者別の役割 ....................................................... 53

①国立大学 ................................................................ 53

②公立大学 ................................................................ 54

③私立大学 ................................................................ 55

（３）機能や特性等に着目した政策の重視 ..................................... 56 

４．高等教育改革を支える支援方策の在り方 ..................................... 57

（１）基本的な考え方 ....................................................... 57

①高等教育の価値 ......................................................... 57

②高等教育への信頼 ....................................................... 58

③必要コストの算出 ....................................................... 58

④高等教育投資の在り方 ................................................... 58

（２）今後取るべき方策 ..................................................... 62

①短期的取組 .............................................................. 62

②中長期的取組............................................................ 62 

おわりに ..................................................................... 64 

（補論１）近年の社会を取り巻く変化 ........................................... 65

（補論２）近年の高等教育を取り巻く変化 ....................................... 69

（補論３）これまでの高等教育政策 ............................................. 77

126



1 

はじめに

危機は今、我々の足下にある。その危機とは、急速な少子化をはじめとした国内外の諸

情勢の急激な変化にほかならない。少子化は、我が国の産業・経済、文化・学芸などあら

ゆる分野の繁栄と、都市と地方の均衡ある発展を大きく減速させる。これらは目をそらす

ことのできない事実であり、我々はまず、この現実を直視すべきである。 

令和５（2023）年の日本人の年間出生数は、72 万 7,277 人となり過去最少 1を更新し、

令和６（2024）年も 70 万人を下回ることが予想される。出生低位推計によれば、我が国の

総人口は、2052 年に１億人を割り、2070 年には 8,024 万人になるものと推計されている
2。これは、今高等教育を修了しようとする者が社会の中枢で活躍するような近い将来であ

る。 

また、世界に目を転じれば、分断化する国際情勢や気候変動などの環境問題、AI の進展

による効率化とリスク等、社会を取り巻く状況は大きく変化している。そのような世界的

なリスクにさらされる中において、平和を尊び、粘り強い対話を通じた合意の形成を志向

する社会の実現に向けて、我が国の高等教育機関が貢献できることは決して少なくない。 

我々は急速に進展する少子化への対応や世界的なリスクという避けて通ることのでき

ない課題に真正面から向き合い議論を重ねてきた。教育の現状を変革できなければ、国力

は著しく低下することとなる。したがって、少子化へは決して規模や活動の縮小といった

後ろ向きな対応ではなく、この危機を、大学をはじめとする高等教育機関の活動を強じん

なものとし、国内外の社会課題の解決に貢献することにより、社会全体の活性化を促す好

機 3 と捉え、これまでの約１年５か月間、正に新たな我が国社会の将来を方向づける最大

の国家プロジェクトの一つという強い認識の下で議論を重ねてきた。 

大学をはじめとする高等教育機関の役割は、学修者一人一人の可能性を最大限伸ばすこ

とによって社会の発展の原動力となる優れた人材の育成、人類の知的資産の継承と未来を

拓く新しい知の創造、知的資源を活用した社会の発展や文化の創造、国際協力への積極的

な貢献等幅広いものであり、個人のみならず社会全体にも価値あるものである。このよう

な役割を担う我が国の高等教育に関する政策は、「計画と規制」から「将来像の提示と政策

誘導」への時代と転換してきた。その中で、大学への入学定員は増加し続けるとともに、

進学率も上昇してきた。しかし、これから先の急速な少子化は、中間的な規模の大学が 1

年間で 90 校程度、減少していくような規模で進んでおり 4、定員未充足や募集停止、経営

破綻に追い込まれる高等教育機関が更に生じることは避けられない。高等教育の規模が縮

小するということは、特に地方 5 においては、質の高い高等教育へのアクセスが確保され

1 明治 32（1899）年の統計開始以来。 
2 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（令和５（2023）年４月） 
3 我が国においては、江戸時代後期に人口停滞期を迎えたが、幕末期には漢学・国学・算学・医学・洋学など数多くの私

塾が全国的に成立し、ある種の知的成熟が起こったとの指摘もある。 
4 2040 年度頃の大学・短期大学への進学者数の増減が年間 23,355 人の減少と推計される一方で、2023 年度の大学・短

期大学の入学定員の中央値が 270 人であることから推計。 
5  「地方」及び「地域」の用語については、地理的な特性に着目する場合は「地方」を、機能的な特性に着目する場合は

「地域」を用いる。また、「地域」の主体として、地方公共団体、産業界、金融機関など、様々なステークホルダーが

想定される。加えて、「地域」の範囲は多様なものであり、例えば都道府県と一致する等、あらかじめ画定することは
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2 

ない事態も想定される。これらへの対応は待ったなしとも言うべき状況にある。 

そして、高等教育機関の偏在と学びたい学問が学べないという影響を直接受けるのは、

未来を創り出す若者であり、高等教育機関の卒業生の規模縮小と人材不足の影響を受ける

のは、我が国の社会全体である。若者の夢を止めることはもちろんのこと、社会全体の希

望を失わせることは決してあってはならない。全ての人が、我が国で暮らしていてよかっ

たと感じることができる社会を創っていくことが求められる。 

大学をはじめとした高等教育機関の在り方の見直しは、その場しのぎで対応できるもの

ではない。正に今、我々の世代で解決する姿勢が求められる。そのためには、これまでの

発想を大きく転換することも求められる。国や大学等の高等教育機関関係者はもちろん、

地方公共団体や産業界、初等中等教育関係者、高等教育機関への進学者やその保護者等、

ひいては社会全体が、高等教育に対するマインドを変えていかなければならない。 

本答申が、今後の高等教育、ひいては我が国の未来を創造していくに当たっての羅針盤

となることを願ってやまない。 

妥当ではない。我が国の地方公共団体が都道府県・市町村の２層制であることも踏まえつつ、ステークホルダー等の議

論の下で、交通網の整備状況や歴史的背景等、地域の実態に応じたふさわしい地域の単位（範囲）が形成されることが

期待される。 
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１．今後の高等教育の目指すべき姿

（１）直面する課題とこれまでの高等教育政策

世界では、気候変動などの環境問題、食料・水・資源・エネルギー等の不足、人口の

爆発的な増加、緊張化する国際情勢、世界経済の不安定化、AI の進展による効率化とリ

スクなどの課題に直面している。このような世界情勢に加え、我が国において、最も重

要な課題の一つは少子化である。18 歳人口が昭和 41 （1966）年をピークに減少を続けて

おり、令和６（2024）年現在約 63 万人いる大学進学者数は、2040 年には約 17 万人減の

約 46 万人となり、現在の定員規模の約 73％へと大幅に減少すると予測される 6。少子化

と同時に高齢化も進むことから、生産年齢人口の減少による様々な分野での労働供給の

不足が予測され、超高齢社会を支える成長ができるのかも課題となる。また、産業界で

はデジタルトランスフォーメーション（DX）等に対応できる人材を求めているが、我が

国はデジタル競争力で後れを取っており、社会的ニーズに対応した人材育成が進まなけ

れば一層の人材不足が懸念される。さらに、地方創生の取組が本格的に始まってから 10

年が経過し、成果も見られる一方で、地方が厳しい状況にあることを重く受け止める必

要がある。このような社会的変化に対して、解決策を講じていくことが急務となってい

る 7。

社会の変化に伴い、高等教育を取り巻く状況も変化している 8 。初等中等教育段階の

学びも大きく変化しており、それを受けて進学してくる学生に対して、どのような高等

教育を提供していくかが問われることになる。また、学生の学修時間が依然として短い

ことが指摘されているが、各大学での学びの質と量を確保するための仕掛けである教学

マネジメントの取組は道半ばであり、学修者本位の教育を実現すべく、教学マネジメン

トの確立、学生への教育支援体制の整備等、不断の取組が不可欠である。さらに、国際

的な学生等の流動性が拡大し、留学生獲得競争が激化していることや、リカレント教育 ・

リスキリングの必要性の高まり、障害のある学生への支援の充実の必要性、デジタル化

への対応の必要性等も指摘されている。また、教育面のみならず、我が国の相対的な研

究力の低下も深刻な問題となっており、研究力向上に向けた取組を進めることは必須で

ある。加えて、高等教育機関と地方公共団体との連携に関しても各地域で差が見られる。 

これまでの高等教育政策は、設置認可や補助金を通じた「量」に関する政策、制度改

正を通じた「質」に関する政策、経済的支援に関する政策、大学運営に関する政策等が

展開されてきたところである 9 が、上記のような社会や高等教育を取り巻く状況も踏ま

えながら必要な手立てを講じていくことが求められる。 

6 今後の進学動向等の変化によって、当該推計に変動があることに留意が必要である。 
7 補論１参照。 
8 補論２参照。 
9 補論３参照。
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（２）目指す未来像

このように、急速な人口減少をはじめとする社会変化や高等教育を取り巻く状況の変

化を踏まえ、我々が目指す未来像とは、一人一人の多様な幸せ 10 と社会全体の豊かさ

（well-being）の実現を核とした、持続可能な活力ある社会であり、このような社会を、

未来を担う次世代の全ての若者に引き継いでいく必要がある。 

持続可能な社会となるためには、世界が直面する地球環境問題や食料・水資源・エネ

ルギー等不足の解決、国際社会の平和と安定は欠かせない。

我が国においても、全体としての持続的な成長や、地方がそれぞれの特性に応じて発

展していくことが重要である。そのためには、女性や高齢者、障害者、我が国以外の国

籍を持つ者を含む多様な人材の労働参加、一人一人の生産性の向上、イノベーションや

先端研究の成果がもたらす技術革新のいずれもが必要である。また、責任ある国際社会

の一員として、我が国が国際的な規範の形成を主導していく上で、我が国の発言力や国

際プレゼンスを向上させることも求められる。そして、多様な人々が理解し、尊重し合

える社会を構築していくことも極めて重要である。 

（３）育成する人材像

このような未来像を実現するために必要な資質・能力とは、生成 AI 等の技術革新が進

む社会 11において AI に代替されるのではなく、AI をはじめとしたデジタル等の最先端

の技術も使いこなし、持続可能な社会の担い手や創り手として真に人が果たすべきこと

を果たせる力といえる。これは、 「主体性」、「リーダーシップ」、「創造力」、「課題設定・

解決能力」、「論理的思考力」、「表現力」、「集中力・粘り強さ」、「コミュニケーション能

力」等の資質・能力と言い換えることもでき、一人一人がそれぞれの個性に応じて身に

付け、伸ばすことで、その能力を発揮していくことが期待される 12。また、これらの基

盤として、社会の発展に貢献する志や、人間力 13も求められる。 

その上で、このような資質・能力を一人一人が身に付けながら、社会・生活基盤を支

える人材、地域の成長・発展をけん引する人材、世界最先端の分野やグローバルな競争

環境で活躍する人材などの厚みのある多様な人材を育成していくことが求められる。そ

して、このような人材が社会に輩出されていく中で、多様な文化的背景に基づく価値観

を持った人々が協働し、各々が持つ資質・能力を最大限生かしながら、身近なものから

地球規模のものまで様々な課題を発見し、解決していくことが期待される。 

また、社会が変革するスピードが今後より一層早まっていく中において、誰もが生涯

にわたり意欲をもって学び続けていくことも求められる。 

10 この幸せとは、経済的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさや健康も含まれる。 
11 なお、生成 AI の台頭が産業界において中間管理職の存在に大きな変化をもたらし、会社の方向性を決めるトップマ

ネジメントの下、一義的に事務を手掛けるフロントラインの占める割合が飛躍的に高まることが予想されるとの指摘

もある。
12 生成 AI 時代の DX 推進に必要な人材・スキル（リテラシーレベル）として、①マインド・スタンス（変化をいとわず

学び続ける）やデジタルリテラシー（倫理、知識の体系的理解等）、②言語を使って対話する以上は必要となる指示（プ

ロンプト）の習熟、言語化の能力、対話力（日本語力含む）、③経験を通じて培われる、「問いを立てる力」・「仮説を立

てる力・検証する力」が重要との整理もある。（デジタル時代の人材政策に関する検討会「生成 AI 時代の DX 推進に必

要な人材・スキルの考え方 2024～変革のための生成 AI への向き合い方～」（令和６（2024）年６月））
13 例えば、人間力戦略研究会「人間力戦略研究会報告書」（平成 15（2003）年４月）も参照。
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（４）高等教育が目指す姿

このような人材を育成するとともに、研究を通じたイノベーションの創出等を通じて、

上記に掲げる社会を実現するために、高等教育が目指す姿とは、我が国の「知の総和」

を向上させることである。 

「知の総和」は、人の数と、人の能力の掛け合わせで決まる。高等教育機関は、未来

を担う人材の育成や、社会の新たな価値の創出に欠かせない役割を果たしており、教育

と研究の機能をこれまで以上に強化することによって社会に貢献しながら、「知の総和」

を向上する中心的な役割を果たすことが求められる。そして、生み出された「知の総和」

を社会へと実装していくことが必要である。この高等教育機関の果たし続ける役割こそ、

我が国が更なる成長・発展を遂げていくに当たって欠かせないものである。 

また、高等教育機関で学ぼうとする意欲がある全ての者が高等教育を享受でき、同時

に、経済成長では測りきれない、幸せや生きがい、豊かさを感じられる個人が成長でき

る場、そして多様な学生と教職員をはじめとするステークホルダーが集う場としての高

等教育機関の役割も必要である。 

このようなことを踏まえ、 「知の総和」の向上のためには、教育研究の質を上げ、社会

的に適切な規模の高等教育機会を確保し、地理的・社会経済的な観点からのアクセス確

保によって高等教育の機会均等の実現を図ることが必要であり、このことが高等教育政

策の目的となる。その際、少子化が進行する中で、地域における教育機会の確保や高等

教育機関間の連携等を通じた高等教育の機能強化が最も重要となる。特に、地方の高等

教育機関が担う多面的な役割を考慮し、地域との連携を強化することが求められている。 

関連して、高等教育政策において重視すべき観点が種々想定される。その際、高等教

育の担い手は、国内外の様々な環境の変化を踏まえて、設置者の違いにかかわらず、そ

れぞれの強みや特色を生かして、互いに協力と切 磋
さ

琢
た く

磨をしながら、学修者の目線に

立った教育の充実や、研究力の強化、またこれらの成果を生かした社会貢献を行うこと

ができるよう、既存組織の運営の最適化ではない大きな視点で、あるべき姿を追求する

ことが必要である。 

そして、 「知の総和」を我が国の成長につなげていくためには、イノベーションを通じ

た技術進歩との相乗効果も必要である。 

その上で、それぞれの目的を実現するために、より具体的かつ実効性ある政策を適宜

適切なタイミングで講じていくことが必須である。 
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（５）高等教育政策の目的

「知の総和」の向上のために高等教育政策を実施する上で、政策目的（追求すべき価

値）として、「質（Quality）」「規模（Size）」「アクセス（Access）」を設定する。 

①「質」について

「質」とは、教育研究の質の向上を図ることであり、学生一人一人の能力を最大限高

めることが必要である。 

ここで、特に教育の質の向上に当たっては、「2040 年に向けた高等教育のグランドデ

ザイン（答申）」（以下「グランドデザイン答申」という。）でも列記されている「何を学

び、身に付けることができるのかが明確になっているか」、「学んでいる学生は成長して

いるか」、「学修の成果が出ているのか」等、学修者の視点が重要な要素である。その上

で、各機関が目指す機能を踏まえ、このような観点に基づく質の高い教育を通じて、学

生一人一人が主体的・自律的な学修者としての成長を実感できるようにすることが必要

である。その際、同答申でも示されているとおり、社会人や外国人留学生を含め、多様

な価値観を持つ多様な人材が学び合う環境を確保することが必要である。また、 「知の総

和」の観点からは、大学院で学ぶ者を増やすことも必要である。 

他方で、研究の質の向上に当たっては、大学は常に独自性と先進性に満ち、新たな知

を生み出す活動を展開し続ける必要がある 14。 

②「規模」について

「規模」とは、社会的に適切かつ必要な高等教育機会を量的に確保することである。 

進学者の観点からは、18 歳で入学する学生の進学率は継続的に上昇している。今後も

知識基盤社会が一層進展する中で、大学進学率は一定程度上昇していくことが想定され

ている。18 歳人口の減少という少子化の状況を踏まえつつ、「知の総和」を実現するた

めの適切な高等教育が行われるよう、全体の規模の適正化を図っていくことが必要であ

る。その際、社会人や外国人留学生に関しても、引き続き受入れを促進することが重要

である。 

他方で、高等教育機関を卒業した者に対する需要を考慮することも重要であるが、学

修歴や資格と具体的な仕事の内容との対応関係が必ずしも明確でない我が国の社会状

況において、高等教育機関の卒業生の必要量を算定することに限界はある。 

まずは、各地域や高等教育機関において、将来的に必要となる人材需要等を産業界等

と共に分析するなどしながら、学部学科等の組織の見直しを行っていくとともに、国際

社会と比較して低水準の状況である大学院修了者の増加に向けた取組等を進めていく

ことが求められる。 

③「アクセス」について

「アクセス」とは、地理的・社会経済的 15な観点からの高等教育の機会均等の実現を

14 中央教育審議会大学分科会質保証システム部会「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について（審議

まとめ）」（令和４（2022）年３月） 
15 家庭の世帯年収や保護者の学歴等により測定される子供の家庭背景。 132
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図ることである。 

性別や居住地、家庭背景の違いによって高等教育機関への進学率が異なるという現状

があり、格差の固定化を防ぐ観点からも、意欲のある者が進学をあきらめない社会の実

現を目指す必要がある。 

④３つの目的の関係

「質」、「規模」、「アクセス」の３つの目的（価値）は、常に調和するわけではなく、

トレードオフの関係になることもあり得るため、価値の選択と調整が必要である。その

ため、バランスよく、かつ効果的に達成するための制度及び資源配分の在り方について、

幅広いステークホルダーの議論を踏まえながら検討することが重要である。

今後、少子化が大幅に進展し、特に、学士課程段階への進学者の規模の縮小が進んで

いくことになるが、その際、各地域において、高等教育機関の置かれている状況や設置

者別の高等教育機関数、高等教育機関への進学率が異なる中で、少子化の進行に伴う経

営環境の深刻な悪化やガバナンスの機能不全等により高等教育機関が経営破綻に至る

こと、見方を変えれば、学生が学びたい場所で、安心して学びたいことを学ぶことがで

きる条件・環境が確保できなくなることが想定される。したがって、個々の高等教育機

関や進学者に委ねるのみでは、現在のような都市部への集中が引き続き予想されること

から、このような事態を防ぎ、地域における「アクセス」を確保するための方策を講じ

ることが必要である。 

また、「規模」の適正化や「アクセス」の確保を進めることを契機として、今後の我が

国の社会を活性化し、「知の総和」を向上していくためには、「質」の向上は不可欠であ

る。今後の高等教育機関は、「質」の保証はもとより、常に教育研究の質を向上するため

の不断の取組を行っていくことが求められ、そのような取組を行う機関こそが、高等教

育を提供すべきである。 

すなわち、今後の高等教育政策の展開に当たっては、急速な少子化等を踏まえた高等

教育全体の「規模」の適正化を図りつつ、それによって失われるおそれのある「アクセ

ス」確保策を講じるとともに、「規模」の縮小をカバーし、「知の総和」を向上するため

に「質」を高めることで、高等教育システムを再構築していくことが必要である。
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（６）重視すべき観点

今後の高等教育の目指す姿を実現するに当たっては、特に以下に示す教育研究の観点、

学生への支援の観点、高等教育機関の運営の観点、社会の中における高等教育機関の観

点が重要である。 

①教育研究の観点

ア．未来社会を担う人材に必要な資質・能力の育成

教育基本法 16及び学校教育法 17の規定や、中央教育審議会答申、政府及び関係機関に

おける様々な提言・分析 18においてこれまで示されてきた、「ユニバーサル段階」におけ

る高等教育機関が育成するこれからの時代を担う人材に必要とされる資質・能力は、 「21

世紀型市民 19」や「各専攻分野を通じて培う学士力 20」、「2040 年に必要とされる人材 21」

のように、基礎的で普遍的な知識・理解、汎用的な技能等が中核とされている。これは、

（３）で示した今後育成する人材像とも重なる。

特に、我が国の学士課程教育は、特定の学問分野に基づき学部・学科等が組織され、

所属する学生に対して初年次から専門教育を実施する形が多くみられるが、現代は、専

門を生かすための前提となる基礎的・汎用的な能力や分野を超えた専門知を組み合わせ

て、「総合知 22」の創出・活用が必要とされる時代である。情報基盤社会の基盤的リテラ

シーを身につけた上で、専門知そのものの深掘り・広がりとともに、専門知を持ち寄っ

て多様な他者と対話し、交流・融合・連携を進めることにより、知の活力を生み出すこ

とのできる人材が求められる。

このような観点から、リベラル・アーツ教育 23を中核に据えた学位プログラムや文理

16 平成 18 年法律第 120 号 
17 昭和 22 年法律第 26 号 
18 教育未来創造会議「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について（第一次提言）」（令和４（2022）年５

月）、未来人材会議「未来人材ビジョン」（令和４（2022）年５月）、厚生労働省「令和４年版労働経済の分析－労働者

の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進に向けた課題－」（令和４（2022）年９月）、科学技術・学術

政策研究所「第 11 回科学技術予測調査 S&T Foresight 2019 総合報告書」（令和元（2019）年 11 月）」、令和国民会

議「「人口減少危機を直視せよ」−人が成長し、産業がかけ合わさり、地域がつながる−」（令和５（2023）年６月）、一

般社団法人日本経済団体連合会「提言「新しい時代に対応した大学教育改革の推進‐主体的な学修を通じた多様な人材

の育成に向けて–」（令和４（2022）年１月）等を参照。 

19  専攻分野について専門性を有するだけではなく、思考力、判断力、俯瞰
ふ か ん

 力、表現力の上に、幅広い教養を身に付け、

高い公共性・倫理性を保持しつつ、時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、論理的思考力を持って社会を改善して

いく資質を有する人材（中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像（答申）」（平成 17（2005）年１月）） 
20 (1)知識・理解、(2)汎用的技能、(3)態度・志向性、(4)総合的な学習経験と創造的思考力（中央教育審議会「学士課

程教育の構築に向けて（答申）」（平成 20（2008）年 12 月）（以下「学士課程答申」という。）） 
21 情報基盤社会において、基礎的で普遍的な知識・理解等に加えて、数理・データサイエンス等の基礎的な素養を持ち、

正しい大量のデータを扱い、新たな価値を創造する能力。人工知能（AI）等の技術革新が進む中においては、AI に果た

せない真に人が果たすべき役割を十分に考え、実行できる人材（グランドデザイン答申） 
22  内閣府科学技術・イノベーション推進事務局「「総合知」の基本的考え方及び戦略的に推進する方策 中間とりまと

め」（令和４（2022）年３月）によれば、「多様な「知」が集い、新たな価値を創出する「知の活力」を生むこと」であ

り、「多様な「知」が集うとは、属する組織の「矩」を超え、専門領域の枠にとらわれない多様な「知」が集うこと」、

「新たな価値を創出するとは、安全・安心の確保と Well-being の最大化に向けた未来像を描くだけでなく、社会実装

に向けた具体的な手段も見出し、社会の変革をもたらすこと」、「これらによって「知の活力」を生むことこそが「総合

知」であり、「総合知」を推し進めることが、科学技術・イノベーションの力を高めることにつながる。」とされている。 
23 リベラル・アーツの起源は、古代ローマにおける自由（liberal）市民に必要な学芸（arts）としての言語と数学系の

諸科にあり、生産階級である奴隷（servile）の技芸（arts）に対していった。それは、中世ヨーロッパの大学におい
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横断・文理融合教育 24を通じた課題解決力等の 涵
か ん

養に重点を置いた学位プログラム等

に取り組むことが重要である。 

その際、現代社会のあらゆる分野におけるデジタル化等の進展を踏まえれば、数理・

データサイエンス・AI に関する基礎的な理解やリテラシーに加え、情報や AI を適切に

利活用する能力等は市民的素養として培うことがますます重要になっていることにも

留意が必要である 25。 

また、専門知の深さと併せて、俯瞰
ふ か ん

的・横断的な視野、異なる複数の学問分野のアプ

ローチを用いて思考することのできる、いわば「文理複眼」的な思考力等を 涵
か ん

養するこ

とも求められる。 

あわせて、グローバル化の進展により一国では解決できない課題に世界が直面する中、

外国人留学生との交流や留学等による国際経験を通じて多様性や異文化を尊重する姿

勢を養い、国際社会の一員として国際的な視野を持ち地域社会の活性化や日本の成長を

支える人材の育成が急務である。 

イ．成長分野を創出・けん引する人材等の育成

デジタル化の加速度的な進展と脱炭素の世界的な潮流は、これまでの産業構造を抜本

的に変革するだけではなく、労働需要の在り方にも変化をもたらすことが予想される。

そのような状況において、我が国の持続的な成長・発展を実現するためには、成長が見

込まれる分野や複雑化する地域課題の解決をリードする高度専門人材が不可欠であり、

その育成の中核を担うのは大学、専門職大学、高等専門学校等の高等教育機関である。 

高等教育機関において、デジタル・半導体、グリーン 26等の人類の新たな課題に挑戦

していく成長分野への転換や、農業、観光等の地域を支える分野の振興、前述の文理横

て、文法・修辞・論理の言語系３学（trivium）と算術・幾何・天文・音楽の数学系４学（quadrivium）の７自由学芸

として哲学（学芸）部に定着し、特定の職業からの拘束を受ける神・法・医の専門職学部の諸学芸に対して自由な学芸

とされ、また一方でそれらの教育のための基礎学芸と位置づけられた。近代のそれはアメリカの大学で確立した概念

で、自由人に相応しい、特定の職業のためではない、一般的な知力を開発する学芸を意味し、言語・数学系の諸科と人

文科学、社会科学、自然科学の諸学芸を指す。これらの諸科は学芸（文芸）科学学部（faculty of arts (letter）and 

sciences ）等を構成し、古典的な神・法・医及び近代的な工、農、経営、教育等の専門職学部（professional schools）

における職業系諸科に対する。一部に、近代科学とその生み出す技術（science and technology）の知を別種のものと

みて、それらを除いた諸科をリベラル・アーツとみる向きもある。なお、リベラル・アーツは教養と訳されるが、教養

の英訳がカルチャーつまり文化一般であるのに対して、リベラル・アーツはディシプリン（方法）を持った諸科目であ

り、リベラルアーツ・カレッジにおいても、一般教育に加えリベラル・アーツ分野の専攻の学習が課されるのが通常で

ある。（学士課程答申） 
24  「文理横断」と「文理融合」については区別をせず、人文・社会科学、自然科学などの様々な学問分野を横断的に学

び、学修の幅を広げるような教育を総称して「文理横断・文理融合教育」としている。学生が様々な学問分野を学ぶこ

とを「文理横断」、人文・社会科学系の学問と自然科学系の知見を組み合わせた文理融合的な学問、例えば環境学等を

「文理融合」と捉えることもできる。 
25 デジタル時代の「読み・書き・そろばん」である数理・データサイエンス・AI に関する、大学、高等専門学校の正規

課程の教育プログラムのうち、一定の要件を満たした優れた教育プログラムを文部科学大臣が認定 ・選定することによ

って大学等の教育実践を後押しする 「数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度」が令和３（2021）年度よ

り実施されている。 
26  カーボンニュートラル目標を表明する国・地域が増加し世界的に脱炭素の機運が高まる中、我が国においても 2030

年度の温室効果ガス 46％削減、2050 年カーボンニュートラルの実現という国際公約を掲げ、気候変動問題に対して国

家を挙げて対応する強い決意を表明している。（ 「GX 実現に向けた基本方針～今後 10 年を見据えたロードマップ～ （令

和５（2023）年２月 10 日閣議決定）」） 135



10 

断・文理融合教育の推進等の機能強化を通じ、産学官が一体となって、未来社会を創出

し、けん引する高度専門人材を育成するべきである 27。 

その上で、今後、社会の変化に応じて、その時々の新たな成長分野等に対して、高等

教育機関が柔軟に対応できるようにすることが重要である。 

ウ．デジタル化の推進

高等教育のデジタル化は、デジタイゼーション（Digitization）28、デジタライゼーシ

ョン（Digitalization）29、デジタルトランスフォーメーション（DX）30の３つのステー

ジに分けられる。現在、一部の高等教育機関において先進的な取組がなされているもの

の、我が国における高等教育のデジタル化が十分に進んでいるとは言えない。 

今後は、教学面では対面授業と遠隔授業の長所を組み合わせるなどした新たな授業形

態の発展や教育・学修データの分析による学修支援や教育改善、AI 等を活用したより効

果的な教育内容・方法の開発、仮想現実（VR）31や拡張現実（AR）32を用いた新しい学修

体験の提供等による高等教育の進化により、学生一人一人の学びの質をより一層高めて

いくことが期待される 33。 

また、経営面では、生成 AI を含むデジタル技術の活用により、様々なデータを組織内

あるいは連携する機関と一元化、共通化することで業務の効率化を高めるとともに、人

的リソースの軽減が図られるなど、各高等教育機関の生産性の向上等が期待される。 

エ．国際競争の中での研究力の強化

科学技術の進歩は、社会変革に必須であり、持続可能性と強じん性を備え、国民の安

全と安心を確保するとともに、一人一人が多様な幸せを実感できる社会の実現を可能に

するのも科学技術、特にデジタルサイエンスの発展である。我が国における少子高齢化

等の課題においても、また世界全体における環境問題等の課題の解決にも科学技術の革

新が必要となっている。これらを支えるのが研究である。 

研究面においては、価値創造の源泉となる基礎研究・学術研究はどの研究がいつ知の

限界を突破するのか、あるいは社会的有用性を持つのか、にわかに判断できないことを

踏まえ、中長期的な視点に立って卓越性と多様性を戦略的に維持・強化し、知的ストッ

クを構築していくことが重要となる。

重厚で多様な知的ストックは、それ自体が知的・文化的価値を持ち、長期的には社会

的・経済的価値を創出するものであるため、価値創造の仕組みが大きく変わる現代にお

27 教育未来創造会議「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について（第一次提言）」においても、「デジタ

ル、人工知能、グリーン（脱炭素化など）、農業、観光など科学技術や地域振興の成長分野をけん引する高度専門人材

の育成」の重要性が指摘されている。
28 アナログ又は物理的な形式からデジタル形式への単なる変更であり、情報のデジタル化と情報の整理が含まれる。
29 デジタル技術による教育のプロセスの個々の高度化や大学教育に新しい価値を生み出すこと。
30 高等教育の DX は、社会のニーズを基に、デジタル技術を活用し、教育を提供するモデルを変革するとともに、組織、

プロセスを変革すること。
31 Virtual Reality。コンピュータ上に CG 等で人工的な環境を作り出し、あたかもそこにいるかのような感覚を体験で

きる技術のこと。
32 Augmented Reality。現実世界の風景にデジタル情報を重ね合わせ、実際は存在しないものを表示させたり、リアルタ

イムに様々な情報を提供したりすることができる技術のこと。
33  文部科学省「大学・高専における遠隔教育の実施に関するガイドラインについて（周知）」（令和５（2023）年３月） 136
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いては、教育研究の自由が保障されている大学こそが、国力の源泉となることを再確認

しておく必要がある。そして、新たな知を社会的・経済的価値の創造に結び付け、更な

る人材育成と持続的なイノベーションの創出を進めていくためにも、大学の研究力を引

き上げていくことが重要である 34。その際、研究セキュリティや研究インテグリティの

確保の視点も踏まえつつ、国際頭脳循環の推進も必要である。 

また、現在、高い能力のある学生が、知の創出の中核を担う博士人材になることを

躊躇
ちゅうちょ

するようになっており、研究を通じた我が国の存在感を高めていく上でも深刻な

問題となっている。個々の学生・研究者の独創的な発想と多様な挑戦を支えていくとと

もに、組織の枠を超えて知を結集し、教育研究環境を整備していくことや、大学院教育

改革の取組を進めていくことも求められる。 

加えて、研究力強化に向け、研究者を魅力ある職業にするため、若手からトップ研究

者に至るまで意欲ある研究者に、魅力ある研究環境を提供すること、特に、安定した環

境の下、挑戦的な研究に打ち込めるような若手研究者への支援強化が重要である 35。 

②学生への支援の観点

ア．学生の多様性・流動性の向上

我が国において、これまで大学等は「18 歳で入学してくる日本人学生を中心とした教

育体制（18 歳中心主義）」として認識されてきた。しかし、今後は、社会人や外国人留学

生など年齢や国籍、性別を問わない幅広い学生が集まる多様な場としていくことを実現

することをより一層目指す必要がある。 

その上で、転入学や編入学等の各高等教育機関の間の接続を含めた流動性を高め、学

生がより多様な学修機会やキャリアパスを実現していくことも必要である 36。 

また、障害のある学生が障害を理由に修学を断念することがないよう、体制や環境を

整えていくことも必要である。 

さらに、人生 100 年時代を見据え、様々な年齢や経験を持つ者が相互に刺激を与えな

がら切 磋
さ

琢
た く

磨するキャンパスを実現するためには、多様なニーズを持った学生が学修

できる体制が必要となる。社会の変化が激しい時代では、必要とされる知識・スキル、

態度及び価値観を身に付け、それを適切に更新していくリカレント教育・リスキリング

が一層求められる。そして、我が国全体で学び直しを推進することにより、高等教育と

リカレント教育を中心とする生涯教育・生涯学習の新たなスタイルが創造され、ひいて

は、学び続ける社会（Learning society）の形成へとつなげ、 「知の総和」の向上を促進

することが期待される。 

34 中央教育審議会大学分科会「教育と研究を両輪とする高等教育の在り方について～教育研究機能の高度化を支える教

職員と組織マネジメント～（審議まとめ）」（令和３（2021）年２月） 
35 内閣府総合科学技術・イノベーション会議「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」（令和２（2020）年１月） 
36 遠方の高等教育機関間で単位互換協定を結ぶなどして、国内交換留学を実施している事例もある。 137
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イ．学生への経済的支援の充実

日本国憲法第 26 条第１項は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に

応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」ことを定め、国民に教育を受ける権利を

保障している。この条項の精神を実現すべく、教育基本法第４条第３項は「国及び地方

公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、

奨学の措置を講じなければならない。」ことを規定し、教育の機会均等を実現するための

国及び地方公共団体の責務を定めている。 

高等教育の受益者は学生本人であると同時に、社会全体である。すなわち、我が国の

将来の社会、経済、文化の発展を支える人材育成という観点からは、高等教育での修学

を経て、経済的に安定した生活を送ることができる者が増加することにより、将来の生

活保護費や医療費、失業給付等の抑制が見込まれるといった社会全体に対する経済的な

効果も期待できる。 

意欲のある学生が、学校種の別、設置者の別にかかわらず、高等教育段階への進学を

断念することのないよう、また進学した学生が学資の捻出のため長時間のアルバイトを

強いられることなく、学業に十分に専念できるよう、学生の学びを社会全体で支えるこ

とが極めて重要である。 

このような視点の下、これまで貸与型奨学金を通じた支援や、奨学金返還の負担軽減、

「高等教育の修学支援新制度」の導入・拡充、地方公共団体や企業等による奨学金の返

還支援等の取組が進められており、今後も、これらの取組を着実に進めた上で、その実

施状況や効果等を検証しつつ、高等教育費の負担軽減に取り組んでいくことが必要であ

る。 

③高等教育機関の運営の観点

ア．高等教育機関の多様性の確保

教育基本法第７条第１項では、「大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を

培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提

供することにより、社会の発展に寄与するもの」と規定しており、大学には、教育、研

究、社会貢献の役割が明示されている。 

また、学校教育法では、それぞれの高等教育機関の目的が規定され、それを達成する

ため、世界水準の教育研究の推進や、地域における人材育成、産業振興への貢献等、様々

な活動を行っている。このように、多様な高等教育機関を形成しており、引き続き、こ

れらの高等教育機関そのものの多様性の確保を図るべきである 37。 

さらに、高等教育機関が多様性を発揮するためには、各機関は自らの強みや特色を意

識して発展の方向を明確にすることのみならず、地域連携プラットフォームや大学等連

携推進法人の仕組み等を活用し、複数の高等教育機関が連携することで、各機関が機能

を補い合い、それぞれの持つ強みを強化していくことも必要である 38。 

37 年齢や職業、障害など多様な背景を持つ学生の受入れにおいては、通信制の高等教育機関が果たす役割も大きい。 
38 なお、大学や地方公共団体が大学校と連携する事例も存在する。 138
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イ．高等教育機関の運営基盤の確立

これまでの累次の法改正により、ガバナンス改革は着実に実施されてきた 39。

これらの取組を踏まえつつ、今後、高等教育機関が、地域社会や産業界等の声や期待

に応えるためには、自らの特色や強みを把握し、発揮するために必要な体制の整備を図

り、その体制を不断に見直すことが必要である。また、社会等からの信頼を得て今後も

持続可能な発展を遂げるためには、自らが主体性をもって実効性のあるガバナンス改革

を推進するとともに、自らの取組を対外的に発信することで、高等教育機関の公共性を

更に高めることも重要である。 

あわせて、高等教育機関が自らの判断で社会の変化等に対応して多様で特色のある活

動を展開できるようにするためには、教育研究の質が十分に確保されていることを前提

とした上で、自主性・自律性をより向上させるための取組を講じていくことが必要であ

る。 

また、「知の総和」の向上に向けて、教育研究の質を高めるための人的・物的両面での

環境整備は欠かせない。このため、教育研究を支える基盤的経費助成や競争的資源配分

による公財政支援、民間からの投資や社会からの寄附、高等教育の社会的・私的便益を

踏まえた授業料等を含む個人・保護者負担等、様々なアプローチを組み合わせた多元的

できめ細かなファンディング・システムを引き続き維持・発展させながら、高等教育段

階に対する教育支出全体の充実を図ることが必要である。 

その際、高等教育機関の在り方は多様であるものの、例えば、研究大学を志向する大

学においては、我が国全体の研究力を向上させ、新たな価値創造を行うために、公的な

財政支援はもとより、産学協創や卒業生を含む関係者からの寄附、さらには基金等の運

用等を通して、新しい資金の流れを生み出し続け、持続的に発展していくこと等が求め

られる。 

また、上記と重なり合う部分はあるものの、地域の中核となる高等教育機関において

も、国からの財政支援はもとより、地方公共団体との連携、企業との共同研究や寄附金

等によって多様な財源に支えられ、高等教育機関の持続可能性のある発展が期待される。 

ウ．国際化の推進

高等教育の質の高度化のためには、学生や教員等の多様性・流動性の向上とともに、

国や地域を越えた活動が日常的に展開される中で、留学モビリティ 40の拡大やその基盤

となる高等教育機関の国際化が不可欠である。 

世界各国が留学生獲得にしのぎを削る中、より多様で優秀な外国人留学生が日本社会

へのゲートウェイとして我が国の高等教育機関で学び、積極的に定着できるようにする

ことが重要である。あわせて、海外で学び、様々な分野に挑戦する日本人学生を大幅に

増やすために、国内外で日本人学生と外国人学生による多文化共修 41のための環境整備

や海外との大学間連携等の強化を進めることも重要である。そのために、留学モビリテ

39 補論３参照。 
40 学生の「派遣や受入れ」「往来」を意味する。「student mobility」という形で OECD 等でも一般的に使用されている。 
41 大学等が教育研究活動を行う国内外の地域における課題について、その抽出から分析、解決策の検討及び提案、社会

実装に至るまでの過程において、日本人学生と外国人学生がそれぞれの文化的多様性を生かし共に学修すること。 139
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ィを一層推進し、我が国の高等教育の国際通用性・競争力を向上させる必要がある。 

また、我が国の研究が世界の知と多様性を取り込み、世界の知の発展に貢献するとと

もに、世界の研究ネットワークの主要な一角に位置付けられ、国際社会の期待に応え存

在感を発揮していくため、国際頭脳循環に貢献するとともに国際共同研究を更に推進す

ることで、我が国の国際競争力を維持・強化していくことも必要である。 

④社会の中における高等教育機関の観点

ア．社会との接続及び連携の強化

大卒に求められる資質と技能の国際比較調査 42によれば、我が国では、大学で取得す

ることが期待されるコンピテンスの認識について、大学教員は、理論的思考や分析力、

知識適用力や問題特定・解決力等の技能的コンピテンスが必要と考える一方で、企業は

対人関係や自己管理力及び協調性等の資質的なコンピテンスを重視するという相違が

ある 43。 

今後は、一人一人の学生が密度の濃い主体的な学修を通じて「卒業認定・学位授与の

方針」に定める資質・能力を身に付けること、すなわち「出口における質保証」の取組

を充実・強化することが求められる 44。また、企業等においても、高等教育機関に対し

て「出口における質保証」を求めるに当たっては、採用選考活動において学修成果や学

業への取組状況を適切に評価することなどの積極的な発信が必要である。この学びの評

価とともに、就職・採用活動の際には、その活動が学生の学業に支障を来さないよう、

企業等の理解・協力を得ながら、円滑に実施することが重要であり、就職活動の在り方

について産学で議論を継続していくことが求められる 45。なお、高等教育段階における

職業教育の在り方として、専門職大学・専門職大学院や専門学校の職業実践専門課程に

おいては、教育課程編成等について、企業等との連携が制度化されており、こうした取

組の充実も必要である。 

また、高等教育機関は、イノベーションの創出 46に向けて、公共財として、一層のス

ピード感をもって生まれた研究成果を社会へ実装し還元することに加え、自ら新たな社

会的価値を創造し、我が国をどう変えていくのかについて建設的な提案をしていくこと

が期待される。 

さらに、高等教育機関と産業界等とが積極的な対話を継続することで、高等教育機関

と企業等との接続及び産学連携を、教育及び研究の両面でより一層強化していくべきで

ある。 

42 平成 24（2012）年に文部科学省の支援の下に設置された研究大学 12 校（北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大

学、東京工業大学、一橋大学、早稲田大学、慶應義塾大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学）を参加大学

とする「教育改革推進懇話会」の「チューニング・ワーキング」によって平成 26 （2014）年から３回にわたって実施。 
43 また、欧州と日本の比較分析の結果、日本の大学教員のコンピテンス認識は欧州のステークホルダーと近い傾向にあ

り、日本の企業人の認識に独自性がある。 
44 中央教育審議会大学分科会「学修者本位の大学教育の実現に向けた今後の振興方策について（審議まとめ）」（令和５

（2023）年２月） 
45 就職問題懇談会「令和 7 年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」（令

和６（2024）年４月） 
46 科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及す

ることにより、経済社会の大きな変化を創出すること。（科学技術・イノベーション基本法（平成７年法律第 130 号）

第２条第１項） 140
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イ．人材育成等を核とした地方創生の推進

東京一極集中の是正や、災害や感染症等に対するレジリエンスを有する強くしなやか

な国土形成が引き続きの課題となっている。 

このような中で、地方の高等教育機関が、地域社会の持続的な発展をけん引しながら

地方創生を推進していくことは、今後、高等教育機関の果たすべき役割としてより重要

となる。 

高等教育機関が地方創生を推進していくためには、地域の発展に向けて、地方公共団

体、産業界、金融機関等、地域の様々なステークホルダーと一体となって取組を進めて

いくとともに国がそれを支援することが必要不可欠である。 

その上で、教育研究を通じ、地域のニーズを踏まえた優秀な人材を輩出するとともに、

学修機会の提供、技術革新のための研究開発、開発した技術の実証実験、社会実装の先

導モデルの提示、地域課題の解決や産官との共創による新産業や雇用の創出等を行って

いくことが必要である。また、我が国の地域産業の中には、地域から直接グローバルに

展開することで世界が直面する課題解決に貢献できる事例もあり、このような恩恵を地

域にもたらす人材を地域の高等教育機関を核として育成することも重要である。 

一方、地域のステークホルダーも、域内を中心とした高等教育機関と一体となって地

方創生の取組を進めることは重要である。そのためには、地域の人材育成や課題解決の

在り方を議論することが第一歩となる。その際、地域の高等教育機関のみならず、地方

公共団体、産業界、金融機関等、様々なステークホルダーが関与し、協働することが重

要である。特に、地域の将来像について議論をする際には、地方公共団体の役割は欠く

ことができない。現に、地方公共団体では、高等教育に関する行政は国の役割である中

で、多くの都道府県において高等教育機関との連携業務を行っている部署が設置されて

いる 47が、今後、地域の将来像について議論をする際には、高等教育機関との連携につ

いて地方公共団体が更に役割を果たすことが期待される。各地方公共団体においては、

設置者の枠を超えて大学等の高等教育機関を一層活用し、地方創生に関する取組を構想

していくような機能の構築・強化が期待される。加えて、人材が地域に定着するために

は、地域に対する当事者意識を醸成する機会が重要である。このため、産業界や地方公

共団体は自らを教育研究のフィールドとして開放するとともに、その地域の産業基盤の

維持発展のための人材育成に対する積極的な投資も期待される。 

このように、地域の高等教育機関において人材育成等を通じて地域活性化を図ること

は、我が国の多様な文化を生かした多様な教育研究の場を形成することにつながり、日

本全国や世界各国から優秀な学生が集まることが期待される。多様な文化的背景を持つ

学生がキャンパスで過ごす中で、その高等教育機関を育んだ地域の魅力を知るとともに、

人的ネットワークを形成することで、その地域への愛着や誇りが醸成され、卒業後も地

域に関わり続けるようになるという好循環が生まれることも考えられる。魅力ある地域

の高等教育機関の存在が、地方に在住する進学希望者にとっての学びの場となっていく

ことが期待される。 

47 文部科学省「地方公共団体と高等教育機関の連携の状況に関するアンケート結果」（令和６（2024）年６月） 141
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ウ．初等中等教育との接続の強化

初等中等教育段階においては、 「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学び

に向かう力、人間性等」の資質・能力の３つの柱をバランス良く育成することを目指す

とともに、高等学校での「総合的な探究の時間」や「理数探究」等における問題発見・

課題解決的な学習活動の充実が図られるなどの教育内容の変化や、１人１台端末の導入

による新たな教育手法の展開等、高等教育機関へ進学する生徒の学びに変化がみられる。 

そのような中、高等学校段階までに培われた資質・能力を高等教育においてどのよう

に伸ばしていくかという高大接続の視点から高等教育段階における学修の在り方を再

構築していく必要があり、初等中等教育段階における多様な学びに対応した大学入学者

選抜の改善を促進するなど、初等中等教育と高等教育との接続の強化を図ることが重要

である 48。 

また、初等中等教育機関と高等教育機関との連携の下、実際に高等教育機関で扱われ

ている研究テーマについて、課題の発見や仮説の設定、それらを裏付ける実験や調査の

組み立て方、一連の課題解決のプロセスをレポートにまとめ発表する方法等を大学教員

等が児童生徒に指導するプログラムもあるが、こうした取組は、研究の魅力を伝え、よ

り適切な進路選択に資するだけでなく、思考力、判断力、表現力等や学びに向かう力、

人間性等を総合的に伸ばす観点からも有効である。 

さらに、高等学校卒業者の学科別進学状況は、普通科に比べ、農業科や工業科等の専

門学科からの大学等進学率は低い現状があり、学科に関わらず、高校生が希望する高等

教育機関への進学を促進する環境を整えることも必要である。 

エ．情報公表による信頼獲得

各高等教育機関が、学生等の内部からの声とともに、進学希望者、保護者、地域社会

や産業界等の外部からの期待に応え、積極的に説明責任を果たしていくという観点から

は、高等教育機関における教育研究の成果や効果について社会に対して情報公表を続け

ていくことが重要である。また、これらに加えて、経営状況等も含めた高等教育機関の

基本的な情報について、各機関が積極的に公表することも必要である。 

その際、社会が理解しやすいように発信しなければ、社会からの適切な信頼を獲得す

ることは困難であることに留意すべきである。 

48 なお、地域連携プラットフォームの枠組みに、教育委員会が参画している例もある。 142
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２．今後の高等教育政策の方向性と具体的方策

（１）教育研究の「質」の更なる高度化

「知の総和」の向上に当たっては、学生一人一人が能力を最大限高めていくことがで

きるようにすることが必要である。 

予測不可能な時代にあって、学生一人一人が自らの可能性を最大限に発揮するととも

に、多様な価値観を持つ人材が協働して社会と世界に貢献していくことができるように

するためには、「何を学び、身に付けることができるのか」を中核に据えた学修者本位の

教育を更に発展させる必要がある。 

その際、多様な価値観や異文化を持つ者が相互に刺激を与えながら切 磋
さ

琢
た く

磨する場

は、高等教育機関としての教育研究の質の高度化に資することから、社会人や外国人留

学生など多様な価値観が集まるキャンパスを実現することも必要である。 

さらに、知の生産、価値創造を先導する大学院が果たすべき役割は非常に重要である。

博士人材は、深い専門知識と、課題発見・解決能力等の汎用的能力に基づき、新たな知

を創造し、活用することで、社会の変革、学術の発展、国際的ネットワークの構築を主

導し、社会全体の成長・発展をけん引することができる重要な存在である。学生一人一

人の能力を最大限伸ばしていくという観点からも、大学院教育を抜本的に充実するとと

もに、博士人材の増加を図ることが必要である。 

あわせて、大学の基本的な役割は教育と研究、社会貢献にあるが、教育と研究のバラ

ンスの捉え方は大学ごとに様々であり、学士課程、修士・博士課程、専門職課程、短期

大学士課程といった各課程段階でも異なるものである。このように、大学等では、学生

の意欲を踏まえた教育の質の向上を図るとともに、教育と研究との関係を踏まえつつ、

常に独自性と先進性に満ち、新たな知を生み出す活動を展開し続ける環境を整え、研究

力の向上を図ることも必要である。

そして、教育研究の質の高度化に向けた取組が社会全体からの適切な評価を得られる

ことで、初めて取組が実質化していくことを踏まえれば、高等教育機関が、在学生や進

学希望者はもとより、地域社会や産業界等、社会全体への説明責任を積極的に果たすた

めに、情報公表を更に推進することが必要である。 

①学修者本位の教育の更なる推進

グランドデザイン答申においては、2040 年という将来を見据えた我が国の高等教育が

目指すべき姿として、「学修者本位の教育の実現」をうたっており、この理念は引き続き

重要である。 

今後、一人一人の学生がより一層、必要な能力を身に付けられるようにするためには、

学びの質を高めるための教育内容・方法の不断の改善が重要であり、その改善を制度的

に担保する質保証・向上システムの改善・充実も不可欠である。 

ア．学びの質を高めるための教育内容・方法の改善

教育内容・方法の改善については、個々の学生の学修の質と量を充実することが何よ

143
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りも必要である。このため、授業方法やシラバスの内容の充実、厳格な成績評価や卒業

認定の実施、学修支援体制の整備等、学生が主体的・自律的に学修するための環境構築

を促進することが求められる。その際、各大学等が更に教育力を向上させ、全学的な教

学マネジメントの確立を図ることが必須である。 

具体的には、大学等において育成すべき力を学生が確実に身に付けるために、三つの

方針 49に基づいて個々の授業科目ごとではない全体のカリキュラム・マネジメントを確

立し、教育課程の体系化・構造化を行い、シラバスやカリキュラムマップ、カリキュラ

ムツリー、ナンバリング等を通じて学生等へ分かりやすく示すこと、博士後期課程にお

けるプレ FD50を含む組織的かつ体系的な FD51・SD52の実施を通じた教職員の能力向上を

図ること、学修成果に関する情報を把握・測定すること等を通じた教育内容の質向上に

向けた取組を行うことが重要である。その際、一人一人の学生が深い学修成果を得られ

る授業設計を行うとともに、シラバス等にその内容が適切に記載され、その内容等に依

拠した授業が着実に実施されるとともに、授業設計の段階で学生に必要な学修量を明示

することが求められる 53。

また、高等教育機関から輩出する人材がどのような資質・能力を身に付けるのかを可

視化し、社会からの理解を得る観点からは、単に「よい教育をしている」というだけで

はなく、 「社会に出た後に評価される人材を育成している」ことを念頭に、学生の資質・

能力を引き出し、どのように学修目標の達成に向けて指導していくか、という視点で教

育課程をデザインすることも大学等の重要な責務である。個々の学生の希望や学修の進

度を踏まえつつ、主体的な学修と体系的な履修を確立させるとともに、「卒業認定・学位

授与の方針」に定められた学修目標の達成を念頭に、個人としての目標の設定や達成状

況の確認を促し、自分の将来を見据えられるきめ細かな履修指導 54や学修支援 55を行う

ことが必要である。特に履修指導を行う際には、教員や、教員と対等の立場で学生の学

修者本位の学びを支える職員をアカデミック・アドバイザーとして配置することも視野

に入れる必要がある。 

さらに、俯瞰
ふ か ん

的・横断的な視野、複数の異なる視点のアプローチを用いて思考する力

を育成する観点から、複数の学問分野を通じて基礎的・汎用的な能力を身に付ける教育

49  「卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」、「教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」、

「入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）」の三つの方針。以下同じ。 
50 学識を教授するために必要な能力を培うための機会。 
51 Faculty Development （ファカルティ・ディベロップメント）とは、教員が授業内容・方法を改善し向上させるための

組織的な取組を指す。 
52 Staff Development （スタッフ・ディベロップメント）とは、職員全員を対象とした、管理運営や教育・研究支援まで

を含めた資質向上のための組織的な取組を指す。なお、「職員」には、教授等の教員や学長等の大学執行部、技術職員

等も含まれる。 
53 学士課程段階において、準備学修に関する具体的な指示を設定している大学は、91.9％に達しているものの、準備学

修に必要な学修時間の目安を設定する大学は 74.6％にとどまっている。（文部科学省「令和４年度の大学における教育

内容等の改革状況について」（令和６（2024）年 10 月）） 
54 こうした取組は、海外の大学ではアカデミック・アドバイジングとして広く普及しているが、日本でアカデミック・

アドバイザー等の専門職の配置を行っている大学は全体の約 9.0％にとどまる。（文部科学省「令和４年度の大学にお

ける教育内容等の改革状況について」（令和６（2024）年 10 月））
55 ティーチングアシスタント（TA）が少人数討論クラスのコーディネーターとして参画するなど、密度の濃い主体的な

学修を可能とする取組も考えられる。その際、TA に対する組織的なトレーニングの仕組みを導入すること等も想定さ

れる。144
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や、実践的な教育研究を実施するなど、柔軟な教育課程を編成することも必要である。

また、入学後の学修等を通じて興味関心を持つ学問分野が変わる者も少なからずいる中

で、学修者一人一人の志向に応じてその可能性を最大限伸長する観点からレイトスペシ

ャライゼーションの取組を進めることも重要である。 

加えて、 「出口における質保証」の観点から、学生に対する厳格な成績評価や卒業認定

を実施することが必要である。その上で、成績が不十分な学生には進級・卒業を認めな

いことや、成績優秀者に対する表彰制度を設けることなども求められる。 

さらに、初等中等教育段階において、近年、高等学校段階における文理横断的な学び

の充実の必要性が高まっている。そのような変化を踏まえた対応も重要であり、大学と

高等学校との架け橋となる大学入学者選抜においても、大学入学共通テストの導入 56や

総合型・学校推薦型による入学者の増加 57等、大きな変化を遂げている。そのため、こ

れからの時代に求められる大学入学者選抜の在り方について、大学・高等学校の関係者

を含めた議論を進めていくことが重要である。 

一方、遠隔・オンライン教育 58については、高等教育を空間的、時間的制約から解放

する可能性があることから、オンライン環境で経験の全てが代替し得るものではないこ

とに留意しつつ 59、推進することも重要である 60。 

＜具体的方策＞ 

○ 学生が主体的・自律的に学修するための環境構築の促進

・ 教学マネジメントを確立し、アカデミック・アドバイジング等の学修支援体制

を整備するため、教学マネジメント指針の見直し等を行う。

・ 適切な学修時間を確保するため、１科目当たりの単位数の設定について整理を

行う。密度の濃い主体的な学修を可能とするため、クォーター制 61の導入促進等

を通じた、同時に履修する授業科目数の絞り込みを促進する。

・ 大学等における汎用的な能力育成や文理横断・文理融合教育 62、実践的な教育

研究の実施を促進する柔軟な教育課程編成等を、制度改善等により支援する。

・ レイトスペシャライゼーション等の柔軟な教育課程編成により、入学後に学修

するシステムの構築とそれを可能にするための定員管理制度の弾力化の制度改

56 令和３（2021）年１月から実施。 
57 令和６（2024）年度入学者選抜における入試方法別入学者割合（国公私計）は、総合型選抜 16.1％、学校推薦型選抜 35.0％、

一般選抜 47.5％（文部科学省「令和６年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況」（令和６（2024）年 11月））。 
58 平成 13年文部科学省告示第 51号（大学設置基準第二十五条第二項の規定に基づく大学が履修させることができる授業等）

において、同時双方向型（テレビ会議方式等）、オンデマンド型（インターネット配信方式等）について規定している。 
59 大学等は全人格な教育の場であり、授業内外において教員と学生との間で質問等の相互のやり取りをすることや学生

同士の会話や議論を通じた知識の拡大や考え方の深化を図ることも重要であり、大学等における全ての経験がオンラ

イン環境で代替し得るものではないことに留意が必要である（中央教育審議会大学分科会質保証システム部会「新たな

時代を見据えた質保証システムの改善・充実について（審議まとめ）」（令和４（2022）年３月）参照）。
60 多種多様な科目が開設されている放送大学と他の高等教育機関との連携による、他の高等教育機関に在籍する学生の

多様な学修ニーズに対応した教育を促進するために好事例の周知等により取組を支援すること等も想定される。
61 １学年複数学期制の授業形態の一つである４学期制。通年制や２学期制の伝統的セメスター制に比べ、同一科目の週

複数回講義の実施等による集中した学修が可能となり、教育効果が高まること等がメリットとして挙げられる。
62 中央教育審議会大学分科会「学修者本位の大学教育の実現に向けた今後の振興方策について（審議まとめ）」（令和５

（2023）年２月）も参照。145



20 

善を行う。 

○ 「出口における質保証」の促進 63

・ 学修成果の可視化を一層促進するため、学生に対する厳格な成績評価（GPA の

見直し等）や卒業認定の実施 64、成績優秀者への称号授与 65を含む学生自らの学

修成果を社会に対して示す取組等 66について、教学マネジメント指針の見直し等

を行う。

・ 卒業後の進路や学生の満足度等を含めた各高等教育機関の自律的な情報発信の

ため、国における定期的な調査の実施や結果の公表等により取組を促進する。

・ 国際的な動向を踏まえた学修歴証明のデジタル化の現状を整理した上で、各高

等教育機関における取組を促進するために実態把握や国際連携の取組を実施す

る。

○ 高大接続を踏まえた大学入学者選抜等の改善

・ 高等学校段階における文・理の早期の学習コース分けからの転換に向け、拠点

校でのカリキュラム開発を進めるなど、高等学校段階における文理横断・文理融

合教育を推進する。

・ 大学で学び、卒業するために必要な能力・適性等を備えていることを確認する

入学者選抜が行われるよう、各大学において適切な教科・科目の試験を課すなど、

教学マネジメント指針の理念を徹底する。

○ 遠隔・オンライン教育の推進

・ 遠隔教育の課題と利点を踏まえた遠隔教育の質の保証・向上を図るとともに、

対面授業と遠隔授業を効率的に組み合わせたハイブリッド型教育の充実等を促

進する。

・ 遠隔・オンライン教育を活用した、同一地域内や他地域、海外との大学間連携

による授業の共有化などの取組を、質の確保を前提とした上で促進する。

・ 高等教育機関における国際協働学習の充実のため、オンラインの活用の促進や、

好事例の周知等を行う。

イ．新たな質保証・向上システムの構築

「知の総和」の向上に向け、一人一人の能力が高まるようにしていくためには、これ

まで累次の答申で述べてきた質的転換、質保証を更に発展させ、質向上をより重視する

視点から、新たな高等教育の質保証・向上システムを構築することが必要である。 

63 同上 
64 修業年限を超えて一定期間在籍している者については、設置認可審査や私学助成において、一定の条件（成績不振の

学生への個別指導等）を満たす場合には、収容定員を超過した学生について除外される取扱いが整備されている。 
65 アメリカ等においては、優れた成績を維持した場合、卒業時に優等生と認める制度（Latin Honors）を持つ大学があ

る。 
66 卒業要件として 124 単位以上の修得と共に、各大学のミッションや建学の精神に基づき独自の卒業要件を定める場合

もあり、これによって、各大学等が独自性を持った質の保証につなげていることにも留意が必要である。 146
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質保証・向上システムは、大学設置基準、設置認可審査、認証評価、情報公表等によ

って構成されることを踏まえた上で、時代の変化を踏まえた教育環境の充実の観点や新

陳代謝を促す観点から、設置基準の見直しや、設置認可審査の見直し等が必要である。 

また、認証評価制度については、評価疲れという声もある中で、 「評価のための評価」

から脱却し、評価の在り方や内容、活用方法等を含め、質確保と負担軽減のバランスを

踏まえた制度の抜本的見直しが必要である 67。その際、新たな評価制度は、単に評価基

準に対する適合・不適合を判定するのではなく、在学中にどれくらい力を伸ばすことが

できたのかといった大学等の教育の質を数段階で示すなど、多様で高度な研究活動にも

裏打ちされた高等教育による付加価値を明確化する仕組みとすべきである。その際、結

果について国民に対して分かりやすく公表するための工夫をすることで、社会的な評価

の一層の促進を図ることができるようにするとともに、教育の質が十分に担保されてい

ない機関については撤退を促していくことが望ましい。 

さらに、新たな評価制度においては、その評価に用いる各大学の教育情報を容易に提

出可能なデータベースを整備するなどして、現行の仕組みよりも高等教育機関側・評価

機関側双方の負担軽減を図っていくことが求められる。 

＜具体的方策＞ 

○ 大学設置基準及び設置認可審査等の見直し

・ 社会的な必要性や持続可能で質の高い学修環境・研究環境であるかという視点

をこれまで以上に重視することとし、通信教育課程を含め、基幹教員の配置に係

る基準や指導補助者の基準等について制度改善を行う。

・ 設置認可審査において、スケジュールの見直しを検討するとともに、従来の学

問分野に収まらない分野の審査を行う体制を整備する。

・ 教育の質に影響するおそれのある定員超過に対する私学助成の配分において一

層の厳格化を行う。

○ 認証評価制度の見直し

・ 認証評価における各高等教育機関の負担軽減を踏まえつつ、教育・学修や研究

の質を一層高めるため、例えば学部・研究科等に応じた定性的評価を導入すると

ともに、教育研究情報に基づく定量的評価を行い、これらに基づき在学中にどれ

くらい力を伸ばすことができたのかといった大学等の教育の質を数段階で示し

た上で公表するなど、新たな評価制度へ移行するための制度改善を行う。

・ 上記の新たな評価制度における評価の結果公表について、評価を受ける高等教

育機関の長所や特色、指摘事項を簡潔にまとめた要約資料を作成するなど、国民

に対して分かりやすい仕組みを構築する。

・ 各高等教育機関における事務手続の軽減を図る観点や、新たな評価制度の充実

67 見直しにおいては、国際的な評価機関による評価 （例えば、ビジネス教育分野においては、アメリカを拠点とする AACSB

（The Association to Advance Collegiate Schoolsof Business）、欧州を拠点とする EFMD（European Foundation for 

Management Development）、英国を拠点とする AMBA（The Association of MBAs）等がある。）との整合性にも留意が必

要である。 147
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の観点から、評価におけるデータ活用のためのデータベースの整備について検討

する。 

②外国人留学生や社会人をはじめとした多様な学生の受入れ促進

一人一人がその可能性を最大限発揮し、今後の社会で生きていく能力を獲得し、我が

国の「知の総和」を向上するためには、高等教育機関が、教育を提供する側が考える画

一的な教育の場から、多様な価値観を持つ多様な人材が集まることで相互作用が生まれ、

新たな価値が創造される場（多様な価値観が集まるキャンパス）に転換することが求め

られる。 

多様な価値観が集まるキャンパスの実現に向けて、「18 歳中心主義」という前提を改

め、多様な日本人学生の受入れ、留学モビリティの拡大、社会人の受入れ、通信教育課

程の質の向上、キャンパスのダイバーシティを支える環境整備等の取組が必要である。 

ア．多様な学生の受入れ推進

大学進学者数が大幅に減少することに伴い入学者選抜における選抜機能も低下する

中、多様な背景を持つ学生が入学できるようにするためには、多様な評価方法により受

験生を丁寧に見る入学者選抜や、横の流動性を確保することで学生がそれぞれの適性に

応じた教育を受けられるようするための転編入学等を柔軟にすることが必要である。 

障害のある学生についても、障害を理由に修学を断念することがないよう、体制や環

境を整えていくことが必要である。 

また、高等教育機関が人材育成や「知」の創造の拠点として社会に価値を提供し続け

るためにも、キャンパス全体が有機的に連携し、あらゆる分野、あらゆる場面で、あら

ゆるプレイヤーが共創できる拠点「イノベーション・コモンズ 68」となることも必要で

ある。 

＜具体的方策＞ 

○ 多面的・総合的な入学者選抜の推進

・ 高等学校までの探究学習や学校内外で意欲的に取り組んだ活動 69等により得ら

れた学習成果を各大学の個別入試における評価に活用することを推進するため

に、高等教育機関に対して探究学習等の活動に関する情報提供を行うとともに、

高等学校と大学との連携促進のための支援を行う。

・ 今後の高等学校段階における教育課程等の見直しの動向を見据えつつ、入学者

選抜の改善を促すため、必要な大学入学者選抜実施要項の改訂を行う。

68 イノベーション・コモンズ（共創拠点）とは、大学等キャンパス全体を多様なステークホルダーが関わり合い様々な

価値を生み出す場・空間としていく考え方である。（国立大学法人等の施設整備の推進に関する調査研究協力者会議「我

が国の未来の成長を見据えた「イノベーション・コモンズ（共創拠点）」の更なる展開に向けて」（令和５（2023）年 10

月）） 
69 生徒会活動、部活動、ボランティア活動、スーパーサイエンスハイスクール（SSH）を始めとする各高等学校における

課題研究、その他生徒が自ら関わってきた諸活動、専門高校の校長会や民間事業者等が実施する資格・検定等、各種大

会・コンクール等、留学・海外経験等、特色ある教育課程を実施する学校における学習活動等（文部科学省「令和 7 年

度大学入学者選抜実施要項」（令和６（2024）年６月）） 148
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○ 転編入学等の柔軟化

・ 単位互換・科目等履修・履修証明制度、単位累積加算による学位授与制度の活

用を促進するために制度の情報を整理し周知する。

・ 他の高等教育機関からの転編入学の増加を図るために、転編入学生を受け入れ

る際の定員の扱いについて制度改善を行う。

○ 障害のある学生への支援

・ 高等教育進学機会の拡大に向けて、障害のある学生支援に関する学長をはじめ

全ての教職員の理解増進の取組を推進する。

・ 高等教育機関における各学生との建設的対話を踏まえた適切な支援の実施のた

め、障害学生支援の大学等連携プラットフォーム等の活用を促進する 70。

○ キャンパスのダイバーシティを支える環境整備

・ 留学生、社会人、女性学生等のキャンパスのダイバーシティを支える環境の整

備のために施設整備に対する支援を行う。

イ．留学モビリティの拡大

グローバル化が進み、世界各国が留学生獲得にしのぎを削る中で、質の高い教育研究

を行っていくためには、優秀な外国人留学生の受入れを進める具体的な方策を実行し、

併せて高い志を有する日本人学生の海外派遣を拡大し、留学モビリティを推進していく

とともに、高等教育機関の国際化を図り、多様な価値観や異文化を持つ学生が相互に刺

激を与えながら切 磋
さ

琢
た く

磨するキャンパスを実現することが不可欠である。 

そのために、日本人の海外派遣に関しては、短期の留学のみならず、海外の大学にお

ける単位認定や学位取得を目指して中長期に留学する学生の増加も含め、早期からの留

学機運醸成に向けた取組や、留学しやすい環境の整備、留学のための奨学金等を充実さ

せることが重要である。 

また、各高等教育機関は、自らの強みや特色を踏まえ、様々なニーズを持つ諸外国の

留学生の動向を分析し、優秀な留学生をより引き付けることができる教育環境を、他機

関との連携も含めて提供していくことが必要である。 

さらに、外国人留学生が日本人学生と一体感を持って共に学ぶことができる環境を構

築することが重要である。 

このような質の高い教育研究活動を行うに当たっては、相応の負担が生じることを踏

まえ、高等教育機関において適正な対価を徴収しつつ、外国人留学生へのきめ細かな支

援を持続的・安定的に行うことが必要である。一方、安全保障貿易管理や、学業成績及

び資格外活動の状況等を的確に把握しつつ在籍管理を徹底することにより、誰もが安全

に安心して学ぶことができる環境を担保することが肝要である。その際、日本語教育機

70 障害のある学生の修学支援に関する検討会「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告（第三次まとめ）」（令和

６（2024）年３月） 149
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関認定法 71を踏まえ、日本語教育機関との連携の進展も期待される。 

加えて、優秀な外国人教員を採用することは、教育研究の水準の向上や国際化に資す

ることから、外国人教員の採用について、一層積極的に考慮することが望まれる。 

あわせて、我が国の初等中等教育段階において日本語指導が必要な児童生徒が増加し

ており、留学以外の在留資格による外国籍の生徒の高等教育機関への進学も増えていく

ことが想定される中での対応も求められる。 

＜具体的方策＞ 

○ 外国人留学生等の受入れ推進

・ 我が国への留学希望者に対する早期からのリクルートや、日本の強みである学

問分野のアピール、卒業後の定着に関する取組等に関する戦略的な広報・情報発

信を強化する。

・ 高等教育機関が所在する地方公共団体のニーズや状況に合わせた外国人留学生

を受け入れられるようにするために、高等教育機関と地方公共団体との連携強化

を促進する 72。

・ 外国人留学生受入れのための入学者選抜について、各高等教育機関で十分な能

力等を有しているかを適切に判定するよう徹底する。

・ 一定の質が確保されていることを前提とした上で、優秀な外国人留学生の受入

れ強化につながる弾力的な定員管理方策について検討し、制度改善を行う。

・ 大学における秋季入学やクォーター制など学事暦の多様化・柔軟化を推進する。 

・ 外国語による授業の充実・増加、外国人留学生向けの日本語教育、リメディア

ル教育、メンタルケアその他学修支援・相談体制の充実に向けた各高等教育機関

の取組を促進するため、大学の体制強化の支援を行うとともに、適切な対価の徴

収を奨励する。

・ 外国人留学生の増加に対応するための日本人学生との交流も含めた生活・学業

支援体制及び環境の整備や、学生寮等の施設整備を推進する。

・ 外国人留学生を受け入れる企業と大学等の連携強化等を通じて、外国人留学生

が国内企業等へ就職するために必要なスキルの養成や情報提供を強化する。

・ 日本語指導が必要な生徒の進学促進のため、高等学校等におけるキャリア教育

やキャリア教育支援に関する調査研究を実施するとともに、留学以外の在留資格

による外国籍学生が大学生活を円滑に送ることができるようにするための学業

等支援の充実に向けて、大学等における支援体制整備等に係る取組について支援

を行う。

・ 政府関連在外拠点や駐日外国公館等との連携を強化する。

○ 日本人学生の派遣の推進

・ 休学や留年をせずに留学しやすい環境の提供のために高等教育機関の国際通用

71 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令和５年法律第 41 号） 
72  なお、その際、外国人留学生の家族を含む日本での生活に資する幅広い情報の提供等に配慮することが肝要である。 150
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性向上に向けた体制整備の促進や、産業界へ多様な採用活動を行うよう働きかけ

を行う。 

・ 留学のための奨学金等、経済的支援を充実させる。

・ 日本企業による海外インターンシップ機会の提供や留学等から得られた成果の

積極的な評価等、産業界の協力も得ることで留学経験者を受け入れる企業と大学

等の連携を強化する。

○ 国際化に対応できる組織体制の整備

・ 外国人留学生の支援等への負担から教員本来の教育研究活動がおろそかになる

こと等がないよう、実態把握を踏まえつつ、国際的な業務に精通した職員の育成

等を含めた大学の外国人留学生の受入れ・管理体制の強化等、大学の国際化を支

援する。

・ 国内外における我が国の学位や称号の透明性や比較可能性を高めるための資格

枠組みの検討を加速化する。

・ 国内大学等の海外分校設置に係る環境整備の推進や、当該分校等を活用した多

文化共修環境整備を促進する。

○ 適切な在籍管理、技術流出防止対策の徹底・強化

・ 適切な在籍管理を行うための基準の周知、在籍管理非適正校等の大学等名の公

表、私学助成の厳格な対応、留学生数等の情報公開の強化等、適切な在籍管理の

徹底・強化を図る。

・ 高等教育機関における安全保障貿易管理を含む各機関の規模と実情に応じた研

究セキュリティの取組や研究インテグリティ 73の確保に係る取組の徹底を図ると

ともに、それらを推進するための支援の充実を図る。

ウ．社会人の学びの場の拡大

人生 100 年時代においては、人々は、「教育・仕事・老後」という３ステージの単線型

の人生ではなく、教育と仕事の行き来、高等教育機関の間や産業界の間の行き来などの

あるマルチステージの人生を送るようになることが予想される。我が国では、依然とし

て単線型のキャリアパスであり、定められた期間内で進級したり、就職したりすること

が前提となる考え方が強いが、マルチステージの人生への変化が予想される中において

は、この単線的年齢中心主義から脱却し、様々なキャリアの可能性を模索する時間と柔

軟性を持つ仕組みづくりが重要である。 

しかしながら、我が国の社会人の学修意欲は諸外国と比べて極めて低く、産業界も人

材投資が低調で資格取得が可能な教育課程を除き、社会人教育の場として大学等が十分

に活用されていない現状がある。これは、社会人になってから高等教育機関で学修する

ことの意義を見いだすことができず、産業界も大学等を活用する意義や必要性を感じて

73 研究インテグリティは、研究の国際化やオープン化に伴う新たなリスクに対して新たに確保が求められる、研究の健

全性・公正性を意味する。（統合イノベーション戦略推進会議「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに

対する研究インテグリティの確保に係る対応方針について」（令和３（2021）年４月）） 151
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いない実態もあることを示している。このような状況について、高等教育機関は社会か

らの期待や信頼を得られていないという危機感を持つべきである。高等教育機関では、

地域社会の持続的な発展をけん引しつつ、社会のニーズを捉えた魅力的な教育プログラ

ムを開発するとともに、経営者や公務員等を含めた社会人が学びやすい教育環境を整備

することや、学び直しによる個人・企業の成長の効果を示すことが必要である。

特に、地域の中核となる高等教育機関は、リカレント教育にも力を入れる必要があり、

地方公共団体や地元企業等の産業界との連携をより一層強め、高等学校等を卒業して就

職した者を含め地域の中核的産業を担っている人材の高度化や、地域の将来を担う人材

を輩出する地方創生の拠点となっていくことが求められる。 

＜具体的方策＞ 

○ 社会人が学びやすい教育環境の整備

・ 国において、社会人や産業界にとって魅力的な教育を行うためのニーズ調査を

実施し、その結果を踏まえ、各高等教育機関が産業界と連携して教育プログラム

の開発等を行うための体制整備への支援を行う。

・ 科目等履修生等を相当数受け入れる場合における受入れ人数等を勘案した、教

育環境の質の担保の在り方について見直しを行う 74。

・ 各高等教育機関において、リカレント教育を担当する教員へのインセンティブ

の付与がなされるよう大学等に積極的に呼びかけを行う。

・ 社会人の主体的なリカレント教育・リスキリングを推進するために、教育訓練

給付制度や人材開発支援助成金等の支援策の情報発信を図る。

○ 高等教育機関と産業界・地方公共団体等との組織レベルでの連携推進

・ 企業の成長に直結し、かつ高等教育機関にしかできないことを目指した産学協

働体制によるリカレント教育モデルの構築を支援する。

・ 中小企業の社員や経営者を念頭に置いた、地方創生・地域産業の発展に資する

リカレント教育を推進するために地域のリカレント教育プラットフォームの構築

を支援する。

・ 地域の社会人と学生が共に学ぶキャンパスの実現や地方公共団体や産業界との

共創拠点の整備の充実、地域と連携した地域産業振興・スタートアップ創出のた

めの拠点整備のために施設整備に対する支援を行う。

エ．通信教育課程の質の向上

幅広い年齢層と約半数の有職者の学生で構成される通信教育課程の果たす役割も重

要である。通信教育課程は、学生の年齢、職業、学歴が多様であり、高等教育機関既卒

者のリカレント教育も含めて「だれでも」「いつでも」「どこでも」学ぶことを保障する

74 平成 19 （2007）年の大学設置基準等の一部改正によって、科目等履修生等を相当数受け入れる場合においては、基幹

教員数 （専任教員数）や校地・校舎の面積数の基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当数の基幹教員 （専

任教員）や校地・校舎の面積を増加するものとされている （大学設置基準第 31 条第４項）。科目等履修生等の履修等の

実態は多様であるため、一律に基準を設けることは困難であることに留意が必要である。 152
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システムを体現している。近年、通信制大学（学部）において、18 歳～22 歳の年齢層の

学生の割合や最終学歴が高等学校卒業者の割合が増加しつつあり、若年層学生の受入れ

という点では平成初期の頃との類似性を見せつつある一方で、50 歳以上の年齢層の学生

の割合も増加しているなど、社会人を中心としつつも、より多様な年齢・属性の学生が

利用している 75。他方で、こうした学生の年齢や属性については、資格取得・リカレン

ト等の学生の学修目的や学問分野等に応じて、大学ごとに異なる特性が見られる。

また、情報技術の進歩を踏まえ、大学通信教育の手法も、伝統的な印刷教材等とスク

ーリングによる授業のみならず、メディアを利用して行う授業の活用が広がっている。 

今後、通信教育課程の質の向上のためには、通学課程とは異なる通信教育課程として

の特色と大学ごとの学生属性等の特性の双方を踏まえた教学マネジメントを確立する

ことが必要であり、対面性が確保できるメディアを利用した授業等の更なる活用や教育

支援体制の充実等が求められる。 

＜具体的方策＞ 

○ 時代の変化を踏まえた通信教育課程の在り方の見直し

・ 通信教育課程の特色等を踏まえた教学マネジメントの確立、学生の多様な属性

等に対応したきめ細かな教育支援体制の構築促進や情報公表を更に促進するため

に、大学通信教育に関する実態調査を行い、通信教育課程の更なる質の向上のた

めの制度改善や学生への支援の見直しに向けた検討等を行う。

・ 放送大学において、多様なメディアを活用した、より効果的な次世代遠隔高等

教育モデルの開発や他大学への普及展開を図る。また、放送大学と私立大学通信

教育との連携を推進する。

③大学院教育の改革

大学院は、「創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者等の養成」、「高度な専門

的知識・能力を持つ高度専門職業人の養成」、「確かな教育能力と研究能力を兼ね備えた

大学教員の養成」及び「知識基盤社会を多様に支える高度で知的な素養のある人材の育

成」という４つの人材育成機能 76を担っている。そのため、高等教育の中でもとりわけ

大学院は、知の生産、価値創造を先導する「知のプロフェッショナル」を育成する役割

を中心に担うことが期待される存在である 77。 

近年、国内外における国際的な競争環境が年々高まる一方で、今後 18 歳人口が減少す

75 平成６（1994）年、平成 21 （2009）年、令和６ （2024）年の変化をみると、通信制大学（学部）の学生に占める 18～

22 歳の学生割合は、24％、９％、19％であり、50 歳以上の学生割合は、７％、21％、32％であり、学生に占める有職

者（学校基本調査上、「無職」と「その他」を除いた者として集計）の割合は、52％、46％、48％である。さらに、通

信制大学（学部）の入学者のうち最終学歴が高等学校卒業の者の割合は、平成６（1994）年が 50％、平成 21（2009）

年が 26％、令和５（2023）年が 32％である。 
76 中央教育審議会「新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－（答申）」（平成 17 （2005）年

９月） 
77 中央教育審議会大学分科会「2040 年を見据えた大学院教育のあるべき姿～社会を先導する人材の育成に向けた体質改

善の方策～（審議まとめ）」（平成 31（2019）年１月） 153
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る中において、大学院での高度な教育を受けたより多くの修士 78・博士人材が多様なフ

ィールドで活躍する社会の実現 79が欠かせない。 

このような社会の実現に向けては、優秀で多様性に富む学生が大学院に進学し、質の

高い教育研究が行われ、修了者が高い専門性と汎用的能力を有する人材として社会から

高い評価を受けるとともに、それにより更に魅力的な学修環境が整えられ、優秀な学生

が集まる、という好循環を作り出さなければならない。そのためには、公平・公正を前

提としつつ、社会人や学外からの進学も促進されるような多様な入学者の受入れに取り

組み、一人一人の能力を全面的に引き上げる質の高い大学院教育を推進し、大学院修了

者、特に博士人材の社会的評価の向上と認知の拡大を進め、幅広いキャリアパスを開拓・

拡充していくことを並行して進めることが重要である。 

その上で、博士人材の育成・活躍に関しては、2040 年における人口 100 万人当たりの

博士号取得者数を世界トップレベルに引き上げること 80を目指し、施策を展開すること

が適当 81である。当面は、多くが修士課程修了後に就職を希望する自然科学系について

は、博士課程進学者の増加を、また、多くが学士課程修了後に就職を希望する人文・社

会科学系については、修士課程進学者の増加を図ることが求められる。 

この目標を実現するに当たっては、大学院を持つ全ての大学が競争的環境の下で、自

主的・自律的に、修士・博士課程と学士課程の量的な構成や、学士課程から直接進学す

る者・外国人留学生・社会人学生等の構成割合、量的拡大に伴う大学院の組織編制や研

究指導体制等について、より良い在り方を模索することが望ましい。その上で、学士・

修士の５年一貫教育の推進等の施策も講じながら大学院修了をスタンダードにしてい

くといった発想の転換や、研究型大学を中心に、学部から大学院教育への収容定員・資

源のシフトを率先して進めることが必要である。このようなミッションを踏まえた大胆

な変革に向けた大学の取組を促進することや、必要に応じて大学院設置基準をはじめと

する法令等を見直すことなど、大学の取組を支援していくことが必要である。 

ア．質の高い大学院教育の推進

学生一人一人の能力を最大限高めるという観点から、大学院において、より質の高い

教育を行うことが重要である。質の高い教育とは、高度な専門的知識と課題発見・解決

能力等の汎用的能力を育成し、学生自身もそれらの能力の意味や重要性を自覚できるよ

うにすることである。特に、博士課程においては、研究活動や博士論文執筆の過程で身

につく専門知識だけでない様々な能力等を定義し評価することも求められ、このトラン

スファラブルスキル 82の育成も大学院教育において重要な要素である。

78 専門職大学院の課程を修了した者に対して授与する「修士（専門職）」、「法務博士（専門職）」、「教職修士（専門職）」

の学位を含む。 
79 文部科学省「博士人材活躍プラン～博士をとろう～」（令和６（2024）年３月） 
80 これは、2040 年における人口 100 万人当たりの博士号取得者を 2020 年度比約３倍とする規模である。 
81 文部科学省「博士人材活躍プラン～博士をとろう～」（令和６（2024）年３月） 
82 Transferable Skills ：一つの文脈で得たスキルのうち、その文脈以外の場面でも活用できる汎用的なスキルのこと。

大学院教育においては、研究を中心とした様々な活動の中で身に付くことが期待される、研究・開発以外の幅広い業務

でも活用できるスキルのことを指す。例えば、論理的・抽象的思考力、課題発見・解決力、最先端の知にアクセスし整

理する力、プロジェクトマネジメント力、チームで協働する力、コミュニケーション力、ネットワーキング力、起業ス

キル、メンタリング・指導スキルなど。154
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質の高い大学院教育を推進するためには、学士課程から博士課程まで、「どのような人

材を育成するか」、「何をどのように学び、身に付けることができるか」を明確にし、最

適な教育の姿を体系的・具体的に構想することが重要である。そのためにも、大学は、

自ら設定した人材養成目的を最も適切な形で実現できるように、大学院における研究

科・専攻等の教育研究組織の在り方を柔軟に見直していくことが求められる 83。 

また、各高等教育機関は自らの強みや特色を踏まえつつ、大学院進学者を増やす上で

は、体系的な教育課程を編成することで、学士課程から博士課程まで縦の連続性の向上

を図るとともに、多様な学生の受入れを増やす上では、転学・編入学・復学を柔軟にす

ることで、横の流動性を促進することも求められる。その際、高度な教育研究を行う大

学院が国際的な魅力を高めていくために、大学院進学時における学生の囲い込みを改め、

学生に対しては学士課程とは異なる機関への移動を奨励し、学生の流動性を高めること

で、多様な視点や発想をもつ学生が切 磋
さ

琢
た く

磨しながら能力を磨いていくことができる

教育研究環境を構築することが必要である。さらに、各大学において学士・修士や修士・

博士の一貫教育の実施を検討する際は、上記の点にも留意しつつ、大学の役割や機能も

踏まえながら教育課程を編成していくことが求められる。 

＜具体的方策＞ 

○ 体系的な大学院教育課程の編成の推進

・ 博士課程において、専門的な知識・研究能力のみならず、論理的思考力等の汎

用的能力を身に付けることの重要性を明確にするため、大学院設置基準等の改正

も見据えた検討を進める。

・ 大学院教育の質保証や円滑な学位授与等の教育改善の取組、修士・博士課程の

５年一貫学位プログラムの構築（指導教員の共通理解の徹底及び研究科又は専攻

における指導体制の組織的改革の推進を含む）を推進するために、これまでの大

学院改革の成果 84の横展開を図る 85。

・ 徹底した国際化と産学連携の促進、組織改革・推進体制等の基盤構築を通じた

博士人材の育成機能の強化を図る大学院改革の取組を推進する。

○ 学士課程から博士課程までの連続性の向上と流動性の促進

・ ダイバーシティ環境の醸成や内部進学抑制により、流動性に支えられた多様性

を確保するなど、大学が全体としてその機能を強化し、その役割をしっかりと果

83 人文科学・社会科学系の大学院には小規模・分散的な専攻が多く、今後は、複数の大学院間の連携による教育研究ネ

ットワークを構築すること等により、スケールメリットを発揮したチーム型の教育研究や組織的な就職支援体制への

転換を進め、学生の関心に沿ったきめ細かな指導がなされる環境の構築を推進することが必要であるとの指摘もある。

（中央教育審議会大学分科会「人文科学・社会科学系における大学院教育の振興方策について（審議まとめ）」（令和５

（2023）年 12 月）） 
84 「博士課程教育リーディングプログラム」、「卓越大学院プログラム」等。 
85 ５年一貫の学位プログラム構築に当たり、各大学の判断により、「博士論文研究基礎力審査」の合格を、修士論文又は

特定課題の研究成果の審査と試験の合格に代えて、博士課程の前期の課程を修了し修士の学位を授与する要件として

課すことも可能である。（大学院設置基準第 16 条の２） 155
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たしていくことができるよう、具体的な対応策の検討を進める。 

・ 国内外における国際的な競争環境下で活躍できるよう、優秀な学生が学士・修

士課程を５年間で履修する大学を大幅に拡充するため、適切な学修時間の確保や

教育研究の質の確保を前提とした制度改善について検討を行う 86。

・ 学生の海外研究活動や留学機会の充実を図るとともに、大学院教育研究の国際

化や優秀な留学生の受入れを促進する。

イ．幅広いキャリアパスの開拓の推進

大学院における教育については、学修者の個々のニーズのみならず、産業界や国際社

会など幅広い社会のニーズに積極的に対応したカリキュラムとするとともに、社会での

活躍状況を可視化し、キャリア構築に係る組織的支援を進めることが必要である。一方

で、企業における採用拡大や処遇改善、従業員の博士号取得支援などの取組や協力は欠

かせず、こうした産業界における積極的な取組が進むよう、産学官が一層、連携してい

くことも求められる 87。このような出口戦略なくして、博士号取得者数の増加は望めな

い。 

また、大学院進学者の増加のためには、前述の大学院教育の質の確保に加えて、初等

中等教育から高等教育段階まで大学院進学へのモチベーションを高める取組を切れ目

なく実施し、早期から大学院教育の見通しを示すことにより、多様で優秀な者の進学を

促進していくことも重要である。その際、学生が安心して研究に打ち込める環境を実現

するための支援を行うとともに、学生の流動性の確保に留意しつつ、学士課程から円滑

に修士課程に進学することができるよう、有機的な接続を図ることも必要である。 

さらに、社会人については、リカレント教育・リスキリングの需要を捉え、オンライ

ン授業の活用も図りながら修士号 88・博士号の取得者数の増加を図っていくことも必要

である。リカレント教育の推進に当たっては、リカレント教育を大学のミッションとし

て明確に位置付け、全学的な体制を整備した上で、制約の多い社会人が受講しやすい教

育プログラムを展開していくことが求められる 89。特に、学位取得を目指す課程におい

ては、長期履修制度はもとより、学位の質保証に留意しつつ、早期修了制度 90を積極的

86 その際、十分な単位を修得しつつもやむを得ない理由から退学する学生に対する一定の配慮についても検討が必要で

ある。 
87 デンマークにおいては、博士課程を目指す学生が所属大学と民間企業との合意の下、博士研究のテーマを国に応募し、

それが採用されれば国から補助金が出され、企業に雇用されると同時に博士課程学生として大学院にも入学し、給与と

学位の両方を受けることができるという「Industrial PhD」という仕組みがある。 
88 専門職大学院の課程を修了した者に対して授与する「修士（専門職）」、「法務博士（専門職）」、「教職修士（専門職）」

の学位を含む。 
89 学位を授与する課程のみならず、学位を授与しない短期のプログラムなど多様なニーズに対応する教育プログラムに

は大きな社会の期待があることに留意すべきである。 
90 修士課程（博士前期課程）の在学期間は、優れた業績を上げた者については、１年以上在学すれば足りるものとされ

ている（大学院設置基準第 16 条）。また、博士後期課程の在学期間は、優れた研究業績を上げた者については、１年以

上在学すれば足りるものとされている（大学院設置基準第 18 条第３項）。ただし、博士課程（標準修業年限５年）の在

学期間は最短３年であるため、修士課程を１年で修了した者が博士課程で優れた研究業績を上げた場合であっても、修

士課程の１年の在学期間に１年を加えた２年の在学期間で博士課程を修了することはできない。なお、早期修了の仕組

みを活用して、一定の研究業績を有する社会人を対象に１年で博士号の取得を可能としている大学において、学位の質

を担保する観点から、博士の学位にふさわしい研究水準及び能力に達しているかどうかを複数回の審査で判断してい

る事例もある。 156
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に活用することで、意欲と能力のある社会人が１年で修士の学位取得 91を可能とするこ

とや、意欲と能力に加え一定の研究実績を有する社会人が１年で博士の学位取得を可能

とすることなど、ニーズに応じた工夫を積極的に進めていくべきである 92。 

加えて、大学院レベルのリカレント教育の提供は、これから進路を選択していく大学

院生が社会人や企業等との接点を増やしていく良い機会ともなり、大学・企業・学生の

相互理解の促進にもつながり得る。 

＜具体的方策＞ 

○ 博士人材が多様なフィールドで一層活躍するための環境構築

・ 博士人材と民間企業との接続に当たって民間企業、大学等が取り組むことが奨

励されるような内容についてまとめたガイドブックを作成・周知する。

・ 博士課程修了者の活躍状況を可視化するとともに、博士人材の採用拡大や処遇

改善について優れた取組を行っている企業やロールモデルとなるキャリアパスを

有する博士人材、アカデミアから産業界への人材流動の事例を発掘し、ロールモ

デル事例集を作成することを通じて、博士人材として社会で活躍する魅力を広く

社会に発信する。

・ キャリアパスの多様化への対応のため、キャリア構築に係る組織的支援の取組

が促進されるよう、より実践的で多様なキャリアにつながるジョブ型研究インタ

ーンシップや、キャリア開発・育成コンテンツの提供等を進める取組を推進する。 

・ スーパーサイエンスハイスクール（SSH）での博士人材の積極的採用や博士教諭

としての活躍を促進する。

・ 博士人材の国や地方公共団体等の公的機関での活躍を促進するため、博士号取

得者の国家公務員への採用や職務内容、処遇等の状況について実態調査を行い、

好事例の横展開を図るとともに、課題分析等を行った上で更なる充実策を講じる。 

・ ポストドクター・若手研究者の処遇向上やキャリアパス支援のため、ポータル

サイト 93によるキャリア支援情報を提供する。

○ 多様な進学者の受入れ促進

・ 早期からの大学院進学のモチベーションの向上のために、初等中等教育段階で

91 教師人材に関しては「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について（令和６（2024）

年 12 月 25 日中央教育審議会諮問）」において、社会人等が大学院での教職に関する学修によって教員免許の取得が可

能な仕組みの構築などについて、中央教育審議会での検討が要請されており、当該検討とも連携していくことが必要で

ある。 
92 社会人が短期で学位取得を可能とする以下の①②の仕組みを活用することも考えられる。①修士課程においては、主

として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合に、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間等に授業

又は研究指導を行う等、教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を

１年以上２年未満の期間とすることができる（大学院設置基準第３条第３項）。②大学院は、入学前に当該大学院及び

他の大学院において修得した単位（入学資格を有した後修得したものに限る。）を当該大学院において修得したものと

みなし、当該単位の修得により当該大学院の修士課程又は博士課程（博士後期課程を除く。）の教育課程の一部を履修

したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で当該大学院が定める

期間在学したものとみなし、在学期間を短縮することができる（大学院設置基準第 18 条）。 
93 科学技術振興機構が運営する、研究者・研究支援者・技術者等の研究人材のキャリア形成・能力開発を情報面から支

援する研究人材のためのポータルサイトである JREC-IN Portal を活用。 157
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の課題発見・解決能力等を育む探究学習や体系的・系統的なキャリア教育の充実、

高等学校段階における先進的な理数系教育の充実を図る。 

・ 学士課程の学生が大学院や大学院生を知る機会の拡大を図るために、各種取組

事例（大学院生の学士課程のゼミへの TA としての参加、学士課程と大学院の合同

ゼミの実施、大学院の授業科目の先取り履修、学士課程等学生向けのキャリア支

援等）の取組事例集の作成・周知を行う。

・ リカレント教育・リスキリングを望む社会人や産業界、地域のニーズを踏まえ、

企業や地方公共団体等と必要な人材像や求めるプログラム、オンライン授業の活

用方策等について議論する場を設け、継続的なリカレント教育・リスキリングの

実施に向けた支援を行う。

・ 学生が安心して研究に打ち込める環境を実現するため、博士課程の学生に対す

る生活費相当額の支援を引き続き充実するとともに、日本学術振興会特別研究員

に対する支援の拡充を図る。

・ 意欲と能力（博士については研究実績を含む）のある社会人が１年で修士や博

士の学位取得を可能とするため、早期修了制度の積極的な導入を推進する。

・ 社会人の主体的なリカレント教育・リスキリングを推進するために、教育訓練

給付制度や人材開発支援助成金等の支援策の情報発信を図る。【再掲】

・ 多様な博士人材の育成や研究活動を支える施設整備に対する支援を行う。

④研究力の強化

研究を重視する大学における研究力の強化については、科学技術政策の観点から見て

も様々な論点があるものの、「教育」と「研究」を両輪とする大学教育において、質の高

い教育を行いつつ、質の高い研究成果を創出するためには、研究者が教育研究に専念で

きる環境を整備することが必要不可欠である。そのための環境整備に当たっては、研究

環境を更に向上させる観点と、研究環境の低下要因を取り除く観点の双方が重要である。 

研究環境を更に向上させる観点からは、前述のとおり大学院教育の改革を進めるとと

もに、研究者（教員）への適切な評価や給与等への反映を進めることや、UEA94のような

教育の専門家、URA95等の大学等の運営組織に係る研究開発マネジメント人材 96、技術職

員、事務組織の機能を高めていくことが極めて重要である。UEA や研究開発マネジメン

ト人材等は、求められる業務が幅広い一方で人材の不足、適切な評価やキャリアパス確

立の難しさが課題となっており、このような人材を含めた学内環境を整備していくこと

が求められる。あわせて、博士人材を事務職員や研究開発マネジメント人材としても積

極的に採用し、大学の経営力強化を図ることも必要である。

また、研究活動に必要不可欠である研究設備・機器について、機関の経営戦略と明確

に結びつけ、機関全体として戦略的に導入・更新・共用等を図る仕組みの一層の強化が

必要である。 

さらに、個々の大学に属さない大学の共同利用の研究所として、高度な技術職員等も

94 University Education Administrator 
95 University Research Administrator 
96 URA に加え、幅広くマネジメント業務に携わる教員・研究者、事務職員、様々な専門職を指す。 158
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含めて優れた研究環境を提供する大学共同利用機関等の機能を強化することも必要で

ある。 

一方、研究環境の低下要因を取り除く観点からは、教育研究以外の業務を必要最小限

に抑え、研究時間を確保することが重要であり、教育者としての側面と研究者としての

側面を持ち合わせている教員の研究パフォーマンスを高める上で、教員が特に研究時間

と研究資金において制約があると感じていること、特に、管理運営業務の負担軽減が課

題となっていることに着目することが重要である。そのため、形式的な会議の廃止や運

用の見直し、大学入学者選抜における負担軽減等、業務負担軽減の推進が必要である 97。 

また、我が国全体の研究力向上のためには、そのけん引役となる研究大学が、民間企

業や国内外の研究機関・大学等とも連携しつつ、卓越した研究成果を生み出すことを組

織として追求し、そのための改革に大学を挙げて取り組んでいくことが重要であり、そ

うした改革の灯を絶やさず更に活性化させ、各大学による研究力向上に向けた改革を継

続的・安定的に後押しする必要がある 98。 

＜具体的方策＞ 

○ 研究の質向上に向けた研究環境構築

・ 大学の研究者（教員）の意欲と能力を引き出すため、研究業績等を加味して公

平かつ定期的に評価結果を昇給や賞与等給与へ反映することを促進する 99。

・ 質の高い大学院教育の推進や幅広いキャリアパスの開拓推進等を通じて、大学

院教育の改革を進める。

・ グローバルに競争力のある研究者の創出や国際ネットワークの強化に向けて、

政府関連在外拠点も活用しつつ、国際頭脳循環や国際共同研究を推進するととも

に、組織的な研究力の向上に向けて、企業研究者や若手研究者、女性研究者など

多様性に富んだ研究環境の構築を支援する。

・ 我が国全体の研究開発マネジメント人材の量的不足の解消及び質の向上や、適

切な処遇・キャリアパスの確立を図るために、科学技術振興機構をはじめとした

多様な機関における人材育成に取り組むとともに、大学や研究機関において研究

開発マネジメント人材に係る人事制度を構築する等の体制構築を促進する 100。

・ 大学等研究機関において、機関全体として戦略的に研究設備・機器の持続的な

整備、幅広い研究者への共用、運営の要である専門性を有する人材（技術職員等）

の持続的な確保・資質向上を図る仕組みの構築（コアファシリティ化）を促進す

る。

・ 大学共同利用機関及び共同利用・共同研究拠点が中核となり、意欲・能力のあ

97 中央教育審議会大学分科会「教育と研究を両輪とする高等教育の在り方について～教育研究機能の高度化を支える教

職員と組織マネジメント～（審議まとめ）」（令和３（2021）年２月） 
98 科学技術・学術審議会学術分科会「第７期科学技術・イノベーション基本計画に向けた学術分科会としての意見」（令

和６（2024）年８月） 
99 文部科学省「国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン～教育研究力の向上に資する魅力ある

人事給与マネジメントの構築に向けて～」（平成 31（2019）年２月） 
100 科学技術・学術審議会人材委員会研究開発イノベーションの創出に関わるマネジメント業務・人材 に係るワーキン

グ・グループ 「科学技術イノベーションの創出に向けた研究開発マネジメント業務・人材に係る課題の整理と今後の在

り方」（令和６（2024）年６月） 159
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る研究者に高度かつ効率的な研究支援機能を提供し、保有する最先端の研究設備

等を活用した共同利用・共同研究による若手研究者や技術職員等の人材育成機能

をも担うネットワークを構築する。 

・ 国際卓越研究大学制度や、地域の中核大学や特定分野に強みを持つ大学に対す

る支援等を通じてトップ層や上位に続く層の大学の研究力の抜本的な底上げを図

り、各大学による研究力向上に向けた改革を継続的・安定的に後押しする。

○ 研究環境の低下要因を取り除くための業務負担軽減の推進

・ 学内等で行われている各種会議について、本来の設置趣旨に立ち返り、形骸化

していないか、効率化できる観点はないか等の視点から再確認し、必要に応じた

見直しを行うことを促進する。

・ 各大学におけるトップ研究者に係る人事配置の一環として、研究と教育それぞ

れに重点を置く教員の活用、バイアウト制度 101の活用や教員の機能や実際の業務

内容等に応じた評価等を促進する 102。

・ 大学入学者選抜に関する業務について、業務合理化の観点から、教員は選抜の

本質的な部分に中心的に関与することを周知し、各大学等において大学入学者選

抜を支える専門人材の職務の確立・育成・配置等を促進する 103。

⑤情報公表の推進

高等教育機関等からの適切な情報発信がなければ、規模や立地、知名度等による入学

者選抜の選抜性の高低により高等教育機関の 淘
と う

汰が進むこととなり、教育研究の質の

高度化に向けた取組が社会全体からの適切な評価を得られないことにつながってしま

う。 

留学生や社会人を含めた多様な進学希望者が自らの目的に合う大学を選ぶことがで

きるようにすることや、修士・博士課程への進学を決断できるようにするためには、各

高等教育機関の持つ、教育研究に関する情報の公表をより進めていくことが必要である。 

そのための一つの手法として、我が国の大学ポートレートは、平成 27 （2015）年から、

大学コミュニティによる自律的な運営がなされており、各大学の多様な教育情報の発信

に一定の効果を発揮してきた。一方で、国公立版と私学版とで情報を提供するプラット

フォームが異なるために大学の教育研究の質に関わる重要な情報が必ずしも分かりや

すく示されていないといった課題が指摘 104されている。前述の新たな評価制度において

は、新たなデータベースの情報を活用することとし、高等教育機関側・評価機関側の双

101 競争的研究費の直接経費の使途を拡大し、研究代表者本人の希望により研究機関と合意をすることで、その者が担っ

ている業務のうち研究以外の業務の代行に係る経費の支出を可能とする制度（競争的研究費に関する関係府省連絡会

申し合わせ 「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し（バイアウト制度

の導入）について」（令和２（2020）年 10 月）） 
102 総合科学技術・イノベーション会議「研究に専念する時間の確保－研究力強化・若手研究者支援総合パッケージフォ

ローアップ－」（令和５（2023）年３月）
103 中央教育審議会大学分科会「教学マネジメント指針（追補）」（令和５（2023）年２月）
104 中央教育審議会大学分科会質保証システム部会「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について（審議

まとめ）」（令和４（2022）年３月）160
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方の負担軽減を図っていくことが求められるが、当該データベースとの連携も含めて、

諸外国の状況も参照しながら、大学ポートレートで培ってきた実践や知見を生かしつつ、

単純な数値に限らず高等教育機関を横断的に比較する観点から、設置者別ではない新た

なデータプラットフォーム（Univ-map（ユニマップ）（仮称））を構築し、情報公表を更

に進めることが必要である。その際、学修者や進学希望者が、各高等教育機関の教育力

を把握するに当たって、どのような情報が必要であるかという観点から公表項目を検討

していくことも必要である。 

また、学則に記載されている事項については、本来は、社会一般に対して示されるべ

きものであるため、学則の公表を促進することが求められる。あわせて、大学の負担軽

減の観点から学則変更等の届出事項の整理を行うことも必要である。 

さらに、学生目線から大学教育や学びの実態を把握するために国が試行実施している

「全国学生調査」について、学生の学修成果に関する情報を他の大学・学部間でベンチ

マークできるという利点を十分に生かす形で、その調査結果を教育の質の向上に向けて

積極的に活用することも重要である。

＜具体的方策＞ 

○ 情報公表の内容・方法の改善

・ 国において、各大学の魅力を視覚化するための新たな指標を作成する。

・ 多様な教育活動の状況を国内外の様々な者に分かりやすく発信するため、大学

入学者選抜に関する情報や、学修成果や教育成果に関する情報についての公表を

更に促進する 105とともに、利用者にとっての利便性向上を図るための高等教育機

関間の多様な比較分析が可能となる情報の可視化を進める。

・ 各高等教育機関における事務手続の軽減を図る観点や、新たな評価制度の充実

の観点から、評価におけるデータ活用のためのデータベースの整備について検討

する。【再掲】

・ 学則の公表の義務付けとともに各届出事項の見直しを行う。

○ 全国学生調査の活用

・ 全国学生調査の全校参加に向け、参加等に関するインセンティブの設定を行う

とともに、円滑な調査の実施に向けて体制の整備を行う。

・ 各高等教育機関における IR 等を通じた自己点検評価と認証評価での全国学生

調査の結果の活用を促進するために周知等を行う。

105 中央教育審議会大学分科会「教学マネジメント指針」（令和２（2020）年 1 月）において、学修成果を中心に、幅広

く公表すべき情報の例を提示。 161
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（２）高等教育全体の「規模」の適正化

高等教育行政は、「高等教育計画の策定と各種規制」の時代から「将来像の提示と政策

誘導」の時代へ移行し 106、これまで大学入学定員数は緩やかに増加している。 

現在のきっ抗しつつある高等教育への進学希望者数と高等教育機関の収容定員との

需給バランスが、今後は、急速な少子化の進行等の中で、18 歳で入学する学生の減少に

より超過供給状態になり、定員充足率のより一層の悪化が見込まれ、各高等教育機関が

最低限確保するべき学生数を確保できず、経営状況の悪化により、教育研究の「質」を

維持できなくなるおそれがある。したがって、各高等教育機関は、もはや 「18 歳中心主

義」を維持したままでは、現在の規模を確保することができないとの認識が必要である。

この認識の下、 「18 歳」「国内」「対面」にこだわらず、これまで前提として考えられてき

た「学生」概念を見直し、多様な学生が入学できるようにすることが必要である 107。多

様な価値観が集まるキャンパスを実現することで、前述のとおり、教育研究の「質」の

更なる高度化に資することになる。 

一方で、18 歳人口の減少率や進学率の状況等を踏まえ、各大学の収容定員を適正にし

ていくことも必要であるが、今後、超過供給状態により適切な高等教育機会の提供がで

きなくなるおそれがあることから、設置基準や審査の在り方においても、経営の観点か

ら安易な設置を抑制することができるよう、抜本的な見直しを行う必要がある。また、

高等教育機関の機能強化の観点からも、設置者の枠を超えた、高等教育機関間の連携、

再編・統合、縮小、撤退の議論を避けることはできない状況であり、高等教育全体の適

正な規模の見直しが必要である。 

その際、各地域や高等教育機関において、地域における将来推計人口、進学者数や産

業別就業者数の見込み、専攻する学問分野ごとの学部学科の定員等を踏まえながら適正

な規模を検討していくことが必要である。 

①高等教育機関の機能強化

高等教育機関の機能強化に向けては、高等教育機関の新陳代謝の促進や将来を見据え

たチャレンジをはじめ、意欲的な教育・経営改革を行う大学等への支援の強化、高等教

育機関間の連携の促進等の取組が重要である。 

意欲的な教育・経営改革を行う大学等への支援に当たっては、より質の高い教育研究

を行うために率先して規模の縮小等を図る大学等や、成長分野の人材育成に向けて新陳

代謝を図る大学等への支援を行うことが必要である。 

高等教育機関間での連携構築を図る際には、大学等の単なる存続を目的とした考えに

立つのではなく、地域全体で当該地域を支える人材を育成し、地域の発展をけん引して

いくという理念を共有した上で、各高等教育機関が有する特徴や強み・弱み、学位プロ

グラムの内容、資源等を深く理解することが必要であり、この過程を経ることで、連携

106 中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像（答申）」（平成 17（2005）年１月） 
107 ただし、高等教育機関が社会等からの信頼を得て今後も持続可能な発展を遂げるためには、定員充足率を満たすこと

を目的とするような、単なる数合わせのために学生を受け入れることは、厳に慎むべきである。これは、修業年限内で

学修活動に用いることができる学生の時間が有限であるという視点から捉えても、「教育課程編成・実施の方針」に基

づく教育課程を履修し「卒業認定・学位授与の方針」に定められた学修目標を達成するためには、学生が入学段階で一

定の資質・能力等を備えていなければならないためである。 162
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を契機として把握した資源を活用して、より教育の質を上げることにつながることも期

待される。その際、各大学における教育課程編成に当たっては、連携を促進する観点か

らの学位プログラムの構築にも留意が必要である 108。 

また、高等教育機関間での連携を支えるためには、入学者選抜、留学や就職、厚生補

導、図書 109、教務の一部等の機能を柔軟に共有することも必要である。 

なお、大学間連携の取組の推進に当たっては、学生募集で競合関係にある実態も踏ま

えた仕組みを講じることが必要である。 

＜具体的方策＞ 

○ 意欲的な教育・経営改革を行うための支援

・ 一定の学士課程定員の規模縮小をしつつ、質の向上と連動して規模縮小を実施

する大学、収容定員・資源を学部から大学院へシフトする大学、質を確保した上

で留学生や社会人を増加する大学等に対する支援を行う。

・ 大学等が持つ知的資産の継承・発展の機能に留意しつつ、大学・高専機能強化

支援事業を通じたデジタル・グリーン等の成長分野への学部転換等の支援等、改

革やチャレンジに取り組む大学への支援を強化する。

・ 付加価値を創造する新たな私立大学へ転換するための教育研究面の構造転換

や、複数大学等の連携による経営効率化・開設科目等の相互補完等を通じた経営

改革の支援を強化する。

・ 各種データや知見・ノウハウ等をフル活用する体制の構築等により、各大学等

の主体的な経営判断や、文部科学省、私立学校振興・共済事業団による「アウト

リーチ型支援」を推進する。

・ 産業界や社会人のニーズを踏まえた、各高等教育機関における教育改善を促進

するために、リカレント教育プログラム開発・評価の体制整備を支援する。

・ 高度で専門的な知識を有する高い資質・能力をもった職員の採用・育成を促進

する。

○ 高等教育機関間の連携の推進

・ 地域連携プラットフォームの仕組みを発展させ、各地域における地理的観点か

らのアクセス確保策や地域の人材育成の在り方について、議論を行う協議体（地

域構想推進プラットフォーム（仮称））を構築する。

・ 大学等連携推進法人制度を発展させ、連携開設科目の設置にとどまらない活用

を支援し、大学等連携をより緊密に行うための仕組み（地域研究教育連携推進機

108 学士課程答申で示された「各専攻分野を通じて培う学士力～学士課程共通の学習成果に関する参考指針～」を踏まえ

るとともに、日本学術会議の「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準」等も参考とすることが考

えられる。 
109 なお、大学図書館は、これまで、大学における学生の学習や大学が行う高等教育と学術研究活動全般を支える重要な

学術情報基盤として、社会全体におけるデジタル化の進展と学術情報流通の変化に対応しつつ、学術情報の体系的な収

集・蓄積・公開や、大学における教育・研究に対する支援などの役割・機能を担ってきた。（科学技術・学術審議会情

報委員会オープンサイエンス時代における大学図書館の在り方検討部会「オープンサイエンス時代における大学図書

館の在り方について（審議のまとめ）」（令和５（2023）年１月）） 163
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構（仮称））の導入や支援策の検討を行う。 

・ 遠隔教育の課題と利点を踏まえた遠隔教育の質の保証・向上を図るとともに、

対面授業と遠隔授業を効率的に組み合わせたハイブリッド型教育の充実等を促進

する。【再掲】

・ 複数大学等の連携による経営効率化・開設科目等の相互補完等を通じた経営改

革の支援を強化する【再掲】。

・ DX 等の活用を通じて客観的な経営診断を踏まえた「アウトリーチ型支援」を充

実し、各法人の主体的な判断を促すとともに、連携・統合等を希望する学校法人

への経営相談等を含め、日本私立学校振興・共済事業団における高度な経営相談

支援の実現を図る。

②高等教育機関全体の規模の適正化の推進

高等教育全体の規模の適正化については、高等教育機関以外の機関における再編等に

関する施策の例も参考にしつつ、地域や社会のニーズ等を踏まえた上で、再編・統合や

縮小、撤退を支援することが必要である。 

その際には、大学、専門職大学・専門職短期大学、大学院・専門職大学院、短期大学、

高等専門学校、専門学校といった機関別、あるいは、国公私立の設置者別の区分に関係

なく、全ての高等教育機関にとって、決して他人事ではないという認識を強く持つ必要

がある。 

このようなことを前提とした上で、新たな大学・学部等の設置については、新たな学

問分野への転換など新陳代謝も必要である一方で、今後、大学進学者数の大幅な減少が

見込まれるという高等教育全体を取り巻く劇的な変化に的確に対応する必要がある。こ

のため、国の施策においては、設置認可審査から撤退の支援まで一貫した取組が求めら

れるとともに、大学等においても、18 歳人口が減少することや地域の人材需給等も踏ま

えつつ、スクラップ・アンド・ビルドをはじめ学内における組織や定員に関する検討を

十分行う必要がある。上記を踏まえ、設置認可については、これまで以上に、教学面に

おいては質の高さや社会的な必要性を求め、経営面においては財産保有要件や私学助成

交付要件の厳格化を図るなど、抜本的な見直しを図る 110 111。 

その上で、各々の高等教育機関においては、自らの強み・弱みや取り巻く外部環境等

の現状を適切に認識し、自らのミッションを再確認し、少子化を踏まえた適正な規模の

在り方について検討を進めることが重要である。各機関の検討の結果、地域や産業のニ

ーズに応じた学部・学科等の再編や、研究大学を志向する大学における収容定員・資源

の学部から大学院へのシフト、地域あるいは地域外の高等教育機関との連携、統合等、

110 収容定員管理において、現在は、100％を数名でも下回ると「未充足」と位置付けられることで課題と捉えられる傾

向にあるが、地域におけるアクセス確保の観点も踏まえ、教育の質や経営上の影響等の観点から実質的に定員の充足状

況を把握するために、「定員充足」「未充足」の考え方について多少の幅をもたせていくことも必要である。 
111 設置認可申請時に他の申請大学等の情報を十分に把握することができない実態もあるが、各大学等においては、積極

的な情報収集と適切な市場調査の実施が望まれる。設置認可審査の過程においても、十分な情報収集と市場調査の結果

を踏まえた計画となっているか確認することも必要である。 164
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それぞれのミッションに応じた再編 ・統合、縮小 112、撤退等を進めていくことも求めら

れる。なお、高等教育機関間の連携、統合等に当たっては、それぞれの高等教育機関に

おける三つの方針や建学の精神との整合性に留意が必要である。 

なお、少子化が進む中で、地方の中小規模の私立大学の経営は厳しくなっており、近

年では、私立大学から公立大学に設置者が変更される事例が見られる。これまでも、地

方公共団体や議会において私立大学の公立化が真に地域に貢献するものとなるか検討

が行われるとともに、将来的に見込まれる経営見通しや財政負担の「見える化」が進め

られている。私立大学の公立化については、引き続き安易な設置は避ける必要があり、

地方公共団体においては、地域の人材需要や将来の運営の見通し等も十分に吟味するな

ど、慎重に検討することが求められる。 

また、経営・教学面において一定の質が確保できない高等教育機関については、学生

保護の観点及び高等教育全体への信頼確保の観点から、撤退を進める必要があり、その

ための仕組みの構築が求められる。 

これまでは、大学が募集停止・廃止となっても、ほとんどが近隣の大学で学業を継続

するか、在学生が卒業するまで存続するなどしてきた。しかし、今後は急激な経営状況

の悪化等により、学生の学びの継続を確保できずに廃止となる高等教育機関が現れない

とも限らない。それによって、最も被害を受けるのは学生であり、学生保護の観点から

は、全体の規模を円滑に適正化していくとともに、急な破綻を避けるための取組や破綻

した場合の手続や取扱いについて必要な仕組みを構築していくことが重要である。 

＜具体的方策＞ 

○ 厳格な設置認可審査への転換

・ 社会的な必要性や持続可能で質の高い学修環境・研究環境であるかという視点

をこれまで以上に重視することとし、通信教育課程を含め、基幹教員の配置に係

る基準や指導補助者の基準等について制度改善を行う。【再掲】

・ 学校法人の寄附行為（変更）認可審査において、新たに大学等を設置する場合

の財産保有要件や経営状況等に関する要件の厳格化を図るなど財務基準の見直し

を図る。

・ 学校法人の寄附行為（変更）認可審査において、経営状況が悪化した場合等の

対応方針（リスクシナリオ）や学生確保の見通し等に関する審査の在り方、審査

プロセス等を抜本的に見直す。リスクシナリオを遵守しない場合や、学部等の設

置後に完成年度を迎えても定員充足率が一定の割合に満たない場合等、設置計画

の履行が十分になされていない場合には、私学助成の減額・不交付措置を講ずる。 

・ 大学の地域貢献に関する積極的な情報公表に基づき、地域にとって真に必要と

される地方大学に対する支援の在り方を検討するとともに、私立大学の公立化に

おいて、地方公共団体が地域の人材需要や将来の運営の見通し等も十分に吟味す

るなど、留意すべき事項等の明確化を行う。

112 縮小とは定員規模の縮小を指すが、S/T 比の向上も含めた丁寧な教育が行われるなど、より活力ある取組に繋げてい

くことが求められる。 165
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○ 再編・統合の推進

・ 定員未充足や財務状況が厳しい大学等を統合した場合のペナルティ措置（設置

認可審査、私学助成、高等教育の修学支援新制度の機関要件等）を緩和するため

の制度改善について検討を行う。

・ 再編・統合時の留意点 113等を整理した学校法人向けのハンドブック 114を踏まえ

つつ、既にこれまで行われてきた再編・統合の課題を整理した実施事例を作成す

るなど、再編・統合を検討する際に有益な情報を高等教育機関関係者に周知する。 

・ DX 等の活用を通じて客観的な経営診断を踏まえた「アウトリーチ型支援」を充

実し、各法人の主体的な判断を促すとともに、連携・統合等を希望する学校法人

への経営相談等を含め、日本私立学校振興・共済事業団における高度な経営相談

支援の実現を図る。【再掲】

・ 設置者の枠を超えた再編・統合について課題や実施するための方策の整理を行

う。

・ 社会のニーズ等を踏まえた大学等の再編・統合に資するような支援方策等につ

いて検討を行う。

○ 縮小への支援

・ 一定の条件を満たす場合に一時的に減少させた定員を一部又は全部戻すことを

容易にする仕組みの創設等、収容定員の引下げに対する大学等の忌避感の緩和の

ための仕組みを構築する。

・ 一定の学士課程定員の規模縮小をしつつ、質の向上と連動して規模縮小を実施

する大学、収容定員・資源を学部から大学院へシフトする大学、質を確保した上

で留学生や社会人を増加する大学等に対する支援を行う。【再掲】

・ 縮小、撤退等の学校法人の速やかな経営判断を着実に促すため、学校法人への

経営指導の基準となる指標や学校法人向けのハンドブック等を見直す。また、収

容定員充足率や経営状況等が一定の基準に該当する場合に対しては、規模縮小や

撤退に係る指導を強化するとともに、私学助成の交付要件として経営改善に関す

る計画の策定を義務付け、進捗状況等を配分に反映させる。

○ 撤退への支援

・ 学生募集停止を行った学部等について、情報の公表や教育の質に係る客観的指

標等において減額措置を受けていないこと等を要件に、継続的な教育研究活動を

支援する。

・ 縮小、撤退等の学校法人の速やかな経営判断を着実に促すため、学校法人への

経営指導の基準となる指標や学校法人向けのハンドブック等を見直す。また、収

容定員充足率や経営状況等が一定の基準に該当する場合に対しては、規模縮小や

撤退に係る指導を強化するとともに、私学助成の交付要件として経営改善に関す

113 なお、統合等に当たっては、デュー・デリジェンス（取引前の適正評価手続）を実施することが望ましい。 
114 日本私立学校振興・共済事業団「学校法人の経営改善等のためのハンドブック≪第２次改訂版≫」（令和６（2024）

年３月） 166
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る計画の策定を義務付け、進捗状況等を配分に反映させる。【再掲】 

・ 学校法人が解散する場合等における、在学生の卒業までの学修環境確保等の学

生保護の仕組み、卒業生・修了生の学籍情報の管理方策の構築  

115や残余財産の帰

属の要件緩和のための制度改善を行う。

115 中央教育審議会大学分科会「学修者本位の大学教育の実現に向けた今後の振興方策について（審議まとめ）」（令和５

（2023）年２月）を受けた検討の具体化。 167
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（３）高等教育への「アクセス」確保

高等教育全体の規模を適正化しつつ、意欲のある者の教育機会を確保し、誰もが進学

をあきらめない社会を実現するためには、質の高い高等教育への「アクセス」について、

地理的観点と社会経済的観点の両面から対策を講じる必要がある。 

地域によって高等教育機関への進学率や進学者収容力が異なるとともに、少子化の中

で、地方の私立大学ほど学生数が減少し、厳しい経営状況に陥る傾向にある一方で、経

済的な理由を含め様々な理由で地元を離れることができない進学希望者がいることか

ら、地理的観点からのアクセス確保のための方策を講じることが必要である。 

あわせて、意欲のある学生が、家庭の経済的理由から高等教育段階への進学を断念す

ることのないよう、また進学した学生が学資の捻出のため長時間のアルバイトを強いら

れることなく、学業に十分に専念できるよう、経済的観点からのアクセス確保のための

方策を引き続き講じることも必要である。さらに、社会的観点からのアクセス確保のた

めの方策を講じることも必要である。 

なお、地方創生や少子化への対応として、地域において、「学び」、 「仕事」と「多様な

ライフスタイルを実現しやすい環境」がそろうことも、今後の我が国の発展には重要で

あり、そのために、高等教育機関にどのような役割が果たせるのかという観点も重要で

ある。

①地理的観点からのアクセス確保

グランドデザイン答申においては、地域の高等教育機関が高等教育という役割を超え

て、地域社会の核となり、産業界や地方公共団体等とともに将来像の議論や具体的な連

携・交流等の方策について議論する地域連携プラットフォームの構築や国公私立の枠組

みを超えた連携の仕組みとして大学等連携推進法人の導入等が示された。 

これらの取組は幾つかの地域で始まっており、地域の全大学が参画して教育プログラ

ムの開発や進学・就職支援に取り組んでいる地域連携プラットフォームの例や、多数の

連携開設科目の設置により教養教育の充実や多様な学生交流に取り組んでいる例があ

る。一方で、現状の地域連携プラットフォームでは、強い当事者意識、問題解決に向け

たスピード感に課題があるとの指摘や、連携開設科目の設置にとどまらない、大学等連

携推進法人を活用した教育連携の取組を更に先に進めていくべきではないかとの指摘

もある。

高等教育機関の規模の適正化が図られていく中では、今後、各高等教育機関が自らの

強みや弱みを把握し、各地域における志願動向や人材需要、他の高等教育機関が持つ特

色等を踏まえ、各機関の強みを伸ばし、連携・再編等を通じて互いに機能を補完する中

で、求められる分野を学べる高等教育の機会を確保することがより一層重要となる。 

特に、近年、地方の高等教育機関を中心に、入学者数の減少による学生募集停止が相

次いでいる。進学希望者の立場に立てば、個別の高等教育機関の存続以前の問題として、

その地域での学びの機会が確保されていることが極めて重要だと考えられる。このよう

な背景もある中で高等教育機関の再編・統合や縮小、撤退を、市場経済における選択に

委ねるのみでは、仮に、地域に一定の進学希望や人材需要が存在する場合であっても、

個別の高等教育機関の経営判断のみをもって地域から学びの機会が縮減・消滅すること168
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となり、地方に在住する高等教育進学希望者の教育機会の確保に多大な支障が生じるお

それがある。また、地域の人材需給のバランスが崩れ、地域の生活や産業の基盤に大き

な影響を与えるおそれもある。そのため、各地域において高等教育へのアクセス確保の

具体策を早急に講じることが求められる。 

このため、国において、地域にとって真に必要な一定の質が担保された高等教育への

アクセス確保等、地理的観点からの高等教育機関へのアクセス確保を図るための仕組み

の構築や都市から地方への動きの促進等を通じた地方創生推進のための取組が必要で

ある。

これらの取組を講じることにより、地方においても高等教育を受ける機会や高等教育

機関の維持が図られ、地理的観点からのアクセス確保にも資することとなる。あわせて、

高等教育機関卒業後の地元への定着や、多様な高等教育機関との連携による地域産業の

発展等により、地域の活性化につながっていくこととなる。 

ア．地域ごとのアクセス確保を図るための仕組みの構築

地域にとって真に必要な一定の質が担保された高等教育へのアクセス等地理的観点

から高等教育機関へのアクセスの確保を図る仕組みの構築に当たっては、国において各

地域との連携・協力体制を早急に構築する必要がある。 

その際、学問分野・領域を残すことに固執して、地域における高等教育機関の収容定

員を人口減少に合わせて一律に縮小すると、定員が充足しても経営基盤が 脆
ぜ い

弱になる

高等教育機関が多数出ることとなる。一方で、一部の高等教育機関に機能を集約するこ

とも容易ではない。高等教育機関は、それぞれの歴史において、強みと特色を生かした

教育研究を行ってきており、それぞれが持つ多様な教育研究のノウハウを生かすことの

できない方法は、効率性が悪く、損失も大きい。したがって、今後、高等教育機関が存

続し、連携・協力体制を構築していくに当たって、まず必要なことは、教育研究におけ

る強みや特色をより明確にしながら改善を進めることである。 

そこで、各高等教育機関が持つ強みや特色を生かしつつ、地域におけるアクセス確保

を図り、地域に必要な人材を育成するために、まずは、地域連携プラットフォームの仕

組みを発展させ、各地域の高等教育を取り巻く状況や課題、将来の人材需要等を地域の

高等教育機関が共通に認識し、地方公共団体や産業界等地域の関係者も一体となって具

体的な取組に向かうことができる場の構築が重要である。そのために、地域の高等教育

機関や地方公共団体、産業界等の各地域の関係者が議論し、各地域で実効性のある取組

を推進するための協議体（地域構想推進プラットフォーム （仮称））を構築することが必

要である。 

このような協議体の構築は、各地域の高等教育を取り巻く状況や課題について地域の

高等教育機関が共通認識を持ち、地方公共団体や産業界等地域の関係者も一体となって

具体的な取組に向かうことができる場として整備する必要があることから、着実に段階

を踏んで進めることを前提としつつ、原則として地域の全ての高等教育機関を含む関係

機関が参加することが望ましい。また、これらの仕組みを促進するためには、設置認可

169
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審査や財政支援等に当たってこのような協議体での議論の内容を考慮することも必要

である。 

そして、協議体の構築を支援するためには、高等教育機関の関与はもとより、地方公

共団体における体制整備や国における司令塔機能の整備、産業界の協力等も重要である。 

また、各機関や地域において検討を促すためには、各地域において、地域における志

願動向や人材需要の情報収集や整理が必要である。その際、国においても、関係省庁の

連携により、地域ごとの人口予測や将来的な産業構造の変化に応じた産業分野ごとの人

材需要 116等について、より詳細な量的・質的な情報を収集・提供することが求められる。 

さらに、協議体において議論を円滑に行うためには、コーディネーターの役割が重要

であり、協議体が情報共有を行う段階にあるのか、産学官金の連携体制の構築やカリキ

ュラムの構築等を具体的に取り組んでいく段階であるかでは、コーディネーターとなる

人材に求められる経験・見識は異なる。そのため、コーディネーターの候補となる人材

は、高等教育関係者のみならず様々な業界に裾野を広げて求めることが重要である。ま

た、協議体の議論の進捗段階に応じて、求められるコーディネーターの配置・育成を戦

略的に進める必要もある。 

その上で、強い当事者意識を持った大学間連携の取組や実効性ある産学官金連携によ

る取組を推進するため、協議体のコーディネーターとも連携しつつ、連携開設科目の開

設にとどまらない大学等連携推進法人制度の活用を促進するため、同制度を発展させた

「地域研究教育連携推進機構 （仮称）」の活用の支援を行うとともに、地域にとって真に

必要な一定の質が担保された高等教育機関への支援を行うことで、地理的観点からの高

等教育機関へのアクセス確保のための取組を進めることが必要である。なお、地域構想

推進プラットフォーム（仮称）における議論を経て、地域研究教育連携推進機構（仮称）

の取組へ発展することや、これらが相互に連携することを通じて、地域における議論や

大学等間の連携が活性化することが期待される。 

＜具体的方策＞ 

○ 地域のアクセス確保・人材育成のための協議体の構築

・ 各地域における地理的観点からのアクセス確保策や地域の人材育成の在り方な

ど、大学等における研究・教育の構想やその推進について、地域内の高等教育機

関、地方公共団体、産業界、金融機関等の地域の関係者が継続的に議論を行う協

議体（地域構想推進プラットフォーム（仮称）） 117を国と連携して構築する。

・ 協議体の議論への参画が期待される地方公共団体における、地域の関係者との

継続的な連携のための窓口の明確化等、地域における高等教育振興に関する担当

部署の整備を促進する。

116 例えば、経済産業省の産業構造審議会経済産業政策新機軸部会では、過去 30 年の産業構造変化を産業別・地域別に

分析して、2040 年頃の将来見通しを検討しており、そのような情報を提供することが考えられる。 
117 検討に当たっては、確保すべき地理的アクセスの範囲、各地域において求められる学問分野や教育水準、議論を行う

地域の範囲の整理が必要である。なお、地理的観点からのアクセス確保のみならず、構成員の属性を踏まえ、リカレン

ト教育等について議論することも有効と考えられる。170
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・ 地方大学の振興 118や高等教育へのアクセス確保に当たって、国における司令塔

機能を果たすために責任ある体制を整備するなど組織体制の充実・強化を行う。

○ 議論を行う協議体において検討を促すための仕組みの整備

・ 各地域において、地域における志願動向や人材需要の情報収集や整理が可能と

なるよう、国において、関係省庁の連携により、地域ごとの人口予測や分野ごと

の産業・雇用環境の変化等について、より詳細な量的・質的な情報を収集・提供

する。

・ 議論を行う協議体において、地域の実態や今後の見通しを客観的に踏まえた議

論を円滑に行うために、コーディネーターとなる人材の育成・配置を進める。

○ 地域にとって真に必要な一定の質が担保された高等教育機関への支援

・ 各地域の実情や協議体での議論等を踏まえ、地域にとって真に必要な一定の質

が担保された高等教育機関について、各高等教育機関における連携・再編等の計

画策定や各計画の実行を国が支援するための仕組みを構築するとともに、地方公

共団体、産業界、金融機関等、地域の様々なステークホルダーによる支援を促進

する。

・ 地域にとって不可欠な専門人材の輩出や、地方就職率、上記ステークホルダー

による支援の状況等も踏まえた、地域にとって真に必要とされる地方大学に対す

る支援の在り方を検討する。

・ リソースの少ない地域の小規模大学であっても互いに強みを発揮したり、更な

る高等教育機関間の連携の取組を推進したりできるようにするため、地域の大学

をはじめとする高等教育機関が産学官金など地域の関係者と協働して研究・教育

の連携を行う 「地域研究教育連携推進機構（仮称）」の仕組み 119を導入し、活用を

促す。

イ．都市から地方への動きの促進等を通じた地方創生の推進

急速な少子化が先行する地方においては進学者の絶対数が減少する一方、地方から東

京都をはじめとする大都市圏への進学者の流入傾向に目立った変化はなく、地方から東

京一極集中に関する諸課題に対して厳しい目が向けられている。分野により差異はあれ、

その課題やフィールドは大都市圏で完結するものではなく、多様な出身地域の学生が共

に学び、大学の魅力・競争力を高め、多様性を維持していくことが欠かせない。都市と

地方双方が持続的に成長・発展し、大都市圏の高等教育機関が各地域の知の拠点形成や

118 地方大学の振興方策については、地方の高等教育機関が果たす多面的な役割も十分考慮の上、様々な手法が考えられ

るが、例えば、学部構成や教育課程見直しなど教育研究の充実、高等教育機関間の連携強化、地方へのサテライトキャ

ンパス設置、リカレント教育の充実等への支援が考えられる。
119 「地域研究教育連携推進機構（仮称）」の具体的な取組内容としては、連携開設科目の開設に加え、入試業務や留学

生を含めた多様な学生の受入れ支援業務、大学院生を含めたキャリア支援業務の連携実施、共同調達、教務・人事・財

務等の事務システムの共同化、学生寮等大学関係施設の共同管理・運営、産学連携・地方創生の取組の連携実施等が考

えられるとともに、教育研究組織の共同運営やそのために必要な支援策などについても検討を行っていくことが求め

られる。
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高等教育を受ける機会の維持に配意するなど、都市から地方への動きの促進等の地方創

生の推進に向けた取組を進めることが必要である。その際、国としても、企業の地方移

転等や、地域資源を生かした付加価値を高める産業・事業の創出を推進 120しており、こ

の動きと軌を一にして高等教育の振興を通じた地方創生の取組を進めることが重要で

ある。 

また、都市から地方への動きの促進等の取組として、東京圏と地方圏との間で異なる

課題があることを踏まえて、地域の特性に応じた方策を検討することが必要である。 

大学進学希望者に対する大学入学定員（大学進学者収容力）が 100％を超える東京都

や京都府のような大都市圏においては、大学進学者収容力の都道府県格差の縮小を目指

すとともに、地方圏の大学等との連携を進めることが、均衡ある国土の発展や地方創生

の観点からも必要である。このため、一定の学士課程定員の規模縮小をしつつ社会人や

留学生を抜本的に増加する大学、収容定員・資源を学部から大学院へシフトする大学、

質の向上と連動して規模縮小を実施する大学等に対する支援を行うことが必要である。

また、国内留学の促進やサテライトキャンパスの設置、キャンパス移転の支援等をする

ことで、地方との交流や地方移転を促進することも考えられる 121。 

他方で、大学進学者収容力が 100％未満の道県においては、地方の高等教育機関の振

興を図るとともに、上述の地域ごとのアクセス確保を図るための仕組みの構築が必要で

ある。 

あわせて、対面授業と遠隔・オンライン教育との双方の良さを生かし、全国からアク

セスできる、より多様かつ実践的な学修が可能となる環境を整えていくことも重要であ

る。

なお、東京 23 区内の大学学部の収容定員を原則として増加できないこととする定員

規制については、令和 10 （2028）年３月までの間に、地域における若者の修学及び就業

の状況その他法律 122の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとされており、引き続き、その政策効果について検証することが必要であ

る。 

＜具体的方策＞ 

○ 地方創生を進めるための高等教育機関への支援

・ 地方の高等教育機関の振興を通じた魅力向上を図るとともに、地方と都市部の

高等教育機関間での編入学、大都市圏の高等教育機関の学生の国内留学や学生寮

等の施設整備、サテライトキャンパスの設置、キャンパス移転等の取組を推進す

る。

・ 大都市圏の高等教育機関の各教育研究分野の課題やフィールドを踏まえた、地

方の高等教育機関や地方公共団体、各地域の議論を行う協議体等と連携した取組

120 内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局・内閣府地方創生推進事務局「地方創生 10 年の取組と今後の推

進方向」（令和６（2024）年６月） 
121 都市部と地方の学生の交流の観点からは、地方短大からの編入学（２＋２）の促進も考えられる。 
122 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律（平成 30 年法律

第 37 号） 
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を促進するために好事例の周知等を行う。 

・ 地域の経済・社会にとって不可欠な専門人材の育成に貢献している大学等へ配

慮する観点から、高等教育の修学支援新制度における機関要件の見直しについて

検討を行う。

○ 学士課程の規模縮小を進める大学への支援

・ 一定の学士課程定員の規模縮小をしつつ、質の向上と連動して規模縮小を実施

する大学、収容定員・資源を学部から大学院へシフトする大学、質を確保した上

で留学生や社会人を増加する大学等に対する支援を行う。【再掲】

○ 遠隔・オンライン教育の推進

・ 遠隔教育の課題と利点を踏まえた遠隔教育の質の保証・向上を図るとともに、

対面授業と遠隔授業を効率的に組み合わせたハイブリッド型教育の充実等を促進

する。【再掲】

・ 遠隔・オンライン教育を活用した、同一地域内や他地域、海外との大学間連携

による授業の共有化などの取組を、質の確保を前提とした上で促進する。【再掲】 

・ 放送大学において、多様なメディアを活用した、より効果的な次世代遠隔高等

教育モデルの開発や他大学への普及展開を図る。また、放送大学と私立大学通信

教育との連携を推進する。【再掲】

②社会経済的観点からのアクセス確保

経済的観点からの高等教育機関へのアクセス確保については、教育の質の向上のため

に必要なコスト、社会全体にもたらす価値、私的便益の大きさなどを総合的に踏まえて、

公費による機関補助と個人・保護者負担額の在り方を決定することが必要であり、その

個人・保護者負担額に対し、負担能力等に応じて、授業料減免や給付型奨学金等の個人

支援を行うことが基本的な考え方となる。 

個人支援については、 「高等教育の修学支援新制度」等により一定の進展をしている。

これらの高等教育費の負担軽減について、その実施状況や効果等を検証しつつ、取組を

着実に進めていく必要がある。あわせて、入学前の授業料・入学金のための資金の用意

に苦慮する世帯への更なる配慮、支援の早期化に向けた方策の検討が必要である。 

また、公費による支援のみならず、民間資金等の活用を通じて、個人の選択を支援し

ていくことも重要である。例えば、企業等による貸与型奨学金の代理返還の取組が広が

りを見せているが、これは、間接的に、個人支援への民間資金の投入を通じて、高等教

育費を社会で負担する取組と言える。 

さらに、現在の個人支援は「対象者が制度の存在を知り、申請しなければ活用できな

い」という特徴を有していることから、近年の対象拡大を踏まえた情報提供、利用者の

申請のみによらず支援を届ける方策等に係る検討や、これら制度を継続的に実施してい

くための体制整備が急務である。特に、高等教育段階の支援情報は、高等学校への進路

選択にも影響し得るため、将来の進路選択の幅を狭めることのないよう、義務教育段階

からの周知が重要である。 
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経済的な観点のみならず、社会的観点からの高等教育機関へのアクセス確保について

も様々な事情への考慮が必要である。例えば、高等学校段階での学習で継続が難しかっ

たなどの事情や、保護者の学歴や職業など家庭の社会的、文化的な背景の違いが児童生

徒の学力や進路に影響を与えている状況等へ配慮することが求められる。また、保護者、

学校、社会による学びや性別役割分担に係るジェンダーバイアス 123等に配慮することも

求められる。そのため、各学校段階を通じた体系的なキャリア教育や進路指導の充実を

図ることや、幼少期からのジェンダーバイアスの排除に係る社会的機運の醸成を図るこ

とが必要である。特に、世界に伍する研究大学から地域の人材育成をミッションとする

大学まで、多様な視点や優れた発想を取り入れた新たなイノベーションの創出に向けて、

特に女子学生の占める割合の少ない理工系や、女性の視点を取り入れることで更なる成

長が期待され、地域活性化にもつながる農学系等の分野の学問を専攻する女性の増加な

ど、女性活躍のための取組を進めることも必要である。 

＜具体的方策＞ 

○ 個人への経済的支援の充実

・ 高等教育の経済的負担軽減について、実施状況や効果等を検証しつつ、取組を

着実に進める。

・ 企業等による貸与型奨学金の代理返還の普及を促進するために、税制上の取扱

い等も含め、一層の情報発信を図る。

○ 高等教育機関入学前における取組促進

・ 低所得者世帯に係る入学前の授業料の納付猶予等を促進するために、先進的な

取組を実施している大学等の取組を取りまとめ、大学等に提示する。

・ 経済的負担軽減に関する早期からの幅広い情報提供を促進するために、義務教

育段階での周知や地方公共団体をはじめとした多様な主体によるプッシュ型の情

報発信を強化する。

・ 幼児期の教育現場等における固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み

（アンコンシャス・バイアス）の解消に資する方策についての調査研究等も踏ま

え、各学校段階での教育現場等におけるアンコンシャス・バイアスの解消に向け

た取組を推進する。

・ 女子中高生の理工系への進学を促進するために、保護者・教員も含めた地域に

おける取組を支援するとともに、各学校段階において、社会で活躍する女性によ

る講演等の機会を設けること等により、自分らしい生き方を実現していくキャリ

ア発達を促すためのキャリア教育を促進する。

123 例えば理工系への進学を選択する女子生徒が少ない実態等がある。 
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３．機関別・設置者別の役割や連携の在り方

我が国の高等教育機関における機関別・設置者別の在り方については、明治期以来の

歴史的経緯や制度上の位置づけ等も考慮し、また、グランドデザイン答申で再整理され

た役割等も踏まえた上で、それぞれの高等教育機関が持つ特色と強みを最大限生かして、

高等教育の在り方を再構築していく必要がある。 

その際、例えば、国立大学においても大学ごとにミッションの多様化・明確化が進ん

でいることや、デジタルやグリーン等の成長分野への学部転換等支援を通じた大学改

革、「高等教育の修学支援新制度」の導入等も進められていることを踏まえ、その役割の

在り方や果たすべき役割・機能について改めて明らかにすることが必要である。 

また、学びの複線化・多様化や運営基盤の強化の観点から、国公私立の設置形態の枠

組みを超えて、教育研究や事務の連携を進めるなど、各高等教育機関の強みを生かした

連携も必要である。 

（１）機関別の役割

我が国においては、大学 （学士課程） ・大学院に加え、専門職大学院・専門職大学・専

門職短期大学や、短期大学、高等専門学校、専門学校の多様な高等教育機関が設けられ

ている。これらは、学校種ごとに制度目的や修業年限、学位授与の有無、教育内容等に

違いがあり、それぞれの特色に応じた多様な高等教育が展開されている。 

今後、これらの機関を取り巻く状況の変化を踏まえ、以下に掲げる機関ごとの違いや

特色を生かしつつ、各機関が自らの役割を再定義して改善に取り組むことが求められる。 

①大学（学士課程）

大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究

して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展

に寄与する役割を担っている。 

そして、高度な研究活動から生涯学習機会の提供に至るまで、後期中等教育修了後の

教育研究に対する多様な要請を受け止める高等教育の中核的機関として、社会の各分野

で活躍できる優れた人材の養成・確保、人類の知的資産の継承と未来を拓く新しい知の

創造、社会の発展や文化創造への積極的貢献、知的資源を活用した国際協力等、様々な

面において社会をリードし、社会の発展を支えていく中心的な役割を果たすことが期待

されている。 

このような視点も踏まえ、今後は、社会の変化を見通し、機動的に対応しつつ、国際

的な通用性・共通性の確保にも十分留意しながら一層その教育研究機能を高めていく必

要がある。 

＜具体的方策＞ 

※ 「２．今後の高等教育政策の方向性と具体的方策」を参照。 
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②専門職大学・専門職短期大学

専門職大学・専門職短期大学は、産業界と密接に連携して実践的な職業教育を行うこ

とで、高度な実践力と豊かな創造力を備えた専門職業人を育成する役割を担っている。 

長期の学外実習（臨地実務実習）や実務家教員による実践的な教育等を経た卒業生が、

成長分野をけん引する人材、あるいは地域の担い手となる人材として活躍し始めている。

今後は、人材育成の実績等を発信し、新たな大学制度としての社会的認知度を向上させ

ていくとともに、産業界等のニーズを踏まえ分野を拡大することのみならず、職業教育

を担う他の学校種との接続等の機能を充実させることも期待される。 

＜具体的方策＞ 

○ 実践力・創造力を備えた専門職業人の育成促進

・ 「出口における質保証」等の取組を進め、専門職大学・専門職短期大学制度の

更なる普及を図る。

・ 産業界等との積極的な対話を継続することで、成長が見込まれる分野や複雑化

する地域課題の解決をリードする人材育成を一層促進する。

※ 上記のほか、「２．今後の高等教育政策の方向性と具体的方策」を参照。

③大学院・専門職大学院

大学院は、学術の理論と応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が

求められる職業を担うための深い学識と卓越した能力を培い、文化の進展に寄与するこ

とが期待されており、我が国の「知の総和」の向上に当たって、今後、特に重要な役割

を担うことが期待される。 

すなわち、新たな知を創造し、社会にイノベーションをもたらすことができる質の高

い博士人材の増加を図ることが期待されており、このためには、自らの後継者を育成す

るという教員の意識や、「博士＝研究者」という我が国での一般的なイメージを変えてい

く必要がある。 

各国での博士号取得者数が増えている 124中、国際的な人材獲得競争の激化を背景に、

我が国の企業における博士人材の活躍や処遇の向上に関する議論が産業界においても

進められるなど、近年、博士人材の活躍の場を広げる社会変革の兆しが生まれている。

こうした変化の兆しを確実なものとするためには、産学のあらゆる層において対話と連

携の取組を地道に進めていくことが求められる。 

また、リカレント教育・リスキリングを望む社会人や産業界のニーズ等に応じた教育

プログラムを展開していくことも、大学院の重要な機能の一つである。さらに、高度専

門職業人の養成を目的とする専門職大学院をはじめとした大学院は、引き続き、産業界

等と協働し、社会人が学びやすい環境を整備しつつ、学生が専門的・実践的な知識や幅

広い知見・視野等を獲得することができるよう、質の高い教育を行い、労働生産性の向

上等に寄与することが期待される。 

124 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標 2024」（令和６（2024）年８月） 176
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＜具体的方策＞ 

※  「２．今後の高等教育政策の方向性と具体的方策」中の「（１）教育研究の「質」

の更なる高度化」の「③大学院教育の改革」を参照。

④短期大学

短期大学は、短期大学士の学位が取得できるとともに、教養教育と専門教育の体系的

な教育課程編成、小規模できめ細かい教育の実施、地域コミュニティに密着したアクセ

スのしやすさなどの特長を有した機関であり、深く専門の学芸を教授研究し、職業や実

際生活に必要な能力を有する専門職業人材を育成する役割を担っている。特に、短期大

学への入学者のうち約７割は、当該短期大学と同じ都道府県内に所在する高等学校等卒

業生であり 125、大学と比較してその割合が高い 126。また、設置者別には、公立短期大学

は 12 道県に、私立短期大学は全国に幅広く分布する各地域に根差した高等教育機関で

あり、各地方公共団体、地域の産業界等との連携を強めながら地域コミュニティの基盤

となる人材を養成していると言える。

一方で、進学ニーズの変化に伴い、近年多くの短期大学が４年制大学への転換や、学

生募集停止をしていく中で、学修期間が短期であることや各地域で身近にある機関とし

ての強みを生かしつつ、ファーストステージとして容易にアクセスできる高等教育機関

として、各短期大学の特性に応じ、編入学の促進等による大学との連携・接続を強化す

るとともに、留学生や社会人など多様な学生が学ぶ環境を整えていくことが期待される。 

＜具体的方策＞ 

○ 各短期大学の特性に応じた取組推進

・ 時代の変化に応じた役割を踏まえつつ、短期大学自身の変革を促し、その特性

に応じた学びの多様性の確保等が図られるよう支援を行う。

・ 短期大学の専攻科修了者の大学院への進学ニーズ等を含め、短期大学制度の改

善の検討を行う。

⑤高等専門学校

高等専門学校は、中学校卒業後の 15 歳の学生を受け入れ、早い段階から人間力を育み

ながら、理論だけでなく実験・実習や PBL127による実践力の修得に重点を置いた５年一

貫の技術者教育を行う高等教育機関として、社会貢献を見据えた実践的・創造的な技術

者を養成する役割を担っている。 

特に今後は、地域の産業や成長分野をけん引する人材育成の強化、起業家教育の推進

や大学・大学院との接続強化といった教育の高度化を進めるとともに、学生の海外派遣・

留学生の受入れ推進、日本型高専教育制度の海外展開等による教育の国際化を進めてい

くことにより、高等専門学校の教育の質を高めていくことが期待される。 

125 文部科学省「令和６年度学校基本統計」（令和６（2024）年 12 月） 
126 大学への入学者のうち、当該大学と同じ都道府県内に所在する高等学校卒業生の割合は約４割。 
127 Project Based Learning（課題解決型学習） 177
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＜具体的方策＞ 

○ 高専教育の高度化・国際化の推進

・ デジタル・半導体等の成長分野をけん引する技術者の育成、高専発スタートア

ップ創出に向けた起業家教育、高専と大学・大学院との接続を強化するなど、産

業界とも連携しつつ、社会課題解決を見据えた教育の高度化を推進する。

・ 世界と渡りあえる技術者育成に向けて学生の海外派遣等を充実するとともに、

留学生の受入れや海外における日本型高専教育の導入支援を継続するなど、教育

の国際化を推進する。

⑥専門学校

専門学校は、社会や産業のニーズに即応しつつ多様な教育を柔軟に展開し、実践的な

職業教育を行う機関であり、社会基盤を支えるために必要な人材を育成する役割を担っ

ている。 

今後は、令和６（2024）年６月に学校教育法が改正されたことを踏まえ、専攻科によ

る学びの継続や学び直しの機会の促進、自己点検評価の充実と外部評価の推進等を行い、

一層の教育の質の確保に努めることが求められる。 

また、地域等での産学連携による職業教育機能の強化を図るとともに、留学生や社会

人の受入れ促進を図るなど、地域のニーズに応じた人材育成を進めていくことが期待さ

れる。 

＜具体的方策＞ 

○ 実践的な職業教育の推進

・ 教育の質保証を図るための自己点検評価の充実や外部評価をより一層促進する

とともに、職業実践専門課程の取組を更に推進する。

○ 社会人・留学生の受入れ拡大

・ 社会人学生の受入れを拡大するために、関係省庁と文部科学省との連携（例え

ば、教育訓練給付金制度の周知等）や履修証明プログラム、専攻科の制度の活用

を促進する。

・ 優秀な外国人留学生の受入れ促進及び卒業後の定着に向けて、卒業後の就職機

会の拡大に資する取組を推進する。
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（２）設置者別の役割

我が国の高等教育機関における国公私立大学の設置者別の役割について、その原型は、

明治 10 （1877）年に東京大学が創設された頃までさかのぼる。その後、政府は帝国大学

に対して重点的に投資を行い、国家の枢要に応じた教育研究を展開してきた。一方で、

数多くの公私立の専門教育機関が設立され、大正７（1918）年に大学令が公布された後、

大正期だけでも４の公立大学、22 の私立大学が認可された。 

戦後は、戦前にあった国家枢要の人材を育成するという国立大学の性格は薄れるとと

もに、進学需要の高まりの中で、私立大学が量的な拡大の主たる担い手となっていった。 

また、国立大学は法人化により、国の行政組織の一部から各国立大学が独立した法人

格をもつ国立大学法人となり、自主性・自律性を持った大学運営が行われることとなっ

た。一方、学生への経済的支援においては、国公私立全てが対象とされ、加えて、成長

分野をけん引する大学・高等専門学校の機能強化に向け、基金を通じた支援による理工

農系分野の教育や地域の専門人材の育成を担う私立大学の増加、国公私立を通じた競争

的資金の充実による研究大学の機能強化等により、国立、公立、私立大学という枠組み

だけではそれぞれに期待される役割や機能を明確に分けることは難しくなっている。 

しかしながら、それぞれの設置者が設置する機関が有する本質的な役割、すなわち、

大きな公的資金を基盤とする国立大学については、国立という設置形態に由来して本来

求められる役割をより一層発揮していくことが求められるとともに、各地方公共団体に

よる地方財政を基盤とする公立大学については、設置者である地方公共団体の設置目的

に沿って、私立大学については建学の精神にのっとった自主性と公共性のバランスを図

りながら、それぞれの特色を生かした役割を果たしていくことが期待される。 

前章までに掲げたとおり、今後、急速な少子化が進行するなど、高等教育機関全体を

取り巻く状況が大きく変化していくことが想定される中、各大学においては、それぞれ

の設置者別の役割や機能を踏まえつつ、自らのミッションを改めて見つめ直し、時代の

変化に応じて刷新し、自らの将来を定めていくことが求められる。 

①国立大学

国立大学については、世界最高水準の研究・教育の実施や先導的・実験的な教育・研

究の実施、社会的・経済的な観点からの需要は必ずしも多くはないが重要な学問分野の

継承・発展、そして、全国的な高等教育の機会均等の確保について、重要な役割が求め

られてきた。 

他方で、法人化から 20 年が経過し、国立大学はそれぞれのミッションに応じ、学問分

野や地域の特性も踏まえた多様な展開をするとともに、学生に対する経済的支援の充実

等により、在籍する学生の社会経済的背景にも変化が生じてきている。 

このようなことも踏まえた上で、国立大学については、社会を先導する人材を、地方

をはじめ全国で育成するための教育機会の確保、国として継続的に実施すべき多様な研

究の実施という役割を果たすとともに、社会環境が変化する中で、各大学のミッション

に応じて、よりその機能を高めていくことが期待される。 

しかしながら、18 歳人口が今後、大幅に減少していくことも想定される中、学士課程

の定員規模を見直すことも避けることができない状況にある。その際、我が国全体の 「知
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の総和」の向上の観点から、修士・博士課程への収容定員・資源の重点化による、大学

院の強化・充実や、多様性の確保に向けた外国人留学生や社会人学生の受入れ拡大、新

たな学問融合領域への資源の重点化など各大学の実態を踏まえるとともに、地方におい

て国立大学が果たす高等教育への地域のアクセス確保という観点も踏まえ、定員の在り

方について検討することが必要である。 

また、文理横断・文理融合教育の必要性が高まるとともに、分野を超えた研究が今後

更に進んでいく中において、より安定的かつ戦略的な経営を確立する観点から、大学間

の連携強化はもとより、再編・統合等によって基盤を強化していくことも求められる。 

他方で、国立大学は実際に、地域社会を担う学生の受皿であり、地域社会を先導する

学生を育てていることに留意が必要である。今後、地方における高等教育機関のアクセ

ス確保の在り方を議論するに当たっては、国立大学は公私立大学や地方公共団体等の連

携の中心となってけん引し、地方の発展において役割・責任を果たすことが求められる。 

＜具体的方策＞ 

○ 定員規模の適正化

・ 今後の 18 歳人口減少や、地域の高等教育へのアクセス確保、知の高度化、国際

化をはじめとする多様性の確保、社会のニーズの必要性を踏まえた、学士課程、

修士・博士課程の定員の適正化の在り方について検討を行う。

○ 連携、再編・統合の推進

・ より多層的かつ広範な教育研究を行うとともに経営基盤を強化する観点から、大

学間の連携強化を図るとともに、各大学や分野ごとの状況を踏まえた再編・統合の

在り方について、地域の高等教育へのアクセス確保に十分留意しつつ検討を行う。 

○ 地域の高等教育機関のけん引役としての機能強化

・ 各地域社会を先導する学生の育成や大学等連携におけるけん引役としての機能

強化を推進する。

②公立大学

公立大学については、設置者である地方公共団体の規模や地域の実態、それぞれの設

置目的に応じて、今後、当該地方公共団体が講じる各種政策の実現に向けた人材の受入

れ・養成、各地域の社会・経済・文化の向上発展への貢献から国際社会への貢献まで幅

広く含めた教育・研究の推進とともに、地域の高等教育へのアクセス確保、地域活性化

の推進、行政課題の解決といった役割を担ってきた。引き続き、地方公共団体の規模や

実態、設置目的に応じた教育研究を行っていくことが期待される。 

また、地理的観点からのアクセス確保を図るための仕組みの構築に当たっては、公立

大学が地方公共団体の直接のニーズを踏まえた教育を行ってきた特長や地方公共団体

と常に向き合ってきた知見を生かして、地域の産学官の連携に積極的な役割を果たすこ

とも期待される。 
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さらに、今後、少子化が更に進展する中で、公立大学の定員規模の見直しに向けた検討

も周辺の高等教育機関の状況など地域の実態を踏まえつつ行うとともに、前述のとおり、

私立大学の公立化については、引き続き安易な設置は避ける必要があり、地域の人材需要

や将来の運営の見通し等を十分に吟味するなど、慎重に検討することが求められる。 

＜具体的方策＞ 

○ 地域の実態を踏まえた教育研究の実施や定員規模の適正化

・ 地域に根差した教育機関としての役割を果たせるよう、定員規模の見直しも含

め、地域のステークホルダーとの継続的な対話の機会を確保する。

・ 大学の地域貢献に関する積極的な情報公表に基づき、地域にとって真に必要と

される地方大学に対する支援の在り方を検討するとともに、私立大学の公立化に

おいて、地方公共団体が地域の人材需要や将来の運営の見通し等も十分に吟味す

るなど、留意すべき事項等の明確化を行う。【再掲】

③私立大学

私立大学は、それぞれの建学の精神に基づき自主性と公共性のバランスを図りながら、

時代のニーズに即応し、多様性に富むとともに、独創的な教育研究の推進、幅広い年齢

層に及ぶ社会の中核となる人材の教育機会の保障や国民の知的水準の向上、大学の独自

性に沿った知識・技術の創造拠点の形成といった役割を担ってきた。そのような中で、

学士課程学生の約８割の教育を担い、多様な社会経済的背景・ニーズを持った学生に対

して門戸を開くことにより、我が国社会を支える人材育成に貢献し、特に地方において

は高等教育へのアクセス確保や地域にとって不可欠な専門人材の輩出等にも重要な役

割を果たしてきた。 

今後も引き続き、建学の精神やそれを踏まえた現代的なミッションに基づき、自主性

と公共性のバランスを図りながら、多様性に富んだ教育研究を実施していくことが期待

される。また、高等教育へのアクセス確保において、建学の精神や私立大学だからこそ

担うことのできる役割を生かして、他大学等と積極的な連携の中で一翼を担うことも期

待される。 

一方で、国立大学や公立大学と同様に、私立大学についても今後の更なる少子化を見

据えた定員規模の見直しは不可避であり、意欲的な教育・経営改革や、規模の適正化を

図る大学への支援を進めていくことが求められる。 

＜具体的方策＞ 

○ 機能強化や規模の適正化の推進

・ 意欲的な教育・経営改革や連携を通じた機能強化、定員規模の適正化を図る大

学等への支援を行う。

※  「２．今後の高等教育政策の方向性と具体的方策」中の「（２）高等教育全体の

「規模」の適正化」を参照。
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（３）機能や特性等に着目した政策の重視

大学における人材育成は、対象とする学生の知識・能力や育成する人材像によって教

育内容や手法等に違いがあり、各大学が有する教育資源を最大限に生かして、強みを構

築していくことが必要である。各大学の教育研究機能を最大化するためには、例えば、

総合的な教養教育を重視する大学や、専門職業人養成や特定の専門的分野の教育を行う

大学、研究を重視する大学等の機能に着目した上で、学部及び大学院の収容定員・資源

の最適化を行いつつ、ミッションに応じた教育研究を行うことが必要である。 

また、各高等教育機関全体として機能別に分化していく方向に向かう中では、各機関

が持つ機能や特性等をより強化するために、地域や設置者の枠組みを超え、それぞれの

機能に即した高等教育機関間の連携も、今後ますます重要となっていくものと考えられ

る。 

そのため、政府においても、設置者別を超えて、その機能や特性に応じた支援を講じ

ていくことも求められる。 

＜具体的方策＞ 

○ 機能や特性に応じた支援の推進

・ 各高等教育機関の機能や特性に応じた教育研究の質向上につながる取組を設置

者の枠を超えて支援する。
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４．高等教育改革を支える支援方策の在り方

（１）基本的な考え方

①高等教育の価値

高等教育改革を支える支援を考えるに当たっては、「社会は高等教育の価値を認めて

いるのか」を改めて問い直す必要がある。高等教育は、学生個人や進学希望者、保護者

にとっての価値にとどまらず、本来、社会の発展に寄与する「社会のため」の存在でな

ければならない。これまでも累次の答申等 128で指摘されてきたように、高等教育は、社

会・生活基盤を支える人材、地域の成長・発展をけん引する人材、世界最先端の分野や

グローバルな競争環境で活躍する人材などの厚みのある多様な人材育成、学術研究によ

る知の創出やイノベーション等の役割を担う国力の源泉であり、高等教育への投資は未

来への先行投資と考えるべきである。 

事実、高等教育の投資は個人、企業、社会に対して高い収益、確かな恩恵をもたらす。 

高等教育を受けた学生からの視点に着目すると、学力、能力、技能が身に付き、それ

らを活用することによって生産性が上がり、これに伴い高い賃金や職位、安定した雇用

機会や社会的地位が望める 129。なお、選抜性の低い大学においても、大学教育の経済的

効果が存在するとの研究結果も存在する 130。 

また、高等教育機関の卒業生を雇用する企業等も、従業員が高等教育で身に付けた高

い能力等を活用することができ、大学との共同研究等を通じて学術研究の成果を社会へ

と反映させることもできる。さらに、社会全体にとっても、高等教育が普及することは、

健全な民主主義の形成に貢献するとともに、生産力が向上して我が国の税収入の拡大・

安定をもたらし、犯罪率の抑制や公的健康保険の負担軽減など社会的費用の抑制にも貢

献する 131。 

このように、高等教育は、それを受けた者だけでなく、それを受けなかった者や社会

全体にも恩恵を与える正の外部性が高く、その提供を専ら市場に委ねた場合には、適正

な規模の教育が提供されなくなる性質を有するとされる。 

加えて、近年の科学技術の進展は、技術を開発する者にとってのみならず、技術を使

用する者たちにとっても高度な教育を要求するに至った。次々と生まれる新技術、日々

仕様が変わる機器やアプリケーション等に対し、これらの必要性を見定め、情報を収集

し、適切な活用方法を見いだし、新たな生産やイノベーションへとつなげていくために

は、高次のリテラシー、思考力、判断力等を育てる高等教育が不可欠となり、その傾向

は今後一層加速することが見込まれる。 

128 教育再生実行会議「教育立国実現のための教育投資・教育財源の在り方について（第八次提言）」（平成 27 （2015）年

７月）、グランドデザイン答申、「教育振興基本計画（令和５（2023）年６月 16 日閣議決定）」等 
129 松塚ゆかり『概説 教育経済学』138 頁（日本評論社、令和４（2022）年） 
130 選抜性が低く収容定員が充足していない大学等については、そのことのみをもって直ちに教育力が低いと評価するよ

うな風潮も散見されるが、教育投資収益率に係る研究においては、大学へ進学することによる投資収益率はプラスにな

るとされ、特に、選抜性が低いとされる大学に進学した場合であっても、一定の教育投資収益率があるとされており、

また、教育の社会的効果の存在も念頭に置く必要があるとされている（第 10 回高等教育の在り方に関する特別部会（令

和６（2024）年９月 27 日）における資料１（島氏提出資料）を参照）。 
131 文部科学省委託事業「教育改革の総合的推進に関する調査研究～教育投資の効果分析に関する調査研究～ （国立大学

法人東北大学）」（平成 30（2018）年３月） 183
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②高等教育への信頼

上記の高等教育の価値は、国内外の多くの研究で指摘されてきたことではあるものの、

高等教育機関がそのような価値を生み出す場として、社会的な信頼を得られていないの

ではないかとの指摘もある。このような信頼を得るためには、高等教育機関を卒業、修

了した者が自身の成長をはじめとした教育の価値を会得して社会で活躍するとともに、

産業界等との人材交流や共同研究等の連携の強化を通じて、当該機関における教育研究

や地域貢献により社会から理解を得ることが重要である。 

このような観点から、高等教育機関においては、学生の満足度を高め、成長が得られ

るよう教育研究活動を高度化していくとともに、それぞれの強みや役割を生かした活動

を行いつつ、得られた教育研究の成果や効果について社会に対して情報公表を続けてい

くことが求められる。また、各機関においては、果たすべき役割や機能の強化、教育研

究の質の一層の向上を実現するため、機関内における適切な資源配分や効率化を前提と

しつつ必要な財源を確保することが求められる。 

国としても、高等教育機関や社会に対して、高等教育への信頼を得られるような働き

かけを一層行うべきである。 

③必要コストの算出

各機関では、厳しい財政状況の中、十分な人件費や研究費の確保の困難、施設・設備

の老朽化が要因となり、教育研究活動に大きな影響を与えかねない問題が生じていると

の指摘がある 132。質の高い教育研究を行っていくためには、優れた教職員や学生を引き

付ける環境を構築することが必要であり、そのためのコストを賄うことができる安定的

な財務基盤を確立することは不可欠である。 

その際、高等教育の価値が社会的に信頼されることによって、公私からの資源投入を

呼び込むことができると考えるべきである。また、信頼を高めるのみならず、高等教育

に係る費用の全体像が社会的に共有されなければ、最低限投入すべき資源量について議

論することは困難である。そのため、各高等教育機関においては、教育研究の成果や効

果を含め、徹底した情報公表を進めるべきである。加えて、国においては、教育・研究

のそれぞれの特性を踏まえ、現在必ずしも視覚化されていない教育コストについて、現

代的な高等教育機関を取り巻く環境や、より質の高い教育研究の実施も念頭に、必要と

なるコストを明確にした上で、それに基づき、高等教育機関全体での必要コストを算出

し、社会に広くその必要性を訴えかけていくべきである。 

④高等教育投資の在り方

上記①で述べたように、高等教育は、社会・生活基盤を支える人材、地域の成長・発

展をけん引する人材、世界最先端の分野やグローバルな競争環境で活躍する人材などの

厚みのある多様な人材育成を通じて、個人にも社会にも便益を与えるものであるととも

に、社会の新たな知の創出やイノベーションに当たって極めて重要な役割を担うもので

ある。このため、高等教育に対する投資は未来への先行投資として、大胆な投資を進め、

132 また、生成 AI を含むデジタル技術の活用により、経営コストの低減が図られることにも留意。 184
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我が国の成長のために更なる強化を図っていくべきである。 

このような視点も踏まえ、「知の総和」の向上に向けて、OECD 諸国など諸外国におけ

る公財政支援など教育投資の状況 133も踏まえ、教育研究を支える基盤的経費助成や競争

的資源配分の拡充、企業をはじめ民間からの寄附金や社会、地方公共団体からの投資等

を含めた多様な財源の確保の観点も含め、今後の高等教育機関や学生への支援方策を講

じることが必要である。 

その際、上記２に掲げた高等教育政策の方向性と具体的方策や、上記３に掲げた機関

別・設置者別の役割や連携の在り方に加え、機能や特性に応じた政策を重視していく観

点も踏まえつつ、質の高い高等教育を実現するための高等教育の財務構造として、公財

政支援、社会からの投資・支援、個人・保護者負担のそれぞれの在り方について、2040

年以降の社会を見据えつつも、そこに至るまでの時系列に沿った方策も含めて、具体的

に検討を進めていくことが重要である 134。 

そして、公財政支援、社会からの投資・支援、個人・保護者負担のどれか一つだけに

依存するのではなく、それぞれについて、高等教育の持続可能な発展に資するような規

模・仕組みを確保することが必要である。 

ア．公財政支援

公財政支援については、大きくは機関補助と個人支援がある。機関補助は、国立大学

法人運営費交付金や私学助成等の大学等に対して直接的に行われる財政支援であり、大

学等が安定的・継続的に教育研究活動を行っていくために重要な役割を果たしている。

大学を取り巻く財務状況が悪化するとの意見 135もある中で、基盤的経費助成を十分に確

保し、安定した財務基盤を支えていくことが期待される。一方で、機関補助には、優れ

た研究や特定の目的に資する研究等を推進するために配分する競争的資源配分もあり
136、近年では、世界最高水準の研究大学の実現に向けた「国際卓越研究大学制度」や、

地域の中核大学や特定分野に強みを持つ大学に対する、各大学の強みや特色を生かした

取組の支援等、研究大学に対する支援の仕組みも充実が図られている。このように、基

盤的経費助成と競争的資源配分は、それぞれ固有の機能や特長を生かしつつ、補完し合

いながら活用していくことが求められる。 

個人支援は、奨学金や授業料減免などの学生に対して行われる財政支援であり、間接

的に高等教育機関への公財政支援となる。これは、後述の個人・保護者負担の観点を踏

まえる必要がある。 

133 現在の状況については、補論３の４（２）を参照。 
134 この費用の負担の在り方については、高等教育の成果を受益する主体がそれぞれ負担することとなるが、その負担割

合については、公財政や家計の状況とともに、背後にある社会観、教育観、既存の制度に大きく左右されるため、様々

な考え方がある。そのため、企業、社会からの投資を行いつつ、高等教育を受けることによる私的便益も踏まえながら、

個人負担と公財政支援の適正なバランスを追求していくことが求められる。 
135 例えば、一般社団法人国立大学協会理事会「国立大学協会声明－我が国の輝ける未来のために－」（令和６（2024）

年６月）等。また、大学病院は医学部の教育研究のための必置の附属施設であるが、増収と経営効率を追求した運営が

行われる一方で、地域の医療機関では担うことができない高度で専門的な医療の提供等に加え、近年の物価等の高騰な

どにより支出はそれ以上に増加しており、各大学病院において経営改善に係る努力を継続してもなお増収減益傾向が

長く続いているという指摘があり、令和５（2023）年度には国立大学病院の半分以上で経常損益が赤字となっている。 
136 競争的資源配分には、個人支援型のものもある。 
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これらの公財政支援をバランス良く組み合わせながら、高等教育機関の総収入を拡大

し、高等教育の質の向上、規模の適正化及びアクセス確保を共に実現していくことが必

要である。 

イ．社会からの投資・支援

高等教育の社会的便益の大きさを考えれば、企業等からの寄附金や社会、地方公共団

体からの投資の拡大などを図ることも重要である。 

卒業後の個人負担となる貸与型奨学金についても、企業等や地方公共団体による返還

支援制度など、社会において、その個人負担を軽減する取組がより一層拡充していくこ

とが望まれる。 

多様な資金調達によることで、高等教育機関の経営基盤の確立・強化が図られること

が期待されるため、国としても、寄附税制をはじめ、企業等や社会からの投資・支援を

呼び込むための制度の検討が必要である。特に、寄附を戦略的かつ継続的に集めるため

には組織体制の構築が重要であることから、高等教育機関が寄附を集めるための専門人

材の育成・確保や専任組織の整備を進めることができるよう、国が支援を行うことが重

要である。また、高等教育機関としても、寄附の継続的な獲得に向けて、経営層の積極

的な関与、組織体制の整備、同窓会組織との連携、社会貢献活動の情報発信などの取組
137が重要である。 

ウ．個人・保護者負担

授業料等は教育役務の提供等、在学契約に基づく大学の学生に対する給付の対価とし

ての性質を有している 138。国立大学等の場合は、教育の機会均等に配慮する観点から、

国が標準額を設定し、一定の範囲内で法人が定める仕組みとなっている。また、公立大

学や私立大学等の場合は、質の高い活動を行うために掛かる費用の観点等を踏まえなが

ら設置者が定めている。 

高等教育機関では、社会の進展に対応したより高度な教育活動を行うことが求められ

ており、それに伴い必要な費用（コスト）も大きくなっていくことが考えられることか

ら、その費用を誰がどのように負担していくのかを考えるに当たっては、関係者の理解

が不可欠である。特に授業料については、個人や保護者から理解を得られることが重要

であることから、高等教育機関が提供する教育の内容や、将来の私的便益の見込み等を

明らかにし、個人・保護者にとって、高等教育機関への進学が将来への投資に値するも

のであることが理解されるようにしていくことが望まれる。 

その上で、将来への投資として高等教育機関への進学を望んでも、経済的理由で進学

を諦めなくても良いよう、個人や保護者の負担に対して手厚い支援を行い、軽減を図る

ことが必要である。このため、進学機会を保障する観点からは、給付型奨学金や授業料

減免などの高等教育費の負担軽減について、その実施状況や効果等を検証しつつ、取組

137 寄附のうち遺贈に関連して、卒業生等に対して、制度についての講演や個別相談に応じる「相続・遺贈セミナー」を

実施している大学の例もあり、このような取組を進めていくことも求められる。 
138 最判平成 18 年 11 月 27 日民集 60 巻 9 号 3437 頁 
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を着実に進めていく必要がある 139。 

139 なお、一部の地域では、高等教育の修学支援新制度に各地方公共団体の独自財源を上乗せして支援対象を拡大してい

る取組もあり、学生の負担軽減に一定の意義がある一方で、国でこれらの取組を一律にコントロールすることは地方自

治との関係に留意する必要がある。 
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（２）今後取るべき方策

①短期的取組

上記の基本的な考え方を踏まえ、答申後２～３年程度までに実施すべき取組として、

公財政支援の観点、社会からの投資・支援の観点、個人・保護者負担の観点から、施策

を充実させ、高等教育の持続可能な発展に資するような仕組みを構築することが必要で

ある。 

＜具体的方策＞ 

○ 公財政支援の充実

・ 国立大学法人運営費交付金や私学助成等の基盤的経費助成を十分に確保する。

・ 科学研究費助成事業（科研費）等の制度改革をはじめとする競争的資源配分の

不断の見直しと充実を図る。

・ 社会のニーズ等を踏まえた大学等の再編・統合に資するような支援方策等につ

いて検討を行う。【再掲】

・ 教育コスト算定基準の策定等に向けて、諸外国の状況も含め、各高等教育機関

における教育コスト等の実情について、整理分析を行う。

○ 社会からの支援強化

・ 企業の担い手となる奨学金返還者について企業による代理返還制度の活用を推

進するとともに、社会からの寄附の充実や大学債の発行促進に向けた取組を強化

する。

・ 寄附の獲得や産学連携等を促進するため、高度な専門的な知識を有する高い資

質・能力を持った職員の採用・育成を行うなど、高等教育機関における体制整備

を推進する。

○ 個人・保護者負担の見直し

・ 近年の物価や人件費の変化、教育活動に係る費用を考慮した個人・保護者負担

の在り方について個人支援や機関補助とのバランスも勘案しつつ検討する。

・ 高等教育の経済的負担軽減について、実施状況や効果等を検証しつつ、取組を

着実に進める。【再掲】

②中長期的取組

上記の取組を実施しつつ、高等教育の持続可能な発展に資するような規模・仕組みの

確保に向けて、教育コストの明確化と負担の仕組みの見直しなどについて中長期的な国

の取組の検討を行い、答申後５～10 年程度で、高等教育の財務構造の改革を進めていく

ことが必要である。また、将来的には、新たな評価制度等も踏まえた、設置者別から機

能別への資源配分の転換の在り方について整理していくことも望まれる。このような取

組を通じて、我が国の成長を支える高等教育に対する大胆な投資を社会全体で進めてい

くことが必要である。 
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＜具体的方策＞ 

○ 教育コストの明確化と負担の仕組みの見直し

・ 各高等教育機関における教育コストの明確化に資するよう、教育コストの算定

基準を策定するとともに、基準に基づく授業料等の学納金の最低ラインの設定 140

や、各高等教育機関の機能や特性に応じた公的支援の仕組みの見直し等、高等教

育に関わる必要コストの負担の在り方について検討を行う。

○ 高等教育への大胆な投資を進めるための新たな財源の確保

・ 社会・生活基盤を支える人材、地域の成長・発展をけん引する人材、世界最先

端の分野やグローバルな競争環境で活躍する人材などの厚みのある多様な人材育

成、社会の知の創出やイノベーション創出、世界の知と多様性を取り込む国際化

を通じて我が国の社会の成長・発展を支える高等教育への大胆な投資を進めるた

め、高等教育によって得られる将来的な便益も踏まえた税の在り方や寄附の充実

等、多様な財源の確保に向けた検討を行う 141。

140 設定にあたっては、各地域の実態を踏まえることも求められる。 
141 例えば、特定分野の産業振興等を行う場合には、併せた人材育成の支援等、関係省庁の連携により当該施策全体を底

支えする枠組みの構築も考えられる。 189
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おわりに

本答申が提言した「知の総和」の向上と、そのために、教育研究の質を上げ、社会的に

適切な規模の高等教育機会を確保し、地理的・社会経済的な観点からのアクセス確保によ

って高等教育の機会均等の実現を図ることは、急速な少子化が進行する中での高等教育の

在り方を基礎付けるものであり、各高等教育機関や国が自らの責任をもって、本答申を生

かした改革を進めていかなければならない。 

加えて、高等教育改革を支える支援方策で示したとおり、公財政支援、社会からの投資 ・

支援、個人・保護者負担により、我が国の高等教育の持続可能な発展に資するような仕組

みを作ることが必要である。 

18 歳人口が急激に減少するのは 2035 年頃である。あと 10 年あるではなく、たった 10

年しかない。この期間に、国において必要な制度改正や支援措置を講じるとともに、各高

等教育機関においては、本答申で示した質、規模、アクセスに関する必要性を認識し、議

論を重ねた上で、実行していかなければならない。その意味でも、本答申を手に取った全

ての者が、今直ちに改革に取り組むことが求められる。また、そのためには本答申で示し

た内容について、各高等教育機関の執行部や教職員はもとより、進学希望者や学生、その

保護者、地域社会、産業界など様々なステークホルダーにとって分かりやすい情報発信を

行っていくことも重要である。 

そして、本答申で提言した改革が実行されていく中において、未来の社会を支える学修

者が自ら主体的・自律的に学び、多様な価値観を持つ人々と協働して、社会や世界に貢献

していくための力を身に付けていくことも一層期待される。 

その上で、本審議会としては、国に対して、2040 年までに大学学部進学者の規模が約 27％

減少すること等の予測を踏まえた、制度改革や財政支援について、今後 10 年程度に取り組

むべき事項に係る工程を示した政策パッケージを策定 142し、本答申に記載した具体的方策

の実行に速やかに着手することを求める。 

142 政策パッケージの策定に当たっては、政策の優先順位付けや効果検証の仕組みの構築等にも留意が必要である。 190
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（補論１）近年の社会を取り巻く変化

中央教育審議会では、平成 30（2018）年 11 月にグランドデザイン答申を取りまとめ

た。その後、文部科学省において同答申に基づき、制度改正をはじめ様々な施策が講じ

られ、各高等教育機関においても着実に改革が進められている。 

しかしながら、その後も社会は急激に変化しており、特に、我が国における急速な少

子化をはじめ、新型コロナウイルス感染症のまん延を契機とした社会・経済の非対面化・

非接触化や生成 AI の台頭、研究力の低下、国際情勢の不安定化等、社会を取り巻く状況

は大きく変化している。 

このような世界の急激な変化や、我が国における社会的、経済的な様々な変化、教育

研究に関する各種改革の進展等を踏まえ、新たな時代の高等教育の在り方について検討

することが必要である。 

１．急速な少子化の進行 

高等教育機関への主たる進学者である 18 歳人口は、昭和 41（1966）年の約 249 万人

をピークに、平成４（1992）年の約 205 万人を経て、大幅に減少を続けており、令和６

（2024）年には約 106 万人とピークから半減している。仮に急速な少子化に伴う 18 歳人

口の減少が推計どおりに進行すれば、2040 年には、約 74 万人 143、現在の規模と比較す

ると約 67％になることが予想されている。 

一方で、この間の大学進学率は、昭和 51 （1976）年から平成４（1992）年までの高等

教育計画の時代を除き、ほぼ右肩上がりに上昇し、これに伴い、大学進学者数も昭和 41

（1966）年の約 29 万人から現在 144の約 63 万人へと倍増している。 

2040 年代の大学進学率を、過去４年間（平成 30 （2018）～令和３（2021）年度）の都

道府県別・男女別の進学率の伸び率等を条件において、機械的に試算 145すると、2040 年

の大学進学者数は約 46 万人、2050 年までの 10 年間は 45 万人前後で推移すると推計さ

れる。 

２．生産年齢人口の減少に伴う労働供給の不足 

産業界を取り巻く状況も変化している。世界の GDP に占める我が国の割合は平成 12

（2000）年時点では 8.3％であったが、2060 年には 2.7％まで低下することが見込まれ

ている 146。また、我が国の世界競争力 147は平成４（1992）年まで１位であったが、令和

143 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」の出生低位 ・死亡低位を基に推計。これは、

令和２（2020）年までの実績値を基に令和２（2020）年 10 月 1 日現在の男女別年齢各歳別人口を基準人口として将来

人口の推計を行っている。 
144 令和６（2024）年５月１日現在（文部科学省「令和６年度学校基本統計」（令和６（2024）年 12 月）） 
145 推計 18 歳人口に推計大学進学率を乗じ、外国人留学生等の入学者数を足して試算。この中で、推計大学進学率は過

去４年間の都道府県別・男女別の進学率の伸び率によって、今後 2050 年まで大学進学率が上昇すると仮定して推計し、

外国人留学生は新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な減少を踏まえ、令和元（2019）年度の数が維持される

と推定している。 
146 World Bank「World Development Indicators」、OECD「The Long Game: Fiscal Outlooks to 2060 Underline Need 

for Structural Reform」（2021 年 10 月） 
147 IMD「World Competitiveness Ranking」（2024 年６月） 191
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６（2024）年は 38 位にまで順位を落としている。 

18 歳人口の減少のみならず、我が国の生産年齢人口（15～64 歳）の割合は、2030 年

には 57.3％にまで減少し、OECD 加盟国中最下位になることが予測されている 148。その

際、生産年齢人口数も約 7,076 万人となり、令和２（2020）年の約 7,509 万人と比較し

て 10 年で 430 万人以上減少することとなる。今後、様々な分野で人材が不足し、労働需

要に対して労働供給が明白に不足する「労働供給制約社会」の到来が予測される。 

そして、産業構造も変化することが見込まれる。例えば、産業別に就業者数の推計を

みると、医療・福祉分野は、令和４（2022）年の 897 万人から、2030 年に 950 万人～

1,010 万人に、2040 年に 985 万人～1,106 万人に増加することが見込まれる一方で、現

時点で最大の規模を有する卸売・小売業分野は、令和４（2022）年の 1,030 万人から、

2030 年に 997 万人～1,018 万人に、2040 年に 938 万人～966 万人に減少することが見込

まれる 149。 

更に詳細 150に、我々の生活を担うサービス（生活維持サービス）の７分類 151に事務職

等 152を加えた計８分類で分析すると、事務職等は 2040 年においても需給がほぼ均衡す

るのに対して、我々の生活を担う分厚いボリュームゾーンの分野は全面的に供給が不足

する。これは、例えば、ドライバーの供給制約により配達が全くできない地域が生まれ

ることや、必要なデイサービスを受けられないということを意味する。また、全産業で

みると、2040 年には東京都以外の全ての道府県において労働供給が不足する状況が推定

される。 

このような未来が予測される中で、社会的インフラ機能を維持するためには、サービ

スの担い手が、生成 AI を含む技術革新を活用して、より少ない労働時間で、より付加価

値の高いサービスを提供できるようになることで、労働生産性を高める必要がある。

なお、一般労働者の月額賃金は、平成 12 （2000）年以降おおむね減少か横ばい傾向で

推移していたが、令和５（2023）年において 31 万 8,300 円と、前年から 2.1％増加し、

昭和 51（1976）年以降で最高額となっている 153。 

３．DX・GX 等の進展に伴う人材需要の変化 

デジタル化の急速な進展は、世界に対する根本的な構造変化をもたらすとともに発展

可能性を有している。特に、昨今では、我が国のデジタル化の遅れが露呈したことを受

けて、政府や企業等において様々な取組が講じられているところであり、社会全体のデ

ジタルトランスフォーメーション（DX）は加速してきている。このデジタルトランスフ

ォーメーション（DX）の中核をなす技術が生成 AI を含む AI であり、AI を作り、生かし、

多様性を内包した持続可能な社会の在り方や新しい社会にふさわしい製品・サービスを

148 OECD「Looking to 2060：Long-term global growth prospects」（2012 年 11 月） 
149 独立行政法人労働政策研究所・研修機構「2023 年度版 労働力需給の推計（速報）」（令和６（2024）年３月） 
150 リクルートワークス研究所「未来予測 2040」（令和５（2023）年３月） 
151 ①自動車運転従事者、配達員、倉庫作業従事者、鉄道運転従事者等、②建設・土木作業従事者、電気工事従事者等、

③製品製造・加工処理従事者、機械組立従事者、機械整備・修理従事者等、④小売店主・店長、販売店員、商品訪問・

移動販売従事者等、⑤介護職員、訪問介護従事者、⑥飲食物調理従事者、接客・給仕職業従事者、⑦医師、歯科医師、

看護師、薬剤師、保健師、助産師、臨床検査技師等職の７分野
152 事務従事者、技術者（機械技術、ソフトウェア等）、教員、専門職業従事者等
153 厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査の概況」（令和６（2024）年３月）192



67 

デザインし、そして、新たな価値を生み出すことができる人材がますます求められてい

る 154。 

しかし、デジタル競争力について、我が国の競争力は著しく低い 155。労働力不足に直

面する我が国の多くの産業は、サービスを維持・拡大するために、IT で補完する必要性

が生じているが、人材のリスキリングが停滞した場合、2030 年には先端 IT 人材が 54.5

万人不足するとの試算もある 156。また、業務で重要な分野と異なる学問分野の出身者の

割合は、ソフトウエア・情報システム開発分野で約 10％と突出して高い 157。そのほか、

デジタルトランスフォーメーション（DX）の取組を進めるに当たっての課題として人材

不足を掲げる企業は、アメリカ （20.7％）やドイツ（33.0％）と比較して日本（41.7％）

は高い割合を示している 158。 

さらに、AI、バイオテクノロジー、マテリアル、半導体、Beyond 5G （6G）等は我が国

の経済・社会を支える基盤的な技術であるとともに、フュージョンエネルギーや量子技

術等が新たな産業の芽となる技術 159となっていくことが想定される中、サプライチェー

ンにおける我が国の戦略的自律性・不可欠性を確立するためにも、これらの重要分野を

担い、けん引する人材の育成も急務である。例えば、我が国の成長と安全保障の両面か

ら重要な位置づけにある半導体産業については、今後 10 年間で少なくとも４万人程度

の人材が追加で必要になると見込まれている 160。

加えて、2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、グリーントランスフォーメーシ

ョン（GX） 161が進められる中、脱炭素に向けた潮流は、新たな産業構造への転換をもた

らし、特に化石燃料に関連する産業の雇用を減少させる一方、再生可能エネルギー等で

新たな雇用を創出することが予測される 162。 

上記のような産業構造の変化が見込まれる中で、意識・行動面を含めた仕事に必要な

能力等 163も、平成 27 （2015）年には、注意深さ・ミスがないこと、責任感・まじめさが

重視されているが、2050 年には、問題発見力、的確な予測、革新性が一層求められると

予測されている 164。その上で、グローバルな競争環境で戦える人材育成も重要であり、

諸外国においては博士号取得者数が増加する 165 など教育年限が伸び高学歴化している

ことを踏まえた対応が必要である。 

154 統合イノベーション戦略推進会議「AI 戦略 2022」（令和４（2022）年４月） 
155 IMD「World Digital Competitiveness Ranking 2024」（2024 年 11 月） 
156 経済産業省委託事業「IT 人材需給に関する調査（みずほ情報総研株式会社）」（平成 31（2019）年３月） 
157  内閣府委託事業「令和３年度(2021 年度)産業界と教育機関の人材の質的・量的需給マッチング状況調査」（令和３

（2021）年） 
158 総務省委託事業 「デジタル・トランスフォーメーションによる経済へのインパクトに関する調査研究報告書（株式会

社情報通信総合研究所）」(令和３（2021）年３月)  
159 「統合イノベーション戦略 2024（令和６（2024）年６月４日閣議決定）」 
160 経済産業省商務情報政策局「半導体・デジタル産業戦略」（令和５（2023）年６月） 
161 Green Transformation ：産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換

すること（ 「GX 実現に向けた基本方針～今後 10 年を見据えたロードマップ～ （令和５（2023）年２月 10 日閣議決定）」） 
162 OECD「Green Growth Indicators 2017」（2017 年６月） 
163 独立行政法人労働政策研究・研修機構「職務構造に関する研究Ⅱ」（平成 27（2015）年５月） 
164 経済産業省「未来人材ビジョン」（令和４（2022）年５月） 
165 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標 2024」（令和６（2024）年８月） 

193
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４．地方創生の現状 

まち・ひと・しごと創生法 166が施行され、地方創生の取組が本格的に始まってから 10

年が経過した。この間、各地方公共団体においては、地域の課題を自ら把握し、その解

決に向けて行政と民間、住民等が連携した取組が行われ、暮らしやすさの向上に加え、

地域によっては人口増加や、平成 25 （2013）年当時の人口推計の値を上回るところもあ

り、この中には地方創生の取組の成果と言えるものが一定数あると評価できる。一方で、

国全体で見たときに人口減少や東京圏への一極集中等の大きな流れを変えるには至っ

ておらず、地方が厳しい状況にあることを重く受け止める必要があると指摘されてい

る  

167。 

特に、東京圏への過度な一極集中について、東京圏への転入超過数をみると、新型コ

ロナウイルス感染症の影響もあって、一時、流入が弱まったが、令和４（2022）年は約

9.4 万人、令和５（2023）年は約 11.5 万人となるなど、東京圏への人の流れが再び強ま

りつつある。特に、進学や就職を契機として 10 代後半及び 20 代の若者の転入超過が続

いており、その傾向は男性よりも女性において顕著である 168。

この 10 年の取組として、高等教育関係では、例えば、地方大学・産業創生法 169に基

づき、東京 23 区内の大学学部の収容定員を、平成 30 （2018）年 10 月から令和 10 （2028）

年３月までの間、原則として増加できないこととする定員規制が導入されるとともに、

地方大学・地域産業創生交付金を通じて、これまで全国で産学官連携による地域の取組

を支援しており、地域における大学の振興及び若者の雇用創出に向けた取組が具体化し

ている。 

166 平成 26 年法律第 136 号 
167 内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局・内閣府地方創生推進事務局「地方創生 10 年の取組と今後の推

進方向」（令和６（2024）年６月） 
168 同上 
169 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律（平成 30 年法律

第 37 号） 

194
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（補論２）近年の高等教育を取り巻く変化

１．初等中等教育段階の学びの変化 

中央教育審議会において令和３（2021）年１月に取りまとめられた 「「令和の日本型学

校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，

協働的な学びの実現～（答申）」では、指導の個別化 170と学習の個性化 171を通じた「個

別最適な学び」と、探究的な学習や体験活動等を通じ、子供同士で、あるいは地域の方々

をはじめ多様な他者と協働しながら、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、

様々な社会的な変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となることができるよう、必

要な資質・能力を育成する「協働的な学び」とを一体的に充実することの重要性が示さ

れている。 

また、令和元（2019）年以降、GIGA スクール構想による１人１台端末や高速通信ネッ

トワーク環境の整備等により、距離や場所、時間の制約が取り払われ、様々な国や地域

との交流が容易になるとともに、へき地における教育環境の充実や、登校できない子供

の学びや交流の機会の充実が可能となっている。また、デジタルの特性を生かした障害

のある子供や外国人児童生徒等のアクセシビリティの向上も期待される。

さらに、平成 30（2018）年３月の学習指導要領の改訂により、高等学校においても、

総合的な学習の時間が「総合的な探究の時間」に名称変更され、生徒が主体的に課題を

自ら発見し、多様な人と協働しながら課題を解決する探究学習の充実が図られている。 

２．進学率における地域間や男女間の格差 

都道府県別高等学校新卒者の大学、短期大学、専門学校への進学率は、全体的に上昇

しているものの、地域によって差があり、令和６ （2024）年度において、京都府（86.1％）

が最も高く、宮崎県 （63.0％）が最も低くなっており、23.1 ポイントの差がある 172。ま

た、大学進学率を男女別にみると、ほぼ全ての都道府県で男性の方が女性よりも高く、

男女の進学率の差は、山梨県（15.6 ポイント）、滋賀県 （10.8 ポイント）、北海道（10.3

ポイント）、埼玉県（9.8 ポイント）の順に高い 173。 

収容率と大学進学率は正の相関関係にあり、収容率が高い都道府県ほど、進学率が高

い傾向にある。大都市がある都道府県に、私立学校を中心に大学及び短期大学が集中し

ており、その学校数に比例して入学者数も多い傾向にある 174。特に、東京都や京都府の

ようにその進学者収容力が 150％を超える実態もある。 

また、各都道府県の専攻分野別入学定員の割合（大学及び短期大学）は様々であるが、

例えば、大都市圏である東京や京阪神では、人文・社会科学分野の占める割合が大きく、

170 教師が支援の必要な子供により重点的な指導を行うこと等で効果的な指導を実現することや、子供一人一人の特性や

学習進度、学習到達度等に応じ、指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うこと等。 
171 子供の興味・関心・キャリア形成の方向性等に応じ、探究において課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・

表現を行う等、教師が子供一人一人に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで、子供自身の学習が

最適となるよう調整すること。 
172 文部科学省「令和６年度学校基本統計」（令和６（2024）年 12 月） 
173 同上 
174 文部科学省「令和５年度全国大学一覧」（令和６（2024）年６月） 
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理学・工学・農学分野の占める割合が小さい傾向にある 175。 

他方で、設置者別に入学定員充足率をみると、国公立大学は全国的に定員充足してい

るが、私立大学は地方において定員を充足していない傾向にある 176。 

都道府県別高等学校新卒者の地域別大学進学者数比率 177をみると、東日本では、東京

圏への進学が３割を超える県が相当数あり、東京圏出身者は東京圏の大学への進学割合

が高い。これに対して、西日本では、東京圏への進学は１割程度にとどまり、自県又は

域内の大学への進学割合が高い傾向にある。 

３．学修時間に関する課題 

グランドデザイン答申では、大学生の授業以外の学修時間が非常に短い実態が改善さ

れない中で、質保証の重要性や教学マネジメントの確立をはじめとした取組の必要性が

示され、各大学等においても改善の努力が進められてきた。 

このような中で、依然として学生の学修時間は短く、特に授業時間外の学修量が実質

化されていない状況にあるとの調査結果がある。 

令和４（2022）年度全国学生調査の結果によると、大学２年生は、授業への出席時間

について、３分の２以上の学生が週 16 時間以上、４割の学生が週 21 時間以上であるな

ど、授業への出席時間が長い一方で、予習・復習・課題等授業に関する学修については

週５時間以下の学生が 49％を占めている。また、授業と直接関係しない自主的な学修時

間 178が週５時間以下の学生も 82％を占める。このように、授業への出席時間に比して学

修時間が短くなっていることが明らかとなっている。 

また、最終学年の学生については、授業への出席時間は６割以上の学生が週５時間以

下となっており、これに伴い、授業に関する学修も週５時間以下の学生が約８割を占め

ている。このように最終学年の学生は、授業への出席及び授業に関する学修時間が短い

一方で、約３割の学生が卒業論文・卒業研究・卒業制作に週 21 時間以上、２割の学生が

週 31 時間以上と多くの時間を費やしている。しかしながら、最終学年の学生であって

も、約４割の学生は卒業論文等を行う時間が５時間以下であり、学修時間が極めて短い

学生も一定数いる。 

短期大学についても、予習・復習・課題等授業に関する学修が５時間以下の学生の割

合は 75％であり、授業と直接関係しない自主的な学修が５時間以下の割合も 81％を占

め、学修時間の短さは大学と同様に課題である。 

他方、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、オンライン学習が広く浸透するなど

学修の方法が多様化しているほか、大学によっては、独自の調査で十分な授業外学修時

間が確保されているという結果が出ているとの声もある。 

このような状況を踏まえて、単に大学が学生の学修時間のみに問題の所在を求めるの

ではなく、教員自身が授業外学修の手段としてオンライン学習を積極的に活用すること

175 同上 
176 文部科学省「令和４年度全国大学一覧」（令和５（2023）年５月）、文部科学省「令和５年度学校基本統計」（令和５

（2023）年 12 月）、日本私立学校振興・共済事業団「令和４（2022）年度 私立大学・短期大学等入学志願動向」（令

和４（2022）年９月） 
177 文部科学省「令和６年度学校基本統計」（令和６（2024）年 12 月） 
178 学問に関する読書やディスカッション、実技の練習、資格試験の勉強等の学修時間 196
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や、シラバスへの授業外学修の内容や時間の記載等を通じてどのように学生に働きかけ

ていくかについて検討することも必要である。 

４．国際的な学生等の流動性の拡大と留学生獲得競争の激化 

世界の留学生数は平成 12 （2000）年の約 160 万人から令和５（2023）年の約 640 万人

と約４倍に増加しており、グローバル化の進展に伴い、学生の流動性も加速している。

しかし、日本から海外の高等教育機関への留学者数は、非英語圏の主要国より低い水準

にあり、コロナ禍以前への回復も途上である 179。また、グローバル化の加速に伴い、世

界規模で優秀な外国人留学生の獲得競争が激化する中、世界に占める日本の留学生受入

れ割合は低下がみられる一方で、2000 年と比べて大きくシェアを伸長している国 180も

ある。 

具体的には、我が国の大学等が把握する日本人学生の海外留学者数 181は、令和４（2022）

年度には、全体で 58,162 人であり、そのうち、３か月未満が 34,898 人、３か月以上１

年未満が 20,695 人となっている 182。また、OECD、ユネスコ、米国国際教育研究所 （IIE）

等の令和３（2021）年の統計をもとに、文部科学省が集計した、海外の機関が把握して

いる日本人の海外留学者数（主に長期留学）は、41,612 人であった 183。さらに、日本の

若者は「外国留学をしたいと思わない」と答える者が５割を超えるなど、日本の若者が

内向き志向であると指摘されている 184。その背景として、経済的問題や語学力不足、留

年や就職への不安等が挙げられている 185。 

一方、日本の大学、大学院における外国人留学生割合について、学士課程は約３％、

修士課程は約 11％、博士課程は約 22％と、いずれも OECD 平均のそれぞれ約５％、約

14％、約 24％より低い割合となっている 186。また、我が国の外国人留学生の出身国・地

域は中国、ネパール、ベトナム、韓国の順に上位 10 か国をアメリカ以外全てアジア諸国

が占めており、偏在が見られる 187。さらに、専門学校の外国人留学生の割合は、全体と

しては 12％程度と推計され、出身国等の偏在も同じ傾向にあり、この 10 年で比べると

より東アジア以外のアジア諸国からの来日が増える傾向がある 188。 

また、国境を越えた大学間競争は、世界大学ランキング等 189の影響もあり激化してお

り、国家を巻き込んだ競争に発展している。世界大学ランキング等は、大学の国際的な

179 Institute of International Education (IIE) 「Project Atlas, Global Mobility Trends」（2023 年） 
180 カナダなど 
181 高等学校卒業後に直接海外の大学へ進学した者等、大学等が把握できない留学生を捕捉できていないことに留意が必

要。 
182 日本学生支援機構「2022（令和４）年度日本人学生留学状況調査」（令和６（2024）年５月） 
183 OECD 加盟国については OECD が公表している「Education at a Glance」、その他の国・地域についてはユネスコ統計

局による統計や Institute of International Education (IIE)「Open Doors」等、各国等が発表している数値をもと

にしており、調査時点や調査対象は、国・地域によって異なる。 
184 内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査（平成 30 年度）」（令和元（2019）年６月） 
185 文部科学省委託事業「学生の海外留学に関する調査 2022（株式会社マクロミル）」(令和４（2022）年３月) 
186 OECD「Education at a Glance 2023」（2023 年９月） 
187 日本学生支援機構「2023（令和５）年度外国人留学生在籍状況調査結果」（令和６（2024）年５月） 
188 日本学生支援機構「2021（令和３）年度外国人留学生在籍状況調査結果」（令和４（2022）年３月）及び文部科学省

「令和３年度学校基本統計」（令和３（2021）年 12 月）に基づき推計、分析。 
189 主な世界大学ランキングとしては、英国「Times Higher Education World University Rankings」や、同じく英国の

大学評価機関クアクアレリ・シモンズが発表する「QS 世界大学ランキング」等が挙げられる。 
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評価を知り、大学の教育・研究力の向上のための一助となる一方で、大学の教育・研究

力は、多面的に測る必要があるため、同ランキングの順位のみで評価することはできな

いことにも留意が必要である。 

さらに、初等中等教育段階 190に在籍する外国人児童生徒は平成 20 （2008）年度におい

て 81,004 人であったのに対し、令和６ （2024）年度において 149,015 人と大きく増加し

ている 191。特に、公立の学校に在籍する日本語指導が必要な外国人児童生徒 192は、平成

26（2014）年度には 29,198 人であったのに対し、令和５（2023）年度には 57,718 人で

約２倍の増となっている 193。各高等教育機関においては、このような状況の変化を踏ま

えた体制の整備が求められるようになっている。 

加えて、日本語教育機関 194に在籍する生徒は平成 23（2011）年度において 25,622 人

であったのに対し、令和５（2023）年度において 90,719 人と大きく増加している 195。 

５．リカレント教育・リスキリングの必要性の高まり 

人生 100 年時代は、同一年齢での単線的な学びや進路選択を前提とした人生のモデル

から、一人一人の学ぶ時期や進路が複線化する人生のマルチステージモデルへと転換す

ることが予測されており、こうした社会の構造的な変化に対応するため、学校教育にお

ける学びの多様化とともに、社会人のリカレント教育・リスキリング 196をはじめとする

生涯学習の必要性が高まっている。 

国際比較によれば、成人学習の参加率が高い国は労働生産性が高い傾向を示してい

る  

197。一方、日本企業の OJT 以外の人材投資（GDP 比）は、諸外国と比較して最低水準

かつ低下傾向にある 198。また、社外学習・自己啓発を行っていない個人の割合は半数を

超えており、諸外国と比して非常に高くなっている 199。 

他方、外部教育機関を活用している企業のうち８割を超える企業が民間の教育訓練機

関を活用する一方で、高等教育機関を利用する企業は約２割と少ない 200ため、このよう

な状況を踏まえた対応策が求められる。 

190 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校（小学部、中学部、高等部） 
191 文部科学省「平成 20 年度学校基本統計」（平成 20 （2008）年 12 月）、文部科学省「令和６年度学校基本統計」（令和

６（2024）年 12 月） 
192 日本語指導が必要な児童生徒とは、日本語で日常会話が十分にできない児童生徒若しくは日常会話ができても学年相

当の学習言語が不足し、学習活動への参加に支障が生じている児童生徒（日本国籍を有する者を含む）を指す。 
193 文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査結果について」（令和６（2024）年８月） 
194 令和６（2024）年４月に、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令

和５年法律第 41 号）が施行され、日本語教育機関の認定制度と認定日本語教育機関の教員の資格が創設された。なお、

日本語教育機関の認定制度では、令和６（2024）年度第１回目の申請について、同年 10 月に初回の認定が行われた。 
195 日本学生支援機構「2023（令和５）年度外国人留学生在籍状況調査結果」（令和６（2024）年５月） 
196 リカレント教育は、社会変化への対応や自己実現を図るための①リスキリング（時代のニーズに即して職業上新たに

求められる能力・スキルを身に付けること）、②アップスキリング（現在の職務を遂行する上で求められる能力・スキ

ルを追加的に身に付けること）、③職業とは直接的には結びつかない技術や教養等を身に付けること、を内包した社会

人の学び直しを意味する。
197 加藤かおり「大学学位取得者の成人教育参加に関する国際比較」（令和４（2022）年８月）、公益財団法人日本生産性

本部「労働生産性の国際比較 2023」（令和５（2023）年 12 月）を基に文部科学省作成。
198 内閣府「国民経済計算」、JIP データベース等を利用し、学習院大学宮川努教授が推計。
199 パーソル総合研究所「グローバル就業実態・成長意識調査（2022 年）」（令和４（2022）年 11 月）
200 文部科学省委託事業「社会人の大学等における学び直しの実態把握に関する調査研究（イノベーション・デザイン＆

テクノロジーズ株式会社）」（平成 28（2016）年３月）198
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６．障害のある学生の増加 

我が国における近年の障害者施策としては、平成 18 （2006）年の国連総会における障

害者の権利に関する条約の採択と平成 19 （2007）年の我が国の同条約への署名が行われ

た。その後も、平成 23 （2011）年の障害者基本法 201の改正や令和３（2021）年の障害者

差別解消法 202の改正、その他関係法令が整備されるとともに、平成 30 （2018）年に障害

者基本計画（第四次）が策定され、その推進が図られてきた。障害者差別解消法の改正

によって、令和６（2024）年４月より、我が国の大学・短期大学・高等専門学校では、

従来禁止されていた障害者に対する不当な差別的取扱いに加え、合理的配慮 203の提供も

全ての大学・短期大学・高等専門学校において法的に義務付けられることとなった。 

大学・短期大学・高等専門学校における障害のある学生の在籍者数は、平成 26 （2014）

年の 14,127 人から令和５ （2023）年には 58,141 人と 10 年間で約４倍に増加している。

それに併せて、合理的配慮の提供を受けている学生数も増加している 204。 

７．我が国の研究力の低下 

近年、我が国の相対的な研究力の低下が指摘されている。研究力を測る主要な指標で

ある論文指標については、2000 年代前半から国際的な地位の低下が続いている状況 205

である。本指標のみをもって研究力を判断することは必ずしも適当ではないが、このよ

うな状況は深刻に受け止め、今後は多角的な分析をしつつ、研究力向上に向けた取組を

進めるべきである。 

論文数における日本の順位は、20 年前（1999－2001 年平均値）は第２位であったが、

直近（2019－2021 年平均値）は第５位であり、2000 年代前半から順位が低下している  

206。

また、Top10％補正論文数 207における日本の順位は、20 年前は第４位であったが、直近

は第 13 位である。さらに、Top１％補正論文数における日本の順位は、20 年前は第４位

であったが、直近は第 12 位である 208。 

一方、我が国の論文数分布を論文数規模の近い英国、ドイツと比較すると、上位大学

の論文数は日本の方が多いが、上位に続く層の論文数は英国、ドイツの方が多くなって

いる。また、日本は論文数規模の小さい大学の数が多いという特徴がある 209。 

論文数の増減には複合的な要因が影響するものの、科学技術・学術政策研究所の分析

201 昭和 45 年法律第 84 号 
202 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号） 
203 大学等における合理的配慮とは、「障害のある者が、他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを

確保するために、大学等が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある学生に対し、その状況に応じて、

大学等において教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、かつ「大学等に対して、体制面、財政面におい

て、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。（障害のある学生の修学支援に関する検討会「障

害のある学生の修学支援に関する検討会報告（第三次まとめ）」（令和６（2024）年３月）） 
204 日本学生支援機構「令和５年度（2023 年度）大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に

関する実態調査」（令和６（2024）年８月） 
205 科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング 2023」（令和５（2023）年８月） 
206 同上 
207 論文の被引用数が各年各分野（22 分野）の上位 10％（１％）に入る論文数が Top10％（１％）論文数である。Top10％

（１％）補正論文数とは、Top10％（１％）論文数の抽出後、実数で論文数の 1/10(1/100)となるように補正を加えた論

文数を指す。 
208 クラリベイト社 Web of Science XML（SCIE,2022 年末バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。 
209 科学技術・学術政策研究所「研究論文に着目した日英独の大学ベンチマーキング 2019―大学の個性を活かし、国全

体としての水準を向上させるために―」（令和２（2020）年３月） 199
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によれば、近年の減少要因としては、教員の研究時間割合の低下、教員数の伸び悩み、

博士課程在籍者数の減少や原材料費 210 のような直接的に研究の実施に関わる支出額の

減少といった要因が挙げられている 211。また、若手をはじめ、研究者を取り巻く状況は

厳しく、研究者の魅力が低下していることも課題と認識されている 212。 

大学等教員 213の研究時間割合は低下傾向にあり、年間職務活動時間を平成 20（2008）

年度と令和５（2023）年度とで比較すると、年間総職務時間が約１割強減少し、研究時

間が約３割減少している。また、年間職務活動時間割合を比較すると、教育活動が令和

５ （2023）年度 30.4％（平成 20 （2008）年度 26.9％）、研究活動が 32.2％（同 39.1％）、

社会サービス活動が 17.8％（同 14.7％）、その他職務活動（学内事務等）が 19.7％（同

19.3％）となっている 214。この中のうち、学内事務等の大学の管理運営業務について、

教員が継続して負担を感じている傾向 215が続いている 216。 

我が国の大学院博士課程の入学者数は、平成 15 （2003）年度をピークに減少傾向にあ

り、令和４（2022）年度は約 1.4 万人となっている。このことについて、修士課程在籍

者を対象とした調査によると、博士課程進学ではなく就職を選んだ理由について、「経済

的に自立したい」、「社会に出て仕事がしたい」との理由のほかに、「博士課程に進学する

と生活の経済的見通しが立たない」、「博士課程に進学すると修了後の就職が心配である」

等、博士課程への進学がキャリアや収入にネガティブな影響を与えることを懸念する回

答が３割を上回っている 217。また、博士の学位授与者数も平成 18 （2006）年の約 1.8 万

人から令和２（2020）年は約 1.6 万人へと減少している。人口 100 万人当たりの博士号

取得者をみても、我が国は 126 人と、英国（342 人）、ドイツ（330 人）の約３分の１と

なっている 218。 

世界の研究者の主な流動の状況を見ると、アメリカと欧州、中国が国際的な研究ネッ

トワークの中核に位置している 219。一方で、我が国は、中・長期の海外への研究者の派

遣者数は近年減少傾向にある上、中・長期の海外からの研究者の受入れ者数は横ばいな

いしは減少傾向 220であるなど、我が国は、世界の研究ネットワークの中で国際頭脳循環

の流れに出遅れている。

８．高等教育のデジタル化の進展 

令和元（2019）年度末からの新型コロナウイルス感染症の影響により、社会全体と高

210 研究に必要な試作品費、消耗器材費、実験用小動物の購入費、餌代等の費用 
211 科学技術・学術政策研究所「長期のインプット・アウトプットマクロデータを用いた日本の大学の論文生産の分析」

（令和２（2020）年４月） 
212 内閣府総合科学技術・イノベーション会議「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」（令和２（2020）年１月） 
213 国公私立の大学の学部、短期大学、高等専門学校、大学附置研究所及び大学共同利用機関等に所属する教員 
214 学問分野別、職階別等により傾向が異なることに留意が必要（特に、教員数が多い保健分野の教員における診療活動

時間割合からの一定の影響に留意が必要）。 
215 研究時間の制約の質問において負担感を感じている項目の上位として継続して指摘されている。 
216 文部科学省「令和５年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」（令和７（2025）年１月） 
217 科学技術・学術政策研究所「修士課程（６年制学科を含む）在籍者を起点とした追跡調査（令和 3 年度修了（卒業）

予定者）」（令和５（2023）年１月） 
218 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標 2024」（令和６（2024）年８月） 
219 OECD「Science, Technology and Industry Scoreboard 2017」（2017 年 11 月） 
220 文部科学省委託事業「研究者の交流に関する調査（公益財団法人未来工学研究所）」(令和６（2024）年３月)。2002

年以降、独立行政法人等は減少する一方で、国立大学等はほぼ同じレベルで推移してきている。 200
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等教育機関のデジタル変革が加速している。 

大学においては、遠隔授業の活用が進んでいる。多様なメディアを利用した遠隔授業  

221

を実施する大学は平成 30 （2018）年度において 28.4％であったところ、令和４ （2022）

年度には 70.6％と５年で約 2.5 倍に増加している 222。このような変化の中で、オンライ

ンを活用して日本人学生と外国人の学生が共に学ぶ「国際協働学習」を実施する動きが

広がった。

また、大学通信教育においては、４つの授業形式 223のうち、学生から評価の高いもの

は、従来は面接授業（スクーリング）であったが、コロナ禍を経て、遠隔授業が最上位

となった 224。 

一方で、令和４（2022）年度において、通学制の大学の授業における受講形態の平均

は、対面授業が 77％、同時双方向型オンライン授業が９％、オンデマンド型オンライン

授業が 11％、その他実習等が２％と対面授業が中心となっている 225。 

また、諸外国においては、学修歴証明の国際的な通用性や信頼性向上、学生の流動性

向上等の観点から、卒業・修了証明書等の学修歴証明のデジタル化が進められてきた。

他方で、我が国では、デジタル形式で発行・保管・共有できる学修歴証明書を導入して

いる大学はごく少数である 226。 

９．高等教育機関と地方公共団体との連携 

地方公共団体と高等教育機関との連携状況について、地方公共団体 227において、域内

の高等教育機関との連携を担当する部署は 90％以上が設置しているものの、当該部署の

業務量に占める高等教育機関との連携業務の割合は平均で４割弱、また、最頻値は２割

程度という状況であり、高等教育機関との連携業務を主たる業務とする部署が設置され

ている例は、全国的に限られている。 

また、地方公共団体のうち９割前後は域内の大学・短期大学と更に連携を強化する必

要性があると認識しており 228、高等教育機関 229のうち７割も地方公共団体との更なる連

携強化の必要性を感じている。このように、必要性を感じてはいるものの、更なる連携

に当たっての課題として、地方公共団体側、高等教育機関側ともに、連携するための専

221 多様なメディアを利用した遠隔授業とは、大学設置基準第 25 条第２項に定める、多様なメディアを高度に利用して、

当該授業を行う教室以外の場所で履修させる授業のこと。 
222 文部科学省「令和４年度の大学における教育内容等の改革状況について」（令和６（2024）年 10 月） 
223 ①印刷教材等による授業（印刷教材等による自学自習と与えられた課題の学習成果を報告し、これに添削指導を受け

て進める授業方法）、②放送授業（放送（ラジオやテレビ）を利用する授業方法）、③面接授業（講師との直接の対面授

業）、④メディアを利用して行う授業（インターネット等を活用したオンライン式の遠隔授業） 
224 私立大学通信教育協会「学生生活実態調査（令和３年度）」（令和４（2022）年２月） 
225 文部科学省「令和４年度全国学生調査（第３回試行実施）」（令和５（2023）年７月） 
226 文部科学省「令和４年度の大学における教育内容等の改革状況について」（令和６（2024）年 10 月） 

令和３年度において、大学全体で卒業・修了証明書のデジタル化（インターネット等を利用して発行・保管・共有で

きるようデジタル形式に変換すること）を行っている大学は 30 大学（3.9％）であった。ただし、回答には本調査で定

義する「学修歴証明書のデジタル化」に該当しないコンビニ発行やメール送付も含まれる可能性があることに留意が必

要。 
227 全ての都道府県と指定都市を対象にアンケートを実施し、回答率は 83.6％。 
228 高等専門学校と更なる連携を強化すると考える地方公共団体は８割、専門学校と更なる連携を強化すると考える地方

公共団体は６割となっている。 
229 全ての大学、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程を対象にアンケートを実施し、回答率は 41.9％。 201
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門家あるいはコーディネーターの不足が挙げられている。 

さらに、地域連携プラットフォーム 230は、全国に少なくとも 273 件存在することが確

認されている 231。 

加えて、大学等連携推進法人は、令和６（2024）年 10 月時点において、全国で８法人

（26 大学２団体）が認定されている。 

230 地域連携プラットフォームとは、「大学等のみならず、地方公共団体、産業界等の様々な関係機関が一体となった恒

常的な議論の場を構築し、エビデンスに基づく現状・課題を把握した上で将来の目標を共有し、絵に描いた餅で終わる

ことなく地域課題の解決に向けた連携協力の抜本的な強化を図るとともに、地域の大学等の活性化やグランドデザイ

ンの策定、高等教育機会の確保や地域人材の確保、大学等を含めた地域社会の維持発展を図るための仕組み」である。

（文部科学省高等教育局「地域連携プラットフォーム構築に関するガイドライン」（令和２（2020）年 10 月））
231 文部科学省「地方公共団体と高等教育機関の連携の状況に関するアンケート結果」（令和６（2024）年６月）202
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（補論３）これまでの高等教育政策

今後の高等教育全体の適正な規模を視野に入れた、地域における質の高い高等教育へ

のアクセス確保の在り方について検討するに当たり、これまでの高等教育政策を概観す

ることとする。 

１．「量」に関する政策 

（１）量的拡大に対する計画と規制

戦後、高等教育の量的拡大が急速に進み、昭和 38 （1963）年には大学・短期大学進学

率が 15％を超え、日本の高等教育は「エリート段階」から「マス段階」へ移行 232した。 

中央教育審議会「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策につ

いて（答申）」（昭和 46 （1971）年６月）では、高等教育の「マス段階」への移行と社会

の複雑高度化を踏まえ、高等教育の質の維持・向上に向けて、高等教育の多様化、弾力

化、開放化とともに、国が高等教育の全体規模等を計画する必要性が指摘された。 

昭和 51 （1976）年には、高等教育の規模の目途等を示した高等教育計画が策定された。

５次にわたって策定された高等教育計画は、各計画において若干の変遷はあるものの、

大枠としては、特に必要性の高い場合においてのみ、大学、学部等の新設や定員増を認

めることとされ（大学等の新増設の原則抑制）、加えて工業（場）等制限区域や政令市、

都市部においては、地域間格差是正の観点から大学等の新増設は抑制することとされた。 

（２）設置認可における規制の緩和

総合規制改革会議第一次答申での指摘等 233を踏まえ、学校教育法等の改正により、平

成 15 （2003）年、届出制の導入や認可抑制方針の撤廃、設置審査の準則化等、大学等の

設置認可制度の見直しが行われた。また、この事前規制の緩和と併せて、平成 16 （2004）

年には第三者評価による大学等の認証評価制度が導入された。 

設置認可における規制の緩和により、大学は一層新しい分野への挑戦や機動的な組織

再編が可能となり、新増設が活発化した。平成 17 （2005）年度には大学・短期大学進学

率が 50％を超え、日本の高等教育は「マス段階」から「ユニバーサル段階」へ移行し、

同年度以降、大学入学定員数は緩やかに増加を続けている。 

一方、緩和直後には、大学設置に求められる基本的理解や準備の不足した申請や数値

基準さえ満たせばよいという意識の低い申請が一部に見られるなどの事例があったこ

とを踏まえ、大学設置・学校法人審議会から審査方針・基準の見直しや厳正な審査を求

める指摘がなされた。 

232 アメリカの社会学者マーチン・トロウは、高等教育への進学率が 15％を超えると高等教育は「エリート段階」から

「マス段階」へ、進学率が 50％を超えると「ユニバーサル段階」へ移行するとしている。 
233 総合規制改革会議第一次答申（平成 13 （2001）年 12 月）や中央教育審議会答申「大学の質の保証に係る新たなシス

テムの構築について」（平成 14 （2002）年８月）を踏まえ、設置認可制度が見直された。総合規制改革会議第一次答申

では、大学や学部の設置について、競争的な環境の整備による教育研究の活性化、質向上等が提言された。203
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（３）「計画と規制」から「将来像の提示と政策誘導」へ

18 歳人口の減少傾向や大学等の認可抑制方針の撤廃を踏まえ、平成 17 （2005）年１月

に取りまとめられた中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像（答申）」では、「高等

教育計画の策定と各種規制」の時代から「将来像の提示と政策誘導」の時代へと移行す

ることが示された。同答申では、今後の国の果たすべき役割として、①高等教育の在る

べき姿や方向性等の提示、②制度的枠組みの設定・修正、③質の保証システムの整備、

④高等教育機関・社会・学習者に対する各種の情報提供、⑤財政支援等を挙げた。

同答申では、学修者ニーズの多様化への対応や各教育機関の個性・特色の明確化、緩

やかな機能別分化、国・地方公共団体・産業界のそれぞれの役割等にも言及されている。 

なお、「高等教育計画の策定と各種規制」の時代から「将来像の提示と政策誘導」の時

代へという方針は、その後のグランドデザイン答申でも引き継がれている。 

（４）定員未充足や定員超過への対応強化等

近年、定員未充足と、都市部を中心とする定員超過が問題視されるようになり、私学

助成の交付について、定員未充足大学への減額率強化（平成 19 （2007）年度～）や定員

超過大学の不交付基準の厳格化（平成 28 （2016）年度～）等が図られるとともに、情報

公表状況や教育の質に係る指標に基づく交付額の増減措置も行われている。 

一方、18 歳人口が減少する中で入学定員未充足の私立大学の割合は、平成 17 （2005）

年度の約 30％から令和５（2023）年度の約 53％へ上昇し、定員未充足大学が私立大学全

体の過半数を占めるに至っている。 

２．「質」に関する政策 

（１）大学設置基準の大綱化

平成３（1991）年２月に取りまとめられた大学審議会「大学教育の改善について（答

申）」を受け、同年に大学設置基準が改正され、各大学が多様で特色ある教育課程を編成

することができるよう、大学教育の基本的枠組みを定めている大学設置基準が大幅に簡

素化・大綱化されるとともに、大学による自己点検・評価が努力義務化 234された。 

大学設置基準の簡素化・大綱化により、多くの大学で教育課程の改革や教育研究組織

の改革が進み、少人数教育の実施や学際的な学部・学科等の設置が推進された。一方で、

教養教育 235の弱体化につながったとの指摘や、体系的な教育課程の編成につながってい

ないとの指摘もなされる中で、教育の充実に焦点を当てた平成 20（2008）年 12 月の中

央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて（答申）」及び平成 24 （2012）年８月の同審

議会「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて（答申）」の２つの答申が取

りまとめられ、それぞれの大学における三つの方針を明確にし、学位プログラムとして

の体系的な教育の展開を求めることが提言された。答申を受け、ナンバリングやルーブ

リック、アクティブ・ラーニング等も活用した教育課程の体系化や教育手法の新たな工

234 平成 11 （1999）年には大学設置基準の改正により、実施及びその結果の公表が義務化され、その後、平成 13 （2001）

年の学校教育法改正により自己点検・評価の実施と結果の公表に係る規定が法律上明示された。 
235 教養教育については、中央教育審議会「新しい時代における教養教育の在り方について （答申）」（平成 14 （2002）年

２月）、中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像（答申）」（平成 17（2005）年１月）等を参照。 204
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夫の導入も進められ、その後、三つの方針の公表義務化 236や文理横断・文理融合教育の

推進 237等に関する取組が進められている。 

（２）質保証システムの構築

従来、我が国の質保証システムは、大学設置基準等の関係法令等に基づく設置認可審

査による事前規制型であった。 

平成３（1991）年の自己点検・評価の導入以降、その運用が定着してきたものの、第

三者評価は未成熟であり、大学の質保証システム全体としては不十分な状態にあるとの

認識の下、平成 14 （2002）年８月に中央教育審議会「大学の質の保証に係る新たなシス

テムの構築について（答申）」が取りまとめられ、日本の高等教育の国際競争力強化及び

国際的通用性確保の必要性の観点からも、前述の認証評価制度が導入された。

認証評価制度については、評価の負担が重い、大学の主体的な改善システムとの連動

が不十分、といった指摘がなされ、これらの指摘を踏まえ、「内部質保証システム」の構

築、評価の効率化等の改善が進められてきた。 

また、大学の自己点検・評価や認証評価に加え、大学に係る情報を大学自身が社会に

積極的に公表することも求められてきた。平成 11 （1999）年には、大学設置基準等が改

正され、各大学における教育研究活動等の状況について、広報誌やホームページ等を通

じて、積極的に情報を提供することが義務付けられた。その後も、学校教育法、学校教

育法施行規則 238等の改正により、公表すべき必要な教育情報が法令上明確化されてきた。 

このように、我が国の大学の質保証は、大学設置基準、設置認可審査、認証評価、情

報公表等によって構成され、大学として最低限の水準を満たしていることを保証する事

前規制の長所と、大学の多様性に配慮しつつ、恒常的に大学の質を保証する事後チェッ

クの長所を組み合わせた形で設計されている 239。

（３）学修者本位の教育への転換

グランドデザイン答申では、2040 年には大学進学者数が約 51 万人（平成 29（2017）

年現在の８割程度）となるとの推計を示し、規模の適正化の検討や社会人や外国人留学

生を積極的に受け入れる体質への転換を高等教育機関に求めるとともに、今後必要とさ

れる人材を育成するに当たり、「学修者本位の教育への転換」が提言された。 

グランドデザイン答申において示された改革方針は、順次検討・実施がなされてきた。

例えば、教育研究体制の多様性と柔軟性の確保の観点からは、多様化する教員の働き方

に対応した実務家教員の登用や複数大学等でのクロスアポイントメント等が促進され

るよう、従来の専任教員の概念を、学位プログラムに係る責任性を明確化した基幹教員

に改める大学設置基準の改正が令和４（2022）年に実施された。また同時に、大学の創

意工夫に基づく先導的な取組を促進するため、内部質保証の体制が十分機能しているこ

236 平成 28 （2016）年に学校教育法施行規則が改正され、三つの方針を各大学で策定・公表することが義務付けられた。 
237 中央教育審議会大学分科会「学修者本位の大学教育の実現に向けた今後の振興方策について（審議まとめ）」（令和５

（2023）年２月）等。 
238 昭和 22 年文部省令第 11 号 
239 中央教育審議会大学分科会質保証システム部会「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について（審議

まとめ）」（令和４（2022）年３月） 205
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と等を要件とする教育課程等に係る特例制度も導入された。 

教育の質の保証と情報公表の観点からは、学修者本位の教育の実現を図るための教育

改善に取り組みつつ、社会に対する説明責任を果たしていく大学運営の在り方を示す教

学マネジメント指針が令和２（2020）年に策定され、令和５（2023）年には大学入学者

選抜に関する記載が追補された。 

また、各大学の教育改善に生かすこと、我が国の大学に対する社会の理解を深める一

助とすること等を目的として、学生目線からの大学教育や学びの実態が把握できるよう

令和元（2019）年以降、全国学生調査が試行的に実施されている。 

既に多くの大学において「教学マネジメント指針」を踏まえた教学の改善・改革の取

組や全国学生調査の結果を活用した教学 IR の充実等、学修者本位の教育の実現に向け

た積極的な取組が進展しつつある。一方、こうした意欲的な教育改革等に真剣に取り組

む大学と改善の努力が不十分な大学とに二極化しているという指摘や、教学の改善・改

革に係る取組が形式的・表層的なレベルにとどまっているという指摘もある 240。例えば、

三つの方針の達成状況を点検・評価している大学は年々増加し、令和４（2022）年度に

は 91.7％に達しているが、三つの方針に基づく教育の成果を点検・評価するための学位

を与える課程共通の考え方や尺度を策定している大学は 74.0%、学修状況の分析や教育

改善を支援する体制の構築をしている大学は 66.1%、全学的な教育目標等とカリキュラ

ムの整合性を検証する全学的な委員会を設置している大学は 48.9%にとどまっており 241、

策定・公表した三つの方針に基づいた具体的な取組について更なる進展が必要である。 

他方、上記のような大学運営等に関する制度改正に加え、学生個人の能力や適性に応

じた教育を行うための制度改善も行われてきた。 

高等教育においては、一人一人の能力・適性に応じた教育を進める観点等から、大学

への飛び入学や早期卒業 242が制度化されている。また、高等学校段階に在籍する生徒が

大学等において学修等を行った場合に、高等学校長の判断により在籍校の単位として認

定することも制度化されている。 

さらに、高等学校教育と大学教育の円滑な連携・接続の観点から、学びの多様化を推

進するため、令和３（2021）年 10 月に、科目等履修生として大学で一定の単位を修得し

た、大学入学資格を有さない高等学校の生徒等について、当該大学への入学後に修業年

限への通算を行うことが可能となった 243。 

加えて、大学への飛び入学者は高等学校等を中途退学して入学するため、入学後に大

学を中途退学するなどして進路変更をしようとするとき、当該学生は高等学校等卒業の

扱いとならず、就職や資格試験等の受験において困難が生じていたことを踏まえ、大学

の飛び入学制度の活用を促進する観点から、令和４（2022）年４月からは飛び入学者に

240 中央教育審議会大学分科会「学修者本位の大学教育の実現に向けた今後の振興方策について（審議まとめ）」（令和５

（2023）年２月） 
241 文部科学省「令和４年度の大学における教育内容等の改革状況について」（令和６（2024）年 10 月） 
242 学生の能力や多様な学修ニーズに応じた弾力的な取扱いができるよう、学部段階において卒業に必要な単位を優秀な

成績で修得したと認められる場合には３年以上在学すれば卒業を認めることができるという早期卒業制度、大学院段

階において特に優れた業績を上げた者について修士課程では１年以上在学すれば修了を認めること等ができるという

早期修了制度がそれぞれ導入されている。 
243 学校教育法施行規則の一部を改正する省令（令和３年文部科学省令第 49 号） 206
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対する高等学校卒業者と同等以上の学力を有することを認定する高等学校卒業程度認

定審査が開始された 244。 

この間、平成 26 （2014）年に国際連携教育課程制度（ジョイント・ディグリー・プロ

グラム）が創設され、我が国と外国の大学が連携した質の高い教育課程の提供を可能と

するなど、我が国の高等教育の国際競争力及び国際通用性確保のための取組も推進され

た。 

（４）大学院教育の改善

大学院については、平成 17 （2005）年９月の中央教育審議会「新時代の大学院教育－

国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－（答申）」において、教育課程の組織的展

開の強化による大学院教育の実質化や国際的な通用性、信頼性の向上に関する方策等が

示されるとともに、平成 31 （2019）年１月に取りまとめられた中央教育審議会大学分科

会の審議まとめ 245において、知の生産、価値創造を先導する「知のプロフェッショナル」

の養成に向けた大学院教育の改善方策が示された。 

当該審議まとめに基づき、令和元（2019）年に三つの方針の策定・公表の義務化、学

位論文に係る評価に当たっての基準の公表の義務化、博士後期課程学生を対象としたプ

レ FD の設定又はプレ FD に関する情報提供の努力義務化、ファイナンシャル・プラン  

246

の明示の努力義務化といった制度改正 247が行われた。

さらに、博士人材が活躍するための方策及び大学院教育の充実や学生への支援方策を

中心とした、文部科学省として取り組むべき施策等について、令和６（2024）年３月に

「博士人材活躍プラン～博士をとろう～」が取りまとめられ、公表されている 248。 

３．経済的支援に関する政策 

全国の高等教育機関を対象とした国の奨学金事業は、経済的に困難な者を対象として

おり、無利子・貸与型の制度の開始は昭和 18 （1943）年に遡る。昭和 59 （1984）年には

有利子奨学金が、平成 11 （1999）年には貸与対象を拡充した「きぼう 21 プラン奨学金」

（有利子・貸与型）が導入され、高等教育進学のニーズの大幅な拡大を支えてきた。平

成 29 （2017）年以降は、学力及び世帯年収の基準を満たしているにもかかわらず予算上

の制約から無利子奨学金の貸与を受けられなかった「残存適格者」を解消し、基準を満

たす希望者全員に対して奨学金の貸与が実施されている。高等教育の拡大に伴って、奨

学金も、高等教育を支える社会的インフラとして位置付けられるようになったと言える。 

また、近年は、低所得世帯を対象とした支援が大幅に拡充されてきたところであり、

平成 29（2017）年度に、政府として初となる給付型奨学金制度が導入された。 

244 高等学校卒業程度認定審査規則（令和４年文部科学省令第 18 号） 
245 中央教育審議会大学分科会「2040 年を見据えた大学院教育のあるべき姿～社会を先導する人材の育成に向けた体質

改善の方策～（審議まとめ）」（平成 31（2019）年１月） 
246 各大学院における授業料、入学料その他の大学院が徴収する費用及び修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置

に関する情報。 
247 学校教育法施行規則及び大学院設置基準の一部を改正する省令（令和元年文部科学省令第 13 号） 
248 博士人材の育成・活躍に向けては、一般社団法人日本経済団体連合会も令和６（2024）年２月に「博士人材と女性理

工系人材の育成・活躍に向けた提言－高度専門人材が牽引する新たな日本の経済社会の創造－」を公表している。 207
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そのほか、令和２（2020）年度には、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯につい

て、授業料・入学金の免除・減額と給付型奨学金の大幅な拡充を行う「高等教育の修学

支援新制度」が開始され、しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、低所得者

世帯の者が高等教育機関に進学する機会が拡充されている。また、令和６（2024）年度

からは、この対象が負担軽減の必要性の高い多子世帯（子供３人以上を扶養する世帯）

や私立理工農系の学生の中間所得層に拡充されたところである。住民税非課税世帯の進

学率 249は、平成 30 （2018）年度に約 40％と推計されたところ、令和５（2023）年度には

約 69％となっており、同制度が進学の後押しにつながっていると考えられる。 

加えて、令和７（2025）年度からは、多子世帯の学生に対して、所得制限を設けず、

国が定める一定の額まで授業料・入学金を無償とすることとしている 250など、教育費負

担軽減の取組が進展している。 

さらに、大学院段階においては、修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程の授業

料について、令和６年度から、修了後の所得に応じた「後払い」を可能とする仕組みが

創設されるとともに、博士後期課程学生に対しては、日本学術振興会特別研究員事業（DC）

や次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）等による生活費相当額の支援の充実も

図られている。また、各大学による大学院生に対する授業料の減免等や日本学生支援機

構奨学金の業績優秀者返還免除制度 251の利用も着実に実施されている。 

４．大学運営に関する政策 

（１）大学のガバナンス改革の推進

平成 13（2001）年には、文部科学省が「大学（国立大学）の構造改革の方針―活力に

富み国際競争力のある国公私立大学づくりの一環として―」を提示し、国立大学につい

て、再編・統合、法人化、第三者評価の導入等を提言した。有識者会議での検討や国会

での審議を経て、平成 16 （2004）年に国立大学は国立大学法人へ移行した。法人化以降、

平成 26 （2014）年に国立大学法人の学長選考の透明化に係る改正、令和元（2019）年に

法人の長と大学の長の役割分担を可能（一法人複数大学制度の導入等）とする改正、令

和３（2021）年に学長選考会議の権限強化に係る改正が行われてきた。その後、令和５

（2023）年にも、大規模な国立大学法人である特定国立大学法人の運営に対する監督を

強化するため、運営方針会議を設置する等の特例を定めるなどの法改正が実施された。 

法人化の結果、各大学において学長を中心とした機能的な運営が実現された、教育・

学生支援の充実が図られたとの意見がある 252。 

他方、平成 16 （2004）年から一定期間、国立大学法人運営費交付金の減額が続いたこ

と 253については、法人化が企図した効果を減殺しているとの指摘がある 254。国立大学法

249 大学、短期大学、大学・短期大学の通信教育部及び放送大学、専門学校、高等専門学校（４・５年生）、高等学校（専

攻科） 
250 「こども未来戦略（令和５（2023）年 12 月 12 日閣議決定）」 
251 大学院で第一種奨学金の貸与を受けた学生であって、貸与期間中に特に優れた業績を上げた者を対象に、その奨学金

の全額又は半額を返還免除する制度。 
252 文部科学省「国立大学法人化後の現状と課題について（中間まとめ）」（平成 22（2010）年７月） 
253 法人化以降は減少が続いたが、平成 27（2015）年以降は同額程度が毎年度措置されている。 
254 文部科学省「国立大学法人化後の現状と課題について（中間まとめ）」（平成 22（2010）年７月） 208
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人化から 20 年が経過した今、その現状と成果や課題等について検証することが求めら

れる 255。 

また、私立大学等を設置する学校法人のガバナンスの強化については、昭和 24 （1949）

年に制定された私立学校法 256に関し、平成 16 （2004）年に理事会の設置等をはじめとし

た管理運営制度の改善等の改正、平成 26 （2014）年に所轄庁による措置命令の整備等の

改正、令和元（2019）年に監事機能の強化等の改正が行われてきた。その後、令和５（2023）

年にも、「執行と監視・監督の役割の明確化・分離」の考え方に基づき、理事・理事会、

監事及び評議員・評議員会の権限分配を整理するなど、学校法人の管理運営制度を抜本

的に改善する法改正が実施された。今後は、同法の改正等を踏まえ、学校法人が主体性

をもって実効性のあるガバナンス改革を着実に実施していくことが求められる。 

（２）大学における財務構造の変容

大学への公的な財政支援としては、基盤的経費（運営費交付金、私学助成、施設整備

費補助金）に加え、多様で独創的な研究に継続的・発展的に取り組むため、科学研究費

助成事業（科研費）等の競争的研究費が確保されるとともに、近年では、新たな仕組み

である世界最高水準の研究大学の実現に向けた「国際卓越研究大学制度」や、地域の中

核大学や特定分野に強みを持つ大学に対する、各大学の強みや特色を生かした取組の支

援等が行われている。また、デジタルやグリーン等の成長分野をけん引する高度専門人

材の育成に向けて、意欲ある大学・高等専門学校が成長分野への学部転換等の改革に予

見可能性をもって踏み切れるよう、令和４（2022）年度第２次補正予算において措置さ

れた基金を活用した大学・高専機能強化支援事業により、機動的かつ継続的な支援が行

われている。 

さらに、学生個人の私費負担に係る支援（個人支援）についても、令和２（2020）年

度に「高等教育の修学支援新制度」が開始されるなど、大幅な拡充が進んでいる。 

基盤的経費が伸び悩んでいることが我が国における研究力低下の一因であるとの指摘
257はあるものの、このように、高等教育機関の財政は、国内的のみならず国際的な競争

的環境の中にあって、高等教育機関が持つ多様な機能に応じて、基盤的経費助成と競争

的資源配分を有効に組み合わせて支援されるようになっている。また、上記の個人支援

や各大学の奨学金や授業料減免などによって経済的に困難な家庭を支えつつ、授業料等

の私費負担を設定すること等により、大学の教育研究活動の質の向上と学生支援の双方

の目線に立った多元的できめ細かなファンディング・システムが構築されてきた。しか

しながら、我が国の経済規模（GDP）に対して、高等教育への公財政支出は 0.7％ 258と、

OECD 諸国平均の 1.3％を下回り 259、OECD 諸国の中で極めて低い水準にある 260。 

255 国立大学法人等の機能強化に向けた検討会「国立大学法人等の機能強化に向けての論点整理」（令和７（2025）年１

月） 
256 昭和 24 年法律第 270 号 
257 文部科学省「国立大学法人化後の現状と課題について（中間まとめ）」（平成 22（2010）年７月） 
258 参照年度は令和２（2020）年度 
259 OECD「Education at a Glance 2023」（2023 年９月） 
260 なお、国民１人当たり GDP に対する初等教育段階から高等教育段階までの在学者１人当たり公財政教育支出の割合

209
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なお、授業料については、国立大学の授業料の標準額は平成 17 （2005）年以降据え置

かれており、公立大学については国立大学の標準額とほぼ同水準で推移、また、私立大

学の初年次授業料は上昇基調にある。 

このような財政支援のほか、質の高い高等教育を実現するためには、寄附等を通じた

社会からの支援も重要な要素である。寄附額 261の推移は、平成 27 （2015）年には 2,258

億円だったところ、令和４（2022）年においても 2,412 億円と、累次の税制改正を通じ

て緩やかな増加傾向にあるものの諸外国との差は依然として大きい状況にある。

（令和２（2020）年）は、日本：22.2％、OECD 諸国平均：22.7％となっている（OECD 「OECD. Stat」）。当該数値につい

ては、初等教育段階から高等教育段階までの公財政教育支出を在学者数で除するため、在学者数（特に、高等教育段階

においては高等教育機関への進学率）の多寡に影響を受けることに留意が必要。 
261 国立大学、公立大学、大学を設置する学校法人への寄附額の合計。 210
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参考１ 

５文科高第９３０号 

令和５年９月２５日 

中 央 教 育 審 議 会 

次に掲げる事項について、別紙理由を添えて諮問します。 

急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について 

令和５年９月２５日 

文 部 科 学 大 臣   盛 山 正 仁 
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（理 由） 

今、学校で学んでいる子供たちが社会の中心になって活躍する 21 世紀半ばの社会は、あ

らゆる側面において、これまでの日本社会の仕組みの延長線上では対応できない事態に直

面することが想定され、我が国の高等教育は、今まさに歴史の転換点に立っています。 

とりわけ、少子化は、我が国が直面する最大の危機です。2022 年の出生数は 77 万 759

人となり、統計を開始した 1899 年以来、最少の数字となっています。このままでは、100

万人の大都市が毎年１つ消滅するようなスピードで人口減少が進むことも予想され、我が

国は、まさに社会機能を維持できるかどうかの瀬戸際と呼ぶべき状況に置かれていると言

えます。こうした状況に歯止めをかけ、2030 年代に入るまでに少子化の流れを反転させる

ために、政府を挙げて少子化対策に取り組んでいるところです。 

少子化の進行の中で、我が国の高等教育機関への進学者数の推移を見ると、主たる進学

者である 18 歳人口が、ピーク時である 1966 年の約 249 万人から 2022 年には約 112 万人

へと半分を大きく割り込む中で、大学進学者数は約 29 万人から約 64 万人へとその規模を

拡大し続けてきました。しかし、仮に急速な少子化に伴う 18 歳人口の減少が推計どおりに

進行すれば、今後の大学進学率の伸びを加味しても、2040 年の大学入学者数は約 51 万人

に、さらには 2050 年までの 10 年間は 50 万人前後で推移すると推計されています。 

少子化の進行以外にも、高等教育を取り巻く状況は大きく変化しています。 

コロナ禍を契機として遠隔教育が急速に普及し、その可能性と課題が明確になったこと

は、学生や教職員がキャンパスに集まって行われてきた従来の高等教育の在り方を抜本的

に変えることも予測されます。また、ウクライナ情勢をはじめ国際情勢が不安定化し、世

界経済の停滞や国際的分断の進行の懸念も高まっている中で、留学生交流や高等教育機関

の国際交流も大きな転換期を迎えています。加えて、我が国の研究力低下が指摘されてい

る中で、研究力の強化が喫緊の課題となっています。 

このような状況の中、文部科学省では、2018 年の答申「2040 年に向けた高等教育のグラ

ンドデザイン」（以下「グランドデザイン答申」という。）以降、学修者本位の教育への転

換を図り、教学マネジメント指針の策定や大学設置基準等の改正等を行うなど高等教育の

質を高めるための取組を行ってきました。また、教育と両輪である研究についても、国際

卓越研究大学制度や地域中核・特色ある研究大学強化促進事業などの仕組みを創設してい

ます。一方で、初等中等教育段階においては、GIGA スクール構想による１人１台端末等の

ICT 環境の整備の進展や、高等学校での「総合的な探究の時間」等における問題発見・課

題解決的な学習活動の充実など、今後高等教育機関へ進学する生徒の学びにも変化が見ら

れます。

また、教育費負担の軽減策として、高等教育の修学支援新制度が導入され、低所得者世

帯の進学率が着実に上昇しつつあります。加えて、2023 年５月の G7 富山・金沢教育大臣

会合では国際教育交流が重要な取組として位置付けられています。さらに、政府全体では、

デジタルの力を活用した地方創生や、リスキリングによる能力向上支援などの労働市場改

革も進められています。 

そのような中で、一人一人の実りある生涯と我が国の持続的な成長・発展を実現し、人

類社会が調和ある発展をしていくためには、人材育成と知的創造活動の中核である高等教212
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育機関が一層重要な役割を果たすことが求められます。とりわけ、今後の複雑に変化する

社会においては、基礎的で普遍的な知識・理解と汎用的な技能に加えて、その知識を活用

でき、ジレンマを克服することも含めたコミュニケーション能力を持ち、自律的に責任あ

る行動をとれる人材を育成することが特に重要となっています。学生が文理横断的にこう

した知識、スキル、態度及び価値観を身に付け、AI には果たせない真に人が果たすべき役

割を十分に考え、実行できるよう、高等教育機関においては、初等中等教育段階における

取組も踏まえ、そのような人材の育成に取り組むことが必要となります。また、社会に出

た後も、新たに必要とされる知識、スキル、態度及び価値観を身に付け、またそれを更新

していくためのリカレント教育も一層求められています。そして、このような人材の育成

が、ひいては個人及び社会のウェルビーイング（Well-being）の実現につながるものと考

えます。 

このような要請に応え、高等教育機関が求められる役割を真に果たすことができるよう

にするためには、今後の高等教育全体の適正な規模を視野に入れた地域における質の高い

高等教育へのアクセス確保の在り方や、国公私の設置者別や機関別等の役割分担の在り方

の明確化などを図りつつ、各機関の教育研究の質の一層の向上を図ることが必要です。ま

た、これらを実現するための方策についても検討する必要があります。 

以上のような問題意識の下、中長期的な観点から、概ね 2040 年以降の社会を見据えて、

目指すべき高等教育の姿やそれを実現するための方策などの高等教育の在り方について、

次の事項を中心に御審議をお願いします。 

第一は、2040 年以降の社会を見据えた高等教育が目指すべき姿についてであります。 

グランドデザイン答申では、2040 年の展望と高等教育が目指すべき姿が提示され、同答

申等を受けて、入学から卒業まで一貫した教学の改善・改革の取組や大学教育や学生生活

に関する学生調査の結果を活用した教学 IR の充実など、学修者本位の教育の実現に向け

た積極的な取組が進展しつつあります。グランドデザイン答申で示された高等教育が目指

すべき姿を前提としつつも、同答申以降の社会的、経済的な様々な変化を踏まえ、これか

らの時代を担う人材に必要とされる資質・能力の育成に向けた高等教育機関の役割の一層

の発揮のために、今後更に取り組むべき具体的方策について検討をお願いします。その際、

デジタル化、脱炭素化等の世界的な潮流に伴う産業構造の変化を見据えた成長分野をけん

引する人材の育成や、知の生産、価値創造を担う「知のプロフェッショナル」を育成する

大学院教育の改革、社会人や留学生等の受入れによる「多様な価値観が集まるキャンパス」

の重要性も念頭に置きつつ検討をお願いします。 

第二に、今後の高等教育全体の適正な規模を視野に入れた、地域における質の高い高等

教育へのアクセス確保の在り方についてであります。 

前述のとおり、2040 年以降の我が国の大学入学者数は、仮に留学生等の受入れ拡大が相

当程度進展したとしても、2022 年と比較して大きく減少することが予想され、高等教育機

関の機能強化等の観点からも、設置者の枠を超えた、高等教育機関間の連携、再編・統合213
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の議論は避けることができない状況にあります。 

また、地域によって高等教育機関への進学率や進学者収容力が異なるとともに、少子化

の中で、地方の私立大学ほど学生数が減少し、厳しい経営状況に陥る傾向にあるなど、高

等教育機関の置かれている状況も異なっています。 

こうした状況等も踏まえ、今後の高等教育へのアクセス確保の在り方について考える必

要があります。特に、各機関の理念や使命、社会のニーズを踏まえた高等教育の実現に向

け、既存の学部・学科等の構成や教育課程の見直しなどの教育研究の充実に関する方策や、

高等教育機関間の連携の強化に関する方策、再編・統合等を促進する方策、教育や経営に

関する情報の公表に係る方策をはじめ、今後の高等教育全体の適正な規模も視野に入れな

がら、地域における質の高い高等教育へのアクセスを確保するための抜本的な構造改革の

在り方について検討をお願いします。その際、地方の高等教育機関が果たす多面的な役割

についても十分に考慮しつつ検討をお願いします。 

第三に、国公私の設置者別等の役割分担の在り方についてであります。 

第一及び第二の検討事項を踏まえ、高等教育全体の目指すべき姿を議論していく際には、

設置者別や機関別の観点からの議論も必要になります。 

我が国の高等教育機関における国公私の設置者別の在り方については、明治期以来の歴

史的経緯や制度上の位置付け等も考慮し、またグランドデザイン答申で再整理された役割

等も踏まえた上で、それぞれの高等教育機関が持つ「特色」と「強み」を最大限に生かし

て、高等教育の在り方を再構築していく必要があります。 

国立大学については、世界最高水準の教育研究の先導、知の多様性・イノベーションの

源泉となる学問分野の継承・発展、全国的な高等教育の機会均等の確保等や、全国の知的

インフラのネットワーク集積機能を活かした貢献が期待されています。公立大学について

は、設置者である各地方公共団体の高等教育政策の中心的役割を担い、教育機会の均等や

地域活性化の推進、行政課題の解決への貢献といった役割・機能等が期待されています。

私立大学については、学部学生の約８割の教育を担い、「建学の精神」に基づく多様な教育

研究を通じて我が国の高等教育の中核基盤を支えることが期待されています。特に地方に

ある中小規模の私立大学は、地域社会の維持に不可欠な専門人材の輩出や、高等教育の多

様性や機会均等の維持向上に現に役割を果たしています。

機関別では、短期大学は、地方の進学機会の確保に重要な役割を果たすとともに、教育・

保育、看護、介護等の多様な人材養成機能を担っています。また、高等専門学校は５年一

貫の専門的な技術教育による実践的・創造的な技術者養成に、専門職大学は理論と実務を

架橋した教育による専門職業人の養成に、それぞれ大きな役割を果たしています。さらに、

専門学校も、医療・福祉、工業系、IT 系など、地域産業や地域社会の維持に不可欠な専門

人材の輩出をしています。 

一方で、例えば、国立大学においても大学ごとにそのミッションの多様化が進んでいる

ことや、デジタルやグリーン等の成長分野への学部再編等支援を通じた大学改革の促進な

どの政策の進展も重要な変化です。 

こうした期待や変化、さらには少子化の急速な進行やデジタル化・グローバル化の進展

など社会が大きく変化している中で、国公私の設置者別や機関別等の役割分担の在り方や214
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果たすべき役割・機能等を明らかにするとともに、その実現のための具体的方策について

検討をお願いします。 

第四に、高等教育の改革を支える支援方策の在り方についてであります。 

未来を支える人材の育成や学術研究による知の創出等の役割を担う高等教育は国力の

源泉であり、高等教育への投資は未来への投資です。各機関においては、その果たすべき

役割や機能の強化、教育研究の質の一層の向上を実現するため、各機関内における適切な

資源配分や効率化を前提としつつ必要な財源を確保することが求められます。しかしなが

ら、厳しい財政状況の中、各機関においては、十分な人件費や研究費の確保が困難となり、

教育研究活動に大きな影響を与えかねない問題が生じているとの指摘があります。また、

我が国の高等教育段階に対する教育支出においては、OECD 諸国平均と比べて家計負担の割

合が２倍程度と高い現状にもあります。第一から第三までの検討事項も踏まえ、教育研究

を支える基盤的経費や競争的研究費等の充実、民間からの投資を含めた多様な財源の確保

の観点も含めた、今後の高等教育機関や学生への支援方策の在り方等について検討をお願

いします。 

以上が中心的に御審議をお願いしたい事項でありますが、この他にも、高等教育の在り

方に関し、必要な事項について検討をお願いします。 

215
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参考２ 

答申までの審議経過 

＜令和５（2023）年＞ 

中央教育審議会（第 137 回） ９月 25 日（月）16:00-18:00 

・急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について（諮問）

大学分科会（第 175 回） 10 月 25 日（水）13:00-15:00 

・急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について

特別部会（第１回） 11 月 29 日（水）10:00-12:00 

・部会長の選任等について

・今後の高等教育の在り方に関する特別部会の運営について

・今後の高等教育の在り方について

【ヒアリング】

「大学進学率 60％時代の高等教育を考えるために」 

（濱中義隆 国立教育政策研究所高等教育研究部長） 

【意見発表】 

「急速な少子化の進行と高等教育の未来」   （吉見俊哉 委員） 

大学分科会（第 176 回） 12 月 22 日（金）15:00-17:00 

・高等教育の在り方に関する特別部会の議論について

＜令和６（2024）年＞ 

特別部会（第２回） １月 26 日（金）14:00-16:30 

・今後の高等教育の在り方について

【意見発表】

「大学間連携による教育・研究強化が拓く就学の機会」   （松塚ゆかり 委員） 

「大学への期待 －労働研究の立場から－」    （堀有喜衣 委員） 

特別部会（第３回） ２月 27 日（火）10:00-12:30 

・今後の高等教育の在り方について

【意見発表】

「社会環境の変化と大学教育への期待 ～高大社接続の視点から～」（小林浩 委員） 
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「地方における高等教育へのアクセスをいかに維持するのか 

－地方小規模大学からの提言－」   （大森昭生 委員） 

大学分科会（第 177 回） ３月 12 日（火）16:00-18:00 

・高等教育の在り方に関する特別部会の議論について

特別部会（第４回） ３月 27 日（水）10:00-12:00 

・今後の高等教育の在り方について

【意見発表】

「大学教育の多様化に向けて」      （伊藤公平 委員） 

「少子化の急速な進行と高等教育のあり方」   （両角亜希子 委員） 

特別部会（第５回） ４月 26 日（金）16:00-18:30 

・今後の高等教育の在り方について

【意見発表】

「地域における大学の在り方について -地方大学の役割・使命について-」 

（中村和彦 委員） 

「地方大学におけるアクセスと人流」          （濱田州博 委員） 

【ヒアリング】 

「高等教育へのアクセスの在り方を考える -地域による進学先の違いに着目して-」 

（朴澤泰男 国立教育政策研究所高等教育研究部総括研究官） 

特別部会（第６回） ５月 31 日（金）10:00-12:30 

・生涯学習分科会における議論の整理について

・今後の高等教育の在り方について

【ヒアリング】

「大学通信教育の規模とアクセスと質」 

（高橋陽一 公益財団法人私立大学通信教育協会理事長） 

「高等教育の在り方とデジタル改革 ‐学習者本位の教育の在り方‐」 

（井上雅裕 慶應義塾大学大学院特任教授、公益社団法人日本工学教育協会理事） 

【意見発表】 

「多様な価値観が集まるキャンパスの実現 ‐短期大学の機能の再構築‐」 

（大野博之 委員） 

・中間まとめ（素案）について
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特別部会（第７回） ６月 28 日（金）10:00-12:30 

・中間まとめ（案）について

大学分科会 （第 178 回） ・特別部会 （第８回） ７月 19 日（金）13:00-15:00 

・急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた我が国の高等教育の在り方に関

する中間まとめ（案）について

「中間まとめ」公表 ８月８日（木） 

中央教育審議会（第 139 回） ８月 27 日（火）15:00-17:00 

・急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方に関する中間

まとめについて

特別部会（第９回） ９月 10 日（火）10:00-15:00 
（休憩 11:45-12:45）

・今後の高等教育の在り方について

【ヒアリング】

「少子化・社会変革を踏まえた高等教育の課題と支援方策について」 

（林隆之 政策研究大学院大学教授） 

・中間まとめに関する関係団体ヒアリング

一般社団法人国立大学協会（益一哉 副会長、梅原出 理事） 

専門職大学コンソーシアム（北畑隆生 会長） 

一般社団法人公立大学協会（浅井清文 会長） 

全国知事会（牧野利香 愛知県副知事） 

一般社団法人全国高等専門学校連合会（大塚友彦 会長） 

全国専修学校各種学校総連合会（関口正雄 常任理事） 

特別部会（第 10 回） ９月 27 日（金）9:00-11:30 

・今後の高等教育の在り方について

【ヒアリング】

「設置主体別の大学の役割に基づく支援方策」 （島一則 東北大学教授） 

・中間まとめに関する関係団体ヒアリング

全国公立短期大学協会（柳沢幸治 会長） 

日本私立短期大学協会（麻生隆史 会長） 

日本私立大学協会（小原芳明 会長） 
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一般社団法人日本私立大学連盟（曄道佳明 副会長） 

大学分科会 （第 179 回） ・特別部会 （第 11 回） 10 月 16 日（水）10:00-12:00 

・今後の高等教育の在り方について

特別部会（第 12 回） 11 月 12 日（火）16:00-18:30 

・今後の高等教育の在り方について

【ヒアリング】

「和歌山市の取組 ふるさとで学び働けるまち」  （尾花正啓 和歌山市長） 

・答申素案について

特別部会（第 13 回） 12 月４日（水）13:00-15:30 

・答申案について

大学分科会 （第 180 回） ・特別部会 （第 14 回） 12 月 13 日（金）14:00-16:00 

・答申案について

中央教育審議会（第 140 回） 12 月 25 日（水）10:00-12:00 

・急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方に関する答申

（案）について

パブリックコメント    12 月 26 日（木）～令和７年１月 15 日（水） 

＜令和７（2025）年＞ 

大学分科会 （第 181 回） ・特別部会 （第 15 回） １月 28 日（火）13:00-15:00 

・答申案について

中央教育審議会（第 141 回） ２月 21 日（金）10:00-12:00 

・我が国の「知の総和」向上の未来像 ～高等教育システムの再構築～（答申）
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参考３ 

第１２期中央教育審議会委員 

令和５年３月 10 日発令 

（50 音順） 

会長  荒 瀬 克 己 独立行政法人教職員支援機構理事長 

副会長 永 田 恭 介  筑波大学長 

副会長 橋 本 雅 博  住友生命保険相互会社取締役会長、日本経済団体連合会教育・大学改革推進委員長 

青 海   正  東京都大田区立志茂田中学校校長、全日本中学校長会会長 

秋 田 喜 代 美  学習院大学文学部教授、東京大学名誉教授 

安 孫 子 尋 美  株式会社ニトリホールディングス取締役、人材教育部ゼネラルマネジャー 

今 村 久 美  認定特定非営利活動法人カタリバ代表理事 

植 村 洋 司  東京都中央区立久松小学校校長 全国連合小学校長会会長 

内 田 隆 志  東京都立三田高等学校校長、全国高等学校長協会会長 

内 田 由 紀 子  京都大学人と社会の未来研究院院長・教授 

金 田   淳  公益社団法人日本 PTA 全国協議会元会長 

清 原 慶 子  杏林大学客員教授、前東京都三鷹市長 

熊 平 美 香  一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事 

後 藤 景  子  奈良国立大学機構特任教授 

坂 本 雅 彦  東京都教育委員会教育長、全国都道府県教育委員会連合会会長 

貞 広 斎 子  千葉大学副学長・教育学部教授  

清 水 信 一  学校法人武蔵野東学園特別参与 

戸 ヶ 﨑 勤  埼玉県戸田市教育委員会教育長 

奈 須 正 裕  上智大学総合人間科学部教授 

萩 原 な つ 子  独立行政法人国立女性教育会館理事長 

日 比 谷 潤 子  国際基督教大学名誉教授 

古 沢 由 紀 子  読売新聞東京本社編集委員 

堀 田 龍 也  東京学芸大学教職大学院教授 

湊   長 博  京都大学総長 

村 岡 嗣 政  山口県知事 

村 田   治  関西学院大学名誉教授 

吉 岡 知 哉  独立行政法人日本学生支援機構理事長 

吉 田   晋  学校法人富士見丘学園理事長、富士見丘中学高等学校長、日本私立中学高等学校連合会会長 

渡 辺 弘 司  日本学校保健会副会長、日本医師会常任理事 

計 29 名 

※令和６年 10 月 30 日時点
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第１２期中央教育審議会大学分科会委員 

委  員：令和５年３月 10 日発令 

臨時委員：令和５年５月 17 日発令 

（50 音順） 

（委  員） 

分科会長   永 田 恭 介   筑波大学長 

副分科会長  村 田   治 関西学院大学名誉教授 

副分科会長  吉 岡 知 哉   独立行政法人日本学生支援機構理事長 

熊 平 美 香 一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事 

後 藤 景 子   奈良国立大学機構特任教授 

橋 本 雅 博   住友生命保険相互会社取締役会長 

  日本経済団体連合会教育・大学改革推進委員長 

日比谷 潤 子   国際基督教大学名誉教授 

古 沢 由紀子   読売新聞東京本社編集委員 

湊   長 博   京都大学総長 

（臨時委員） 

麻 生 隆 史   学校法人第二麻生学園理事長・山口短期大学学長 

多   忠 貴  学校法人電子学園理事長 

大 野 英 男  東北大学総長特別顧問、東北大学前総長 

大 森 昭 生  共愛学園前橋国際大学・短期大学部学長 

金 子 晃 浩   全日本自動車産業労働組合総連合会会長 

日本労働組合総連合会副会長 

小 林 弘 祐   北里大学名誉教授、学校法人北里研究所前理事長 

志 賀 啓 一  学校法人志學館学園理事長 

須 賀 晃 一  早稲田大学副総長 

髙 宮 いづみ   近畿大学副学長・文芸学部教授 

田 中 マキ子   山口県立大学学長 

曄 道 佳 明   上智大学長 

濱 中 淳 子   早稲田大学教育・総合科学学術院教授 

平 子 裕 志  ANA ホールディングス株式会社特別顧問 

福 原 紀 彦   日本私立学校振興・共済事業団理事長 

益 戸 正 樹  UiPath 株式会社特別顧問、株式会社肥後銀行特別参与 

松 下 佳 代   京都大学大学院教育学研究科教授 

森   朋 子   桐蔭横浜大学学長 

両 角 亜希子   東京大学大学院教育学研究科教授 

吉 見 俊 哉  國學院大學観光まちづくり学部教授 

和 田 隆 志  金沢大学長 

計 29 名 
※金子委員の発令日は令和５年４月 18 日

※田中委員の発令日は令和６年５月 14 日
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第１２期中央教育審議会大学分科会 

高等教育の在り方に関する特別部会委員 

委  員：令和５年３月 10 日発令 

臨時委員：令和５年５月 17 日発令 

（50 音順） 

（委  員） 

部会長    永 田 恭 介   筑波大学長 

吉 岡 知 哉   独立行政法人日本学生支援機構理事長 

（臨時委員） 

伊 藤 公 平   慶應義塾長 

大 野 博 之   国際学院埼玉短期大学理事長・学長 

副部会長 大 森 昭 生   共愛学園前橋国際大学・短期大学部学長 

小 林  浩 リクルート進学総研所長・カレッジマネジメント編集長

中 村 和 彦   山梨大学長 

濱 田 州 博   公立諏訪東京理科大学長 

平 子 裕 志   ANA ホールディングス株式会社特別顧問 

堀 有喜衣   独立行政法人労働政策研究・研修機構人材開発部門統括研究員 

益 戸 正 樹   UiPath 株式会社特別顧問、株式会社肥後銀行特別参与 

松 塚 ゆかり   一橋大学森有礼高等教育国際流動化機構教授 

両 角 亜希子   東京大学大学院教育学研究科教授 

吉 見 俊 哉  國學院大學観光まちづくり学部教授 

計 14 名 

※伊藤、大野、中村、濱田、堀、松塚各委員の発令日は令和５年 11 月 22 日
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